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1.  水道事業に関わる各種制度、各種手引き・ガイドライン等における業務評価に関する記

載内容等の整理 

1.1  整理の内容と方法 

水道事業に関わる各種制度、水道関係団体等が策定した各種手引き・ガイドライン等における

業務評価に関する記載内容について整理を行うとともに、他の公益事業として電気事業、ガス事

業、病院事業及び下水道事業における事業運営に係る業務評価手法の実態について整理を行った。 

整理にあたっては、特に、誰が、何の目的で、何の評価をするかを明記するとともに、定量的

な評価のために PI が掲げられている場合には、各 PI が対象とする業務の分野や目的についても

整理を行った。 

1.1.1  水道事業 

以下の通達、手引き、ガイドライン等を整理した。 

表 1.1 水道事業について整理した手引き・ガイドライン等の一覧表 

区分 通知名又は書名 通知又は策定主体 整理 備考 
水道施設整備事業の評価の実施について 厚生労働省（H21.4） ○  
地方公営企業の経営の総点検について 総務省（H16.4） ○  
公営企業の経営に当たっての留意事項に

ついて 
総務省（H21.7） ○  

制度 

水道事業経営指標（H19 年度版） 総務省 ○  
地域水道ビジョン作成の手引き 厚生労働省 ○  

危機管理マニュアル策定指針 厚生労働省 × 文字通りのマ

ニュアル策定

指針のため

除外した。 
水道事業の費用対効果分析マニュアル 厚生労働省 ○  
第三者委託実施の手引き 厚生労働省 ○  
水道事業における PFI 導入検討の手引き 厚生労働省 ○  
水安全計画策定ガイドライン 厚生労働省 ○  
民間活用を含む水道事業の連携形態に係

る比較検討の手引き 
厚生労働省 ○  

水道事業におけるアセットマネジメント（資

産管理）に関する手引き 
厚生労働省 ○  

水道事業における環境対策の手引書（改

訂版） 
厚生労働省 ○  

水道事業ガイドライン（同、解説） 日本水道協会 ○  
水道施設更新指針 日本水道協会 ○  
水道事業における総合評価導入に関する

手引き 
日本水道協会 ○  

水道事業における業務委託の手引き 日本水道協会 ○  
水道広域化検討の手引き 日本水道協会 ○  

手引き・

ガイドラ

イン等 

地震等緊急時対応の手引き 日本水道協会 × 緊急時対応

の手順や内
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区分 通知名又は書名 通知又は策定主体 整理 備考 
容の解説の

みのため除

外した。 
水道事業における広報マニュアル 日本水道協会 ○  
営業業務マニュアル 日本水道協会 × 業務の手順

や内容の解

説のみのた

め除外した。 
水道施設機能診断の手引き JWRC ○  
水道の耐震化計画等策定指針 厚生労働省 ○  
ISO24510、ISO24512 国際標準化機構 ○  

また、整理の方法は、次の観点から行った。 

①誰が、何の目的で、何の評価をするかを明記した。 

②業務の目標別（安心、安定、持続、環境、管理、国際）と事業体の事務部門別（総務、建設、

管理）に、定量的な評価用として掲げられた PI を整理した。 

なお、表中に引用した水道事業 PI は次のとおり。 

表 1.2 水道事業 PI の一覧表 

【安心】 【安定】 【持続】 【環境】 【管理】 

1001 水源利用率 
1002 水源余裕率 
1003 原水有効利用率 
1004 自己保有水源率 
1005 取水量 1m3 当た

り水源保全投資額 
1101 原水水質監視度 
1102 水質検査箇所密

度 
1103 連続自動水質監

視度 
1104 水質基準不適合

率 
1105 カビ臭から見た

おいしい水達成率 
1106 塩素臭から見た

おいしい水達成率 
1107 総トリハロメタン

濃度水質基準比 
1108 有機物濃度水質

基準比 
1109 農薬濃度水質管

理目標比 
1110 重金属濃度水質

基準比 
1111 無機物質濃度水

質基準比 
1112 有機物質濃度水

2001 給水人口一人当

たり貯留飲料水量 
2002 給水人口一人当

たり配水量 
2003 浄水予備力確保

率 
2004 配水池貯留能力 
2005 給水制限数 
2006 普及率 
2007 配水管延長密度 
2008 水道メータ密度 
2101 経年化浄水施設

率 
2102 経年化設備率 
2103 経年化管路率 
2104 管路の更新率 
2105 管路の更正率 
2106 バルブの更新率 
2107 管路の新設率 
2201 水源の水質事故

数 
2202 幹線管路の事故

割合 
2203 事故時配水量率 
2204 事故時給水人口

率 
2205 給水拠点密度 
2206 系統間の原水融

3001 営業収支比率 
3002 経常収支比率 
3003 総収支比率 
3004 累積欠損金比率 
3005 繰入金比率（収益的収支分） 
3006 繰入金比率（資本的収入分） 
3007 職員一人当たり給水収益 
3008 給水収益に対する職員給与費

の割合 
3009 給水収益に対する企業債利息

の割合 
3010 給水収益に対する減価償却費

の割合 
3011 給水収益に対する企業債償還

金の割合 
3012 給水収益に対する企業債残高

の割合 
3013 料金回収率 
3014 供給単価 
3015 給水原価 
3016 1 箇月当たり家庭用 10m3 料金

3017 1 箇月当たり家庭用 20m3 料金

3018 有収率 
3019 施設利用率 
3020 施設最大稼働率 
3021 負荷率 
3022 流動比率 
3023 自己資本構成比率 

4001 配水量 1m3

当たり電力消費

量 
4002 配水量 1m3

当たり消費エネ

ルギー 
4003 再生可能エ

ネルギー利用率 
4004 浄水発生土

の有効利用率 
4005 建設副産物

のリサイクル率 
4006 配水量 1m3

当たり CO2 排出

量 
4101 地下水率 

5001 給水圧不適正

率 
5002 配水池清掃実

施率 
5003 年間ポンプ平

均稼働率 
5004 検針誤り割合 
5005 料金請求誤り

割合 
5006 料金未納率 
5007 給水停止割合 
5008 検針委託率 
5009 浄水場第三者

委託率 
5101 浄水場事故割

合 
5102 ダクタイル鋳鉄

管・鋼管率 
5103 管路の事故割

合 
5104 鉄製管路の事

故割合 
5105 非鉄製管路の

事故割合 
5106 給水管の事故

割合 
5107 漏水率 
5108 給水件数当た
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【安心】 【安定】 【持続】 【環境】 【管理】 

質基準比 
1113 有機塩素化学物

質濃度水質基準比 
1114 消毒副生成物濃

度水質基準比 
1115 直結給水率 
1116 活性炭投入率 
1117 鉛製給水管率 

通率 
2207 浄水施設耐震率 
2208 ポンプ所耐震施設

率 
2209 配水池耐震施設

率 
2210 管路の耐震化率 
2211 薬品備蓄日数 
2212 燃料備蓄日数 
2213 給水車保有度 
2214 可搬ポリタンク・ポ

リパック保有度 
2215 車載用の給水タン

ク保有度 
2216 自家用発電設備

容量率 
2217 警報付施設率 
2218 給水装置の凍結

発生率 

3024 固定比率 
3025 企業債償還元金対減価償却費

比率 
3026 固定資産回転率 
3027 固定資産使用効率 
3101 職員資格取得度 
3102 民間資格取得度 
3103 外部研修時間 
3104 内部研修時間 
3105 技術職員率 
3106 水道業務経験年数度 
3107 技術開発職員率 
3108 技術開発費率 
3109 職員一人当たり配水量 
3110 職員一人当たりメータ数 
3111 公傷率 
3112 直接飲用率 
3201 水道事業に係る情報の提供度 
3202 モニタ割合 
3203 アンケート情報収集割合 
3204 水道施設見学者割合 
3205 水道サービスに対する苦情割

合 
3206 水質に対する苦情割合 
3207 水道料金に対する苦情割合 
3208 監査請求数 
3209 情報開示請求数 
3210 職員一人当たり受付件数 

り漏水率 
5109 断水・濁水時間

5110 設備点検実施

率 
5111 管路点検率 
5112 バルブ設置密

度 
5113 消火栓点検率 
5114 消火栓設置密

度 
5115 貯水槽水道指

導率 
 
【国際】 
6001 国際技術等協

力度 
6101 国際交流数 

1.1.2  電気事業、病院事業、ガス事業、下水道事業関連 

各事業ごとに、以下の通達、手引き、ガイドライン等を整理した。 

表 1.3 水道事業以外について整理した手引き・ガイドライン等の一覧表 

事業 参照する資料 整理 備考 
供給約款料金審査要領（H12.3、経産省） ○  
民営電気事業者の直近 3 ヶ年間における決算

公告又は有価証券報告書（株式の上場企業

等、資料が公表されているもの） 

× 規制官署（経産省）とのインタ

ーフェースは料金改定の認可

にほぼ絞られており、当該認可

申請書類は非公開。一般公開

されている決算資料等には業

務評価に関する詳細な記述は

ない。 

電気事業 

民営電気事業者のうち、九州電力のCSR報告

書 
○ 業務評価のサンプル（環境面

など顧客に直接関係する部分

のみ） 
一般ガス事業供給約款料金審査要領

（H18.1、経産省） 
○  ガス事業 

全国の公営ガス事業 34 事業の策定した①公 × 基本的に経営状態は良好な事
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事業 参照する資料 整理 備考 
営企業経営健全化計画、②経営の総点検結

果 
業が多い。 

全国の公営ガス事業 34 事業のうち、松江市ガ

ス事業の事業評価結果 
○ 自主監査 

民営一般ガス事業者の直近 3 ヶ年間の決算公

告又は有価証券報告書（株式の上場企業等、

資料が公表されているもの） 

× 電気事業に同じ。 

公立病院改革ガイドライン（総務省） ○  
自治体病院経営指標・自治体病院比較経営

診断表（平成 19 年度版、総務省） 
○  

地方公営企業法の全部適用事業（全国 120 事

業）の「公立病院改革プラン」のうち、近江八幡

市立総合医療センター病院改革プラン 

○ PFI 事業を契約解除、再直営

化。 

病院事業 

公営企業型地方独立行政法人を導入している

自治体のうち、「大阪府立病院機構」における

中期計画、年度計画、業務実績に関する評価

結果 

○ 地方独法は、平成 21 年 4 月現

在、10 法人で導入 

公営企業の経営に当たっての留意事項につ

いて（H21.7、総務省） 
○  

下水道事業経営指標（平成 19 年度版、総務

省） 
○  

包括的民間委託等実施運営マニュアル

（H20.11、日本下水道協会） 
○  

下水道事

業 

下水道維持管理サービス向上のためのガイド

ライン（2007 年版、日本下水道協会） 
○  

なお、下水道事業の表で引用した「下水道維持管理サービス向上のためのガイドライン」の PI

は下表のとおりである。 

表 1.4 下水道事業 PI の一覧表 

運転管理（管渠） 運転管理（施設） ユーザ・サービス 経営 環境 
Op10 施設の経年化率

（管渠） 
Op20 管渠調査率 
Op30 管渠改善率 
Op40 取付管調査率 
Op50 取付管改善数 
Op60 管渠 1km 当たり陥

没箇所数 
Op70 管渠 1m 当たり維

持管理経費 

Ot10 主要設備の経年化

率 
Ot20 水処理プロセス余

裕率 
Ot30 非常時電源確保率

Ot40 施設の耐震化率

（建築） 
Ot50 目標水質達成率

（BOD） 
Ot60 目標水質達成率

（COD） 
Ot70 目標水質達成率

（SS） 
Ot80 目標水質達成率

（T-N） 
Ot90 目標水質達成率

U10 雨水排水整備率 
U20 法定水質基準遵守

率（BOD） 
U30 法定水質基準遵守

率（COD） 
U40 法定水質基準遵守

率（SS） 
U50 法定水質基準遵守

率（T-N） 
U60 法定水質基準遵守

率（T-P） 
U70 法定水質基準遵守

率（大腸菌郡数） 
U80 管渠等閉塞事故発

生件数 
U90 第三者人身事故発

M10 1 人1 日当たり平均

有収水量 
M20 有収率 
M30 経常収支比率 
M40 繰入金比率（収益

的収入分） 
M50 繰入金比率（収益

的収入分） 
M60 使用料単価 
M70 汚水処理原価 
M80 汚水処理原価（維

持管理費） 
M90 汚水処理原価（資

本費） 
M100 経費回収率 
M110 経費回収率（維持

E10 晴天時汚濁負荷除

去率（BOD） 
E20 再生水の使用率 
E30 下水汚泥リサイクル

率 
E40処理人口 1 人当たり

温室効果ガス排出量 
E50 下水排除基準に対

する適合率 
E60 環境基準達成のた

めの高度処理人口普

及率 
E70 合流式下水道改善

率 
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運転管理（管渠） 運転管理（施設） ユーザ・サービス 経営 環境 
（T-P） 

Ot100 臭気基準遵守率 
Ot110 水処理電力原単

位 
Ot120 水処理使用消毒

剤原単位 

生件数 
U100 下水道サービスに

対する苦情件数 
U110 苦情処理率 
U120 家庭用下水道使

用料 
U130 処理人口 1 人当た

り汚水処理費（維持管

理費） 
U140 処理人口 1 人当た

り汚水処理費（資本

費） 
U150 処理人口 1 人当た

り汚水処理費 
U160 職員一人当たり下

水道使用料収入 
U170 職員一人当たり年

間有収水量 

管理費） 
M120 経費回収率（資本

費） 
M130 要員の公務・労務

災害発生件数 
 

 



 

1
.
2
  
水
道

事
業
に
関
す
る

整
理
結
果

 

業
務

評
価

に
関

す
る

記
述

 
例

示
さ

れ
た

PI
 

（
業

務
の

目
標

別
） 

例
示

さ
れ

た
PI

 
（
事

務
部

門
別

）
 

通
知

名
又

は
資

料
名

 

評
価

の
実

施

者
、

目
的

、

対
象

等
 

現
状

評
価

 
目

標
設

定
と

施
策

の
事

前
評

価
 

施
策

の
実

施
中

の
評

価
 

施
策

の
事

後
評

価
 

安 心
 

安 定
 

持 続
 

環 境
 

管 理
 

国 際
 

総 務
 

建 設
 

管 理
 

水
道

施
設

整
備

事
業

の
評

価
の

実
施

に
つ

い
て

（
H

21
.4

.2
1、

厚

生
労

働
省

）
 

【
実

施
者

】 
水

道
事

業

者
、

水
資

源

機
構

 
【
目

的
】 

水
道

施
設

整

備
事

業
の

効

率
的

な
執

行

と
そ

の
実

施

過
程

の
透

明

性
の

向
上

 
【
対

象
】 

水
道

施
設

整

備
に

係
る

国

庫
補

助
事

業
、

水
資

源

機
構

が
実

施

す
る

国
庫

補

助
事

業
 

 
【
事

前
評

価
】

 
・
事

業
採

択
前

、
事

業
費

10
億

円
以

上

の
事

業
を

対
象

と
し

て
実

施
。

 
・
事

前
評

価
の

内
容

は
、

新
技

術
の

活

用
、

コ
ス

ト
縮

減
、

代
替

案
立

案
等

の

可
能

性
、

事
業

の
必

要
性

、
計

画
の

適
切

性
等

を
踏

ま
え

た
費

用
対

効
果

等
の

検
討

。
 

・
水

道
事

業
者

又
は

水
資

源
機

構
は

、

原
則

と
し

て
学

識
経

験
者

等
の

第
三

者
か

ら
意

見
を

聴
取

し
て

再
評

価
を

行

い
、

結
果

を
厚

労
省

に
報

告
す

る
。

 
・
厚

労
省

は
、

対
象

事
業

の
必

要
性

・効

率
性

・有
効

性
等

の
観

点
か

ら
国

庫

補
助

の
必

要
性

を
判

断
。

 
・
事

前
評

価
の

結
果

と
こ

れ
に

基
づ

く
対

応
は

公
表

す
る

。
 

【再
評

価
】 

・
事

業
採

択
後

5
年

を
経

過
し

て
未

実

施
の

事
業

と
10

年
を

経
過

し
て

継
続

中
の

事
業

を
対

象
。

（
10

年
経

過
以

降

は
原

則
5

年
経

過
ご

と
に

実
施

。
） 

・
再

評
価

の
内

容
は

、
社

会
経

済
情

勢

等
の

変
化

、
進

捗
状

況
等

を
踏

ま
え

た
コ

ス
ト

縮
減

、
代

替
案

立
案

等
の

可

能
性

の
検

討
等

。
 

・
水

道
事

業
者

又
は

水
資

源
機

構
は

、

原
則

と
し

て
学

識
経

験
者

等
の

第
三

者
か

ら
意

見
を

聴
取

し
て

再
評

価
を

行

い
、

結
果

を
厚

労
省

に
報

告
す

る
。

 
・厚

労
省

は
、

対
象

事
業

の
必

要
性

・効

率
性

・有
効

性
等

の
観

点
か

ら
補

助

継
続

の
必

要
性

を
判

断
し

、
「継

続
」
、

「
事

業
計

画
等

の
見

直
し

」
、

「休
止

」
、

「中
止

」の
い

ず
れ

か
と

す
る

。
 

・
再

評
価

の
結

果
と

こ
れ

に
基

づ
く
対

応

は
公

表
す

る
。

 

 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

地
方

公
営

企
業

の
経

営
の

総
点

検
に

つ
い

て

（
H

16
.4

.1
3、

総

務
省

）  

【
実

施
者

】 
各

地
方

公
営

企
業

 
【
目

的
】 

各
地

方
公

営

企
業

の
経

営

の
総

点
検

と

経
営

改
革

の

推
進

 
【
対

象
】 

各
地

方
公

営

企
業

の
経

営

全
般

 

【総
点

検
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

】
 

以
下

の
項

目
に

つ
い

て
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

を
用

い
て

自
己

評
価

を
行

う
。

 
・
「
民

間
的

経
営

手
法

の
導

入
等

」
（
効

果
的

な
サ

ー
ビ

ス
の

供
給

の
観

点
か

ら
10

項
目

）
 

・
「
経

営
基

盤
の

強
化

」
（法

適
化

、
広

域
化

等
、

経
営

の
活

性
化

、
組

織
の

活
性

化
・
人

材
育

成
か

ら
10

項
目

） 
・「

計
画

的
な

経
営

の
推

進
」（

経
営

計

画
、

業
績

評
価

、
建

設
投

資
、

サ
ー

ビ

ス
向

上
、

外
部

監
査

か
ら

14
項

目
） 

・「
効

率
的

な
経

営
の

推
進

」（
組

織
機

構
・
定

員
管

理
、

給
与

、
IT

技
術

の

導
入

・活
用

、
入

札
手

続
き

等
の

改

善
か

ら
8

項
目

） 
・
「
財

務
の

適
正

化
」
（
料

金
等

、
経

費

負
担

区
分

、
資

金
管

理
、

経
理

処
理

か
ら

12
項

目
）

 
・
「
透

明
性

の
向

上
」
（
情

報
提

供
か

ら

3
項

目
）

 

【
中

期
経

営
計

画
】 

次
の

事
項

を
明

示
す

る
。

 
・
計

画
の

位
置

づ
け

 
・
事

業
へ

の
ニ

ー
ズ

を
的

確
に

把
握

し
、

将
来

需
要

予
測

 
・
中

期
財

政
収

支
計

画
と

設
備

投
資

計

画
 

・
定

員
管

理
・給

与
の

適
正

化
の

目
標

と
取

組
 

・
計

画
達

成
状

況
の

公
表

時
期

と
方

法

等
 

・
経

営
基

盤
強

化
へ

の
取

組
 

・
民

間
的

経
営

手
法

の
導

入
の

方
針

 
・
長

期
の

収
支

計
画

等
（必

要
な

場
合

）
 

・
毎

年
度

又
は

中
期

経
営

計
画

期
間

中

に
計

画
の

達
成

度
を

評
価

し
、

計
画

と

実
績

の
差

異
の

原
因

を
分

析
し

、
そ

の
結

果
を

計
画

修
正

や
次

期
計

画
の

策
定

等
企

業
経

営
に

反
映

さ
せ

る

Pl
an

-D
o-

Se
e

サ
イ

ク
ル

を
導

入
す

る
。

 
・評

価
結

果
を

予
算

編
成

や
定

員
管

理

等
に

反
映

さ
せ

る
ル

ー
ル

を
確

立
さ

せ

る
こ

と
が

望
ま

し
く
、

ま
た

、
評

価
の

過

程
に

お
い

て
学

識
経

験
者

や
地

域
住

民
の

参
加

を
図

る
こ

と
に

よ
っ

て
評

価

の
客

観
性

を
確

保
す

る
。

 
・
中

期
経

営
計

画
や

業
績

評
価

に
加

え

て
、

決
算

書
類

等
か

ら
得

ら
れ

る
経

営

情
報

を
取

り
ま

と
め

、
例

え
ば

料
金

水

準
、

人
件

費
な

ど
に

は
類

似
団

体
や

民
間

企
業

の
対

応
す

る
デ

ー
タ

も
添

え
る

な
ど

、
住

民
が

理
解

・
評

価
し

や

す
い

よ
う

に
工

夫
し

つ
つ

、
積

極
的

な

情
報

開
示

に
努

め
る

。
 

 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 
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業
務

評
価

に
関

す
る

記
述

 
例

示
さ

れ
た

PI
 

（
業

務
の

目
標

別
） 

例
示

さ
れ

た
PI

 
（
事

務
部

門
別

）
 

通
知

名
又

は
資

料
名

 

評
価

の
実

施

者
、

目
的

、

対
象

等
 

現
状

評
価

 
目

標
設

定
と

施
策

の
事

前
評

価
 

施
策

の
実

施
中

の
評

価
 

施
策

の
事

後
評

価
 

安 心
 

安 定
 

持 続
 

環 境
 

管 理
 

国 際
 

総 務
 

建 設
 

管 理
 

・
「
そ

の
他

」
（環

境
と

防
災

へ
の

取
組

）
 

公
営

企
業

の
経

営
に

当
た

っ
て

の
留

意
事

項
に

つ
い

て

（
H

21
.7

.8
総

務

省
）

 

【
実

施
者

】 
各

地
方

公
営

企
業

 
【
目

的
】 

各
地

方
公

営

企
業

の
抜

本

改
革

の
推

進
、

一
層

の

経
営

健
全

化
 

【
対

象
】 

各
地

方
公

営

企
業

の
経

営

全
般

 

 
【
経

営
計

画
】（

策
定

を
行

う
こ

と
が

望
ま

し
い

）
 

・
計

画
期

間
は

原
則

と
し

て
10

年
 

・
「
経

営
健

全
化

の
基

本
方

針
」（

組
織

・

定
員

・給
与

、
投

資
、

料
金

、
一

般
会

計
繰

出
金

、
経

営
基

盤
強

化
、

資
金

不
足

比
率

の
見

通
し

と
評

価
、

資
金

管

理
・調

達
、

情
報

公
開

な
ど

）と
「
収

支

見
込

み
」
を

盛
り

込
む

。
 

【
水

道
事

業
に

お
け

る
経

営
計

画
等

策

定
に

あ
た

っ
て

の
留

意
点

】
 

・
地

域
住

民
の

ニ
ー

ズ
の

把
握

と
適

切

な
建

設
改

良
計

画
に

よ
り

、
投

資
規

模

の
適

正
化

を
図

る
。

 
・
事

業
の

統
合

化
・広

域
化

を
推

進
し

、

財
務

・技
術

基
盤

の
強

化
と

効
率

的
な

経
営

体
制

の
確

立
を

図
る

。
 

・
老

朽
管

更
新

を
含

め
計

画
的

に
災

害

対
策

・保
安

対
策

事
業

を
実

施
す

る
。

 
・
水

道
料

金
は

、
原

価
主

義
の

原
則

に

基
づ

き
、

更
新

財
源

や
安

全
対

策
経

費
を

確
保

す
る

と
と

も
に

、
需

要
者

間

の
負

担
の

公
平

の
要

請
に

対
応

し
た

料
金

体
系

を
整

備
充

実
す

る
。

 
・
職

員
給

与
費

、
動

力
費

等
の

維
持

管

理
費

を
始

め
と

す
る

コ
ス

ト
の

低
減

と

と
も

に
、

「水
道

事
業

経
営

指
標

」
等

の

経
営

指
標

の
活

用
を

図
り

、
類

似
す

る

他
の

事
業

者
の

経
営

状
況

等
を

参
考

に
経

営
効

率
化

を
推

進
す

る
。

 

・計
画

の
達

成
度

を
評

価
し

、
計

画
と

実

績
の

乖
離

の
原

因
を

分
析

し
、

そ
の

結
果

を
計

画
修

正
や

次
期

計
画

の
策

定
等

企
業

経
営

に
反

映
さ

せ
る

PD
C

A
サ

イ
ク

ル
を

導
入

す
る

。
 

・評
価

結
果

を
予

算
編

成
や

定
員

管
理

等
に

反
映

さ
せ

る
ル

ー
ル

を
確

立
さ

せ

る
こ

と
が

望
ま

し
く
、

ま
た

、
評

価
の

過

程
に

お
い

て
学

識
経

験
者

や
地

域
住

民
の

参
加

を
図

る
こ

と
に

よ
っ

て
評

価

の
客

観
性

を
確

保
す

る
。

 
・
各

種
の

経
営

指
標

等
を

用
い

て
経

営

規
模

等
の

類
似

す
る

民
間

企
業

を
含

む
他

の
同

種
企

業
と

の
経

営
状

況
の

比
較

を
行

い
、

ま
た

同
種

企
業

に
お

け

る
経

営
改

善
事

例
を

積
極

的
に

活
用

し
て

経
営

分
析

を
行

い
、

計
画

の
達

成

に
向

け
た

経
営

健
全

化
・効

率
化

の

推
進

に
努

め
る

。
 

・
事

業
概

要
、

業
務

予
定

量
、

財
務

状

況
、

一
般

会
計

等
の

関
与

、
企

業
債

等
残

高
、

職
員

の
定

数
・給

与
、

料

金
、

経
営

効
率

化
へ

の
取

組
状

況
、

民
間

的
経

営
手

法
の

導
入

、
そ

の
他

経
営

基
盤

強
化

へ
の

取
組

、
経

費
節

減
等

の
取

組
に

よ
る

効
果

額
等

を
住

民
に

情
報

公
開

す
る

。
料

金
水

準
、

人

件
費

に
は

類
似

団
体

や
民

間
企

業
の

対
応

す
る

デ
ー

タ
も

添
え

る
な

ど
、

住

民
が

理
解

・評
価

し
や

す
い

よ
う

工
夫

し
、

公
開

す
る

。
 

 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

水
道

事
業

経
営

指
標

（最
新

は

H
19

年
度

版
、

総
務

省
）  

【
実

施
者

】 
水

道
事

業
者

 
【
目

的
】 

事
業

の
経

営

状
況

を
客

観

的
に

捉
え

、

類
似

団
体

と

の
比

較
を

行

う
。

 
【
対

象
】 

・「
事

業
の

概
況

」（
普

及
率

、
有

収
率

、

有
形

固
定

資
産

減
価

償
却

率
の

3
指

標
）
、

「
施

設
の

効
率

性
」
（施

設
利

用

率
等

3
指

標
）、

「経
営

の
効

率
性

」

（
経

常
収

支
比

率
等

10
指

標
）、

「
財

務
の

状
況

」（
当

座
比

率
等

3
指

標
）

の
4

項
目

を
中

心
に

経
営

指
標

が
選

定
さ

れ
て

い
る

。
 

・給
水

人
口

規
模

、
水

源
、

有
収

水
量

密
度

で
全

国
の

水
道

事
業

者
を

グ
ル

 
 

 
- 

- 
30

01
 

30
02

 
30

03
 

30
04

 
30

05
 

30
06

 
30

07
 

30
08

 
30

09
 

30
10

 

- 
50

08
 

- 
- 

- 
- 
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業
務

評
価

に
関

す
る

記
述

 
例

示
さ

れ
た

PI
 

（
業

務
の

目
標

別
） 

例
示

さ
れ

た
PI

 
（
事

務
部

門
別

）
 

通
知

名
又

は
資

料
名

 

評
価

の
実

施

者
、

目
的

、

対
象

等
 

現
状

評
価

 
目

標
設

定
と

施
策

の
事

前
評

価
 

施
策

の
実

施
中

の
評

価
 

施
策

の
事

後
評

価
 

安 心
 

安 定
 

持 続
 

環 境
 

管 理
 

国 際
 

総 務
 

建 設
 

管 理
 

水
道

事
業

経

営
の

現
状

 
ー

ピ
ン

グ
し

、
各

類
型

区
分

別
に

各

指
標

の
平

均
値

と
過

去
の

推
移

と
を

提
示

。
 

・
自

ら
の

事
業

体
が

属
す

る
類

型
区

分

の
経

営
指

標
を

自
ら

の
事

業
体

の
数

値
と

比
較

分
析

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
。

 

30
11

 
30

13
 

30
14

 
30

15
 

30
16

 
30

17
 

30
18

 
30

19
 

30
20

 
30

21
 

30
22

 
30

23
 

30
24

 
30

25
 

30
26

 
30

27
 

地
域

水
道

ビ
ジ

ョ
ン

作
成

の
手

引
き

（ H
17

.1
0、

厚
生

労
働

省
）

 

【
実

施
者

】 
水

道
事

業
者

 
【
目

的
】 

事
業

の
現

状

と
将

来
見

通

し
を

分
析

・評

価
し

た
上

で
、

目
指

す

べ
き

将
来

像

を
描

き
、

実

現
方

策
等

を

示
す

。
 

【
対

象
】 

水
道

事
業

（
簡

易
水

道

事
業

を
包

含
）
、

用
水

供

給
事

業
 

・
「
安

全
な

水
、

快
適

な
水

が
供

給
さ

れ

て
い

る
か

」
、

「
い

つ
で

も
使

え
る

よ
う

に
供

給
さ

れ
て

い
る

か
」
、

「
将

来
も

変

わ
ら

ず
安

定
し

た
事

業
運

営
が

で
き

る
よ

う
に

な
っ

て
い

る
か

」、
「環

境
へ

の
影

響
を

低
減

し
て

い
る

か
」
、

「
国

際
協

力
に

貢
献

し
て

い
る

か
」の

観

点
か

ら
事

業
の

現
状

と
将

来
見

通
し

を
分

析
・評

価
す

る
。

 
・分

析
・評

価
に

あ
た

っ
て

は
、

JW
W

A
Q

10
0

に
基

づ
く
業

務
指

標

（ P
I）

を
活

用
す

る
こ

と
が

有
効

。
ハ

ー

ド
的

側
面

か
ら

の
施

設
の

機
能

診
断

は
「
水

道
施

設
機

能
診

断
の

手
引

き
」
、

老
朽

化
施

設
の

更
新

に
つ

い
て

は
「
水

道
施

設
更

新
指

針
」
を

活
用

す

る
。

 

・
目

標
期

間
は

10
年

程
度

。
 

・
「
安

心
」、

「
安

定
」、

「持
続

」、
「環

境
」

及
び

「国
際

」
の

視
点

に
留

意
し

て
今

世
紀

半
ば

頃
の

各
事

業
の

あ
る

べ
き

姿
又

は
基

本
理

念
を

示
す

。
 

・
「
運

営
基

盤
の

強
化

・顧
客

サ
ー

ビ
ス

の
向

上
」
か

ら
4

項
目

、
「安

心
・
快

適

な
給

水
の

確
保

」
か

ら
7

項
目

、
「
災

害

対
策

等
の

充
実

」か
ら

5
項

目
、

「
環

境
・
エ

ネ
ル

ギ
ー

対
策

の
強

化
」
か

ら
3

項
目

、
「国

際
協

力
等

を
通

じ
た

水
道

分
野

の
国

際
貢

献
」
か

ら
2

項
目

の
各

観
点

を
参

考
に

目
標

を
設

定
す

る
。

定

量
的

な
数

値
目

標
は

業
務

指
標

を
活

用
す

る
こ

と
も

考
え

ら
れ

る
。

ま
た

可
能

な
限

り
達

成
期

限
を

明
記

す
る

こ
と

が

望
ま

し
い

。
 

・
目

標
を

達
成

す
る

た
め

、
計

画
期

間

内
に

実
施

す
べ

き
具

体
的

方
策

を
取

り
ま

と
め

る
。

 
・
学

識
経

験
者

、
需

要
者

等
の

参
加

を

得
た

検
討

会
等

を
設

置
し

、
広

く
意

見

を
聴

取
し

て
そ

れ
を

反
映

す
る

よ
う

努

め
る

。
 

・
策

定
後

に
は

公
表

し
、

広
く
周

知
を

図

る
。

 

・
目

標
の

達
成

状
況

と
各

実
現

方
策

の

進
捗

状
況

に
つ

い
て

定
期

的
に

（
例

え

ば
3

年
に

1
回

程
度

）
レ

ビ
ュ

ー
し

、
関

係
者

の
意

見
を

聴
取

し
つ

つ
、

必
要

に

応
じ

て
地

域
水

道
ビ

ジ
ョ
ン

の
見

直
し

を
行

う
。

 

 

各
目

標
ご

と
に

参
考

と
す

べ
き

観
点

が
例

示
さ

れ
て

い
る

が
、

具
体

的
な

PI
は

特
定

さ
れ

て
い

な
い

。
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業
務

評
価

に
関

す
る

記
述

 
例

示
さ

れ
た

PI
 

（
業

務
の

目
標

別
） 

例
示

さ
れ

た
PI

 
（
事

務
部

門
別

）
 

通
知

名
又

は
資

料
名

 

評
価

の
実

施

者
、

目
的

、

対
象

等
 

現
状

評
価

 
目

標
設

定
と

施
策

の
事

前
評

価
 

施
策

の
実

施
中

の
評

価
 

施
策

の
事

後
評

価
 

安 心
 

安 定
 

持 続
 

環 境
 

管 理
 

国 際
 

総 務
 

建 設
 

管 理
 

水
道

事
業

の
費

用
対

効
果

分
析

マ
ニ

ュ
ア

ル
改

訂
版

（ H
19

.7
、

厚
生

労
働

省
）

 

【
実

施
者

】 
水

道
事

業
者

 
【
目

的
】事

業

の
投

資
効

果

を
採

択
時

と

中
間

時
に

判

断
す

る
。

 
【
対

象
】国

庫

補
助

事
業

 

 
・
事

業
に

よ
り

生
み

出
さ

れ
る

社
会

的
な

効
果

と
事

業
に

要
す

る
費

用
を

比
較

す
る

こ
と

で
事

業
実

施
の

妥
当

性
を

評
価

す
る

。
 

・
算

定
期

間
は

事
業

の
完

了
後

50
年

間
、

費
用

及
び

便
益

は
、

過
去

に
つ

い
て

は

デ
フ

レ
ー

タ
で

、
将

来
に

つ
い

て
は

社
会

的
割

引
率

4.
0%

を
用

い
て

現
在

価
値

化
。

 

 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

第
三

者
委

託
実

施
の

手
引

き

（
H

19
.1

1、
厚

生

労
働

省
） 

【
実

施
者

】 
水

道
事

業
者

 
【
目

的
】 

第
三

者
委

託

の
導

入
の

可

否
と

実
施

 
【
対

象
】 

浄
水

場
の

運

転
管

理
、

水

質
管

理
等

の

技
術

上
の

業

務
 

・現
状

を
正

確
に

把
握

し
、

事
業

の
課

題
を

整
理

す
る

。
 

・
事

業
継

続
の

た
め

に
解

決
す

べ
き

課

題
の

優
先

順
位

を
定

め
、

そ
の

解
決

の
方

策
と

し
て

第
三

者
委

託
が

有
効

で
あ

る
か

を
検

討
す

る
。

 
・現

状
・課

題
の

把
握

と
解

決
策

の
検

討
は

、
地

域
水

道
ビ

ジ
ョ

ン
の

検
討

と

関
連

づ
け

て
行

う
こ

と
が

考
え

ら
れ

る
。

（
p1

4～
p1

5）
 

・
運

営
面

、
人

事
面

、
財

務
面

、
対

議

会
・
需

要
者

の
観

点
か

ら
導

入
の

メ
リ

ッ
ト

・デ
メ

リ
ッ

ト
を

整
理

。
（ p

14
～

p1
6）

 
・
各

メ
リ

ッ
ト

・デ
メ

リ
ッ

ト
に

つ
い

て
、

第

三
者

委
託

導
入

の
目

的
に

あ
っ

た
も

の
か

、
メ

リ
ッ

ト
が

デ
メ

リ
ッ

ト
よ

り
も

大

き
く
水

道
事

業
経

営
の

上
で

効
果

が

あ
る

か
等

、
定

量
化

（点
数

化
）す

る
こ

と
で

総
合

評
価

。
（

p3
5）

 
・
委

託
の

範
囲

、
技

術
力

・人
事

へ
の

影

響
、

事
故

・
緊

急
時

対
応

、
リ

ス
ク

分

担
、

施
設

更
新

、
ユ

ー
テ

ィ
リ

テ
ィ

負
担

区
分

、
委

託
期

間
、

委
託

費
用

の
各

項
目

に
関

す
る

評
価

表
の

フ
ォ

ー
マ

ッ

ト
を

例
示

。
（ p

36
～

p3
7）

 
・
委

託
開

始
時

に
水

道
事

業
者

と
受

託

者
が

立
会

の
上

、
施

設
機

能
を

確
認

し
、

こ
れ

を
記

録
し

て
お

く
。

（
p6

3）
 

・運
転

管
理

と
維

持
管

理
の

両
面

か

ら
、

①
受

託
者

の
報

告
書

内
容

等
の

確
認

、
②

要
求

水
準

達
成

状
況

の
判

断
（水

量
、

水
質

等
）、

③
施

設
機

能

状
況

の
確

認
を

行
い

、
必

要
に

応
じ

て

改
善

計
画

書
提

出
の

指
示

、
回

復
措

置
の

請
求

等
を

行
う

。
（ p

57
）

 
・
運

転
管

理
面

で
は

、
受

託
者

の
水

質

検
査

等
に

よ
る

自
己

点
検

と
管

理
日

報
等

に
よ

る
報

告
、

水
道

事
業

者
に

よ

る
受

託
者

と
同

様
の

検
査

の
実

施
、

受
託

者
か

ら
の

報
告

の
確

認
、

立
入

に
よ

る
事

実
確

認
、

需
要

者
へ

の
ア

ン

ケ
ー

ト
や

苦
情

を
参

考
に

す
る

こ
と

も

考
え

ら
れ

る
。

（ p
57

）
 

・
維

持
管

理
面

で
は

、
受

託
者

か
ら

の

報
告

の
確

認
、

水
道

事
業

者
に

よ
る

定
期

的
な

検
査

を
実

施
す

る
。

技
術

ア

ド
バ

イ
ザ

ー
の

支
援

を
得

る
こ

と
も

考

え
ら

れ
る

。
（

p5
8）

 

・
業

務
完

了
前

の
適

当
な

時
期

に
実

施
し

た
第

三
者

委
託

に

つ
い

て
評

価
を

行
い

、
業

務
完

了
後

の
維

持
管

理
業

務
の

実

施
方

法
に

つ
い

て
検

討
を

行

う
。

（
p6

3）
 

・
運

営
期

間
終

了
前

に
受

託
者

が
提

出
す

る
施

設
機

能
報

告

書
に

基
づ

き
、

施
設

機
能

の
確

認
を

行
い

、
必

要
に

応
じ

て
改

善
計

画
書

提
出

の
指

示
、

回

復
措

置
の

請
求

等
を

行
う

。

（
p5

8）
 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 

水
道

事
業

に
お

け
る

PF
I導

入

検
討

の
手

引
き

（
H

19
.1

1、
厚

生

労
働

省
）  

【
実

施
者

】 
水

道
事

業
者

 
【
目

的
】 

PF
Iの

導
入

の
可

否
 

【
対

象
】 

水
道

に
関

連

す
る

公
共

施

設
等

の
整

備

等
の

事
業

 

 
長

期
に

わ
た

る
本

格
的

な
検

討
作

業
に

入
る

前
段

で
、

PF
Iに

よ
る

事
業

実
施

に

関
す

る
最

も
初

期
の

段
階

の
判

定
を

行

い
、

判
定

結
果

に
基

づ
い

て
PF

I導
入

可
能

性
調

査
を

進
め

る
。

（
p6

） 
①

定
性

的
評

価
指

標
 

・
事

業
の

基
本

特
性

が
PF

Iに
適

合
す

る
こ

と
 

・P
FI

の
メ

リ
ッ

ト
が

活
か

せ
る

事
業

で
あ

る
こ

と
 

・
競

争
性

、
代

替
性

等
の

確
保

が
で

き

る
こ

と
 

②
定

量
的

評
価

指
標

 

次
の

各
項

目
を

総
合

的
に

評
価

し
、

PF
I

の
導

入
可

能
性

を
判

断
す

る
。

 
・

V
FM

が
あ

る
こ

と
 

・
所

期
の

事
業

目
的

が
達

成
さ

れ
る

見

通
し

が
あ

る
こ

と
 

・他
の

事
業

手
法

と
比

較
し

て
も

PF
I事

業
に

よ
る

方
が

優
位

で
あ

る
こ

と
 

・
そ

の
他

の
定

性
的

・
定

量
的

評
価

 
（

p6
6）

 

 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 
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業
務

評
価

に
関

す
る

記
述

 
例

示
さ

れ
た

PI
 

（
業

務
の

目
標

別
） 

例
示

さ
れ

た
PI

 
（
事

務
部

門
別

）
 

通
知

名
又

は
資

料
名

 

評
価

の
実

施

者
、

目
的

、

対
象

等
 

現
状

評
価

 
目

標
設

定
と

施
策

の
事

前
評

価
 

施
策

の
実

施
中

の
評

価
 

施
策

の
事

後
評

価
 

安 心
 

安 定
 

持 続
 

環 境
 

管 理
 

国 際
 

総 務
 

建 設
 

管 理
 

・
事

業
期

間
（1

5
年

以
上

） 
・
事

業
費

（3
0

億
円

以
上

） 
・
維

持
管

理
費

の
占

め
る

割
合

（2
/3

以

上
）（

p8
）

 
  

水
安

全
計

画
策

定
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン

（
H

20
.5

、
厚

生

労
働

省
）  

【
実

施
者

】 
水

道
事

業
者

 
【
目

的
】 

安
全

な
飲

料

水
の

常
時

供

給
 

【
対

象
】 

水
源

か
ら

給

水
栓

に
至

る

全
て

の
水

道

シ
ス

テ
ム

 

・
水

源
～

給
水

栓
の

水
道

シ
ス

テ
ム

に

つ
い

て
情

報
収

集
を

行
っ

た
後

、
水

道
シ

ス
テ

ム
に

存
在

す
る

潜
在

的
な

危
害

を
含

め
た

危
害

原
因

事
象

の
抽

出
を

行
う

。
（p

25
）

 
・抽

出
し

た
危

害
事

象
に

つ
い

て
発

生

頻
度

と
影

響
程

度
を

検
討

し
、

リ
ス

ク

レ
ベ

ル
設

定
マ

ト
リ

ッ
ク

ス
に

整
理

し

て
リ

ス
ク

レ
ベ

ル
（

1～
5

の
5

段
階

）

を
設

定
す

る
。

（
p2

8～
30

）
 

・
現

状
の

管
理

措
置

（
有

無
）及

び
監

視

方
法

（
な

し
～

計
器

に
よ

る
連

続
分

析

ま
で

の
5

段
階

）を
評

価
し

、
リ

ス
ク

レ

ベ
ル

を
勘

案
し

て
、

必
要

に
応

じ
て

新

た
な

管
理

措
置

、
監

視
手

法
及

び
監

視
結

果
を

評
価

す
る

た
め

の
管

理
基

準
を

設
定

す
る

。
（

p3
1～

36
） 

【
水

安
全

計
画

の
実

施
状

況
の

検
証

】
 

・
計

画
が

定
め

た
と

お
り

に
運

用
さ

れ
、

常
に

安
全

な
水

が
供

給
で

き
て

い
た

か
ど

う
か

を
自

己
又

は
第

三
者

に
よ

る

検
証

等
に

よ
り

確
認

す
る

。
 

【
レ

ビ
ュ

ー
】 

・
計

画
が

常
に

安
全

な
水

を
供

給
し

て

い
く
上

で
十

分
な

も
の

で
あ

る
か

を
、

少
な

く
と

も
3

年
に

1
回

程
度

は
確

認

し
、

適
宜

計
画

の
改

訂
を

行
う

。
 

・
水

道
施

設
の

変
更

（
計

装
機

器
等

の

変
更

等
を

含
む

。
）を

行
っ

た
場

合

や
、

計
画

ど
お

り
管

理
を

実
施

し
た

に

も
か

か
わ

ら
ず

水
道

の
機

能
に

不
具

合
を

生
じ

た
場

合
等

に
は

、
必

ず
計

画

の
レ

ビ
ュ

ー
を

行
う

。
 

・確
認

は
、

計
画

策
定

の
責

任
者

が
リ

ー
ダ

ー
と

な
り

、
施

設
、

設
備

、
水

質

及
び

運
転

管
理

の
各

担
当

者
並

び
に

リ
ー

ダ
ー

が
必

要
と

認
め

た
者

が
実

施
す

る
。

 

 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

民
間

活
用

を
含

む
水

道
事

業
の

連
携

形
態

に
係

る
比

較
検

討
の

手
引

き

（
H

20
.6

、
厚

生

労
働

省
）  

【
実

施
者

】 
水

道
事

業
者

 
【
目

的
】 

水
道

事
業

者

間
、

民
間

事

業
者

と
の

連

携
に

よ
る

運

営
基

盤
の

強

化
 

【
対

象
】 

初
期

段
階

に

お
け

る
連

携

形
態

の
比

較

検
討

 

・
内

的
要

因
（経

営
・
組

織
・
人

員
、

施

設
・
設

備
、

財
政

）
と

外
的

要
因

（
事

業
環

境
と

し
て

水
源

・水
質

、
給

水

量
、

人
口

）に
分

け
て

課
題

を
抽

出
し

た
後

、
コ

メ
ン

ト
・評

価
を

行
い

、
対

応

レ
ベ

ル
と

対
応

時
期

を
整

理
。

 
・
コ

メ
ン

ト
・
評

価
は

、
極

力
PI

や
統

計

デ
ー

タ
の

活
用

に
よ

り
定

量
的

に
行

い
、

困
難

な
場

合
は

定
性

的
な

評
価

を
行

う
。

対
応

レ
ベ

ル
（優

先
度

）
は

A
B

C
の

三
段

階
、

対
応

時
期

は
直

近
・
短

期
・
中

長
期

の
三

段
階

で
評

価
。

 
・現

状
と

課
題

等
の

把
握

に
は

「個
別

検
討

シ
ー

ト
」
、

対
応

レ
ベ

ル
と

対
応

・
対

応
レ

ベ
ル

と
対

応
時

期
か

ら
ウ

ェ
イ

ト
判

定
を

行
い

、
対

応
方

策
と

対
応

方

策
の

業
務

分
類

を
整

理
す

る
。

 
・
ウ

ェ
イ

ト
判

定
は

0～
5

の
6

段
階

で
評

価
。

対
応

方
策

の
業

務
分

類
は

、
経

営
・計

画
、

管
理

、
営

業
、

調
査

・
設

計
・
施

工
・
監

理
、

維
持

管
理

の
別

に

分
類

。
（ p

33
～

p4
1）

 
・
対

応
方

策
ご

と
に

採
用

可
能

性
の

あ

る
連

携
形

態
を

○
（対

応
可

能
）
、

△

（
状

況
に

応
じ

て
対

応
可

能
）
、

×
（
対

応
は

困
難

）
、

●
（可

能
性

は
あ

る
が

、

経
営

主
体

が
民

間
に

変
更

に
な

る
た

め
慎

重
な

検
討

が
必

要
）
で

判
定

し
、

○
、

×
、

●
の

多
少

に
よ

り
可

能
性

を
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01
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03
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05
 

30
06
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08

 
30

10
 

30
11

 
30

12
 

30
13

 
30

14
 

30
15

 
30
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01
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02
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20
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01
 

21
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04
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01
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08
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16
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業
務

評
価

に
関

す
る

記
述

 
例

示
さ

れ
た

PI
 

（
業

務
の

目
標

別
） 

例
示

さ
れ

た
PI

 
（
事

務
部

門
別

）
 

通
知

名
又

は
資

料
名

 

評
価

の
実

施

者
、

目
的

、

対
象

等
 

現
状

評
価

 
目

標
設

定
と

施
策

の
事

前
評

価
 

施
策

の
実

施
中

の
評

価
 

施
策

の
事

後
評

価
 

安 心
 

安 定
 

持 続
 

環 境
 

管 理
 

国 際
 

総 務
 

建 設
 

管 理
 

時
期

の
整

理
に

は
「
総

括
表

」を
例

示
。

（
p2

4～
p3

2）
 

・
地

域
水

道
ビ

ジ
ョ

ン
の

検
討

と
同

時

並
行

的
に

進
め

て
い

く
こ

と
が

極
め

て

重
要

。
（p

26
）

 

判
定

す
る

。
（p

44
～

p4
5）

 
30

17
 

30
18

 
30

19
 

30
20

 
30

21
 

30
22

 
30

23
 

30
24

 
30

25
 

30
26

 
30

27
 

31
01

 
31

03
 

31
04

 
31

05
 

31
06

 
31

08
 

32
05

 
32

06
 

32
07

 
32

10
 

30
17

 
30

18
 

30
19

 
30

20
 

30
21

 
30

22
 

30
23

 
30

24
 

30
25

 
30

26
 

30
27

 
31

01
 

31
03

 
31

04
 

31
05

 
31

06
 

31
08

 
32

05
 

32
06

 
32

07
 

32
10

 
50

04
 

50
05

 
50

06
 

50
07

 

22
09

 
22

10
 

51
04

 
51

05
 

51
07

 
51

08
 

51
09

 
51

11
 

51
12

 
 

水
道

事
業

に
お

け
る

ア
セ

ッ
ト

マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
（資

産
管

理
）
に

関

す
る

手
引

き

（
H

21
.7

、
厚

生

労
働

省
）  

【
実

施
者

】 
水

道
事

業
者

 
【
目

的
】 

中
長

期
的

な

視
点

か
ら

、

持
続

可
能

な

水
道

事
業

を

実
現

す
る

。
 

【
対

象
】 

水
道

施
設

の

ラ
イ

フ
サ

イ
ク

ル
全

体
に

わ

た
る

管
理

運

営
 

・
機

能
診

断
等

に
基

づ
き

い
く
つ

か
の

ラ
ン

ク
に

分
け

て
施

設
の

健
全

度
を

評
価

す
る

と
と

も
に

、
耐

震
診

断
等

に

よ
り

耐
震

性
能

評
価

を
行

う
。

健
全

度

の
評

価
手

法
は

「水
道

施
設

機
能

診

断
の

手
引

き
」（

大
・中

規
模

水
道

事

業
体

向
け

）
、

「水
道

施
設

更
新

指

針
」（

小
規

模
事

業
体

向
け

）
の

評
価

手
法

の
い

ず
れ

か
又

は
両

方
を

選
択

す
る

。
（
Ⅱ

-1
8～

Ⅱ
-2

2
頁

） 

・
施

設
の

健
全

度
と

耐
震

性
能

評
価

を

も
と

に
、

施
設

の
更

新
優

先
度

を
評

価

し
、

少
な

く
と

も
30

～
40

年
先

を
検

討

期
間

と
し

て
更

新
時

期
と

更
新

需
要

（
事

業
費

）
を

設
定

す
る

。
（
Ⅱ

-3
4

頁
）

 
・
更

新
需

要
見

通
し

の
検

討
方

法
は

、

「
現

有
資

産
の

全
更

新
を

前
提

と
し

た

手
法

」
と

「再
構

築
と

施
設

規
模

の
適

正
化

を
考

慮
し

た
手

法
」の

い
ず

れ
か

を
選

択
す

る
。

（
Ⅱ

-2
8

頁
）

 
・
検

討
期

間
を

少
な

く
と

も
30

～
40

年
程

度
と

し
、

更
新

需
要

見
通

し
に

対
す

る

財
政

面
の

影
響

を
検

討
。

（Ⅱ
-5

6
頁

）
 

・
上

記
（マ

ク
ロ

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

）の
検

討

結
果

を
踏

ま
え

て
、

現
状

の
資

産
管

理

水
準

を
自

己
採

点
し

、
今

後
改

善
す

べ
き

事
項

を
抽

出
す

る
。

（Ⅱ
-7

0
頁

）
 

・施
設

管
理

（補
修

、
修

繕
を

含
む

）
や

施
設

更
新

等
を

行
っ

た
際

に
は

、
そ

れ

ら
の

成
果

を
適

宜
、

資
産

に
関

す
る

基

礎
デ

ー
タ

や
台

帳
等

に
反

映
さ

せ
る

。
 

・
更

新
事

業
の

実
施

状
況

を
定

期
的

に

把
握

し
、

マ
ク

ロ
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
の

検
討

成
果

と
比

較
し

、
必

要
に

応
じ

て
マ

ク

ロ
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
の

見
直

し
を

行
う

。

（
Ⅱ

-9
2

頁
）
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業
務

評
価

に
関

す
る

記
述

 
例

示
さ

れ
た

PI
 

（
業

務
の

目
標

別
） 

例
示

さ
れ

た
PI

 
（
事

務
部

門
別

）
 

通
知

名
又

は
資

料
名

 

評
価

の
実

施

者
、

目
的

、

対
象

等
 

現
状

評
価

 
目

標
設

定
と

施
策

の
事

前
評

価
 

施
策

の
実

施
中

の
評

価
 

施
策

の
事

後
評

価
 

安 心
 

安 定
 

持 続
 

環 境
 

管 理
 

国 際
 

総 務
 

建 設
 

管 理
 

・
資

産
管

理
の

状
況

や
管

理
目

標
の

達

成
状

況
等

を
定

量
的

・
客

観
的

に
評

価
す

る
内

部
管

理
指

標
の

活
用

を
検

討
す

る
。

JW
W

A
Q

10
0

の
業

務
指

標

（ P
I）

を
積

極
的

に
活

用
す

る
。

（Ⅱ
-7

3
～

Ⅱ
-7

5
頁

。
Ⅱ

-7
4

頁
に

は
具

体
的

な
PI

を
例

示
。

）
 

・
更

新
需

要
・財

政
収

支
見

通
し

の
結

果
を

地
域

水
道

ビ
ジ

ョ
ン

等
の

計
画

に

反
映

さ
せ

る
。

（Ⅱ
-7

6
頁

）
 

30
23

 
30

25
 

30
23

 
30

25
 

水
道

事
業

に
お

け
る

環
境

対
策

の
手

引
書

（改

訂
版

）
（ H

21
.7

、

厚
生

労
働

省
）

 

【
実

施
者

】 
地

域
水

道
ビ

ジ
ョ

ン
を

策

定
し

た
水

道

事
業

者
 

【
目

的
】 

地
域

水
道

ビ

ジ
ョ

ン
で

位

置
づ

け
ら

れ

た
環

境
・
エ

ネ
ル

ギ
ー

対

策
を

具
体

化

し
、

適
切

な

進
行

管
理

に

よ
り

実
現

さ

せ
る

。
 

【
対

象
】 

水
道

事
業

に

お
け

る
環

境
・
エ

ネ
ル

ギ
ー

対
策

 

・
環

境
負

荷
に

関
す

る
情

報
を

収
集

・

整
理

し
、

経
年

変
化

（少
な

く
と

も
過

去
10

ヶ
年

程
度

）
や

プ
ロ

セ
ス

毎
の

負
荷

量
等

の
デ

ー
タ

を
整

理
す

る
。

（
pⅡ

-3
）

 
・
上

記
の

基
礎

情
報

を
加

工
し

て
、

省

エ
ネ

・
省

C
O

2、
資

源
循

環
、

健
全

な

水
循

環
、

そ
の

他
環

境
保

全
の

側
面

か
ら

環
境

指
標

を
算

出
す

る
。

（ p
Ⅱ

-5
～

Ⅱ
-8

）
 

・
環

境
・エ

ネ
ル

ギ
ー

対
策

と
し

て
考

え

ら
れ

る
各

種
対

策
を

「検
討

の
余

地
が

十
分

あ
り

」
「
検

討
の

余
地

あ
り

」
「
引

き

続
き

継
続

」
「ほ

と
ん

ど
な

い
又

は
該

当
し

な
い

」の
4段

階
で

評
価

し
、

対
策

候
補

を
選

定
す

る
。

（
pⅡ

-3
4）

 
・
選

定
さ

れ
た

対
策

候
補

の
実

行
可

能

性
を

コ
ス

ト
面

と
技

術
面

か
ら

各
々

定

性
的

に
3

段
階

で
評

価
し

、
こ

れ
ら

を

組
み

合
わ

せ
て

A
～

C
の

3段
階

で
評

価
す

る
。

（
pⅡ

-4
3）

 
・
現

状
の

対
策

実
施

状
況

や
対

策
の

実

行
可

能
性

等
を

考
慮

し
、

省
エ

ネ
・
省

C
O

2、
資

源
循

環
、

健
全

な
水

循
環

、

そ
の

他
環

境
保

全
の

4
つ

の
分

類
ご

と
に

具
体

的
な

数
値

目
標

等
を

設
定

す
る

。
（

pⅡ
-3

2）
 

・
数

値
目

標
等

は
、

計
画

期
間

全
体

（
3

年
～

10
年

程
度

）
で

の
目

標
（長

期
目

標
）と

と
も

に
、

短
期

目
標

・中
期

目
標

を
設

定
す

る
。

（
pⅡ

-3
2）

 

・
短

期
（概

ね
1～

2
年

目
）
、

中
期

（
概

ね
3～

5
年

目
）
、

長
期

（計
画

期
間

全

体
）に

お
け

る
目

標
達

成
状

況
等

を
把

握
し

、
そ

の
結

果
に

応
じ

て
適

宜
計

画

を
見

直
す

旨
を

計
画

に
記

載
す

る
。

（
p

Ⅱ
-5

7）
 

・
計

画
を

見
直

す
際

は
地

域
水

道
ビ

ジ

ョ
ン

の
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

内
容

と
の

整

合
に

留
意

す
る

旨
を

併
せ

て
計

画
に

記
載

す
る

。
（ p

Ⅱ
-5

7、
Ⅱ

-6
1）

 
・
環

境
活

動
の

評
価

が
管

理
を

行
う

取

組
み

と
し

て
、

環
境

活
動

プ
ロ

グ
ラ

ム

（
エ

コ
ア

ク
シ

ョ
ン

21
）、

環
境

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

、
IS

O
14

00
1

等
を

活
用

す
る

と
よ

い
。

（
pⅡ

-6
1）

 

施
策

の
実

施
中

の
評

価
と

同

様
。

 
10

03
 

- 
- 

40
01

 
～

 
40

06
 

41
01

 

- 
- 

- 
- 

- 

解
説

水
道

事
業

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

（
H

17
、

日
本

水

道
協

会
）  

【
実

施
者

】 
水

道
事

業
者

 
【
目

的
】 

水
道

事
業

の

定
量

化
に

よ

る
サ

ー
ビ

ス

水
準

の
向

上
 

【
対

象
】 

水
道

事
業

、

水
道

用
水

供

給
事

業
の

全

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

で
は

、
数

値
化

さ
れ

た
業

務
指

標
に

つ
い

て
基

準
値

（ベ
ン

チ
マ

ー
ク

）
は

規
定

し
な

い
た

め
、

数
値

の

評
価

は
各

水
道

事
業

者
が

自
ら

の
責

任
で

行
い

、
合

わ
せ

て
情

報
開

示
に

よ

り
消

費
者

を
含

め
た

関
係

者
全

般
（
第

三
者

）の
評

価
を

仰
ぐ

べ
き

。
（ p

13
）

 

・
業

務
指

標
は

、
水

道
事

業
の

目
標

の

達
成

度
を

表
す

も
の

で
、

そ
の

目
標

が

何
で

あ
る

か
が

最
も

重
要

。
 

・
将

来
へ

向
け

て
水

道
事

業
の

向
上

を

図
り

、
か

つ
現

状
が

明
確

に
な

る
と

い

う
こ

と
が

目
標

と
し

て
相

応
し

い
と

の
観

点
か

ら
、

「
安

心
」、

「安
定

」
、

「持

続
」
、

「
環

境
」
、

「管
理

」
、

「
国

際
」
の

6
項

目
を

目
標

と
し

、
各

々
に

関
連

す
る

業
務

指
標

を
整

理
。

全
13

7
項

目

（
p1

2）
 

現
状

評
価

と
同

様
。

 
現

状
評

価
と

同
様

。
 

10
01

 
～

 
10

05
 

11
01

 
～

 
11

17
 

20
01

 
～ 20

08
 

21
01

 
～

 
21

07
 

22
01

 
～

 
22

18
 

30
01

 
～

 
30

27
 

31
01

 
～

 
31

12
 

32
01

 
～

 
32

10
 

40
01

 
～

 
40

06
 

41
01

 

50
01

 
～

 
50

09
 

51
01

 
～

 
51

15
 

60
01

 
61

01
 

30
01

 
～

 
30

27
 

31
01

 
～

 
31

12
 

32
01

 
～

 
32

10
 

60
01

 
61

01
 

20
01

 
～ 20

08
 

21
01

 
～

 
21

07
 

22
01

 
～

 
22

18
 

10
01

 
～

 
10

05
 

11
01

 
～

 
11

17
 

40
01

 
～

 
40

06
 

41
01

 
50

01
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業
務

評
価

に
関

す
る

記
述

 
例

示
さ

れ
た

PI
 

（
業

務
の

目
標

別
） 

例
示

さ
れ

た
PI

 
（
事

務
部

門
別

）
 

通
知

名
又

は
資

料
名

 

評
価

の
実

施

者
、

目
的

、

対
象

等
 

現
状

評
価

 
目

標
設

定
と

施
策

の
事

前
評

価
 

施
策

の
実

施
中

の
評

価
 

施
策

の
事

後
評

価
 

安 心
 

安 定
 

持 続
 

環 境
 

管 理
 

国 際
 

総 務
 

建 設
 

管 理
 

般
 

～
 

50
09

 
51

01
 

～
 

51
15

 
水

道
施

設
更

新

指
針

（ H
17

.5
、

日
本

水
道

協

会
）

 

【
実

施
者

】 
水

道
事

業
者

 
【
目

的
】 

水
道

施
設

の

更
新

の
必

要

性
を

客
観

的
・
定

量
的

に
、

わ
か

り

や
す

く
説

明

す
る

。
 

【
対

象
】 

施
設

の
更

新

診
断

と
水

道

事
業

と
し

て

の
評

価
 

・
「
土

木
施

設
の

物
理

的
評

価
」（

老
朽

度
、

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
中

性
化

度
、

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
圧

縮
強

度
、

漏
水

、
耐

震

度
、

容
量

・
能

力
か

ら
総

合
物

理
的

評
価

点
数

を
算

出
）
、

「機
械

・電
気

・

計
装

設
備

の
更

新
評

価
」
（
物

理
的

評
価

、
機

能
的

評
価

、
経

済
的

評

価
、

社
会

的
評

価
、

耐
震

性
評

価
、

耐
用

寿
命

か
ら

総
合

評
価

点
数

を
算

出
）
、

「
管

路
の

更
新

評
価

」
（
総

合
物

理
的

評
価

点
数

を
算

出
）
を

行
う

。

（
p1

5～
）

 
・
各

評
価

点
数

に
加

え
て

、
施

設
の

役

割
と

代
替

性
の

観
点

か
ら

水
道

施
設

と
し

て
の

重
要

度
を

定
量

的
に

評
価

す
る

。
（

p8
1～

）
 

・
施

設
別

に
更

新
前

後
の

総
合

評
価

点

数
を

比
較

す
る

こ
と

で
、

更
新

の
効

果

を
定

量
評

価
す

る
。

（
p8

9～
） 

・
技

術
的

問
題

に
よ

る
影

響
の

定
性

的

評
価

（極
め

て
影

響
大

～
極

め
て

影

響
小

）
を

点
数

に
置

き
換

え
て

評
価

す

る
。

（
p9

1～
）

 
・
財

政
面

の
影

響
評

価
と

し
て

、
更

新
の

規
模

、
期

間
、

費
用

な
ど

の
基

礎
資

料

を
盛

り
込

ん
だ

基
本

計
画

（方
針

）の

立
案

を
行

う
。

（
p9

5～
）

 
・
組

織
と

し
て

の
対

応
方

法
（
第

三
者

委

託
等

、
様

々
な

形
態

に
よ

る
官

民
の

連

携
）
を

検
討

す
る

。
（ p

96
）

 
・
水

道
事

業
と

し
て

新
た

な
ニ

ー
ズ

対
応

や
レ

ベ
ル

ア
ッ

プ
の

効
果

に
つ

い
て

定

量
的

に
評

価
す

る
。

（
p9

6～
） 

・
各

評
価

項
目

を
整

理
し

、
事

業
と

し
て

の
総

合
的

評
価

を
行

う
。

（
p9

8～
）

 
・

JW
W

A
Q

10
0

の
業

務
指

標
（P

I）
を

活

用
し

て
、

更
新

に
よ

る
改

善
度

を
定

量

化
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

（ p
10

2）
 

・
水

道
ビ

ジ
ョ

ン
や

行
政

施
策

と
の

整
合

を
図

る
と

同
時

に
、

市
民

サ
ー

ビ
ス

の

改
善

度
や

便
益

の
定

量
化

な
ど

に
よ

り
市

民
や

需
要

者
に

明
確

に
説

明
し

、

理
解

を
得

る
。

（
p1

03
～

）
 

更
新

に
は

計
画

立
案

か
ら

終
了

ま
で

長

年
を

要
し

、
水

道
事

業
に

係
わ

る
ほ

と

ん
ど

の
環

境
・条

件
が

変
化

す
る

た

め
、

実
施

途
中

で
PD

C
A

サ
イ

ク
ル

を

利
用

し
て

見
直

し
・変

更
が

必
要

で
あ

る
。

こ
の

過
程

に
お

い
て

も
計

画
立

案
と

同
じ

よ
う

に
検

討
す

る
こ

と
が

必
要

で
あ

る
。

（
p1

18
）

 

 
10

01
 

11
04

 
22

02
 

22
10

 
30

09
 

30
15

 
30

17
 

30
18

 
32

06
 

- 
51

03
 

51
07

 
51

09
 

- 
30

09
 

30
15

 
30

17
 

30
18

 
32

06
 

22
02

 
22

10
 

10
01

 
11

04
 

51
03

 
51

07
 

51
09

 

水
道

事
業

に
お

け
る

総
合

評
価

導
入

に
関

す
る

手
引

き

（
H

19
.1

0、
日

本

水
道

協
会

）
 

【
実

施
者

】 
水

道
事

業
者

 
【
目

的
】 

水
道

事
業

に

係
る

公
共

調

達
に

際
し

、

価
格

・品
質

が
総

合
的

に

優
れ

た
業

者

を
選

定
す

 
【
簡

易
型

の
提

案
評

価
方

法
】 

・
（
点

数
方

式
）評

価
項

目
の

性
能

等
の

数
値

に
よ

り
点

数
を

付
与

す
る

。
 

・
（
判

定
方

式
）
数

値
化

が
困

難
な

評
価

項
目

の
性

能
等

に
関

し
て

、
2～

3
段

階
の

階
層

（優
・良

・
可

な
ど

）
と

そ
の

判
定

基
準

を
設

け
る

。
 

・
（
順

位
方

式
）
数

値
化

が
困

難
な

評
価

項
目

の
性

能
等

に
関

し
て

、
参

加
者

を

順
位

付
け

し
、

順
位

に
よ

り
点

数
を

付

 
 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
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業
務

評
価

に
関

す
る

記
述

 
例

示
さ

れ
た

PI
 

（
業

務
の

目
標

別
） 

例
示

さ
れ

た
PI

 
（
事

務
部

門
別

）
 

通
知

名
又

は
資

料
名

 

評
価

の
実

施

者
、

目
的

、

対
象

等
 

現
状

評
価

 
目

標
設

定
と

施
策

の
事

前
評

価
 

施
策

の
実

施
中

の
評

価
 

施
策

の
事

後
評

価
 

安 心
 

安 定
 

持 続
 

環 境
 

管 理
 

国 際
 

総 務
 

建 設
 

管 理
 

る
。

 
【
対

象
】 

業
者

か
ら

提

出
さ

れ
る

提

案
書

 

与
す

る
。

 
【
標

準
型

、
高

度
技

術
提

案
型

の
提

案

評
価

方
法

】
 

・
簡

易
型

と
同

じ
。

 
・
技

術
対

話
に

よ
り

参
加

者
に

技
術

提

案
の

改
善

を
求

め
、

ま
た

は
改

善
を

提

案
す

る
機

会
を

与
え

る
こ

と
が

で
き

る
。

 
水

道
事

業
に

お

け
る

業
務

委
託

の
手

引
き

（
H

20
.1

、
日

本

水
道

協
会

）
 

【
実

施
者

】 
水

道
事

業
者

 
【
目

的
】 

民
間

の
ノ

ウ

ハ
ウ

、
創

意

工
夫

、
ス

ケ

ー
ル

メ
リ

ッ
ト

の
活

用
 

【
対

象
】 

水
道

事
業

の

中
核

的
な

業

務
（
管

路
の

維
持

管
理

、

浄
水

場
の

運

転
維

持
管

理

等
）
の

民
間

委
託

 

 
【
提

案
評

価
方

法
】（

p1
55

）
 

・
（
数

値
方

式
）評

価
項

目
の

性
能

等
の

数
値

に
よ

り
点

数
を

付
与

す
る

。
 

・
（
判

定
方

式
）
数

値
化

が
困

難
な

評
価

項
目

の
性

能
等

に
関

し
て

、
2～

3
段

階
の

階
層

（優
・良

・
可

な
ど

）
と

そ
の

判
定

基
準

を
設

け
る

。
 

・
（
順

位
方

式
）
数

値
化

が
困

難
な

評
価

項
目

の
性

能
等

に
関

し
て

、
参

加
者

を

順
位

付
け

し
、

順
位

に
よ

り
点

数
を

付

与
す

る
。

 

【
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
】
（一

部
業

務
委

託
の

場

合
p4

3）
 

・
水

道
事

業
者

が
行

う
モ

ニ
タ

リ
ン

グ

は
、

定
期

的
に

行
う

業
務

報
告

や
業

務
報

告
に

基
づ

い
た

実
施

状
況

に
つ

い
て

、
確

認
及

び
監

視
す

る
も

の
で

、

業
務

に
不

適
切

な
も

の
が

あ
っ

た
場

合
は

、
指

示
書

等
の

文
書

に
よ

る
指

導
を

行
い

、
改

善
を

求
め

る
。

 
・
受

託
者

が
行

う
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
と

し
て

は
、

IS
O

90
01

、
14

00
1

を
使

用
す

る
こ

と
は

有
効

で
あ

る
。

業
務

内
容

に
対

応

し
た

安
全

管
理

、
品

質
管

理
、

工
程

管

理
、

内
部

監
査

、
外

部
監

査
に

関
す

る

セ
ル

フ
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
計

画
を

策
定

し
、

事
前

に
水

道
事

業
者

の
承

認
を

受
け

る
と

と
も

に
、

結
果

に
つ

い
て

も
報

告

す
る

。
ま

た
、

PD
C

A
サ

イ
ク

ル
を

展

開
し

、
定

期
的

・継
続

的
な

改
善

を
実

施
す

る
。

 
【業

務
評

価
】（

一
部

業
務

委
託

の
場

合

p4
6～

47
）

 
・
業

務
の

評
価

に
は

、
あ

ら
か

じ
め

定
め

た
業

務
委

託
の

チ
ェ

ッ
ク

シ
ー

ト
に

成

績
を

客
観

的
に

数
値

で
表

す
（成

績
評

定
）
。

こ
の

評
定

に
よ

り
、

優
遇

措
置

（
褒

賞
、

入
札

の
公

募
条

件
に

一
定

以

上
の

評
価

を
得

て
い

る
こ

と
を

求
め

る
、

次
回

以
降

の
入

札
の

際
に

評
価

を
点

数
化

し
て

加
味

す
る

等
の

方
法

）

や
罰

則
措

置
（
指

名
停

止
、

入
札

参
加

資
格

制
限

、
公

募
条

件
へ

の
反

映
な

ど
）
を

と
る

こ
と

が
で

き
る

。
成

績
評

定

表
の

作
成

に
は

注
意

を
要

す
る

が
、

【
施

設
状

態
の

確
認

】
（一

部
業

務
委

託
の

場
合

p5
6）

 
・
複

数
年

度
契

約
の

場
合

、
終

了
時

の
施

設
確

認
だ

け
で

な

く
、

年
度

毎
に

当
事

者
間

に
お

い
て

施
設

の
管

理
状

況
の

確

認
を

行
う

こ
と

が
望

ま
し

い
。

 
・
受

託
者

の
自

由
度

が
大

き
い

た
め

、
業

務
委

託
に

係
る

瑕
疵

と
原

状
回

復
義

務
に

つ
い

て
契

約
書

等
に

よ
り

明
記

す
る

必
要

が
あ

る
。

 
【
委

託
の

評
価

】
（
一

部
業

務
委

託
の

場
合

p5
8）

 
・
委

託
の

目
的

を
明

確
に

し
、

そ

の
達

成
状

況
を

点
検

す
る

こ
と

に
よ

っ
て

、
業

務
委

託
の

見
直

し
を

行
い

、
今

後
の

効
果

的
か

つ
効

率
的

な
事

業
執

行
に

反

映
さ

せ
る

。
 

・
委

託
費

（イ
ン

プ
ッ

ト
）
と

成
果

（
ア

ウ
ト

プ
ッ

ト
）を

明
ら

か
に

し
、

指
標

を
用

い
て

目
標

の
達

成
状

況
を

点
検

・
評

価
す

る
。

（
評

価
項

目
例

：
基

本
的

な
技

術
力

と
成

果
の

評
価

、
サ

ー
ビ

ス
水

準
、

技
術

水
準

）
 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
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業
務

評
価

に
関

す
る

記
述

 
例

示
さ

れ
た

PI
 

（
業

務
の

目
標

別
） 

例
示

さ
れ

た
PI

 
（
事

務
部

門
別

）
 

通
知

名
又

は
資

料
名

 

評
価

の
実

施

者
、

目
的

、

対
象

等
 

現
状

評
価

 
目

標
設

定
と

施
策

の
事

前
評

価
 

施
策

の
実

施
中

の
評

価
 

施
策

の
事

後
評

価
 

安 心
 

安 定
 

持 続
 

環 境
 

管 理
 

国 際
 

総 務
 

建 設
 

管 理
 

受
託

者
等

の
苦

情
申

立
て

や
開

示
請

求
に

対
応

で
き

る
。

 
水

道
広

域
化

検

討
の

手
引

き

（
H

20
.8

、
日

本

水
道

協
会

）
 

【
実

施
者

】 
水

道
事

業
者

 
【
目

的
】 

水
道

事
業

の

運
営

基
盤

強

化
 

【
対

象
】 

施
設

、
経

営
、

管
理

等

を
含

め
た

新

た
な

概
念

の

水
道

広
域

化
 

１
）現

状
評

価
 

・安
心

、
安

定
、

持
続

の
各

PI
を

「技
術

基
盤

の
強

化
」
「
経

営
基

盤
の

強
化

」

の
視

点
で

再
整

理
す

る
（

8
区

分
30

項
目

の
PI

を
例

示
）
。

評
価

の
留

意

点
と

し
て

、
指

標
間

の
関

連
、

指
標

値

の
増

減
す

る
要

因
、

ベ
ン

チ
マ

ー
ク

設

定
の

考
え

方
（同

規
模

事
業

の
平

均

値
を

目
安

と
す

る
な

ど
）
、

組
合

せ
に

よ
る

評
価

及
び

経
年

変
化

を
掲

げ
て

い
る

。
 

・
各

種
指

針
（水

道
施

設
更

新
指

針
、

水
道

施
設

の
機

能
診

断
の

手
引

き

等
）
を

活
用

し
て

保
有

施
設

の
評

価
を

行
う

。
 

・
需

要
者

へ
の

ア
ン

ケ
ー

ト
・
ヒ

ア
リ

ン

グ
調

査
を

行
い

、
水

道
事

業
等

へ
の

認
識

、
理

解
度

、
満

足
度

、
意

見
、

要

望
等

を
収

集
す

る
。

（
p2

9～
p3

5）
 

２
）問

題
点

の
抽

出
と

課
題

の
把

握
 

問
題

点
は

現
状

レ
ベ

ル
と

標
準

レ
ベ

ル
（
技

術
基

準
を

満
た

す
レ

ベ
ル

）
、

課

題
は

現
状

レ
ベ

ル
と

目
標

レ
ベ

ル
（
あ

る
べ

き
姿

）の
差

に
よ

り
把

握
す

る
。

（
p3

5～
p3

6）
 

１
）目

標
設

定
 

 
水

道
ビ

ジ
ョ

ン
に

示
さ

れ
た

施
策

（数

値
目

標
）
に

対
応

し
た

目
標

設
定

を
行

い
、

水
道

広
域

化
に

よ
り

達
成

可
能

な

も
の

を
把

握
す

る
。

（
p3

7～
p3

8）
 

２
）
期

待
さ

れ
る

効
果

の
評

価
（共

同

化
）

 
総

務
、

経
理

、
営

業
、

給
水

装
置

、
建

設
・
工

務
、

維
持

管
理

等
の

各
事

務
分

掌
別

に
、

次
に

事
項

を
評

価
す

る
。

 
・
費

用
の

削
減

効
果

 
・
技

術
力

・
維

持
管

理
水

準
・供

給
安

定

性
等

の
レ

ベ
ル

ア
ッ

プ
効

果
（ P

Iや
統

計
デ

ー
タ

等
に

よ
る

定
量

評
価

と
数

値

化
が

難
し

い
も

の
の

定
性

評
価

）
 

・
①

と
②

の
合

成
ベ

ク
ト

ル
（
矢

印
）
の

向

き
と

長
さ

に
よ

る
評

価
（ p

44
～

p4
7、

事

務
分

掌
別

の
評

価
方

法
は

p4
8～

p8
8）

 
３

）
期

待
さ

れ
る

効
果

の
評

価
（事

業
統

合
）

 
本

来
の

目
的

で
あ

る
運

営
基

盤
の

強

化
の

ほ
か

、
地

域
全

体
と

し
て

ど
の

よ
う

な
効

果
を

享
受

で
き

る
か

と
い

っ
た

視

点
を

加
味

し
、

評
価

す
る

。
（

p9
2）

 

中
間

目
標

に
対

す
る

達
成

度
・達

成
時

期
の

確
認

を
行

う
。

（ p
15

1）
 

現
状

評
価

で
用

い
た

業
務

指
標

（
8

区
分

30
項

目
）
を

用
い

て
業

務
指

標
に

よ
る

事
後

評
価

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
。

 
・
例

え
ば

、
事

業
統

合
前

、
統

合

直
後

、
一

定
期

間
（

3
年

程
度

）

経
過

後
の

指
標

値
を

比
較

す

る
こ

と
に

よ
り

、
運

営
基

盤
の

ど
の

よ
う

な
点

が
改

善
さ

れ
た

か
を

定
量

的
・客

観
的

に
評

価

で
き

る
。

 
・
業

務
指

標
間

の
関

連
や

相
互

の
影

響
、

ト
レ

ン
ド

等
を

把
握

す
る

こ
と

に
よ

り
、

メ
リ

ッ
ト

・デ

メ
リ

ッ
ト

、
改

善
効

果
の

主
要

な

要
因

等
を

把
握

す
る

。
水

資

源
、

水
質

管
理

、
施

設
整

備
、

管
路

更
新

、
人

材
、

経
営

状

況
、

効
率

性
、

料
金

の
別

に
評

価
方

法
を

記
載

。
（

p1
50

～

15
2）

 

10
01

 
10

02
 

11
01

 
11

02
 

11
03

 
11

07
 

11
17

 

20
03

 
20

06
 

21
03

 
21

04
 

22
10

 
 

30
01

 
30

02
 

30
03

 
30

07
 

30
08

 
30

11
 

30
12

 
30

14
 

30
15

 
30

17
 

30
18

 
30

23
 

31
05

 
31

06
 

31
09

 
31

10
 

- 
51

03
 

51
07

 
- 

30
01

 
30

02
 

30
03

 
30

07
 

30
08

 
30

11
 

30
12

 
30

14
 

30
15

 
30

17
 

30
18

 
30

23
 

31
05

 
31

06
 

31
09

 
31

10
 

20
03

 
20

06
 

21
03

 
21

04
 

22
10

 

10
01

 
10

02
 

11
01

 
11

02
 

11
03

 
11

07
 

11
17

 
51

03
 

51
07

 

水
道

事
業

評

価
・
監

査
マ

ニ
ュ

ア
ル

（H
21

.3
、

水
道

事
業

評

価
・
監

査
マ

ニ
ュ

ア
ル

研
究

会
）

 

【
実

施
者

】 
水

道
事

業
者

 
【
目

的
】 

水
道

事
業

の

適
切

な
運

営
・
経

営
 

【
対

象
】 

水
道

事
業

（
簡

易
水

道

事
業

を
包

含
）
、

用
水

供

給
事

業
（
構

成
団

体
を

含

め
る

）  
 

・
水

道
事

業
が

法
規

に
則

っ
て

実
施

さ

れ
て

い
る

か
を

検
査

す
る

と
と

も
に

、

現
時

点
の

事
業

運
営

や
経

営
状

態
を

評
価

し
、

将
来

に
わ

た
っ

て
持

続
的

な
状

況
に

あ
る

か
を

評
価

す
る

。

（
p2

3）
 

・評
価

・監
査

に
あ

た
っ

て
水

道
事

業

者
が

自
己

診
断

を
行

い
、

ま
た

評
価

・

監
査

機
関

が
評

価
・
監

査
を

実
施

す

る
に

あ
た

っ
て

の
確

認
項

目
を

チ
ェ

ッ

ク
リ

ス
ト

と
し

て
整

理
。

（ P
67

～
）

 

JW
W

A
Q

10
0

の
業

務
指

標
（P

I）
に

つ

い
て

、
概

略
の

目
標

値
を

提
示

。
（p

17
6

～
）

 

5
名

以
上

の
評

価
者

に
よ

る
委

員
会

の

協
議

に
よ

り
評

価
す

る
。

（p
15

） 
 

 
・

JW
W

A
Q

10
0

の
業

務
指

標
（P

I）
に

つ
い

て
、

概
略

の
目

標
値

を
A

（
高

評
価

）
、

B
（
普

通
）
、

C
（低

評
価

）の
三

段
階

で
提

示
。

 
・
目

標
値

と
し

て
馴

染
み

に
く
い

指
標

に
つ

い
て

は
、

水
道

統
計

（
H

17
年

度
版

）か
ら

算
出

さ
れ

た
値

の
中

央
値

を
提

示
。

 
（

p1
76

～
）
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業
務

評
価

に
関

す
る

記
述

 
例

示
さ

れ
た

PI
 

（
業

務
の

目
標

別
） 

例
示

さ
れ

た
PI

 
（
事

務
部

門
別

）
 

通
知

名
又

は
資

料
名

 

評
価

の
実

施

者
、

目
的

、

対
象

等
 

現
状

評
価

 
目

標
設

定
と

施
策

の
事

前
評

価
 

施
策

の
実

施
中

の
評

価
 

施
策

の
事

後
評

価
 

安 心
 

安 定
 

持 続
 

環 境
 

管 理
 

国 際
 

総 務
 

建 設
 

管 理
 

水
道

事
業

に
お

け
る

広
報

マ
ニ

ュ
ア

ル

（
H

21
.5

、
日

本

水
道

協
会

）
 

【
実

施
者

】 
水

道
事

業
者

 
【
目

的
】 

水
道

使
用

者

の
水

道
事

業

に
関

す
る

関

心
・
理

解
を

高
め

、
事

業

経
営

と
料

金

設
定

等
に

対

す
る

監
視

や

評
価

を
行

う
。

 
【
対

象
】 

広
報

紙
、

ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ

等
に

よ
る

広

報
の

効
果

 

 
 

【
広

報
紙

に
よ

る
広

報
効

果
の

評
価

】

（
p5

4～
55

）
 

・
「
配

布
残

部
数

」
、

「
読

者
カ

ー
ド

等
に

よ
る

返
答

内
容

」
、

「
対

象
者

へ
の

ア
ン

ケ
ー

ト
や

ヒ
ア

リ
ン

グ
等

」
、

「公
聴

手

段
や

モ
ニ

タ
ー

制
度

の
活

用
」、

「
広

報
内

容
に

対
応

し
た

申
込

数
や

参
加

人
員

等
の

行
動

調
査

」
な

ど
、

各
ケ

ー

ス
の

実
情

に
あ

っ
た

方
法

を
検

討
・
確

立
す

る
。

 
・
広

報
紙

の
目

的
・内

容
、

配
布

手
段

、

配
布

部
数

、
読

者
の

意
見

等
の

評
価

結
果

を
貴

重
な

デ
ー

タ
と

し
て

、
今

後

の
広

報
活

動
全

般
に

フ
ィ

ー
ド

バ
ッ

ク

し
活

用
し

て
い

く
こ

と
が

大
切

で
あ

る
。

 
・苦

情
が

寄
せ

ら
れ

た
場

合
、

相
手

方
と

連
絡

を
と

り
、

内
容

、
真

意
を

確
認

す

る
。

迅
速

な
対

応
、

誠
意

、
懇

切
丁

寧

な
説

明
が

大
切

で
、

誤
り

が
あ

っ
た

場

合
は

謝
罪

・訂
正

す
る

。
貴

重
な

意
見

と
し

て
今

後
の

広
報

活
動

に
活

か
す

こ

と
が

重
要

。
 

【
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
の

評
価

】（
p6

7～
68

）
 

・
不

平
・不

満
、

苦
情

な
ど

に
は

該
当

箇

所
を

即
座

に
調

査
・分

析
し

、
修

正
・

削
除

・追
記

が
必

要
か

検
討

し
、

早
急

に
処

理
す

る
。

FA
X

や
メ

ー
ル

に
は

苦

情
内

容
が

確
実

に
届

い
て

い
る

旨
を

相
手

に
知

ら
せ

る
た

め
返

答
す

る
。

 
・
御

礼
や

賞
賛

に
は

、
発

信
者

に
謝

意

を
示

す
と

同
時

に
、

内
部

に
速

や
か

に

公
表

し
、

職
員

の
モ

チ
ベ

ー
シ

ョ
ン

向

上
に

役
立

て
る

。
 

・
定

期
的

に
ペ

ー
ジ

の
閲

覧
状

況
を

把

握
・
集

約
す

る
と

と
も

に
ア

ン
ケ

ー
ト

の

実
施

な
ど

、
住

民
ニ

ー
ズ

の
把

握
に

努
め

、
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

の
双

方
向

性

を
生

か
し

た
サ

ー
ビ

ス
向

上
を

図
る

。
 

 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

水
道

の
耐

震
化

計
画

等
策

定
指

針
（H

20
.3

、
厚

生
労

働
省

）
 

【
実

施
者

】 
水

道
事

業
者

 
【
目

的
】 

水
道

使
用

者

・構
造

物
・設

備
の

耐
震

性
診

断
は

、

施
設

の
強

度
、

施
設

の
被

害
が

給
水

に
与

え
る

影
響

、
復

旧
の

容
易

性
、

2
次

災
害

の
お

そ
れ

等
を

勘
案

し
て

総

・
住

民
生

活
に

与
え

る
影

響
を

考
慮

し

た
水

道
の

復
旧

期
間

、
応

急
給

水
拠

点
の

配
置

、
応

急
給

水
量

な
ど

の
目

標
を

明
確

に
し

、
こ

れ
が

実
現

で
き

る

・
管

路
耐

震
化

率
な

ど
の

指
標

を
も

と

に
、

設
定

し
た

目
標

に
対

す
る

事
業

の

進
捗

度
を

継
続

的
に

評
価

す
る

。

（
p1

1）
 

 
 

20
01

 
22

03
 

22
04

 
22

05
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業
務

評
価

に
関

す
る

記
述

 
例

示
さ

れ
た

PI
 

（
業

務
の

目
標

別
） 

例
示

さ
れ

た
PI

 
（
事

務
部

門
別

）
 

通
知

名
又

は
資

料
名

 

評
価

の
実

施

者
、

目
的

、

対
象

等
 

現
状

評
価

 
目

標
設

定
と

施
策

の
事

前
評

価
 

施
策

の
実

施
中

の
評

価
 

施
策

の
事

後
評

価
 

安 心
 

安 定
 

持 続
 

環 境
 

管 理
 

国 際
 

総 務
 

建 設
 

管 理
 

が
機

能
診

断

基
準

に
基

づ

き
施

設
の

健

全
度

を
評

価

し
、

計
画

的

な
機

能
改

善

を
実

施
す

る
。

 
【
対

象
】 

水
道

施
設

全

般
 

合
的

に
行

う
。

 
・
既

往
地

震
に

お
け

る
管

種
・口

径
別

の
被

害
率

等
の

デ
ー

タ
と

当
該

事
業

体
に

お
け

る
布

設
延

長
の

デ
ー

タ
等

を
用

い
て

、
管

路
の

被
害

想
定

を
行

う
。

 
・
構

造
物

・
管

路
の

被
害

予
測

の
ほ

か
、

関
連

す
る

他
の

ラ
イ

フ
ラ

イ
ン

施

設
の

被
害

予
測

も
勘

案
し

、
水

道
シ

ス
テ

ム
と

し
て

の
機

能
低

下
の

程
度

、

機
能

回
復

ま
で

の
期

間
を

想
定

す

る
。

（
p8

～
10

）
 

よ
う

耐
震

化
計

画
を

策
定

す
る

。

（
p1

1）
 

・
耐

震
化

の
目

標
は

、
断

水
率

、
復

旧

期
間

な
ど

の
目

標
水

準
を

現
状

と
目

標
と

で
対

比
さ

せ
る

な
ど

し
て

、
そ

の

実
施

効
果

が
わ

か
り

や
す

い
も

の
と

す

る
。

（
p1

3）
 

・
耐

震
化

事
業

の
進

捗
度

を
客

観
的

に

評
価

す
る

た
め

に
、

「
被

害
発

生
の

予

測
」
、

「
影

響
の

最
小

化
」
、

「復
旧

の

迅
速

化
」
、

「
応

急
給

水
の

充
実

」
そ

れ

ぞ
れ

に
関

し
て

指
標

を
設

定
す

る
。

JW
W

A
の

PI
以

外
の

指
標

と
し

て
は

次
の

も
の

が
例

示
さ

れ
て

い
る

。
 

・
基

幹
管

路
の

耐
震

化
率

 
・
ブ

ロ
ッ

ク
化

率
 

・
復

旧
作

業
用

水
確

保
率

 
・
緊

急
遮

断
弁

整
備

率
（p

13
） 

22
07

 
22

08
 

22
09

 
22

10
 

22
16

 

水
道

施
設

の
機

能
診

断
の

手
引

き
（

H
17

.4
、

水

道
技

術
研

究
セ

ン
タ

ー
）  

【
実

施
者

】 
水

道
事

業
者

 
【
目

的
】 

水
道

使
用

者

が
機

能
診

断

基
準

に
基

づ

き
施

設
の

健

全
度

を
評

価

し
、

計
画

的

な
機

能
改

善

を
実

施
す

る
。

 
【
対

象
】 

水
道

施
設

全

般
 

・
機

能
診

断
は

、
そ

の
目

的
に

応
じ

て

的
確

な
時

期
に

実
施

す
る

。
 

・機
能

診
断

は
、

取
水

、
導

水
、

浄
水

、

送
水

、
配

水
の

各
施

設
又

は
施

設
か

ら
構

成
さ

れ
る

系
統

又
は

施
設

を
構

成
す

る
設

備
・装

置
ご

と
に

実
施

す

る
。

（
概

要
版

p1
2）

 
・
機

能
診

断
は

、
対

象
施

設
の

特
性

、

診
断

精
度

、
工

期
等

を
勘

案
し

て
目

的
を

達
成

す
る

合
理

的
な

方
法

を
選

定
し

て
実

施
し

、
結

果
が

で
き

る
だ

け

客
観

的
に

機
能

改
善

の
必

要
性

を
判

定
で

き
る

手
法

を
採

用
す

る
。

（概
要

版
p1

4）
 

 

・
既

存
施

設
に

つ
い

て
、

社
会

ニ
ー

ズ
や

技
術

動
向

等
に

考
慮

し
て

望
ま

し
い

あ

り
方

を
検

討
し

、
要

求
機

能
を

確
認

す

る
。

 
・
要

求
機

能
と

現
有

機
能

水
準

の
乖

離

状
況

を
把

握
し

、
特

に
乖

離
が

大
き

く
、

重
要

性
、

優
先

性
が

高
い

項
目

に

つ
い

て
は

、
水

道
事

業
の

中
長

期
計

画
で

経
営

目
標

と
し

て
掲

げ
、

着
実

な

機
能

改
善

を
図

る
。

（概
要

版
p7

）
 

・
要

求
機

能
は

、
基

本
性

能
、

構
造

、
運

転
操

作
、

保
全

管
理

、
安

全
、

環
境

保

全
の

各
機

能
に

分
類

さ
れ

る
。

（
概

要

版
p8

）
 

・
機

能
改

善
の

実
施

に
あ

た
っ

て
は

、
対

象
範

囲
と

目
標

を
設

定
し

、
最

適
な

改

善
方

策
を

選
定

す
る

。
（概

要
版

p1
8）

 

 
 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 

飲
料

水
及

び
下

水
サ

ー
ビ

ス
に

関
す

る
活

動
－

ユ
ー

ザ
・
サ

ー
ビ

ス
の

評
価

及
び

向
上

に
関

す
る

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

（
IS

O
24

51
0、

20
07

英
和

対
訳

版
）

 
 

【
実

施
者

】 
水

道
事

業
者

と
評

価
に

関

係
す

る
す

べ

て
の

団
体

（
例

え
ば

評

価
チ

ー
ム

）
 

【
目

的
】 

水
道

ユ
ー

ザ

に
対

す
る

サ

ー
ビ

ス
の

継

続
的

な
改

善
 

【
対

象
】 

・
ユ

ー
ザ

の
ニ

ー
ズ

と
期

待
に

関
す

る

サ
ー

ビ
ス

の
目

的
に

は
、

①
水

サ
ー

ビ
ス

へ
の

ア
ク

セ
ス

、
②

サ
ー

ビ
ス

の

提
供

、
③

契
約

管
理

と
料

金
請

求
、

④
ユ

ー
ザ

と
の

良
好

な
関

係
の

促

進
、

⑤
環

境
保

護
、

⑥
安

全
対

策
及

び
緊

急
時

対
策

が
あ

る
。

（ p
12

～

15
）

 
・
こ

れ
ら

の
サ

ー
ビ

ス
の

目
的

に
つ

い

っ
て

、
ユ

ー
ザ

の
ニ

ー
ズ

と
期

待
を

確

認
す

る
。

（
p1

2）
 

・
評

価
の

一
般

的
な

目
標

は
、

ユ
ー

ザ

に
関

す
る

水
サ

ー
ビ

ス
の

目
的

が
適

切
か

を
確

認
す

る
こ

と
で

あ
る

。
具

体

的
な

個
々

の
評

価
に

お
け

る
目

標
と

範
囲

は
明

確
に

定
義

す
る

必
要

が
あ

る
。

 
・
評

価
に

関
す

る
情

報
を

何
に

、
ど

の
よ

う
に

使
う

か
を

特
定

す
る

と
よ

い
。

明

確
に

特
定

さ
れ

て
い

な
い

場
合

、
評

価

は
関

係
者

間
で

混
乱

や
対

立
を

招
く

可
能

性
が

あ
る

。
 

・
サ

ー
ビ

ス
の

評
価

は
、

目
的

に
適

合

す
る

た
め

に
使

用
さ

れ
る

手
段

や
実

・
水

サ
ー

ビ
ス

の
評

価
に

関
し

て
一

般

的
な

推
奨

事
項

は
、

サ
ー

ビ
ス

の
パ

フ

ォ
ー

マ
ン

ス
に

着
目

す
る

こ
と

で
あ

る
。

し
か

し
、

そ
の

パ
フ

ォ
ー

マ
ン

ス
は

直

接
測

定
す

る
の

に
適

さ
な

い
場

合
が

あ
る

た
め

、
パ

フ
ォ

ー
マ

ン
ス

の
間

接

的
な

評
価

は
リ

ス
ク

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

、
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
、

資
産

管
理

な
ど

い
く
つ

か
の

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ

ム
の

評
価

に
よ

っ
て

達
成

さ
れ

う
る

。

（
p3

3）
 

・
ユ

ー
ザ

へ
の

サ
ー

ビ
ス

の
評

価
で

は
、

事
業

と
ユ

ー
ザ

間
（例

え
ば

ユ
ー

・
評

価
の

ア
ウ

ト
プ

ッ
ト

は
、

評
価

手
法

と
そ

の
結

果
に

関
す

る
レ

ポ
ー

ト
で

あ
る

と
よ

い
。

そ
れ

は
、

こ
れ

ら
の

ア
ウ

ト
プ

ッ
ト

を

利
用

す
る

た
め

に
更

な
る

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

を
含

ま
な

け
れ

ば
な

ら

な
い

。
ア

ウ
ト

プ
ッ

ト
は

、
定

義

さ
れ

た
目

標
と

実
際

の
サ

ー
ビ

ス
の

区
別

を
明

確
に

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
p3

5）
 

・結
果

に
つ

い
て

の
評

価
は

、
評

価
を

要
求

す
る

利
害

関
係

者

に
対

し
、

更
な

る
意

思
決

定
プ

①
飲

料
水

サ
ー

ビ
ス

へ
の

ア
ク

セ
ス

 
・
給

水
栓

又
は

共
同

水
栓

あ
た

り
の

人
口

 
②

サ
ー

ビ
ス

の
対

応
条

件
 

・
新

規
接

続
に

か
か

る
効

率
（日

）
 

 
・
修

繕
ご

と
の

中
断

（
中

断
数

/1
00

0
接

続
/年

） 
 

・
平

均
中

断
時

間
（日

）
 

 
・
接

続
料

金
の

受
容

性
（％

）：
接

続
料

金
/地

域
内

の
平

均
所

得
 

 
・
任

意
の

場
所

で
の

水
利

用
の

制
限

時
間

 
 

・
供

給
さ

れ
た

水
の

質
 

 
・
水

質
に

関
す

る
苦

情
（
％

） 
 

・
水

圧
に

関
す

る
苦

情
（
％

） 
 

・
給

水
の

連
続

性
（％

）
 

 
・
非

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

シ
ス

テ
ム

に
お

け
る

給
水

頻
度

（
数

/日
） 
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業
務

評
価

に
関

す
る

記
述

 
例

示
さ

れ
た

PI
 

（
業

務
の

目
標

別
） 

例
示

さ
れ

た
PI

 
（
事

務
部

門
別

）
 

通
知

名
又

は
資

料
名

 

評
価

の
実

施

者
、

目
的

、

対
象

等
 

現
状

評
価

 
目

標
設

定
と

施
策

の
事

前
評

価
 

施
策

の
実

施
中

の
評

価
 

施
策

の
事

後
評

価
 

安 心
 

安 定
 

持 続
 

環 境
 

管 理
 

国 際
 

総 務
 

建 設
 

管 理
 

水
道

ユ
ー

ザ

に
対

す
る

サ

ー
ビ

ス
 

施
さ

れ
る

個
々

の
組

織
に

対
し

て
で

は

な
く
、

サ
ー

ビ
ス

の
パ

フ
ォ

ー
マ

ン
ス

や

ユ
ー

ザ
の

充
足

感
、

そ
し

て
サ

ー
ビ

ス

の
目

的
へ

の
適

合
性

に
重

点
を

置
く
と

よ
い

。
（

p3
3）

 
・
評

価
ツ

ー
ル

の
選

択
は

、
評

価
の

目

標
と

範
囲

に
適

合
す

る
と

よ
い

。
こ

れ

ら
の

ツ
ー

ル
の

一
つ

が
業

務
指

標
シ

ス
テ

ム
で

あ
る

。
（

p3
4）

 

ザ
の

充
足

度
を

測
る

等
）の

接
点

に
焦

点
を

当
て

、
ユ

ー
ザ

を
効

果
的

に
プ

ロ

セ
ス

に
関

与
さ

せ
る

と
よ

い
。

（ p
33

）
 

ロ
セ

ス
を

促
進

す
る

で
あ

ろ
う

。

（
p3

3）
 

 
・
サ

ー
ビ

ス
の

人
口

普
及

率
（％

）
 

 
・
給

水
地

点
か

ら
住

居
ま

で
の

距
離

（
m

）
 

③
契

約
管

理
と

料
金

請
求

 
 

・
サ

ー
ビ

ス
契

約
に

関
す

る
苦

情
、

問
合

せ
（数

/顧
客

/年
） 

 
・
料

金
に

関
す

る
苦

情
と

質
問

（
数

/顧
客

/年
）

 
 

・
料

金
請

求
に

関
す

る
苦

情
に

対
す

る
適

切
な

回
答

（
％

）
 

 
・
料

金
請

求
に

関
す

る
苦

情
と

質
問

の
明

確
さ

（
数

/顧
客

/年
） 

 
・
支

払
場

所
か

ら
世

帯
ま

で
の

距
離

（
m

）
 

④
ユ

ー
ザ

と
の

良
好

な
関

係
の

促
進

 
 

・
ユ

ー
ザ

の
参

加
シ

ス
テ

ム
の

有
無

 
 

・
顧

客
サ

ー
ビ

ス
要

員
（％

） 
 

・
文

書
で

の
問

い
合

わ
せ

に
対

す
る

対
応

（％
） 

 
・
時

間
内

で
回

答
し

た
電

話
で

の
問

い
合

わ
せ

（％
） 

 
・
時

間
内

に
水

事
業

事
務

所
に

訪
問

し
て

く
れ

た
比

率
（％

） 
 

・
料

金
請

求
に

関
す

る
苦

情
と

質
問

へ
の

明
快

さ
（数

/顧
客

/年
）

 
 

・
時

間
内

で
解

決
さ

れ
る

苦
情

と
要

求
（％

）
 

 
・
計

画
さ

れ
た

制
限

及
び

中
断

に
関

す
る

周
知

期
間

（日
数

）
 

 
・
サ

ー
ビ

ス
情

報
の

周
知

率
（％

）
 

 
・
飲

料
水

の
活

動
に

直
接

関
わ

る
ユ

ー
ザ

（
％

）
 

 
・
ユ

ー
ザ

参
加

の
権

利
の

有
無

 
⑤

環
境

保
護

 
 

・
無

効
エ

ネ
ル

ギ
ー

の
消

費
（％

） 
 

・
環

境
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
の

有
無

 
 

・
（
予

防
対

策
を

含
む

）緊
急

時
の

計
画

に
お

け
る

定
期

的
な

テ
ス

ト
 

飲
料

水
及

び
下

水
サ

ー
ビ

ス
に

関
す

る
活

動
－

飲
料

水
事

業
の

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

及

び
飲

料
水

サ
ー

ビ
ス

の
評

価
に

関
す

る
ガ

イ
ド

ラ

イ
ン

（
IS

O
24

51
2、

20
07

英
和

対
訳

版
）

 

【
実

施
者

】 
水

道
事

業
者

と
評

価
に

関

係
す

る
す

べ

て
の

団
体

（
例

え
ば

評

価
チ

ー
ム

）
 

【
目

的
】 

水
道

サ
ー

ビ

ス
の

継
続

的

な
改

善
 

【
対

象
】 

水
道

ユ
ー

ザ

に
対

す
る

サ

ー
ビ

ス
 

・
飲

料
水

事
業

の
目

的
は

、
①

公
衆

衛

生
の

保
護

、
②

ユ
ー

ザ
の

ニ
ー

ズ
及

び
期

待
に

応
え

る
、

③
通

常
及

び
緊

急
の

状
況

下
で

の
サ

ー
ビ

ス
の

提

供
、

④
飲

料
水

事
業

の
持

続
可

能

性
、

⑤
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
の

持
続

可
能

な

発
展

の
推

進
、

⑥
環

境
保

護
で

あ

る
。

（
p1

3～
15

）
 

・
飲

料
水

事
業

の
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
要

素

は
、

①
活

動
及

び
プ

ロ
セ

ス
、

②
資

源
、

③
資

産
、

④
顧

客
関

係
、

⑤
情

報
、

⑥
環

境
、

⑦
リ

ス
ク

が
あ

る
。

（
p1

5～
18

）
 

・
飲

料
水

事
業

の
目

的
を

達
成

す
る

た

め
、

各
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
要

素
に

つ
い

て
、

提
供

さ
れ

る
サ

ー
ビ

ス
又

は
機

能
の

全
範

囲
を

包
括

す
る

、
統

合
さ

れ
た

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

を
確

立

・
評

価
の

一
般

的
な

目
標

は
、

ユ
ー

ザ

に
関

す
る

水
サ

ー
ビ

ス
の

目
的

が
適

切
か

を
確

認
す

る
こ

と
で

あ
る

。
具

体

的
な

個
々

の
評

価
に

お
け

る
目

標
と

範
囲

は
明

確
に

定
義

す
る

必
要

が
あ

る
。

 
・
評

価
に

関
す

る
情

報
を

何
に

、
ど

の
よ

う
に

使
う

か
を

特
定

す
る

と
よ

い
。

明

確
に

特
定

さ
れ

て
い

な
い

場
合

、
評

価

は
関

係
者

間
で

混
乱

や
対

立
を

招
く

可
能

性
が

あ
る

。
 

・
サ

ー
ビ

ス
の

評
価

は
、

目
的

に
適

合

す
る

た
め

に
使

用
さ

れ
る

手
段

や
実

施
さ

れ
る

個
々

の
組

織
に

対
し

て
で

は

な
く
、

サ
ー

ビ
ス

の
パ

フ
ォ

ー
マ

ン
ス

や

ユ
ー

ザ
の

充
足

感
、

そ
し

て
サ

ー
ビ

ス

の
目

的
へ

の
適

合
性

に
重

点
を

置
く
と

よ
い

。
 

・
水

サ
ー

ビ
ス

の
評

価
に

関
し

て
一

般

的
な

推
奨

事
項

は
、

サ
ー

ビ
ス

の
成

果
（
パ

フ
ォ

ー
マ

ン
ス

）
に

着
目

す
る

こ

と
で

あ
る

。
し

か
し

、
そ

の
成

果
は

直

接
測

定
す

る
の

に
適

さ
な

い
場

合
が

あ
る

た
め

、
パ

フ
ォ

ー
マ

ン
ス

の
間

接

的
な

評
価

は
リ

ス
ク

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

、
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
、

資
産

管
理

な
ど

い
く
つ

か
の

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ

ム
の

評
価

に
よ

っ
て

達
成

さ
れ

う
る

。

（
p2

6）
 

・
ユ

ー
ザ

へ
の

サ
ー

ビ
ス

の
評

価
で

は
、

事
業

と
ユ

ー
ザ

間
（例

え
ば

ユ
ー

ザ
の

充
足

度
を

測
る

等
）の

接
点

に
焦

点
を

当
て

、
ユ

ー
ザ

を
効

果
的

に
プ

ロ

セ
ス

に
関

与
さ

せ
る

と
よ

い
。

（ p
25

）
 

・
評

価
の

ア
ウ

ト
プ

ッ
ト

は
、

評
価

手
法

と
そ

の
結

果
に

関
す

る
レ

ポ
ー

ト
で

あ
る

と
よ

い
。

そ
れ

は
、

こ
れ

ら
の

ア
ウ

ト
プ

ッ
ト

を

利
用

す
る

た
め

に
更

な
る

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

を
含

ま
な

け
れ

ば
な

ら

な
い

。
ア

ウ
ト

プ
ッ

ト
は

、
定

義

さ
れ

た
目

標
と

実
際

の
サ

ー
ビ

ス
の

区
別

を
明

確
に

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
p2

7）
 

飲
料

水
事

業
の

目
的

に
関

連
し

た
評

価
基

準
と

PI
の

例
は

、
附

属
書

E
に

示
さ

れ
て

い
る

。
 

①
公

衆
衛

生
の

保
護

 
・供

給
さ

れ
る

水
の

品
質

（％
、

IW
A

コ
ー

ド
Q

S1
8）

 
・
官

能
的

テ
ス

ト
適

合
性

（％
、

IW
A

コ
ー

ド
Q

S1
9）

 
・
微

生
物

学
的

テ
ス

ト
適

合
性

（％
、

IW
A

コ
ー

ド
Q

S2
0）

 
②

ユ
ー

ザ
の

ニ
ー

ズ
及

び
期

待
に

応
え

る
 

 
→

IS
O

24
51

0
を

参
照

。
 

③
通

常
と

緊
急

の
状

況
下

で
の

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
 

・
人

口
普

及
率

（
％

、
IW

A
コ

ー
ド

Q
S3

）
 

・
家

庭
及

び
事

業
の

供
給

カ
バ

ー
率

（
％

、
IW

A
コ

ー
ド

Q
S1

） 
・
共

同
水

栓
で

の
人

口
普

及
率

（
％

、
IW

A
コ

ー
ド

Q
S5

）
 

・
給

水
所

か
ら

住
居

ま
で

の
平

均
距

離
（

m
、

IW
A

コ
ー

ド
Q

S7
）

 
・
使

用
可

能
な

給
水

所
（
％

、
IW

A
コ

ー
ド

Q
S6

）
 

・
共

同
水

栓
又

は
立

管
で

消
費

さ
れ

る
人

口
当

り
の

水
量

（L
/人

/日
、

IW
A

コ
ー

ド
Q

S8
）

 
・
共

同
水

栓
又

は
立

管
で

消
費

さ
れ

る
人

口
（人

/水
栓

、
IW

A
コ

ー
ド

Q
S9

）
 

18



 

業
務

評
価

に
関

す
る

記
述

 
例

示
さ

れ
た

PI
 

（
業

務
の

目
標

別
） 

例
示

さ
れ

た
PI

 
（
事

務
部

門
別

）
 

通
知

名
又

は
資

料
名

 

評
価

の
実

施

者
、

目
的

、

対
象

等
 

現
状

評
価

 
目

標
設

定
と

施
策

の
事

前
評

価
 

施
策

の
実

施
中

の
評

価
 

施
策

の
事

後
評

価
 

安 心
 

安 定
 

持 続
 

環 境
 

管 理
 

国 際
 

総 務
 

建 設
 

管 理
 

す
る

こ
と

が
勧

め
ら

れ
る

。
（p

18
）

 
・
業

務
指

標
は

各
種

の
既

存
評

価
ツ

ー

ル
の

中
で

重
要

な
評

価
ツ

ー
ル

と
位

置
づ

け
、

包
括

的
な

サ
ー

ビ
ス

を
評

価

す
る

シ
ス

テ
ム

の
中

で
使

用
さ

れ
る

と

よ
い

。
こ

の
シ

ス
テ

ム
に

は
、

種
々

の

ツ
ー

ル
の

一
部

と
し

て
、

業
務

指
標

の

明
確

な
定

義
を

可
能

に
し

、
そ

の
解

釈

を
支

援
す

る
理

論
的

な
一

連
の

指
標

と
関

連
要

素
が

含
ま

れ
る

と
よ

い
。

（
p2

7）
 

④
飲

料
水

事
業

の
持

続
可

能
性

 
・
浄

水
貯

蔵
能

力
（日

、
IW

A
コ

ー
ド

Ph
3）

 
・
原

水
の

貯
蔵

能
力

（
日

、
IW

A
コ

ー
ド

Ph
2）

 
・
本

管
の

故
障

（
数

/1
00

km
/年

、
IW

A
コ

ー
ド

O
p3

1）
 

・
単

位
総

コ
ス

ト
（
＄

/m
3、

IW
A

コ
ー

ド
Fi

4）
 

⑤
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
の

持
続

可
能

な
発

展
の

推
進

 
 

・
水

資
源

の
利

用
の

非
効

率
性

（
％

、
IW

A
コ

ー
ド

W
R

1）
 

 
・
水

資
源

の
利

用
可

能
性

（
％

、
IW

A
コ

ー
ド

W
R

2）
 

 
・
再

利
用

さ
れ

、
供

給
さ

れ
る

水
（％

、
IW

A
コ

ー
ド

W
R

4）
 

⑥
環

境
の

保
護

 
・
再

利
用

さ
れ

、
供

給
さ

れ
る

水
（
％

、
IW

A
コ

ー
ド

W
R

4）
 

・
サ

ー
ビ

ス
接

続
当

た
り

の
水

損
失

（
m

3/
接

続
/年

、
IW

A
コ

ー
ド

O
p2

3）
 

・
リ

サ
イ

ク
ル

さ
れ

る
処

理
汚

泥
（
％

）
 

・
水

資
源

利
用

の
非

効
率

性
（％

、
IW

A
コ

ー
ド

W
R

1）
 

・
水

資
源

の
利

用
可

能
性

（
％

、
IW

A
コ

ー
ド

W
R

2）
 

・
標

準
化

さ
れ

た
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

（k
W

h/
m

3/
10

0m
、

Ph
5）
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1
.
3
  
病
院

事
業
に
関
す
る

整
理
結
果

 
業

務
評

価
に

関
す

る
記

述
 

通
知

名
又

は

資
料

名
 

評
価

の
実

施
者

、

目
的

、
対

象
等

 
現

状
評

価
 

目
標

設
定

と
施

策
の

事
前

評
価

 
施

策
の

実
施

中
の

評
価

 
施

策
の

事
後

評
価

 
自

治
体

病
院

経
営

指
標

・

自
治

体
病

院

比
較

経
営

診

断
表

（最
新

は
H

19
年

度

版
、

総
務

省
）

 

【
実

施
者

】 
病

院
事

業
を

経

営
す

る
自

治
体

 
【
目

的
】 

現
状

評
価

と
経

営
改

善
方

策
の

検
討

 
【
対

象
】 

病
院

事
業

経
営

全
般

 

・
経

営
現

況
指

標
（偏

差
値

評
価

）
、

経
営

状
況

変
動

指
標

（
5

段
階

評
価

）
、

医
療

指
標

（5
段

階
評

価
）で

評
点

化
。

 
・
経

営
現

況
指

標
を

縦
軸

、
経

営
状

況
変

動
指

標
を

横
軸

と
し

て
、

平
面

上
に

評
点

を
プ

ロ
ッ

ト
。

平
面

上
ど

の
象

限

に
位

置
す

る
か

で
A

1
安

定
型

、
A

2
発

展
型

～
D

1
要

奮

起
型

、
D

2
深

刻
型

ま
で

総
合

自
己

診
断

を
行

う
。

 
・
経

営
現

況
指

標
を

縦
軸

、
医

療
指

標
を

横
軸

と
し

て
、

平

面
上

に
評

点
を

プ
ロ

ッ
ト

。
平

面
上

の
象

限
で

A
調

和

型
、

B
堅

実
経

営
型

、
C

医
療

中
心

型
、

D
低

水
準

型
ま

で
総

合
自

己
診

断
を

行
う

。
 

総
合

自
己

診
断

の
結

果
、

属
す

る
類

型
を

も
た

ら
し

た
原

因

を
個

別
の

指
標

ご
と

に
探

求
し

、
改

善
策

を
検

討
す

る
。

 
総

合
自

己
診

断
の

二
つ

の
プ

ロ
ッ

ト
の

時
系

列
管

理
グ

ラ

フ
を

作
成

し
、

現
状

評
価

を
行

っ
た

基
準

年
度

を
ス

タ
ー

ト

台
と

し
て

そ
の

後
の

推
移

を
分

析
診

断
す

る
。

 

 

公
立

病
院

改

革
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
（H

19
.1

2、
総

務
省

）  

【
実

施
者

】 
病

院
事

業
を

経

営
す

る
自

治
体

 
【
目

的
】 

地
域

に
お

い
て

必
要

な
医

療
提

供
体

制
の

確
保

 
【
対

象
】 

公
立

病
院

の
経

営
効

率
化

、
再

編
・
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク

化
及

び
経

営
形

態
の

見
直

し
 

当
該

公
立

病
院

が
地

域
医

療
の

確
保

の
た

め
果

た
す

べ

き
役

割
を

明
ら

か
に

し
、

こ
れ

に
対

応
し

て
一

般
会

計
等

が
負

担
す

べ
き

経
費

の
範

囲
の

考
え

方
と

算
定

基
準

を

明
ら

か
に

す
る

。
 

１
）
経

営
指

標
に

関
す

る
数

値
目

標
 

・
財

務
内

容
の

改
善

に
関

す
る

経
営

指
標

か
ら

、
経

常
収

支

比
率

、
職

員
給

与
費

対
医

業
収

益
比

率
、

病
床

利
用

率
な

ど
収

支
改

善
、

経
費

削
減

、
収

入
確

保
及

び
経

営
の

安
定

性
に

係
る

指
標

を
選

び
、

病
院

毎
に

数
値

目
標

を
設

定
。

 
・
提

供
す

べ
き

医
療

機
能

の
確

保
に

関
す

る
指

標
か

ら
、

外

来
・
入

院
患

者
数

、
4

疾
病

5
事

業
に

係
る

取
扱

件
数

、
臨

床
研

修
医

の
受

入
人

数
等

に
つ

い
て

数
値

目
標

を
設

定
。

 
・
目

標
設

定
に

あ
た

っ
て

は
、

複
数

の
指

標
を

用
い

た
複

眼

的
・
総

合
的

な
評

価
を

行
う

。
病

院
の

立
地

条
件

、
医

療
機

能
等

を
踏

ま
え

て
一

律
の

設
定

や
相

互
比

較
を

行
う

べ
き

で
は

な
い

こ
と

に
留

意
。

 
・
目

標
達

成
に

向
け

て
具

体
的

な
取

組
を

ど
の

時
期

に
行

う

か
を

明
記

。
民

間
的

経
営

手
法

の
導

入
、

事
業

規
模

・
形

態
の

見
直

し
、

経
費

削
減

・抑
制

対
策

、
収

入
増

加
・
確

保

対
策

。
 

・
改

革
プ

ラ
ン

対
象

期
間

中
の

各
年

度
の

収
支

計
画

と
目

標

数
値

の
見

通
し

を
掲

げ
る

。
 

２
）再

編
・ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
化

 
 

再
編

・ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

化
の

概
要

と
当

該
病

院
で

講
じ

る
べ

き
措

置
に

つ
い

て
、

実
施

予
定

時
期

を
含

め
具

体
的

な
計

画

を
記

載
す

る
。

 
３

）経
営

形
態

の
見

直
し

 
 

民
間

的
経

営
手

法
の

導
入

等
の

観
点

か
ら

行
う

経
営

形

態
の

見
直

し
に

つ
い

て
、

移
行

計
画

の
概

要
を

記
載

す
る

。
 

・
改

革
プ

ラ
ン

を
住

民
に

速
や

か
に

公
表

す
る

と
と

も
に

、

そ
の

実
施

状
況

を
概

ね
年

1
回

以
上

点
検

・
評

価
す

る
。

こ
の

際
、

類
似

す
る

他
の

公
立

病
院

や
地

域
の

民
間

病

院
等

に
お

け
る

状
況

等
を

併
せ

て
明

ら
か

に
す

る
な

ど
、

当
該

公
立

病
院

の
現

状
を

住
民

が
理

解
・評

価
し

や
す

い
よ

う
、

積
極

的
な

情
報

開
示

に
努

め
る

。
 

・
評

価
の

客
観

性
を

確
保

す
る

た
め

、
例

え
ば

有
識

者
や

地
域

住
民

等
が

参
加

す
る

委
員

会
等

に
諮

問
す

る
。

委

員
会

等
で

は
、

財
務

内
容

の
改

善
に

係
る

数
値

目
標

の

達
成

状
況

だ
け

で
な

く
、

医
療

機
能

の
発

揮
の

状
況

等

に
つ

い
て

も
併

せ
て

評
価

・検
証

す
る

。
 

改
革

プ
ラ

ン
対

象
期

間
の

う
ち

遅
く
と

も
2

年
経

過

時
点

で
、

数
値

目
標

の
達

成
が

著
し

く
困

難
な

場

合
は

改
革

プ
ラ

ン
の

全
面

的
な

改
定

を
行

う
。

 

病
院

機
能

評

価
統

合
版

評

価
項

目

（
V

6.
0、

H
21

.7
、

日
本

医
療

機
能

評

価
機

構
）  

【
実

施
者

】 
日

本
医

療
機

能

評
価

機
構

 
【
目

的
】 

地
域

に
お

い
て

必
要

な
医

療
提

供
体

制
の

確
保

 
【
対

象
】 

・書
面

審
査

と
訪

問
審

査
に

よ
る

。
書

面
審

査
は

、
評

価
を

受
け

る
病

院
が

「病
院

機
能

の
現

況
調

査
」
と

「自
己

評

価
調

査
」
の

各
調

査
票

に
記

入
。

訪
問

審
査

は
、

複
数

の
審

査
員

が
病

院
を

訪
問

し
、

「
訪

問
審

査
調

査
票

」に

基
づ

き
実

施
。

 
・評

価
項

目
（大

項
目

）は
次

の
8

つ
で

、
下

位
項

目
に

お

い
て

定
性

的
な

評
価

項
目

（主
に

書
類

や
手

順
書

、
取

組
等

の
有

無
）
に

よ
り

評
価

を
行

う
。

①
病

院
組

織
の

運

 
 

・
審

査
の

結
果

、
改

善
要

望
事

項
が

あ
る

場
合

は

条
件

付
認

定
又

は
認

定
留

保
。

病
院

側
で

要
望

事
項

に
対

処
の

上
、

そ
れ

ぞ
れ

確
認

審
査

、
再

審

査
を

実
施

す
る

。
 

・
5

年
後

に
認

定
更

新
審

査
を

実
施

。
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業
務

評
価

に
関

す
る

記
述

 
通

知
名

又
は

資
料

名
 

評
価

の
実

施
者

、

目
的

、
対

象
等

 
現

状
評

価
 

目
標

設
定

と
施

策
の

事
前

評
価

 
施

策
の

実
施

中
の

評
価

 
施

策
の

事
後

評
価

 
公

立
病

院
の

経

営
効

率
化

、
再

編
・
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク

化
及

び
経

営
形

態
の

見
直

し
 

営
と

地
域

に
お

け
る

役
割

、
②

患
者

の
権

利
と

医
療

の

質
及

び
安

全
の

確
保

、
③

療
養

環
境

と
患

者
サ

ー
ビ

ス
、

④
医

療
提

供
の

組
織

と
運

営
、

⑤
医

療
の

質
と

安

全
の

た
め

の
ケ

ア
プ

ロ
セ

ス
、

⑥
病

院
運

営
管

理
の

合

理
性

、
⑦

精
神

科
に

特
有

な
病

院
機

能
、

⑧
療

養
病

床

に
特

有
な

病
院

機
能

。
 

近
江

八
幡

市

立
総

合
医

療

セ
ン

タ
ー

病

院
改

革
プ

ラ

ン
（ H

21
.3

）
 

【
実

施
者

】 
近

江
八

幡
市

 
【
目

的
】 

PF
I 契

約
解

除
後

の
健

全
な

病
院

経
営

 
【
対

象
】 

市
立

総
合

医
療

セ
ン

タ
ー

の
運

営
 

改
革

プ
ラ

ン
策

定
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
委

員
会

で
課

題
と

そ
の

要

因
を

抽
出

。
医

療
、

財
政

、
再

編
・
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
化

、
経

営

形
態

、
そ

の
他

の
各

面
か

ら
整

理
。

 

１
）
経

営
指

標
に

関
す

る
数

値
目

標
 

・
財

務
内

容
の

改
善

に
関

す
る

経
営

指
標

か
ら

、
経

常
収

支

比
率

、
職

員
給

与
費

比
率

、
病

床
利

用
率

、
稼

働
病

床
目

標
、

入
院

1
人

当
た

り
単

価
、

地
域

医
療

支
援

加
算

、
D

PC
導

入
に

よ
る

出
来

高
差

、
外

来
1

日
あ

た
り

単
価

に
つ

い

て
、

数
値

目
標

を
設

定
。

 
・
提

供
す

べ
き

医
療

機
能

の
確

保
に

関
す

る
指

標
に

つ
い

て

は
、

目
標

な
し

。
 

・
目

標
達

成
に

向
け

て
具

体
的

な
取

組
を

明
記

。
 

・
改

革
プ

ラ
ン

対
象

期
間

中
（平

成
21

～
23

）の
各

年
度

の

収
支

計
画

と
目

標
数

値
の

見
通

し
を

提
示

。
 

２
）再

編
・ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
化

 
 

再
編

/ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

に
関

す
る

広
域

的
な

協
議

が
始

ま
っ

た
と

こ
ろ

で
あ

る
た

め
、

結
論

は
持

ち
越

し
。

 
３

）経
営

形
態

の
見

直
し

 
 

な
し

（
平

成
20

年
12

月
に

PF
I事

業
契

約
を

解
約

し
、

市

直
営

に
戻

っ
た

。
法

の
全

部
適

用
公

営
企

業
）  

・市
議

会
で

決
算

の
承

認
が

行
わ

れ
る

9
月

以
降

、
予

定

で
は

10
月

頃
に

有
識

者
や

地
域

住
民

等
の

参
加

を
得

て
点

検
・評

価
を

実
施

す
る

。
 

・
2

年
が

経
過

し
た

時
点

で
計

画
通

り
実

施
さ

れ
て

い
な

い
、

ま
た

は
目

標
の

達
成

が
著

し
く
困

難
な

場
合

は
、

プ

ラ
ン

の
見

直
し

改
定

を
行

う
。

 

 

大
阪

府
立

病

院
機

構
 

中
期

計
画

（
H

18
.4

策

定
、

H
19

.3
改

定
）、

 
年

度
計

画
、

 
業

務
実

績
に

関
す

る
評

価

結
果

（
H

21
.8

）
 

【
実

施
者

】 
大

阪
府

立
病

院

機
構

（計
画

）
、

大

阪
府

地
方

独
立

行
政

法
人

評
価

委
員

会
（
評

価
）

 
【
目

的
】 

年
度

計
画

と
中

期
計

画
の

進
捗

状
況

の
評

価
 

【
対

象
】 

大
阪

府
立

病
院

機
構

に
よ

る
5

病

院
の

運
営

状
況

 

（平
成

18
年

度
に

5
病

院
を

擁
す

る
地

方
独

立
行

政
法

人

に
移

行
（
公

務
員

型
）
）

 
１

）中
期

計
画

（H
18

～
H

22
の

5
年

間
）

 
・
「
サ

ー
ビ

ス
そ

の
他

の
業

務
の

質
の

向
上

に
関

す
る

目
標

」

の
う

ち
、

病
床

利
用

率
、

紹
介

率
、

治
験

の
実

施
件

数
に

つ

い
て

は
数

値
目

標
を

設
定

。
 

・
「
業

務
運

営
の

改
善

・効
率

化
に

関
す

る
目

標
」
の

う
ち

、
事

務
部

門
常

勤
職

員
の

削
減

数
に

つ
い

て
は

数
値

目
標

を
設

定
。

 
２

）年
度

計
画

（H
20

年
度

） 
・
「
サ

ー
ビ

ス
そ

の
他

の
業

務
の

質
の

向
上

に
関

す
る

目
標

」

の
う

ち
、

外
来

利
用

・治
療

・手
術

等
の

件
数

、
入

院
患

者
・

受
診

者
数

、
臨

床
研

修
医

等
の

受
入

数
、

病
床

利
用

率
、

紹
介

率
、

逆
紹

介
率

、
ク

リ
ニ

カ
ル

パ
ス

の
適

用
率

・種
類

数
等

に
つ

い
て

は
数

値
目

標
を

設
定

。
 

・
「
業

務
運

営
の

改
善

・効
率

化
に

関
す

る
目

標
」
の

う
ち

、
事

務
部

門
常

勤
職

員
の

削
減

数
、

ES
C

O
事

業
に

よ
る

光
熱

水
費

の
削

減
目

標
額

に
つ

い
て

は
数

値
目

標
を

設
定

。
 

・年
度

計
画

と
中

期
計

画
の

進
捗

状
況

を
「大

阪
府

地
方

独
立

行
政

法
人

評
価

委
員

会
」が

各
年

度
ご

と
に

評

価
。

 
・

H
18

～
20

事
業

年
度

の
評

価
結

果
を

地
方

独
立

行
政

法

人
大

阪
府

立
病

院
機

構
の

H
P

に
掲

載
。

 
・
評

価
は

「
項

目
別

評
価

」
と

「全
体

評
価

」
を

実
施

。
項

目

別
評

価
は

、
法

人
の

自
己

評
価

を
も

と
に

、
事

実
確

認
と

ヒ
ア

リ
ン

グ
等

に
よ

り
妥

当
性

の
検

証
と

評
価

を
行

う
。

全
体

評
価

は
、

項
目

別
評

価
の

結
果

等
を

踏
ま

え
て

中

期
計

画
等

の
進

捗
状

況
を

総
合

的
に

評
価

す
る

。
 

・
特

に
法

人
化

を
契

機
と

し
た

病
院

改
革

の
取

組
み

で
あ

る
「
自

律
性

・機
動

性
の

発
揮

」「
財

務
内

容
の

改
善

」

「
病

院
運

営
の

透
明

性
の

向
上

」
「

5
病

院
の

連
携

等
」に

つ
い

て
は

積
極

的
に

評
価

す
る

。
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1
.
4
  
電
気

事
業
に
関
す
る

整
理
結
果

 
業

務
評

価
に

関
す

る
記

述
 

通
知

名
又

は

資
料

名
 

評
価

の
実

施
者

、

目
的

、
対

象
等

 
現

状
評

価
 

目
標

設
定

と
施

策
の

事
前

評
価

 
施

策
の

実
施

中
の

評
価

 
施

策
の

事
後

評
価

 
供

給
約

款
料

金
審

査
要

領

（
H

12
.3

、
経

済
産

業
省

）
 

【
実

施
者

】 
経

済
産

業
省

 
【
目

的
】 

各
ガ

ス
事

業
者

の
料

金
改

定
申

請
内

容
の

査
定

と
効

率
化

努
力

目
標

の
提

示
 

【
対

象
】 

各
ガ

ス
事

業
者

の
供

給
約

款
料

金
 

 
【
電

源
の

設
備

形
成

（
平

均
帳

簿
価

額
÷

原
価

算
定

期
間

中

の
発

電
量

）
】
、

【
電

源
以

外
の

設
備

形
成

（電
源

設
備

形
成

以
外

の
資

産
の

平
均

帳
簿

額
÷

原
価

算
定

期
間

中
の

販
売

電
力

量
）
】
、

【一
般

経
費

（営
業

費
÷

原
価

算
定

期
間

中
の

販
売

電
力

量
）
】の

3
分

野
の

単
価

の
水

準
と

変
化

率
を

用

い
て

、
効

率
化

努
力

目
標

額
を

設
定

す
る

。
こ

の
際

、
「
電

源

構
成

等
の

地
域

特
性

に
よ

る
補

正
」
（
個

別
補

正
）
と

「需
要

密
度

、
需

要
構

成
等

の
地

域
特

性
に

よ
る

補
正

」（
地

域
補

正
）を

適
宜

実
施

す
る

。
ま

た
、

認
可

申
請

事
業

者
分

は
当

該
申

請
内

容
、

非
申

請
事

業
者

分
は

直
近

の
認

可
時

の
内

容
を

用
い

る
。

 
①

3
つ

の
各

分
野

ご
と

に
、

水
準

と
変

化
率

に
つ

い
て

、
そ

れ

ぞ
れ

最
上

位
を

10
0

点
、

最
下

位
を

0
点

と
し

、
そ

の
他

は

比
例

法
で

点
数

化
し

、
点

数
の

合
計

値
か

ら
事

業
者

を
グ

ル
ー

プ
Ⅰ

～
Ⅲ

の
3

つ
の

グ
ル

ー
プ

に
分

類
す

る
。

 
②

各
グ

ル
ー

プ
ご

と
に

効
率

化
努

力
目

標
額

を
算

定
。

目
標

額
は

グ
ル

ー
プ

Ⅰ
（＝

0
円

）＜
グ

ル
ー

プ
Ⅱ

＜
グ

ル
ー

プ

Ⅲ
。

 
③

効
率

化
努

力
目

標
額

を
審

査
結

果
と

し
て

事
業

者
に

指

摘
し

、
事

業
者

が
申

請
を

適
正

に
補

正
し

た
場

合
に

は
料

金
を

認
可

。
 

・
電

気
事

業
法

23
条

（供
給

約
款

認
可

申
請

命
令

） 
料

金
等

の
供

給
条

件
が

不
適

当
と

な
り

、
公

共
の

利
益

の
増

進
に

支
障

が
あ

る
場

合
は

、
供

給
約

款
の

変
更

の

認
可

の
申

請
を

命
ず

る
こ

と
が

で
き

る
。

 
・
電

気
事

業
法

30
条

（業
務

の
方

法
の

改
善

命
令

） 
 

事
故

に
よ

り
電

気
の

供
給

に
支

障
が

生
じ

て
い

て
事

業

者
が

必
要

な
修

理
等

の
措

置
を

行
わ

な
い

と
き

、
ま

た
不

適
切

な
業

務
方

法
に

よ
り

利
用

者
の

利
益

を
阻

害
し

て
い

る
と

認
め

る
場

合
は

、
業

務
方

法
の

改
善

を
命

ず
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

 

九
州

電
力

C
SR

報
告

書

20
09

 

【
実

施
者

】 
九

州
電

力
㈱

 
【
目

的
】 

企
業

活
動

が
社

会
に

与
え

る
影

響
に

つ
い

て
、

ス

テ
ー

ク
ホ

ル
ダ

ー

の
要

請
を

踏
ま

え

た
対

応
と

説
明

責
任

 
【
対

象
】 

ス
テ

ー
ク

ホ
ル

ダ

ー
の

関
心

が
高

く
、

か
つ

企
業

経

営
に

対
す

る
影

響
が

大
き

い
目

標
項

目
 

中
期

経
営

方
針

（
20

09
～

20
11

）
に

示
さ

れ
た

「経
営

環
境

の
認

識
」
の

概
要

は
次

の
と

お
り

。
 

・
世

界
的

な
景

気
の

後
退

の
中

で
、

燃
料

価
格

や
為

替
、

景
気

の
動

向
な

ど
厳

し
い

収
支

環
境

が
予

想
さ

れ
る

。
 

・エ
ネ

ル
ギ

ー
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
の

重
要

性
が

高
ま

り
、

燃
料

確
保

が
困

難
化

す
る

と
と

も
に

、
資

源
価

格
の

高
騰

が

予
想

さ
れ

る
。

 
・

C
O

2
の

排
出

量
削

減
が

非
常

に
重

要
な

課
題

。
ま

た
、

温
暖

化
に

伴
う

災
害

の
甚

大
化

は
イ

ン
フ

ラ
に

大
き

な
影

響
を

与
え

る
影

響
が

あ
る

。
 

・太
陽

光
、

水
素

技
術

、
燃

料
電

池
、

蓄
電

池
な

ど
電

力

の
供

給
形

態
は

多
様

化
し

、
業

態
を

超
え

た
競

争
が

進

展
す

る
可

能
性

。
 

・経
年

設
備

の
延

命
化

、
余

寿
命

診
断

、
更

新
工

事
な

ど

高
度

な
技

術
を

要
す

る
保

全
対

策
が

必
要

。
 

・
企

業
の

社
会

的
責

任
に

対
す

る
要

請
が

高
ま

っ
て

い

る
。

 
・
男

女
の

共
同

参
画

、
ワ

ー
ク

ラ
イ

フ
バ

ラ
ン

ス
へ

の
意

識

の
高

ま
り

。
 

コ
ン

プ
ラ

イ
ア

ン
ス

経
営

の
推

進
、

情
報

公
開

の
一

層
の

推

進
、

環
境

経
営

の
推

進
、

人
権

の
尊

重
と

働
き

や
す

い
労

働

環
境

の
整

備
、

安
全

第
一

主
義

の
徹

底
、

地
域

・社
会

と
の

共
生

の
大

分
類

別
に

12
項

目
に

つ
い

て
目

標
を

設
定

。
 

①
コ

ン
プ

ラ
イ

ア
ン

ス
経

営
の

推
進

 
・
コ

ン
プ

ラ
イ

ア
ン

ス
意

識
調

査
結

果
 

・
情

報
流

出
事

故
件

数
 

②
情

報
公

開
の

一
層

の
推

進
 

・
情

報
公

開
に

関
す

る
顧

客
満

足
度

調
査

結
果

 
③

環
境

経
営

の
推

進
 

・
C

O
2

排
出

原
単

位
 

・
産

業
廃

棄
物

リ
サ

イ
ク

ル
率

 
・
エ

コ
・マ

ザ
ー

活
動

実
績

（参
加

者
数

）
 

④
人

権
の

尊
重

と
働

き
や

す
い

労
働

環
境

の
整

備
 

・
女

性
社

員
の

育
児

休
職

取
得

率
 

・
男

性
社

員
の

配
偶

者
が

出
産

す
る

際
の

休
暇

取
得

率
 

⑤
安

全
第

一
主

義
の

徹
底

 
・
原

子
力

発
電

所
周

辺
の

放
射

線
量

評
価

値
 

・
公

衆
感

電
事

故
件

数
 

⑥
地

域
・
社

会
と

の
共

生
 

・地
域

経
済

・文
化

へ
の

貢
献

に
関

す
る

顧
客

満
足

度
調

査

結
果

 

 
20

08
年

度
実

績
→

20
09

年
度

目
標

の
値

は
次

の

と
お

り
。

 
①

コ
ン

プ
ラ

イ
ア

ン
ス

経
営

の
推

進
 

・
コ

ン
プ

ラ
イ

ア
ン

ス
意

識
調

査
結

果
 

 
 

78
点

（
10

0
点

満
点

）
→

目
標

な
し

 
・
情

報
流

出
事

故
件

数
 

 
 

22
件

→
目

標
な

し
 

②
情

報
公

開
の

一
層

の
推

進
 

・
情

報
公

開
に

関
す

る
顧

客
満

足
度

調
査

結
果

 

49
.1

%
（前

年
度

36
.5

%
）→

目
標

な
し

 
③

環
境

経
営

の
推

進
 

・
C

O
2

排
出

原
単

位
 

0.
37

4 →
0.

34
8（

kg
-C

O
2/

kW
h、

20
08

-2
01

2
平

均
） 

・
産

業
廃

棄
物

リ
サ

イ
ク

ル
率

 
 

 
約

10
0%

→
99

%
以

上
 

・エ
コ

・マ
ザ

ー
活

動
実

績
（参

加
者

数
）

 
 

 
21

,2
69

人
（
前

年
度

20
,0

63
人

）→
目

標
な

し
 

④
人

権
の

尊
重

と
働

き
や

す
い

労
働

環
境

の
整

備
 

・
女

性
社

員
の

育
児

休
職

取
得

率
 

 
 

93
.5

%
→

95
%

以
上

（
20

08
-2

01
0

平
均

） 
・
男

性
社

員
の

配
偶

者
が

出
産

す
る

際
の

休
暇

取

22



 

業
務

評
価

に
関

す
る

記
述

 
通

知
名

又
は

資
料

名
 

評
価

の
実

施
者

、

目
的

、
対

象
等

 
現

状
評

価
 

目
標

設
定

と
施

策
の

事
前

評
価

 
施

策
の

実
施

中
の

評
価

 
施

策
の

事
後

評
価

 
・
地

域
活

動
へ

の
協

力
貢

献
に

関
す

る
顧

客
満

足
度

調
査

結
果

 
得

率
 

92
.3

%
→

90
%

以
上

（
20

08
-2

01
0

平
均

）
 

⑤
安

全
第

一
主

義
の

徹
底

 
・
原

子
力

発
電

所
周

辺
の

放
射

線
量

評
価

値
 

 
 

0.
00

1
未

満
→

0.
00

1
未

満
 

・
公

衆
感

電
事

故
件

数
 

 
 

0
件

（
前

年
度

1
件

）
→

目
標

な
し

 
⑥

地
域

・
社

会
と

の
共

生
 

・
地

域
経

済
・文

化
へ

の
貢

献
 

 
 

59
.7

%
（
前

年
度

52
.8

%
）→

60
.0

%
以

上
 

・
地

域
活

動
へ

の
協

力
 

 
 

43
.8

%
（
前

年
度

35
.8

%
）→

43
.8

%
以

上
 

 

23



 

1
.
5
  
ガ
ス

事
業
に
関
す
る

整
理
結
果

 
業

務
評

価
に

関
す

る
記

述
 

通
知

名
又

は

資
料

名
 

評
価

の
実

施
者

、

目
的

、
対

象
等

 
現

状
評

価
 

目
標

設
定

と
施

策
の

事
前

評
価

 
施

策
の

実
施

中
の

評
価

 
施

策
の

事
後

評
価

 
一

般
ガ

ス
事

業
供

給
約

款

料
金

審
査

要

領
（H

18
.1

改

正
、

経
済

産

業
省

）  

【
実

施
者

】 
経

済
産

業
省

 
【
目

的
】 

各
ガ

ス
事

業
者

の
料

金
改

定
申

請
内

容
の

査
定

と
効

率
化

努
力

目
標

の
提

示
 

【
対

象
】 

各
ガ

ス
事

業
者

の
供

給
約

款
料

金
 

 
【経

営
形

態
（公

営
・
私

営
の

別
）
】
、

【原
料

及
び

こ
れ

に
応

じ
た

製
造

方
式

】、
【地

域
性

（供
給

エ
リ

ア
：地

方
）】

の
3

つ

の
メ

ル
ク

マ
ー

ル
を

中
心

に
、

一
部

【需
要

家
数

の
類

似
性

（私
営

の
15

万
件

以
上

を
別

枠
と

す
る

）
】
を

勘
案

し
、

全
事

業
者

を
類

似
の

事
業

者
群

で
グ

ル
ー

ピ
ン

グ
し

、
各

グ
ル

ー

プ
で

効
率

化
努

力
目

標
額

を
設

定
す

る
。

 
①

一
般

ガ
ス

事
業

に
係

る
小

口
部

門
原

価
を

設
備

投
資

関

連
費

用
と

一
般

諸
経

費
に

区
分

し
、

各
費

用
を

ガ
ス

販
売

量
で

除
し

た
販

売
量

あ
た

り
原

価
を

算
定

。
認

可
申

請
事

業
者

分
は

当
該

申
請

内
容

、
非

申
請

事
業

者
分

は
直

近

の
認

可
時

の
内

容
を

用
い

る
。

こ
の

原
価

を
用

い
て

、
各

グ

ル
ー

プ
の

中
で

「原
価

の
水

準
」
と

「
直

近
の

料
金

改
定

時

の
認

可
原

価
か

ら
の

変
化

率
」を

そ
れ

ぞ
れ

点
数

評
価

す

る
。

 
②

各
点

数
の

合
計

値
か

ら
グ

ル
ー

プ
内

事
業

者
を

Ⅰ
～

Ⅲ

類
の

3
つ

に
分

類
し

、
各

分
類

ご
と

に
効

率
化

努
力

目
標

額
を

算
定

。
Ⅰ

類
は

0
円

、
Ⅱ

類
は

0.
5％

、
Ⅲ

類
は

1％
。

 
③

小
口

部
門

原
価

か
ら

効
率

化
努

力
目

標
額

を
差

し
引

い

た
額

を
査

定
額

と
し

て
事

業
者

に
提

示
。

 

・
ガ

ス
事

業
法

18
条

（
供

給
約

款
認

可
申

請
命

令
）

 
料

金
等

の
供

給
条

件
が

不
適

当
と

な
り

、
公

共
の

利
益

の
増

進
に

支
障

が
あ

る
場

合
は

、
供

給
約

款
の

変
更

の

認
可

の
申

請
を

命
ず

る
こ

と
が

で
き

る
。

 
・
ガ

ス
事

業
法

30
条

（
業

務
の

方
法

の
改

善
命

令
）

 
 

事
故

に
よ

り
ガ

ス
の

供
給

に
支

障
が

生
じ

て
い

て
事

業

者
が

必
要

な
修

理
等

の
措

置
を

行
わ

な
い

と
き

、
ま

た
不

適
切

な
業

務
方

法
に

よ
り

利
用

者
の

利
益

を
阻

害
し

て
い

る
と

認
め

る
場

合
は

、
業

務
方

法
の

改
善

を
命

ず
る

。
 

次
回

の
料

金
改

定
申

請
時

に
は

、
今

回
の

認
可

原

価
か

ら
の

変
化

率
が

点
数

評
価

の
対

象
と

な
る

。
 

平
成

20
年

度
松

江
市

ガ

ス
局

事
業

評

価
結

果
 

【
実

施
者

】 
松

江
市

ガ
ス

局

に
よ

る
内

部
評

価

＋
松

江
市

ガ
ス

局
行

政
評

価
制

度
推

進
委

員
会

に
よ

る
総

合
評

価
 

【
目

的
】 

顧
客

へ
の

説
明

責
任

、
職

場
の

体

質
改

善
・
職

員
の

意
識

改
革

、
効

果

重
視

の
事

業
運

営
の

実
現

 
【
対

象
】 

松
江

市
ガ

ス
事

業
経

営
戦

略
プ

ラ
ン

に
基

づ
く
目

標
項

目
 

・
他

エ
ネ

ル
ギ

ー
と

の
競

争
に

よ
る

需
要

家
戸

数
の

減
少

が
続

く
中

、
暖

房
機

器
等

の
増

設
に

よ
る

1
戸

あ
た

り
の

ガ
ス

使
用

量
増

を
積

極
的

に
進

め
る

営
業

活
動

を
実

施
。

 
・
経

年
管

対
策

を
重

点
的

に
進

め
、

安
定

供
給

と
保

安
の

確
保

に
努

め
て

い
る

。
 

・平
成

19
年

度
の

収
益

収
支

は
、

事
業

収
益

19
.4

5
億

円
、

事
業

費
用

21
.9

4
億

円
の

2.
49

億
円

の
純

損
失

を

計
上

。
 

サ
ー

ビ
ス

水
準

の
向

上
と

信
頼

・安
心

の
追

求
、

ガ
ス

需
要

拡
大

に
向

け
た

営
業

の
強

化
、

経
営

基
盤

安
定

に
向

け
た

効
率

化
の

推
進

、
環

境
保

全
に

向
け

た
取

組
の

推
進

の
4

つ
の

大
分

類
別

に
17

項
目

に
つ

い
て

目
標

を
設

定
。

 
①

サ
ー

ビ
ス

水
準

の
向

上
と

信
頼

・
安

心
の

追
求

 
・経

年
管

（本
支

管
）
改

修
 

 
 

経
年

管
累

計
/単

年
度

未
改

良
数

量
 

・経
年

管
（供

給
管

）
改

修
 

 
 

経
年

管
累

計
/単

年
度

改
良

本
数

 
・経

年
管

（灯
外

内
管

）改
修

 
 

 
経

年
管

累
計

/単
年

度
改

良
本

数
 

・
マ

イ
コ

ン
メ

ー
タ

ー
の

普
及

率
向

上
 

 
 

マ
イ

コ
ン

メ
ー

タ
ー

普
及

率
/設

置
台

数
 

・
保

安
機

器
の

普
及

促
進

 
 

 
ガ

ス
漏

れ
警

報
器

等
普

及
率

 
②

ガ
ス

需
要

拡
大

に
向

け
た

営
業

の
強

化
 

・
1

件
あ

た
り

の
ガ

ス
販

売
量

の
増

加
 

 
 

成
約

件
数

、
1

件
あ

た
り

販
売

量
 

・
新

設
集

合
住

宅
の

ガ
ス

化
 

訪
問

件
数

、
物

件
数

（
獲

得
し

た
集

合
住

宅
の

棟
数

）
、

獲
得

戸
数

 
・
重

点
地

域
の

需
要

開
発

 
 

 
獲

得
件

数
/獲

得
率

 
・
特

殊
需

要
の

開
発

 

な
し

 
A

（計
画

通
り

に
取

り
組

ん
で

い
く
事

業
）
、

B
（計

画

通
り

に
取

り
組

む
が

、
若

干
の

改
善

や
工

夫
が

必

要
な

事
業

）、
C

（今
後

も
取

り
組

む
た

め
事

業
規

模
・
内

容
の

見
直

し
が

必
要

な
事

業
）、

D
（縮

小
す

る
事

業
）
、

E（
休

止
又

は
廃

止
す

る
事

業
）
、

F）
終

了
す

る
事

業
）の

6
段

階
に

よ
り

、
計

画
目

標
値

の

達
成

率
を

評
価

。
 

①
サ

ー
ビ

ス
水

準
の

向
上

と
信

頼
・
安

心
の

追
求

 
・
経

年
管

（
本

支
管

）
改

修
 

 
 

経
年

管
累

計
/単

年
度

未
改

良
数

量
 

 
 

 
23

.0
%

/6
0.

0%
 

評
価

B
 

・
経

年
管

（
供

給
管

）
改

修
 

 
 

経
年

管
累

計
/単

年
度

改
良

本
数

（本
） 

 
 

 
22

.9
%

/6
0.

5%
 

評
価

B
 

・
経

年
管

（
灯

外
内

管
）改

修
 

 
 

経
年

管
累

計
/単

年
度

改
良

本
数

（本
） 

 
 

 
14

.7
%

/4
5.

8%
 

評
価

C
 

・
マ

イ
コ

ン
メ

ー
タ

ー
の

普
及

率
向

上
 

 
 

普
及

率
/設

置
台

数
 

99
.2

%
/9

6.
8%

 
評

価
B

 
・
保

安
機

器
の

普
及

促
進

 
 

 
ガ

ス
漏

れ
警

報
器

等
普

及
率

 
 

 
 

63
.6

%
 

評
価

C
 

②
ガ

ス
需

要
拡

大
に

向
け

た
営

業
の

強
化

 
・

1
件

あ
た

り
の

ガ
ス

販
売

量
の

増
加
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業
務

評
価

に
関

す
る

記
述

 
通

知
名

又
は

資
料

名
 

評
価

の
実

施
者

、

目
的

、
対

象
等

 
現

状
評

価
 

目
標

設
定

と
施

策
の

事
前

評
価

 
施

策
の

実
施

中
の

評
価

 
施

策
の

事
後

評
価

 
 

 
特

殊
機

器
（
各

種
大

型
ガ

ス
消

費
機

器
）採

用
件

数
 

 
 

技
術

研
修

参
加

回
数

（特
殊

機
器

に
関

す
る

技
術

研
修

） 
・
器

具
販

売
の

強
化

 
 

 
ガ

ス
展

に
お

け
る

入
場

者
数

/器
具

の
販

売
売

上
金

額
 

・
料

理
教

室
の

開
催

 
 

 
開

催
回

数
、

参
加

人
数

 
③

経
営

基
盤

安
定

に
向

け
た

効
率

化
の

推
進

 
・
一

般
経

費
の

対
前

年
度

比
1％

削
減

 
 

 
一

般
諸

経
費

対
前

年
度

比
 

・
ガ

ス
料

金
の

収
納

率
向

上
 

 
 

ガ
ス

料
金

収
納

率
 

④
環

境
保

全
に

向
け

た
取

組
の

推
進

 
・
他

燃
料

か
ら

の
燃

料
転

換
の

強
化

 
 

 
天

然
ガ

ス
へ

の
転

換
件

数
 

 
 

他
燃

料
へ

の
転

換
件

数
 

・天
然

ガ
ス

自
動

車
の

普
及

促
進

 
 

 
新

規
導

入
事

業
者

数
 

 
 

普
及

台
数

 
・P

R
活

動
の

強
化

（
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
の

活
用

）
 

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

ア
ク

セ
ス

数
（
ア

ク
セ

ス
さ

れ
た

ペ
ー

ジ

数
）

 
・P

R
活

動
の

強
化

（天
然

ガ
ス

環
境

性
の

認
知

）
 

 
 

施
設

見
学

受
入

回
数

/人
数

 

 
 

成
約

件
数

、
1

件
あ

た
り

販
売

量
 

 
 

 
11

0.
0%

/7
0.

0%
 

評
価

B
 

・
新

設
集

合
住

宅
の

ガ
ス

化
 

訪
問

件
数

、
物

件
数

（
獲

得
し

た
集

合
住

宅
の

棟
数

）
、

獲
得

戸
数

 
 

71
.4

%
/6

0.
0%

/－
 

評
価

B
 

・
重

点
地

域
の

需
要

開
発

 
 

 
獲

得
件

数
/獲

得
率

 
70

.0
%

/5
6.

0%
 

評
価

C
 

・
特

殊
需

要
の

開
発

 
特

殊
機

器
（各

種
大

型
ガ

ス
消

費
機

器
）
採

用

件
数

/技
術

研
修

参
加

回
数

 
 

50
.0

%
/1

00
.0

%
 

評
価

B
 

・
器

具
販

売
の

強
化

 
ガ

ス
展

に
お

け
る

入
場

者
数

/器
具

の
販

売
売

上
金

額
 

10
7.

4%
/1

30
.0

%
 

評
価

A
 

・
料

理
教

室
の

開
催

 
 

 
開

催
回

数
、

参
加

人
数

 
 

 
 

10
2.

9%
/1

05
.9

%
 

評
価

B
 

③
経

営
基

盤
安

定
に

向
け

た
効

率
化

の
推

進
 

・
一

般
経

費
の

1％
削

減
 

12
2.

4%
 

評
価

A
 

・
ガ

ス
料

金
の

収
納

率
向

上
 

 
 

 
97

.2
%

/9
6.

7%
/9

7.
8%

 
評

価
B

 
④

環
境

保
全

に
向

け
た

取
組

の
推

進
 

・
他

燃
料

か
ら

の
燃

料
転

換
の

強
化

 
天

然
ガ

ス
へ

の
転

換
件

数
、

他
燃

料
へ

の
転

換
件

数
 

12
.0

%
/－

 
評

価
C

 
・天

然
ガ

ス
自

動
車

の
普

及
促

進
 

 
 

新
規

導
入

事
業

者
数

、
普

及
台

数
 

 
 

 
50

.0
%

/6
6.

7%
 

評
価

C
 

・P
R

活
動

の
強

化
（ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
の

活
用

）
 

ア
ク

セ
ス

さ
れ

た
ペ

ー
ジ

数
 

94
%

 
評

価
B

 
・P

R
活

動
の

強
化

（天
然

ガ
ス

環
境

性
の

認
知

）
 

 
 

施
設

見
学

受
入

回
数

/人
数

 
 

 
 

40
%

/3
8%

 
評

価
B
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1
.
6
  
下
水

道
事
業
に
関
す

る
整
理
結

果
 

業
務

評
価

に
関

す
る

記
述

 
例

示
さ

れ
た

PI
 

（
事

務
部

門
別

）
 

通
知

名
又

は

資
料

名
 

評
価

の
実

施
者

、

目
的

、
対

象
等

 
現

状
評

価
 

目
標

設
定

と
施

策
の

事
前

評
価

 
施

策
の

実
施

中
の

評
価

 
施

策
の

事
後

評
価

 

運 転 管 理 （ 管 渠 ） 

運 転 管 理 （ 施 設 ） 

ユ ー ザ サ ー ビ ス 
経 営 

環 境 

公
営

企
業

の

経
営

に
当

た

っ
て

の
留

意

事
項

に
つ

い

て
（

H
21

.7
.8

総
務

省
） 

【
実

施
者

】 
各

地
方

公
営

企

業
 

【
目

的
】 

各
地

方
公

営
企

業
の

抜
本

改
革

の
推

進
、

一
層

の

経
営

健
全

化
 

【
対

象
】 

各
地

方
公

営
企

業
の

経
営

全
般

 

 
【
経

営
計

画
】（

水
道

事
業

に
同

じ
） 

【
下

水
道

事
業

に
お

け
る

経
営

計
画

等
策

定

に
あ

た
っ

て
の

留
意

点
】

 
・
自

治
体

の
財

政
運

営
に

与
え

る
影

響
が

多

大
で

あ
る

た
め

、
人

口
動

態
や

普
及

率
、

水

洗
化

率
の

伸
率

の
現

実
的

な
見

通
し

に
基

づ
く
収

支
計

画
を

踏
ま

え
る

。
 

・
各

種
処

理
施

設
か

ら
地

理
的

・
社

会
的

条

件
に

応
じ

て
最

適
な

も
の

を
選

択
し

、
計

画

的
・
効

率
的

に
整

備
す

る
。

 
・
資

本
費

、
維

持
管

理
費

等
を

考
慮

し
た

長
期

の
財

政
見

通
し

等
を

策
定

し
、

長
期

的
視

点

に
立

っ
た

効
率

的
な

経
営

に
努

め
る

。
将

来

の
使

用
料

水
準

、
一

般
会

計
へ

の
影

響
に

つ
い

て
も

十
分

配
慮

す
る

。
 

・
維

持
管

理
業

務
は

可
能

な
限

り
民

間
等

へ

の
委

託
を

推
進

す
る

。
 

・使
用

料
と

一
般

会
計

で
賄

う
経

費
を

明
確

に

区
分

し
、

使
用

料
で

賄
う

経
費

を
一

般
会

計

か
ら

繰
り

入
れ

て
い

る
団

体
は

早
急

に
使

用

料
の

適
正

化
に

取
り

組
む

。
 

・
水

洗
化

率
と

有
収

率
が

低
い

事
業

は
、

接

続
促

進
や

不
明

水
削

減
等

に
よ

り
早

期
改

善
を

図
る

。
 

・
最

低
限

行
う

べ
き

経
営

努
力

は
、

全
事

業
平

均
水

洗
化

率
と

月
3,

00
0

円
/2

0m
3 。

 
・
経

理
内

容
を

明
確

化
す

る
た

め
、

公
営

企

業
法

の
財

務
適

用
が

適
当

。
 

・
資

本
費

平
準

化
債

を
活

用
し

、
減

価
償

却

費
を

基
本

と
し

た
資

本
費

の
算

定
に

よ
り

使

用
料

を
設

定
す

る
。

 
・受

益
者

負
担

金
を

適
正

に
徴

収
す

る
。

 

（
水

道
事

業
に

同
じ

）
 

・
計

画
の

達
成

度
を

評
価

し
、

計
画

と
実

績

の
乖

離
の

原
因

を
分

析
し

、
そ

の
結

果
を

計
画

修
正

や
次

期
計

画
の

策
定

等
企

業

経
営

に
反

映
さ

せ
る

PD
C

A
サ

イ
ク

ル
を

導
入

す
る

。
 

・
評

価
結

果
を

予
算

編
成

や
定

員
管

理
等

に
反

映
さ

せ
る

ル
ー

ル
を

確
立

さ
せ

る
こ

と
が

望
ま

し
く
、

ま
た

、
評

価
の

過
程

に
お

い
て

学
識

経
験

者
や

地
域

住
民

の
参

加

を
図

る
こ

と
に

よ
っ

て
評

価
の

客
観

性
を

確
保

す
る

。
 

・
各

種
の

経
営

指
標

等
を

用
い

て
経

営
規

模
等

の
類

似
す

る
民

間
企

業
を

含
む

他

の
同

種
企

業
と

の
経

営
状

況
の

比
較

を

行
い

、
ま

た
同

種
企

業
に

お
け

る
経

営
改

善
事

例
を

積
極

的
に

活
用

し
て

経
営

分

析
を

行
い

、
計

画
の

達
成

に
向

け
た

経
営

健
全

化
・
効

率
化

の
推

進
に

努
め

る
。

 
・
事

業
概

要
、

業
務

予
定

量
、

財
務

状
況

、

一
般

会
計

等
の

関
与

、
企

業
債

等
残

高
、

職
員

の
定

数
・
給

与
、

料
金

、
経

営
効

率

化
へ

の
取

組
状

況
、

民
間

的
経

営
手

法

の
導

入
、

そ
の

他
経

営
基

盤
強

化
へ

の

取
組

、
経

費
節

減
等

の
取

組
に

よ
る

効
果

額
等

を
住

民
に

情
報

公
開

す
る

。
料

金
水

準
、

人
件

費
な

ど
に

は
類

似
団

体
や

民
間

企
業

の
対

応
す

る
デ

ー
タ

も
添

え
る

な

ど
、

住
民

が
理

解
・評

価
し

や
す

い
よ

う
に

工
夫

し
、

公
開

す
る

。
 

 
- 

- 
- 

- 
- 

下
水

道
事

業

経
営

指
標

（
最

新
は

H
19

年
度

版
、

総

務
省

） 

【
実

施
者

】 
下

水
道

管
理

者
 

【
目

的
】 

事
業

の
経

営
状

況
を

客
観

的
に

・
「
事

業
の

概
要

」
（普

及
率

、
進

捗
率

、
家

庭
用

20
m

3
使

用
料

、
処

理
区

域
内

人
口

密
度

の
4

指
標

）
、

「施
設

の
効

率
性

」
（施

設
利

用
率

、
有

収
水

量
、

水
洗

化
率

の
3

指
標
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2.  民間活用の際にモニタリング（業務監視）の一環として実施する業務評価手法に関する

検討 

2.1  先行事例の整理 

民間活用に係る対象業務について PI を活用した業務評価手法に関する検討を行い、「民間活用

に係るモニタリング（業務監視）に関するガイドライン（仮称）」検討の基礎資料とするため、既

に民間活用を実施している事業体に資料提供依頼・アンケート調査を行った。また、モニタリン

グに関する要領書や計画書を策定していた事業体のうち、特徴的なものについてヒアリングを実

施した。 

 

(1)  対象とした事業 

民間活用方策として、第三者委託（指定監理者制度含む）、PFI・DBO 事業を既に実施している

水道事業体を対象に、資料提供を依頼しアンケートを実施した。 

表 2.1 資料入手・アンケート回答状況 

区分 No. 事業体
資料入手

状況
２次アン

ケート回答
備考

第三者委託 1 ・太田市 ○ ○
【大臣認可事業】 2 ・館林市 ○ ○

3 ・高山市 ○ ○
4 ・泉南市 ○ ○
5 ・洲本市 ○ ○
6 ・和歌山市 ○ ○
7 ・飯塚市 ○ ×
8 ・福岡地区水道企業団 ○ ○
9 ・薩摩川内市 × －
10 ・宇和島市 ○ ○
11 ・南予水道企業団 － － No.10と共同事業

第三者委託 12 ・稚内市 ○ ○
【知事認可事業】 13 ・石狩市 ○ ○ ヒアリング実施

14 ・夕張市 ○ ○
15 ・むかわ町 × －
16 ・中標津町 ○ ○
17 ・五戸町 × －
18 ・紫波町 × －
19 ・舟形町 × －
20 ・三春町 ○ ○
21 ・矢板市 ○ ○
22 ・川場村 × －
23 ・長門川水道企業団 ○ × 施設更新含む（DBO）
24 ・南足柄市 ○ ○
25 ・川北町 － － 民間の簡水が実施
26 ・白山市 － － 民間の簡水が実施
27 ・峡東地域広域水道企業団 ○ ○
28 ・大竹市 ○ ○
29 ・三次市 ○ ○
30 ・北広島町 ○ ○
31 ・田布施・平生水道企業団 ○ ○
32 ・松前町 ○ ○
33 ・仁淀川町 ○ ×
34 ・波佐見町 ○ ○
35 ・新上五島町 × －
36 ・上天草宇城水道企業団 ○ ○

PFI・DBO 37 ・東京都（朝霞・三園、金町） × －
38 ・神奈川県（寒川） ○ ○
39 ・埼玉県（大久保） ○ ○
40 ・千葉県（江戸川） ○ ○
41 ・愛知県（知多　他） ○ ○
42 ・松山市（かきつばた　他） ○ ○ ヒアリング実施

回答事業体（○）合計 31 28  
○：入手、×：未入手、－：対象外 
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(2)  収集した資料 

公募時の資料、契約書や仕様書等の資料の提供依頼を行った結果、入手した資料は次の表に示

すとおりである。 

表 2.2 入手資料 

区分 No. 事業体
募集
要項

要求
水準

選定
基準

契約書 仕様書 その他（備考）

第三者委託 1 ・太田市 △ △ △ （水道協会雑誌掲載資料）
【大臣認可事業】 2 ・館林市 ○

3 ・高山市 ○ ○
4 ・泉南市 ○ ○ ○ ○
5 ・洲本市 ○ ○ ○ ○
6 ・和歌山市 ○ ○ ○
7 ・飯塚市 ○ ○ ○
8 ・福岡地区水道企業団 ○ ○
10 ・宇和島市 ○ ○ ○

第三者委託 12 ・稚内市 ○ ○ ○ ○
【知事認可事業】 13 ・石狩市 ○ ○ ○ ○ ○ ○評価要領

14 ・夕張市 ○ ○ ○
16 ・中標津町 ○ ○ ○
20 ・三春町 ○ ○
21 ・矢板市 ○ ○ ○
23 ・長門川水道企業団 ○ ○
24 ・南足柄市 ○ ○ ○
27 ・峡東地域広域水道企業団 ○ ○ ○
28 ・大竹市 ○ ○ ○ ○業務履行計画書
29 ・三次市 ○ ○
30 ・北広島町 ○ ○ ○
31 ・田布施・平生水道企業団 ○ ○モニタリングガイドライン
32 ・松前町 ○ ○ ○ ○
33 ・仁淀川町 ○ ○
34 ・波佐見町 ○ ○
36 ・上天草宇城水道企業団 ○ ○ ○

PFI・DBO 38 ・神奈川県（寒川） ○ ○ ○ ○ ○モニタリング計画書
39 ・埼玉県（大久保） ○ ○ ○ ○ ○モニタリング計画書
40 ・千葉県（江戸川） ○ ○ ○ ○ ○完工確認実施要領
41 ・愛知県（知多　他） ○ ○ ○ ○ ○モニタリング計画書
42 ・松山市（かきつばた　他） ○ ○ ○ ○ ○モニタリング要領書、計画書  

○：入手、△：一部分のみ入手、空欄：未入手 

(3)  ２次アンケート調査 

 収集した資料を基に、個別にアンケート票を作成し、各事業体に確認と内容訂正の依頼を行っ

た。回答は別添資料に示すとおりである。 

 

2.2  モニタリングの実施状況 

2.2.1  設計・建設業務に関するモニタリングの状況 

PFI・DBO 事業は、民間事業者が設計・建設した施設を、民間事業者が維持管理運営するもの

であり、設計・建設時の全ての責任は、契約書上民間事業者が負うことになる。 

設計・建設業務に関するモニタリングは、完成後に水道事業体の資産として引き渡される施設

が要求水準に適合し、適切に工事が実施されているかを確認することが目的となっており、次の

ような状況である。 

 

(1)  モニタリングの実施体制 

設計・建設業務のモニタリングは、契約書の条項で定める「確認」や「報告」等の規定に基づ

き実施している。契約書以外にモニタリングの具体的な手順や内容を定めているのは PFI・DBO
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実施 5 事業のうち 2 事業である。 

モニタリングの実施体制は、直営が主体で、１事業のみ直営＋委託で実施している。直営のモ

ニタリングでは、業務の段階に応じて 1～3 名が監督員となって実施いる。なお、完工確認の確認

員及び立会い者として 19 名で実施している事例もある。 

通常の設計や工事と同様に監督員を配置して対応している事例もあるが、設計・建設時の責任

は全て民間事業者側にあるため、民間事業者の創意工夫を妨げないよう、基本的には毎月の報告

に基づき、要求水準等の確認を行うことに主眼を置いている事例もある。 

 

(2)  モニタリングの実施段階と実施内容 

設計・建設に関するモニタリングは、設計段階、工事段階、完工（試運転・性能試験・完成検

査）段階に分けられ、各段階では次のような内容のモニタリングを実施している。 

 

①設計段階でのモニタリング 

設計段階では、民間事業者に対して求める要求事項は既に要求水準等で提示してあるため、こ

れらの内容が、設計に反映されているかどうか、また関係法令や民間事業者提案に基づいた内容

であるかどうか、確認や承諾を行っている。 

基本設計の段階、詳細設計の段階で各々確認と承諾を行うほか、中間段階など適宜報告や説明

を求めているが、設計自体の責任は民間事業者にあり、あくまで要求水準等を満たしているか確

認することを目的に実施している。 

設計図書である基本設計・詳細設計の内容が、要求水準等や民間事業者提案で定めた事項を満

たしているか、業務の進捗状況と合わせて確認することが設計段階でのモニタリングの基本とな

っている。 

 

②工事段階でのモニタリング 

工事段階では、毎月の報告により定期的なモニタリングを実施する事例のほか、必要に応じて

工事の進捗状況の説明要求や立会いを行う事例、一般の工事と類似の確認・検査を実施している

事例など様々である。 

確認内容としては、設計図書どおりに施工されているか、技術提案書に記載された工法で施工

されているか、建設期間中の配慮や近隣対策が適切に行われているか、工事監理者が実施する各

種検査・試験結果の内容がある。材料検査や試験についての立会いは、行うことができる旨を規

定している事例もあるが、2 事業では特に求めていない。 

 

③完工段階でのモニタリング 

完工段階では、事前に試運転・性能試験が民間事業者において実施されていることを前提に、

完成検査を実施している。試運転・性能試験の実施に立ち会うことができる旨を定めている事例

もあるが、基本的には民間事業者の責任範囲であり、施設の性能が要求水準等を満足することを

予め民間事業者が確認することとしている。 

完成検査では、要求水準や設計図書等に適合しており性能が確保されていることや、維持管理・
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運営体制が充足していることを確認している。これらは、現地の状況を確認するほか、試運転結

果報告書、完成検査結果報告書、工事施工記録、工事管理記録、各種検査記録、許認可の取得・

手続きなど、書類の内容を確認することにより実施している状況である。 

 

2.2.2  維持管理業務に関するモニタリングの状況 

(1)  モニタリングの実施手続と実施区分 

モニタリングの実施手続は、契約書や仕様書等で規定している。モニタリングに関する条項を

規定しているものの他、支払のための業務状況の検査の規定や、業務実施状況の報告を求める規

定などがあり、何らかの報告と確認を実施することになっている。 

なお、契約書等で定めているモニタリングの内容は、民間事業者の報告内容を確認するなどの

骨格程度であり、具体的な実施体制や実施内容を定めたモニタリング計画書等を策定し実施して

いる事例は少なく、第三者委託では 2 事業、PFI･DBO 事業では 4 事業で策定している状況である。 

 

モニタリングの実施区分としては、毎日の業務実施状況を確認する日常モニタリングの他、月

次・四半期・年次で実施する定期モニタリング、不定期に実施する随時モニタリングがある。 

表 2.3 モニタリング実施区分 
実施手続 モニタリング実施区分

区分 No. 事業体
の規定

日常 月次 四半期 年次 随時

第三者委託 1 ・太田市 ○ （週） ○○ ○
【大臣認可事業】 2 ・館林市 ○ ○ ○ ○

3 ・高山市 ○ ○ ○ ○
4 ・泉南市 ○ ○ ○ ○ ○
5 ・洲本市 ○ ○ ○ ○ ○
6 ・和歌山市 ○ ○ ○ ○
7 ・飯塚市 ○ ○ ○ ○ ○
8 ・福岡地区水道企業団 ○ ○ ○
10 ・宇和島市 ○ △ ○ ○

第三者委託 12 ・稚内市 ○ △ ○ ○ ○
【知事認可事業】 13 ・石狩市 ○ ○ ○ ○ ○

14 ・夕張市 ○ ○ ○ ○
16 ・中標津町 ○ △ ○ ○
20 ・三春町 ○ ○ ○
21 ・矢板市 ○ △ ○ ○
23 ・長門川水道企業団 ○ ○ ○ ○ ○
24 ・南足柄市 ○ ○ ○ ○ ○
27 ・峡東地域広域水道企業団 ○ ○ ○ ○ ○
28 ・大竹市 ○ △ ○ ○ ○ ○
29 ・三次市 ○ ○ ○ ○ ○
30 ・北広島町 ○ △ ○ ○ ○ ○
31 ・田布施・平生水道企業団 ○ △ ○ ○ ○
32 ・松前町 ○ ○ ○ ○ ○
33 ・仁淀川町 ○ ○ ○
34 ・波佐見町 ○ ○
36 ・上天草宇城水道企業団 ○ ○ ○

PFI・DBO 38 ・神奈川県（寒川） ○ ○ ○ ○ ○ ○
39 ・埼玉県（大久保） ○ ○ ○ ○ ○ ○
40 ・千葉県（江戸川） ○ ○ ○ ○ ○ ○
41 ・愛知県（知多　他） ○ ○ ○ ○ ○ ○
42 ・松山市（かきつばた　他） ○ ○ ○ ○ ○○  

○：実施、○○：2 種類実施、△：規定はないが実施、空欄：未実施 

 

①日常モニタリング 

日常のモニタリングは、日報に基づき、業務の実施状況の確認や、異常や問題がないかどうか
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の確認を行っている状況であるが、毎日の報告を求め確認するのではなく、異常の恐れがある場

合、異常があった場合にのみ報告を求め、日常のモニタリングを特に規定していない事例もある。

民間事業者の業務の実施場所に水道事業体職員がいる場合や、遠方監視装置で運転状況が確認で

きる場合は、日常的に業務の実施状況が把握できるため、作業記録が整備されていることを確認

する程度で十分としている事例もある。 

 

②月次モニタリングと四半期モニタリング 

月次のモニタリングは、全ての事例で実施している。モニタリングで確認する事項は、日報を

まとめた月次の業務報告に基づき実施するのが基本であり、運転データや水質データとともに、

業務の実施状況報告や所見を確認し、業務計画に沿って実施されているかなどを確認している。 

また、第三者委託の場合、サービス対価の支払は月次で実施することが多いため、月次のモニ

タリングは支払のための検査を兼ねて実施している状況である。PFI・DBO 事業では、四半期で

の支払としている状況であるため、四半期でのモニタリングを実施している状況である。内容は

月次モニタリングの内容をまとめたものとなっている。 

 

③年次モニタリング 

年次のモニタリングは、月次の報告内容をまとめた年間業務報告書に基づき実施しており、異

常や問題への対応は日常や月次のモニタリングで既に実施し改善が図られているため、特に年次

モニタリングは実施していない事例もある。 

日常や月次のモニタリングが十分に役割を果たしていれば、年次モニタリングは、業務の区切

りとしてのまとめの報告と確認の意味合いが大きく、確認・監視としての役割は小さい。ただし、

業務の実施状況を評価する場合には役割が大きい。業務の実施状況を総合的に評価している事例

では、独自に設定した PI に基づき年間の評価とランク付けを行っており、これは年間の業務実施

の総括として大きな役割を持っている。 

 

④随時モニタリング 

随時のモニタリングは、民間事業者の業務実施状況を抜き打ちで検査し、直接状況を確認する

という目的の他、要求水準の未達が判明した場合や異常や問題が生じた場合、またはその恐れが

ある場合に、状況を確認・協議し、改善状況を確認することも目的となっている。 

 

(2)  モニタリングの実施体制 

モニタリングの実施主体は全て水道事業体であり、水道事業体が直接、民間事業者の業務実施

状況をモニタリングしている。 

モニタリングを外部に委託している事例でも、モニタリングの実施主体は直営であり、財務に

関するモニタリングの一部や定期・随時モニタリングの支援を委託している状況である。 

その他として、モニタリングを実施するための委員会等を設置している事例はないが、自治体

の監査部局による検査を挙げている事例がある。 

なお、水道事業体が主体となって実施しているモニタリングとは別に、民間事業者がセルフモ
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ニタリングを実施している事例がある。これは民間事業者が自ら業務の実施状況の確認を行うた

めに実施しているもので、民間事業者の提案によるものの他、自主的な取組であるため、報告を

受けることがない場合には、セルフモニタリングを実施しているかどうかを水道事業体が把握し

ていない状況もある。 

月次や四半期のモニタリングの際に、セルフモニタリングの報告を受けたり、必要に応じて問

題点の協議を行ったりしている状況である。 

表 2.4 モニタリング実施体制 
モニタリング体制

区分 No. 事業体 直営 委託
事業者

（セルフ）
その他

第三者委託 1 ・太田市 ○ × × ○
【大臣認可事業】 2 ・館林市 ○ × × ×

3 ・高山市 ○ × × ×
4 ・泉南市 ○ × ○ ×
5 ・洲本市 ○ × × ×
6 ・和歌山市 ○ × × ×
7 ・飯塚市 ○ × ×
8 ・福岡地区水道企業団 ○ × × ×
10 ・宇和島市 ○ × ×

第三者委託 12 ・稚内市 ○ × × ×
【知事認可事業】 13 ・石狩市 ○ × ○ ×

14 ・夕張市 ○ × × ×
16 ・中標津町 ○ × ○ ×
20 ・三春町 ○ × ×
21 ・矢板市 ○ × ○ ×
23 ・長門川水道企業団 ○ × ×
24 ・南足柄市 ○ × ○ ×
27 ・峡東地域広域水道企業団 ○ × ○ ×
28 ・大竹市 ○ × × ×
29 ・三次市 ○ × ×
30 ・北広島町 ○ × × ×
31 ・田布施・平生水道企業団 ○ × × ×
32 ・松前町 ○ × × ×
33 ・仁淀川町 ○ × ×
34 ・波佐見町 ○ × ×
36 ・上天草宇城水道企業団 ○ × × ×

PFI・DBO 38 ・神奈川県（寒川） ○ × ×
39 ・埼玉県（大久保） ○ × ○ ×
40 ・千葉県（江戸川） ○ × ○ ×
41 ・愛知県（知多　他） ○ × ×
42 ・松山市（かきつばた　他） ○ ○ ○ ×  

○：実施、×：未実施、空欄：未回答 

 

(3)  モニタリングに関する各種設定 

モニタリングに関連する各種設定として、①モニタリングに用いる測定指標の設定、②業務履

行方策の設定、③サービス対価変更の設定、④民間事業者の財務状況の確認、⑤モニタリング結

果の公表、に関する状況は次のとおりである。 
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表 2.5 モニタリングに関する各種設定の状況 

測定指標 業務履行 対価変更 財務状況 結果の

区分 No. 事業体
の設定 確保方策 の規定 の確認 公表

第三者委託 1 ・太田市 × ○ ○ × ×
【大臣認可事業】 2 ・館林市 × ○ ○ × ×

3 ・高山市 × ○ ○ ○ ×
4 ・泉南市 × ○ ○ × ×
5 ・洲本市 × ○ ○ × ×
6 ・和歌山市 × × × × ×
7 ・飯塚市 × × × × ×
8 ・福岡地区水道企業団 × × ○ × ×
10 ・宇和島市 × ○ ○ × ×

第三者委託 12 ・稚内市 × × × × ×
【知事認可事業】 13 ・石狩市 ○ ○ ○ × ○

14 ・夕張市 × ○ ○ × ×
16 ・中標津町 × ○ × × ×
20 ・三春町 × × × × ×
21 ・矢板市 × × ○ × ×
23 ・長門川水道企業団 × ○ ○ × ×
24 ・南足柄市 × ○ × × ×
27 ・峡東地域広域水道企業団 × ○ ○ × ×
28 ・大竹市 × ○ ○ × ×
29 ・三次市 × ○ ○ × ×
30 ・北広島町 × ○ ○ × ×
31 ・田布施・平生水道企業団 × ○ ○ × ×
32 ・松前町 × ○ ○ × ×
33 ・仁淀川町 × × × × ×
34 ・波佐見町 × × × × ×
36 ・上天草宇城水道企業団 × × × × ×

PFI・DBO 38 ・神奈川県（寒川） × ○ ○ ○ ×
39 ・埼玉県（大久保） × ○ ○ ○ ×
40 ・千葉県（江戸川） × ○ ○ ○ ×
41 ・愛知県（知多　他） × ○ ○ ○ ×
42 ・松山市（かきつばた　他） × ○ ○ ○ ×  

○：有り、×：無し 

 

①モニタリングに用いる測定指標の設定 

モニタリングでは、定量的な数値や指標による客観的な業務実施状況の確認・評価が期待され

るが、PI などの指標に基づいて評価を行っている事例は 1 事業あるのみである。 

業務の実施状況の確認には、水量・水質・圧力等の水道法や水質基準などの法令による定めが

ある数値を基準として用いており、目標値として上乗せした基準を設定し業務実施状況の確認を

行っているものの、要求水準や仕様を満たしているかどうかが、評価としての基準になっている。 

モニタリングの目的や実施内容を定めている PFI・DBO 事業においても、業務の履行状況の確

認のために水量・水質等に関する数値基準を設定しているものの、評価までは行っていない状況

である。 

 

②業務履行方策の設定 

 業務の実施状況が、要求水準や仕様を満たさない状況が生じた場合に、業務の履行を確保する

ための方策を予め定めておくことが、水道事業者の責任として望まれる。このため、改善通告や

改善計画の提出、支払停止、責任者の交代要求など、手続を契約書で規定している事例がほとん

どである。 

特に業務履行方策の設定を行っていない事例や、水道事業体と民間事業者が協力して業務履行

を確保するよう努力する規定を設けるなどの事例もあり、これらは問題が生じた場合に水道事業

体と民間事業者が一体となって問題解決にあたる姿勢を示すものであると考えられるが、サービ
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ス対価の支払とも密接に関係する内容であるため、問題が生じる前後の対応方法を明確にし、予

め手続き等を定めておくことが望ましいと考えられる。 

 

③サービス対価変更の設定 

サービス対価は、業務が履行されたことを確認した上で支払われる。その際、業務の実施状況

に応じてサービス対価の変更を多くの事例で設定している。 

要求水準未達など業務の実施状況に問題がある場合に行う減額査定、物価の変動に合わせた契

約金額の調整、水量や電気代など変動費に伴う調整、要求水準未達が是正されない場合の支払停

止があり、設定の状況は様々である。 

表 2.6 サービス対価変更の設定状況 

区分 No. 事業体 減額査定 増額査定 支払停止 物価調整
水量変動

調整
実施実績、備考

第三者委託 1 ・太田市 ○ ○電気料金の返却・充当
【大臣認可事業】 2 ・館林市 ○ ○

3 ・高山市 ○ ○
4 ・泉南市 ○ ○
5 ・洲本市 ○ ○ ○ ○
6 ・和歌山市 －規程無し
7 ・飯塚市 －規程無し
8 ・福岡地区水道企業団 －規程無し
10 ・宇和島市 ○ ○ ○電力・薬品単価等上昇に伴う増額

第三者委託 12 ・稚内市 －規程無し
【知事認可事業】 13 ・石狩市 ○ ○ ○

14 ・夕張市 ○ ○
16 ・中標津町 ○
20 ・三春町 －規程無し
21 ・矢板市 ○ ○
23 ・長門川水道企業団 ○ ○ ○
24 ・南足柄市 －規程無し
27 ・峡東地域広域水道企業団 ○ ○
28 ・大竹市 ○ 変動経費が発生した場合は支払
29 ・三次市 ○ ○ ○ ○
30 ・北広島町 ○ ○
31 ・田布施・平生水道企業団 ○ ○
32 ・松前町 ○ ○ ○ ○
33 ・仁淀川町 －規程無し
34 ・波佐見町 －規程無し
36 ・上天草宇城水道企業団 －規程無し

PFI・DBO 38 ・神奈川県（寒川） ○ ○ ○ ○ ○毎年度調整
39 ・埼玉県（大久保） ○ ○ ○ ○ ○毎年度調整
40 ・千葉県（江戸川） ○ ○ ○ ○ ○毎年度調整
41 ・愛知県（知多　他） ○ ○ ○ ○ ○毎年度調整
42 ・松山市（かきつばた　他） ○ ○ ○ ○  

○：規定有り、空欄：規定無し 

 

④民間事業者の財務状況の確認 

民間事業者の財務状況を確認するのは、継続的に業務を実施できる状況にあるかどうかを確認

することを目的としており、第三者委託では 1 事業、PFI・DBO 事業では 5 事業全てで確認を行

っている。PFI・DBO 事業では、民間事業者が SPC を設立して事業を実施しており、収入が事業

のサービス対価に限られる SPC の財務状況は、事業の継続性と密接な関係があるため確認は重要

である。第三者委託では、SPC を設立することは稀であり、受託した企業の経営状況は入札時の

資格審査で確認を行ったりすることから、特に確認はしていない状況である。 

 

⑤モニタリング結果の公表 
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モニタリング結果の公表は、事業の透明性を確保するための重要な一手段であるが、公表して

いるのは 1 事業のみである。 

 

2.2.3  民活導入による水道サービス水準の変化 

第三者委託または PFI・DBO 事業の導入前と導入後の変化について、コスト（費用）面、サー

ビス（業務）面、その他についての変化の状況は次のとおりである。 

表 2.7 民活導入によるサービス水準の変化の内容 

(1)コスト（費用）面 (2)サービス（業務）面 (3)その他

区分 No. 定性的な内容 具体的な指標（値）の変化 定性的な内容 具体的な指標（値）の変化 具体的な変化

第三者委託
【大臣認可事業】

1

外部委託契約の窓口集約によ
る、事務効率の向上

職員を52人（H18）から26人
（H21）に削減。5年間で約
20％程度コスト縮減予定。
H19・H20で約2億円の削減。

人員の継続的配置による、維
持管理レベルの向上、維持。

提案型業務委託による、

2

3
コスト削減 30,000千円

4
委託による効果額 運転管理による効果額　500万

円／年（人件費）
特になし 特になし

5

直営時に包括的に処理してい
たものが、委託化によって責
任負担及び業務内容等の明文
化されたことにより、全てが
コストに反映されることに
なった為、現時点におけるコ
ストの縮減傾向は見受けられ
ない。

非常時(荒天による警報発令
等)の予測に基づく判断が必要
な場合、数値化できない部分
での判断となる為、発注者へ
の指示要請の対応に遅れが生
じている。

6

競争入札を行うのでコストが
下がる

平均給与　6,795,000円×10人
＝67,950,000円から　契約金
額85,050,000円÷３年
=28,350,000円へ減額となっ
た。

変化無し 変化無し 無し

7
8

10
職員の削減 人件費等で約3千万円の削減が

上がっている
特になし 特になし 特になし

第三者委託
【知事認可事業】

12

人件費 第三者委託移行前のH18年度、
職員に係る人件費4名で
35,000,000円、H18年度運転管
理業務委託(日勤補助業務・夜
間業務)人件費分12名で
45,717,000円　合計
80,717,000円　　第三者委託
移行に伴う人件費分
53,000,000円　差し引き合計
≒27,000,000円のコスト縮減

技術的レベル、緊急時の対
応、運転管理業務

直営時と比較して、ほぼ同程
度の業務遂行ができている

コストサービス以外、直営時
と比較して、ほぼ同程度

13

主に人件費で、委託費の増加
分を上回るコスト縮減とな
り、全体的な経費が削減。

浄水担当職員が5人から2人に
減少。（受託者従業員は10
人、昼間6人常駐体制）
人件費等で約10％程度コスト
縮減。（平成20年度単年度で
約8％、5年間の平均で約11％
縮減）

サービス面では「すぐさまの
効果」を期待していない。む
しろ長期的な技術職員の補完
により、持続的なサービス維
持が担保されたと考えてい
る。

「運転管理業務評価要領」に
基づく評価で、初年度の評価
点が81、総合評価AAAとなり、
市が直営で実施していた場合
の想定ランク（A）を上回って
いる。

①技術的業務の実施体制確
保、②高い技術力の活用、③
緊急時支援（減断水リスクの
軽減）、④経費削減。

14

直営で実施していた時に比
べ、全体的な事業費（費用）
としては低減しており、コス
ト面の効果はある。

市職員減少により、最低限の
サービス水準の確保も困難な
状況になりつつあったため、
委託による人員確保や専門的
な技術対応などによって、水
道サービスが確保できてい
る。

上下水道合わせて市の技術担
当職員2名、事務担当職員2名
であり、委託による従業者が
いなければ事業運営自体が困
難な状況にある。

16

直営時における発注業務の軽
減、軽微な補修修繕等に係る
業務の軽減
物品調達に係る業務の軽減、
人件費の軽減

職員１名減による人件費差額
による減
（法廷委託前との比較で1,903
千円の減）

特に変化なし なし なし

20

21

・第三者委託実施前から10数
年来委託しており、大きな変
化はない。
・委託時は人件費等の面でコ
スト削減効果があったと考え
られる。その後特に検証等は
行っていないが、効果は続い
ていると判断している。

23

24

第三者委託前と比較して契約
金額が約800万円減額した。

日常点検業務等を委託したこ
とのより、緊急時に迅速な対
応が図れるようになった。
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(1)コスト（費用）面 (2)サービス（業務）面 (3)その他

区分 No. 定性的な内容 具体的な指標（値）の変化 定性的な内容 具体的な指標（値）の変化 具体的な変化

第三者委託
【知事認可事業】

27

供用開始当初から業務委託を
実施しているため、直営と比
較して実際の費用変化等は不
明であるが、職員人件費（定
昇、福利厚生等）の抑制、浄
水場運転管理業務に精通して
いることにより、無駄の削減
が図られている。

浄水処理、電気機械水質等の
専門スタッフが配置されてお
り、異常時の対応が迅速で、
軽微な修繕等にも対応が可能
である。

28

人件費の面で削減は図られて
いる。業務の内容が高度に
なってきていることもあり、
以前と比較して具体的な費目
で削減されているかどうかの
検証は行っていない。
ユーティリティ調達や補修・
修繕を包括的にまとめている
わけではないため、費用の縮
減があったとしても人件費の
変化程度。

（未算出） 専門的な対応、各種提案な
ど、技術的な面でのサポート
体制は充実するようになっ
た。
夜間の体制は2人→1人とな
り、緊急時の対応の面からは
劣っている部分もあるが、問
題は生じていない。

（未算出） 委託を行うことによって、コ
ストを意識する機会や報告・
確認を行う機会が増えたた
め、事業運営の改善や法令遵
守の意識が向上し徹底される
ようになった。

29

委託開始当初、コスト削減の
効果を30％と想定していたが
50％程度の削減になった。委
託範囲の拡大により委託額は
増加しているが、削減の効果
は現在も継続していると考え
られる。

委託前（H13）費用（人件費＋
水質検査費用＋その他）
58,930千円が、H15委託金額
29,930千円になり、30,000千
円の経費削減。

技術面・経営面で確固とした
基盤を持ち、専門的に維持管
理と緊急時の支援体制が確立
できる事業者を選定したこと
により、安全性の向上（維持
管理の強化）という命題は達
成されている。今後は、顧客
満足度を上げるということを
お客様に見える形にまで発展
させることが必要。

・困難な労務管理（365日の浄
水場運転）から開放された。
・修繕計画の策定により、予
算の平準化、予算策定の見通
しが容易となった。

30

委託開始（当初は第三者委託
ではなく包括的な委託）時の
検討資料は確認できないが、
毎年検証を行っているわけで
はない。コスト削減よりも人
員・専門技術の確保による
サービスの維持・向上が主目
的という面もある。

（算出していない） 実質的な職員は1名であり異動
もあるため、委託しなければ
専門技術が解る従事者を確保
できないという現実がある。
委託によって水道専門の窓口
を置くことができ、事故や修
繕対応など24時間の迅速な対
応が可能になっており、サー
ビス水準は向上していると考
えられる。

（算出していない） 包括的な委託から第三者委託
に移行し、責任範囲を広げな
がら委託を行っており、事業
者と一体的に水道事業を運営
するようになってきている。

31

当初、業務の効率化による経
費削減が委託目的の一つでも
あり、その効果はある。
具体的な費目での削減効果を
検証し次期契約（H21～）に繋
げている。水量変動による
ユーティリティ費の調整を仕
様書で規定しているが、適切
な調整方法がどうあるべきか
検討の余地があると感じてい
る。

契約基準値等の見直しにより
金額の変更（H21～）

企業団職員の異動などによ
り、事務・技術の継承が問題
であったが、事業者による部
門別の研修などによって、専
門的な内容を職員・事業者が
一緒に研鑽できるようにな
り、サービス水準の維持・向
上が可能になった。

（検証はしていない） 維持管理業務のプロポーザル
による委託開始（H16）の後、
上水道料金徴収や会計処理業
務を同業者に随意委託を進め
（H18），また，上下水道徴収
一本化の業務委託をH21目処に
開始することとなった。その
ため，時間的制約などにより
事業者に頼る部分が多くな
り、新規事業者の参入が困難
となったが、事業者の固定化
による弊害の懸念がないわけ
ではない。次期契約での事業
者選定方式、契約内容、今後
のモニタリングの内容等につ
いて検討が必要と考えてい
る。

32
33

34
特になし 特になし 特になし 特になし

36

なし（H15の供用開始時から委
託していたため、変化無し）

なし なし なし なし

PFI・DBO
38

事業コストの削減（約25％） 36億1,100万円 民間ノウハウによる再生利用
方法の拡充

一括発注による建設技術、維
持管理ノウハウの活用
脱水ケーキの再生利用の長期
安定化

39

建設維持管理費の削減 182億円の削減 発生土有効利用、常用発電設
備による電力供給、返送水濁
度の管理

有価販売量６４００ｔｄｓ、
提案電力量約４，３００ＭＷ
ｈ、濁度２０度未満

－

40
局職員の業務量縮減となった 平成39年度までの継続事業の

ため未記入
なし なし なし

41

公費負担額の軽減 現在価値換算後負担額
県企業庁が直接実施する場合
6,547百万円
PFI事業により実施する場合
5,757百万円

発生土の有効利用の促進 外部環境（原水水質等）の変
化とも関連するため、事業実
施による具体的な値の変化を
示すことはできない。

なし

42

DBOの趣旨から、細かな費目に
分けた確認はしていない。

PSC現在価格換算額78.8億円と
比較し33.7億円低減。
VFMとして42％

稼働開始がH20年度であり、定
性的な効果や数値の変化は把
握できていない。

－ ・長期の維持管理が計画的に
行えるようになった。
・前例のない中での取組で
あったことから、企業局職員
には多方面にわたる知識が求
められたことにより、委託に
関するスキルアップが図れ
た。
・今後、企業局職員が本業務
にかかわるノウハウをいかに
取得し、継承していくかが大
きな課題。

 
 

(1)  コスト（費用）面の変化 

第三者委託では人件費の削減効果を、PFI・DBO 事業では建設維持管理費の削減効果を挙げて
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いる。具体的な変化を表す指標（値）としては、職員数や人件費の削減量、事業費の削減量を挙

げている。 

PFI･DBO 事業では、VFM を算定し事業コストの削減効果が期待できることを定量的に明確に

した上で事業を実施しているため、明確な変化として認識されている。 

第三者委託で、業務実施の主目的としてコスト縮減を挙げて取組んでいる場合は、導入前に職

員削減によるコスト削減効果など何らかの検討を行い、入札によって実施しているため、委託料

の増加を上回る人件費の削減によって、コスト削減を果たしていると判断している状況であると

考えられる。 

業務の内容が高度になってきていることもあり、導入前後での詳細な費目でコスト削減効果を

検証している事例は少ない。直営に比べて職員の業務量が減少し効率化が図られていると判断し

ている事例があるものの、明文化したことにより全てがコストに反映されることになったため、

削減効果は見られないとする事例もある。 

 

(2)  サービス（業務）面の変化 

第三者委託では、維持管理レベルの向上、緊急時の対応、持続的なサービスの維持を、PFI・DBO

事業では、民間のノウハウによる発生土再生利用の促進を挙げている。具体的な変化を表す指標

（値）をもって定量的に変化を測定している事例はほとんどない状況であるが、業務実施状況を総

合的に評価している事例では、業務実施状況の点数化とランク付けによって測定している。 

第三者委託で、業務実施の主目的としてサービス水準の維持・向上を挙げて取組んでいる場合

は、職員の減少によって最低限のサービス水準の確保も困難状況になりつつあった状況が、民間

事業者の存在によって技術的なサポート体制が充実するようになり、改善されていると判断して

いる状況であると考えられる。 

技術職員の減少に対応するために第三者委託を実施している状況があることから、従来のサー

ビス水準を維持し、持続的にサービスの提供が図られることを期待しているため、特にサービス

面での変化はないと判断している事例もある。 

 

(3)  その他の変化 

コストやサービス面以外の変化について、供用開始時から民間活用を行っているため変化はな

いとする事例があるものの、職員の意識の変化や民間の高い技術力の活用ができたことによる変

化を挙げている。 

職員の意識の変化については、職員に多方面にわたる知識が求められたことによって職員のス

キルアップが図られたこと、コストを意識する機会や報告・確認を行う機会が増えたことにより、

改善や法令遵守等の意識が向上し徹底されるようになったこと、というような変化を挙げている。 

民間事業者の業務範囲や責任範囲を段階的に広げている事例では、民間事業者と職員が一体的

に水道事業を運営するようになってきているという変化を挙げている。その一方で、民間事業者

に頼らなければ事業運営自体が困難となるため、民間事業者の固定化や新規事業者の参入困難性、

ノウハウの継承などの課題を挙げている事例もある。 
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民活導入によって、民間のノウハウや高い技術力の活用ができたとする事例や長期の維持管理

が計画的に行えるようになったとする事例では、報告･確認の中で施設の状態が明確になり業務の

効率化が図られている状況であると考えられる。 

 

2.3  民間活用時の PI を活用した業務評価の状況 

2.3.1  民間活用導入段階 

民活導入段階では、業務や事業の対象範囲・対象施設・条件を検討し設定した上で、民間事業

者を募集するための募集要項や入札説明資料を作成する。 

これらの資料の内、(1)業務の要求水準（業務の仕様）、(2)提案書の評価基準及び評価方法、(3)

サービス対価支払と減額の仕組み、については、定量的な基準を設定する場合に PI を活用するこ

とが可能である。 

しかし、定量的な基準として用いられているのは、水質、水量、水位、回数（頻度）に限られ

ており、PI を活用している状況は見受けられない。各々の資料での状況は、次のような状況であ

る。 

 

(1)  業務の要求水準 

要求水準書を入手した事業は、第三者委託で 3 事業、PFI・DBO 事業で 5 事業であった。他の

事業（第三者委託）では、仕様書で業務の内容を規定している。 

第三者委託で定量的に要求水準を提示しているのは、水量（取水量、浄水量、給水量）、水質（浄

水水質）、圧力（配水圧力）に関するものであり、PI を活用している事例はない。また、水量・水

質・圧力の全てを設定しているわけではなく、水道法や水質基準を遵守することを前提に、業務

範囲に合わせ水量・水質だけの場合や、特に設定していない場合もある。仕様発注の場合は、仕

様書で水量・水質・水圧の他、配水池水位、保守点検箇所と頻度を設定しているものもあるが、

必ずしも設定しているわけではなく、性能発注の内容と変わらないものもある。 

また、PFI・DBO 事業で定量的に要求水準を提示しているのは、建設する施設能力（浄水能力、

汚泥処理能力）の他に、水質（浄水処理水質、排水処理水質）、計測項目と最低頻度の設定程度で

ある。 

施設機能を維持することを目的として保守点検項目や頻度を定める事例もあるが、頻度が多く

ても費用に跳ね返るため、導入段階では設定せず、民間事業者の提案に委ねることで、それを評

価して実施段階で設定している状況もある。 

業務の要求水準を設定する性能発注においては、民間事業者に創意工夫を発揮してもらうため、

業務の実施方法は提案に委ねることになり、水道サービスの基本である水質・水量・水圧を満足

することを前提としている状況であると考えられる。なお、法令に沿った基準を満足すればよい

というだけでなく、水質基準値を下回る水準を目標値として要求する事例もある。 

 

(2)  提案書の評価基準及び評価方法 

業務の企画提案を評価する評価基準（落札者決定基準）を入手した事業は、第三者委託で 7 事
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業、PFI・DBO で 5 事業であった。 

提案書の評価方法は、民間事業者の業務遂行能力や業務に関する技術提案内容とその考え方な

どを評価するため、業務内容に応じて評価項目を設定し、これを点数化し評価している。総合評

価方式ではこれらの技術点と合わせて価格を点数化して合算し、技術面と価格面から総合的に評

価を行っている。 

評価基準は、提案内容などを評価するに当たっての定性的な基準であり、各項目での優劣をABC

などの段階で評価し配点を与えており、PI を基にした事例はない。 

なお、PFI・DBO 事業では、基礎審査での業務遂行能力の確認として、キャッシュフロー規模、

経常収支、自己資本金額、有利子負債比率などの財務関係の指標を設定している事例もある。 

 

(3)  サービス対価支払と減額の仕組み 

サービス対価の支払は、月次もしくは四半期で行われ、支払に当たっては業務報告に基づいた

検査を行い、業務の履行状況に応じてサービス対価が支払われる。 

各支払では、業務の実施状況に基づいて金額を変更する方法が取られている。第三者委託では

17 事業で、PFI・DBO 事業では 5 事業で支払額を増減することを規定している。増減の方法とし

ては、①業務の履行状況によってペナルティとして減額する、②業務量の変化に合わせてサービ

ス対価を増減する、③物価変動に合わせてサービス対価を増減させるという方法が取られている。

なお、業務の履行状況によってインセンティブとして増額する事例はない。 

 

①業務の履行状況による減額 

業務の履行状況によってサービス対価の減額の仕組みを定めているのは、第三者委託で 6 事業、

PFI・DBO で 5 事業であり、契約書でその内容を規定している。 

業務が遂行されていない場合や、仕様書に定める性能が未達の場合、水質（濁度、残塩）が目

標未達の場合、減断水した場合など、要求水準未達の日数や時間のサービス対価を減額する方法

と、要求水準未達の状況によって、設定したペナルティーポントを課し、四半期累計ポイントに

応じて設定した減額割合により減額査定する方法とがある。減額査定を行う場合は、水量や水質

などの特定の項目と基準を定めて実施している。 

 

②業務量の変化に合わせた増減 

業務量の変動に伴い増減する変動費である、動力費、薬品費や燃料費等を契約金額に含めてい

る場合は、実績の水量等に合わせてサービス対価を調整する方法が用いられており、第三者委託

では 8 事業、PFI・DBO 事業では 5 事業で規定している。 

実績の費用で精算する方法の他、増減の幅が当初計画時の一定割合を超えた場合に調整する方

法がある。排水処理施設の PFI 事業では、当初契約で単価を設定しており、汚泥発生量、再生利

用量に応じて毎年度調整を行っている。 

 

③物価変動にあわせた増減 

インフレやデフレなどによって賃金水準や物価水準が変動し、契約金額が著しく不適当になっ
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た場合には、契約金額の変更ができる条項が定められている。第三者委託では 13 事業、PFI・DBO

事業では 5 事業で規定している。 

第三者委託では、明確な基準や指数を基にして設定しているものはなく、不当になった根拠を

民間事業者が提示しなければならない状況である。PFI・DBO 事業では、基準とする指数として、

賃金水準は、実質賃金指数、産業別賃金指数、物価水準は、企業向けサービス価格指数、消費者

物価指数、国内企業物価指数が用いられており、変動率を勘案して改定率を設定し実施している。 

 

2.3.2  民間活用実施段階 

民間活用の実施段階においては、業務を確実に実施し、要求水準あるいは仕様として提示した

内容を達成しているかどうかを確認・評価するため、モニタリング（業務監視）実施方法を設定

し、要求水準達成度の評価や未達時の対応を設定することになる。この際、定量的な基準として

PI を活用することが可能である。 

これらモニタリングの実施方法や要求水準達成度の評価は、契約書や要求水準書・仕様書等で

予め定めることが望ましいものではあるが、水道法や水質基準等を遵守することが前提としてあ

るため、具体的な方法は予め設定せず骨格だけ定め、詳細は、業務の提案内容や実際の業務実施

に合わせて検討し設定している状況である。 

モニタリング実施計画で定量的な基準として PI を活用しているのは、水質、水量、水位、回数

（頻度）に限られたものがほとんどであり、独自に設定した PI を活用し評価しているのが 1 事例

あるのみである。(1)モニタリングの実施方法、(2)要求水準達成度の評価方法、(3)要求水準未達時

の対応の状況は、次のようである。 

 

(1)  モニタリングの実施方法 

PFI・DBO 事業では、モニタリング実施計画書を策定し、具体的な実施方法を定めているもの

がほとんどである。しかし、第三者委託では契約書や仕様書で「履行状況の確認」「業務の報告及

び検査」という条項を規定している事例はあるものの、業務実施状況の報告を受けるのみであっ

たり、月次や四半期での支払いのための報告・検査で兼ねたりする事例が多く、モニタリングの

実施目的や具体的な内容を明確にして取組んでいる状況は少ない。 

モニタリング実施計画書では、日常・定期・随時の各モニタリングでの確認内容や手続き等を

設定するため、PI の活用方法として報告を受け確認する項目に具体的に利用することが考えられ

る。しかし、報告を受け確認するのは業務実施状況に関する所見、施設の運転データや水質デー

タなどであり、業務実施状況を定量的に確認・評価することができるような PI は用いられていな

い。 

これはモニタリングの目的が、異常がないか、確実に実施しているかなど、あくまで業務実施

状況の「確認・監視」であるため、施設の運転状況などの各種データ自体の報告を受けて確認す

ることが必要になっているからであると考えられる。 

モニタリングの目的が、業務実施状況を「評価」する場合であれば、独自に PI を設定して活用

することが考えられる。例えば、要求水準として設定した水質・水量・圧力などの達成率や点検
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頻度などの実施率、問題等の発生件数を PI として設定し評価することが考えられる。 

 

(2)  要求水準達成度の評価方法 

要求水準達成度の評価は、水道法、水質基準、仕様書等を遵守するのが前提になっている。日

報・月報等の報告書に基づき、運転データ、水質データ、業務所見などの業務実施状況の報告に

問題や異常・事故等がないかどうか確認することが基本で、PI を活用した事例はほとんどない。 

確認評価事項としては、要求した業務が実施されているか、要求水準や仕様に定めた水準を満

たしているか、各種データに異常はないか、記録は適切に取られているか、関係書類が適正に管

理されているか、報告内容に事実と相違がないか、計画に対する実績の照合確認、が挙げられ、

未達や異常がないことを確認・監視している状況である。 

確認・監視だけにとどまらず、具体的に評価を行っている事例では、月次や年次などの定期モ

ニタリングでの業務実施状況を、優良可不可で点数化し、また業務実施状況を表す指標として独

自に達成率や実施率、件数などの指標を設定しこれを点数化して、総合的な業務実施状況として

ランク付けを行い評価している。 

 

(3)  要求水準未達成時の対応 

要求水準が未達成の場合の具体的な手続きは、契約書等で定めている。協力して改善を図るこ

とを定めるのみで特に具体的な手続きは定めていない事例もあるが、基本的には改善を求めて未

達状態を是正し、期日までに是正されない場合は、支払停止や責任者等の交代要求などの措置を

とることを定めている。 

具体的な手順は、要求水準未達が発見された場合、先ず、未達状況を改善することを求める改

善通告を行い、改善計画を提出させて是正を図る。未達状況が改善されない場合は改善計画の変

更を求め再度是正を図る。それでも是正されない場合は、責任者等の交代などの措置を行うこと

になっている。支払の停止は、改善計画で定めた期日までに未達状態が是正されない場合に行わ

れ、是正されれば、停止は解除される。なお、支払額はサービス対価の減額査定に基づいて減額

される。 

改善通知や是正措置を発動する基準は、要求水準と同一であるものがほとんどである。要求水

準未達になる恐れが生じた場合に予防的に改善通知を発動することを定めた事例もあるが、具体

的な値や基準を設定している事例はない。 

要求水準未達の状況にならないよう、日常の業務状況を把握し、異常がないか報告・確認・協

議して業務を確実に実施することを優先しており、改善通知や支払停止などの措置は最終的な手

段として設定している状況である。 

 

2.3.3  業務評価に活用可能な PI 

民間活用では、施設整備を伴う PFI・DBO 事業があるものの、第三者委託のように日々の維持

管理等の業務を委託するものが多い。このため、PI をモニタリング時の評価に用いるためには、

その対象とする業務の変化の状況を計測できる必要があり、日々の業務の実施状況によって変化



 44

が生じるような指標を選択する必要がある。 

水道事業ガイドラインに定める 137 項目の PI（業務指標）は、水道事業体が事業運営に活用で

きるものであるが、日々の維持管理業務の状況を計測する指標、あるいは業務の実施状況によっ

て直接変化が生じるような指標は限定される。 

PI（業務指標）のうち、安心に関する 11 指標、安定に関する 3 指標、持続に関する 2 指標、環

境に関する 4 指標、管理に関する 5 指標の合計 25 指標は、浄水場の運転管理業務等が適切に実施

されていたかどうかで変化が生じる可能性があるものである。なお、持続に関する 3101～3111 の

うちの 6 指標は、職員を民間事業者の従業員と読み替えた場合、管理に関する 5004～5006 の 3 指

標は、料金事務委託の場合に関係するものである。 

実際にモニタリングで定量的な基準・指標として用いられている、水質、水量、水圧、水位、

回数（頻度）以外にも、安定に関する 2211，2212 の備蓄日数、環境に関する 4001～4006 の 4 指

標、持続に関する 3205，3206 の苦情割合が PI としてあり、活用の可能性はある。 

表 2.8 維持管理業務の実施状況により変化が生じる指標 

【安心】 【安定】 【持続】 【環境】 【管理】 

1104 水質基準不適合率

1105 カビ臭から見たお

いしい水達成率 
1106 塩素臭から見たお

いしい水達成率 
1107 総トリハロメタン濃

度水質基準比 
1108 有機物濃度水質基

準比 
1109 農薬濃度水質管理

目標比 
1110 重金属濃度水質基

準比 
1111 無機物質濃度水質

基準比 
1112 有機物質濃度水質

基準比 
1113 有機塩素化学物質

濃度水質基準比 
1114 消毒副生成物濃度

水質基準比 
 

2005 給水制限数 
2211 薬品備蓄日数 
2212 燃料備蓄日数 
 

3205 水道サービスに対

する苦情割合 
3206 水質に対する苦情

割合 
 
 
 
 
 
 
―――――――――― 
（職員を民間の従業員

に読み替えた場合） 
3101 職員資格取得度 
3102 民間資格取得度 
3103 外部研修時間 
3104 内部研修時間 
3106 水道業務経験年数

度 
3111 公傷率 
 

4001 配水量 1m3 当たり

電力消費量 
4002 配水量 1m3 当たり

消費エネルギー 
4004 浄水発生土の有効

利用率 
4006 配水量 1m3 当たり

CO2 排出量 
 

5001 給水圧不適正率 
5002 配水池清掃実施率

5109 断水・濁水時間 
5110 設備点検実施率 
5111 管路点検率 
 
 
 
 
 
――――――――――

（料金事務委託の場合）

5004 検針誤り割合 
5005 料金請求誤り割合

5006 料金未納率 
 

 

モニタリングにおいては、客観的な判断が求められることから、定量的な数値に基づく判断基

準を設定することが望ましく、PI の活用が期待されるところであるが、現在実施されているモニ

タリングでは、PI の活用は進んでいないのが実態である。 

これは、水道事業ガイドラインに示す PI は厳格な定義づけがなされていることから、民間活用

での業務内容や範囲が、PI の定義が求めている業務範囲と合致しないことも理由として考えられ

る。民間活用での業務範囲は、部分的に限定して設定した内容となることから、PI の考え方は適

用できても、そのままの指標を適用するには不適当となっている状況がある。 
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よって、PI をモニタリングに用いる場合には、業務の内容と要求する水準に合わせて、PI の考

え方を参考にしつつ独自に指標を設定することが必要になる。 

独自に設定した PI をモニタリングに活用している事例では、次のような指標を設定し評価を行

っている。 

表 2.9 モニタリングに使用している独自 PI の例 

運営業務 運転管理業務 保全管理業務 その他 

責任者常駐率 

断水・異常水の送水時間

施設の事故件数 

事故時配水量率 

受水率 

運転管理支障件数 

要求水準達成率（残塩・

水位・圧力） 

水質検査実施率 

法定水質試験実施率 

取水不足日数 

給水制限日数 

受水量超過日数 

薬品備蓄不足率 

検査不可率 

通信不能日数 

業務補助実施率 

緊急対応率 

苦情対応率 

見学者対応率 

設備点検実施率 

浄水場事故件数 

点検実施率 

貸出品紛失・破損率 

機能低下件数 

苦情件数 

業務報告率 

内部研修時間 

管末水質目標水準遵守率

労働災害発生率 

労働災害強度率 

マニュアル作成率 

資格取得推進率 

 

その他 

 

 

2.4  モニタリングに関するガイドラインの骨子について 

モニタリングによって業務の確実な履行を確保するためには、モニタリングの目的や実施手続

を、要領や計画書として明文化し、適切にモニタリングをすることが望ましい。 

PFI・DBO 事業では、「モニタリングのガイドライン」（平成 15 年 6 月 23 日）が民間資金等活

用事業推進委員会により提示されており、これに則ってモニタリング計画書を策定し、モニタリ

ングを実施している状況である。 

第三者委託では、モニタリングの必要性をある程度認識してはいるものの、指針となるものが

なく、過度な報告や確認は民間事業者・水道事業体双方にとって負担となるため、どのようなモ

ニタリングが適切なのか、試行錯誤しながら日々の業務を実施している状況が伺える。また現状

で大きな問題が生じているわけではないこともあって、多くの水道事業体では、モニタリングの

目的や具体的な内容は特に設定せず、契約書等で定める報告や確認などの規定に基づいて業務報

告の確認を実施している状況である。 

したがって、各水道事業体がモニタリング要領や計画書に基づいて、適切に業務実施状況を監

視・評価できるよう、モニタリングに関するガイドラインでは、次のような項目について検討し、
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考え方や手続をまとめることが望ましいと考えられる。 

 

（１）モニタリングの考え方 

モニタリングは、日々の業務の業務が適せつに実施されているかを監視することが基本であり、

業務実施状況の確認による確実なサービスの確保が主たる目的である。このため、性能発注時の

要求水準や契約内容に基づき業務が実施されているかを確認することのほか、民間事業者の提案

が業務に生かされているかなどを確認することになる。 

また、客観的な基準に基づく業務実施状況の評価による透明性の確保もその目的の一つとなり、

業務の実施水準を評価し、これを水道使用者に対して公開することで、水道事業体としての説明

責任を果たすことが可能になる。 

これらモニタリングの目的や必要性などの考え方を整理する必要がある。 

 

（２）モニタリング実施方法 

モニタリングは、水道事業体と業務を実施する民間事業者とのコミュニケーションのツールで

あることから、民間活用を図る場合の契約書案や要求水準書等で予めその内容を民間事業者に提

示した上で、双方の合意に基づき実施することが望ましいものである。 

このため、モニタリングに関して契約書等でどの様な内容を設定しておくことが必要なのか整

理するとともに、具体的な実施方法として、その実施体制、実施手続、実施頻度や確認・評価項

目、などを検討し整理する必要がある。 

 

（３）モニタリングに用いる業務指標 

モニタリングは客観的な基準に基づく確認や評価が必要であることから、要求水準や仕様を満

たして業務が履行されているかどうかを測定する指標や、業務実施状況を客観的に評価するため

の指標を設定することが望ましい。 

これら業務の状況を測定あるいは評価する指標の考え方や、具体的に使用可能な指標について

検討する必要がある。 

 

（４）業務の履行確保方策 

モニタリングの結果、業務の要求水準を満たしていない場合には、契約書等で予め定めた責任

分担や手続きに基づいて対応していくことになる。 

このため、要求水準未達時の改善・是正措置の具体的手続きとともに、サービス対価の支払へ

の影響として、減額査定や増額査定などの賞罰措置、物価や水量等の変動に伴う調整、支払停止

などの考え方や設定方法について検討する必要がある。 

 

（５）財務状況のモニタリング 

民間事業者の業務継続能力の確認のために行う財務状況のモニタリングについて、その必要性

とともに確認・評価項目や実施方法を検討する必要がある。 
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3.  「水道事業における PFI 導入検討の手引き」の追補版策定に関する検討 

3.1  追加した事例 

現行手引きに掲載された朝霞・三園浄水場案件以下の 5 件に加えて、事業が開始され、又は事

業者の募集が開始された PFI・DBO の事例として、下表に示すものを追加した。なお、現時点で

は公募段階で事業が開始されていない No.4 及び No.5 については、平成 22 年 3 月現在の進捗状況

の範囲内で情報を整理した。 

表 3.1 追補版策定にあたり追加した事例 

No. 事業名 事業開始又は公募の時期 事業手法 

1 かきつばた浄水場・高井神田浄水場ろ

過施設整備等事業（松山市） 

平成 17 年度（事業開始） DBO 

2 横浜市川井浄水場再整備事業 平成 21 年度（事業開始） PFI（BTO） 

3 大牟田・荒尾共同浄水場施設等整備・運

営事業（大牟田市、荒尾市） 

平成 21 年度（事業開始） DBO 

4 北総浄水場排水処理施設設備更新等事

業（千葉県） 

平成 22 年度（事業開始予定） PFI（BTO） 

5 佐世保市北部浄水場（仮称）統合事業 平成 21 年度（H21.12 月公募） DBO 

3.2  整理した項目 

現行の手引きとの整合を図り、以下の項目について追補を行った。 

①事業に関連する法令（現行手引き p19～20） 

②事業期間（現行手引き p25） 

③対価の支払い方法（現行手引き p26～27） 

④モニタリングの方法（現行手引き p27～28） 

⑤リスク分担表（現行手引き p32～34） 

⑥民間事業者へのアンケート調査項目（現行手引き p47） 

⑦VFM 算定の条件等（現行手引き p52～62） 

⑧実績所要時間（現行手引き p69） 

そのほか、今回 DBO 事業について追補をすることから、手引き本文及びⅣ.資料集に DBO に

関する説明を加筆した。 

3.3  手引きの追補版 

 別添のとおり。 
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4.  地域水道ビジョンの策定状況等に関する整理・分析 

4.1  調査内容 

 全国の水道事業者等により策定・公表された地域水道ビジョンに掲げた目標や各種施策に関す

る取組については、水道事業者等が自ら行う業務評価の一環として位置付けられるものである。

本調査では、その評価の基となる地域水道ビジョンについて、その策定状況等に関する整理・分

析を行う。 

4.1.1  整理・分析内容 

 策定状況等に関する整理・分析は、少なくとも以下に掲げる内容について行う。 

・ 「事業の現状分析・評価」に関する内容 

・ 「目標の設定」に関する内容 

・ 「実現方策」に関する内容 

・ 地域水道ビジョンの計画期間 

・ 地域水道ビジョンの策定・公表方法 

・ 地域水道ビジョンのフォローアップ方法 

4.1.2  留意事項 

 策定状況等に関する整理・分析に当たっては、以下の事項に留意するものとする。 

・ 厚生労働省水道課（以下「水道課」という。）のウェブサイトにおいて地域水道ビジョンの

策定状況として公表している内容を踏まえた上で行う。 

・ 「事業の現状分析・評価」、「目標の設定」及び「実現方策」の内容に関する整理・分析は、

「地域水道ビジョン作成の手引き」（平成 17 年 10 月、厚生労働省水道課、以下「手引き」と

いう。）の「3.3 事業の現状分析・評価」、「3.5 目標の設定」及び「3.6 実現方策」に掲げる各

事項の区分に留意した上で行う。 

4.2  調査対象 

 水道課のウェブサイトにおいて公表済みの地域水道ビジョン策定状況（平成 22 年 1 月 1 日現在）

に示された各水道事業者の地域水道ビジョンのうち、当該水道事業者のウェブサイトから入手可

能なもの又は水道課に提出のあったものを調査対象とした。なお、都道府県水道行政主管部（局）

による地域水道ビジョンは、当該部（局）が事業の実施主体ではないため調査の対象外とした。 

表 4.1 地域水道ビジョン策定状況（平成 22 年 1 月 1 日現在）及び調査対象 

事業区分 
策定済み事業数 
（うち調査対象） 

策定済みビジョン数 
（うち調査対象） 

水道事業 
552 

（540） 
468 

（456） 

用水供給事業 
49 

（46） 
35 

（32） 

都道府県水道行政主管部（局） 
－ 

（－） 
2 

（0） 



 49

4.3  整理・分析方法 

 「4.1 調査内容」を勘案し、手引きに示された地域水道ビジョン作成上の記載事項や留意事項

等を参考にして、基本的な事項に関する記載の有無等、内容に関する状況整理を行う。その際、

優良事例等の抽出を目的として、具体的数値による目標設定や図表写真の活用等による充実度や

分かりやすさ等についても判断できるよう、個々の地域水道ビジョンの得点化も合わせて行う。 

 また、「事業の現状分析・評価」及び「目標の設定・実現方策」については、全国の水道事業で

は現在何が課題とされ今後何を実施していくのかを把握し、その傾向を分析することを目的とし

て、手引きに参考として示された項目に沿ってその記載の有無を整理・分析する。 

4.3.1  前提条件 

 整理・分析に当たっては、あくまで地域水道ビジョンそのものから判断できることを前提条件

とし、ウェブサイト上等の周辺情報からの判断は含めないこととした。 

4.3.2  整理・分析項目 

 「調査対象の概要」、「基本的項目」、「得点化項目」、「補足項目」及び「その他項目」の 5 項目

を設定し、整理・分析を行うこととした。 

(1)  調査対象の概要 

 整理・分析に先立つ調査対象の概要として、表 4.2 に示す項目を設定した。 

表 4.2 調査対象の概要 

項目 備考 
都道府県名 都道府県番号（CODE）含む 
事業区分 水道事業又は用水供給事業の別 
事業名 整理番号（CODE）含む 
地域水道ビジョン名称  
策定時期 ビジョンの策定年月 
計画期間 ビジョンの始期、終期及びその期間 
現在給水人口（水道事業の場合） 用水供給事業の場合は「1 日最大給水量」とした 

 

(2)  基本的項目 

 手引きを踏まえ、「事業概要」、「事業の現状分析・評価」、「将来像の設定」、「目標の設定・実現

方策」、「意見聴取と反映」、「公表・周知」及び「フォローアップ」の 7 項目を基本的項目とし、

各項目の整理・分析に当たっての評価視点を表 4.3 に示すとおり設定した。 

表 4.3 基本的項目及び評価視点 

項目 評価視点 
(1)「給配水量」に係る記載があるか 
(2)「施設」に係る記載があるか 

事業概要 

(3)「財務・経営」に係る記載があるか 
(1)水需要の将来見通しが分析・評価されているか 事業の現状分析・評価 
(2)財政収支の将来見通しが分析・評価されているか 
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項目 評価視点 
(3)事業課題が記載されているか 
(1)「あるべき姿」又は「基本理念」が記載されているか 将来像の設定 
(2)5 政策課題（安心・安定・持続・環境・国際）が網羅されているか 

目標の設定・実現方策 (1)施策目標又は実現方策が記載されているか 
(1)策定に当たり学識経験者、ユーザ等による検討会等において検討されてい

るか 
意見聴取と反映 

(2)策定に当たりユーザに対するアンケート調査等が実施されているか 
(1)公表・周知の方法等に係る記載があるか 公表・周知 
(2)ホームページで公表されているか 

フォローアップ (1)レビュー・見直しに係る記載があるか 

 

(3)  得点化項目 

 基本的項目に「分かりやすさ・見やすさ」を加えた 8 項目を得点化項目とし、各項目の整理・

分析に当たっての評価視点、配点及び評価基準を表 4.4 に示すとおり設定した。 

表 4.4 得点化項目並びに評価視点、配点及び評価基準 

項目 評価視点 配点 評価基準 
(1)「給配水量」に係る記載があるか 1 2 段階評価とし、記載がある場合は「1

点」、記載がない場合は「0 点」とする 
(2)「施設」に係る記載があるか 1 同上 

事業概要 

(3)「財務・経営」に係る記載があるか 1 同上 
(1)水需要の将来見通しが分析・評価

されているか 
1 同上 

(2)財政収支の将来見通しが分析・評

価されているか 
1 同上 

(3)「業務指標(PI)」、「水道施設機能診

断の手引き」、「水道施設更新指針」等

に基づき分析・評価されているか 

1 2 段階評価とし、基づいている場合は「1
点」、基づいていない場合は「0 点」とする 

(4)事業課題が明確か 2 3 段階評価とし、枠取り・箇条書き等により

明確な場合は「2 点」、文章での表現に留

まる場合は「1 点」、不明確又は事業課題

の記載がない場合は「0 点」とする 

事業の現状

分析・評価 

(5)事業課題の抽出根拠・理由が明確

か 
2 3 段階評価とし、全ての事業課題について

明確な場合は「2 点」、一部の事業課題に

ついて明確な場合は「1 点」、不明確又は

事業課題の記載がない場合は「0 点」とす

る 
(1)「あるべき姿」又は「基本理念」が明

確か 
1 2 段階評価とし、明確な場合は「1 点」、不

明確又は将来像の記載がない場合は「0
点」とする 

将来像の設

定 

(2)広域的な観点が考慮されているか 1 2 段階評価とし、考慮されている場合は「1
点」、考慮されていない又は将来像の記載

がない場合は「0 点」とする 
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項目 評価視点 配点 評価基準 
(3)5 政策課題（安心・安定・持続・環

境・国際）が網羅されているか 
5 6 段階評価とし、5 政策課題の全てを満足

している場合は「5 点」、4 政策課題を満足

している場合は「4 点」、3 政策課題を満足

している場合は「3 点」、2 政策課題を満足

している場合は「2 点」、1 政策課題を満足

している場合は「1 点」、将来像の記載がな

い場合は「0 点」とする 
(1)施策目標又は実現方策が明確か 2 3 段階評価とし、枠取り・箇条書き等により

明確な場合は「2 点」、文章での表現に留

まる場合は「1 点」、不明確又は施策目標

の記載がない場合は「0 点」とする 
(2)施策目標又は実現方策の達成期

限が明確か 
2 3 段階評価とし、全ての施策目標について

明確な場合は「2 点」、一部の施策目標に

ついて明確な場合は「1 点」、不明確又は

施策目標の記載がない場合は「0 点」とす

る 

目標の設定・

実現方策 

(3)施策目標又は実現方策と事業課題

の対応関係が明確か 
2 同上 

(1)策定に当たり学識経験者、ユーザ

等による検討会等において検討され

ているか 

1 2 段階評価とし、検討されている場合は「1
点」、未検討又は不明な場合は「0 点」とす

る 

意見聴取と

反映 

(2)策定に当たりユーザに対するアン

ケート調査等が実施されているか 
1 2 段階評価とし、実施されている場合は「1

点」、未実施又は不明な場合は「0 点」とす

る 
(1)公表・周知の方法等に係る記載が

あるか 
1 2 段階評価とし、記載がある場合は「1

点」、記載がない場合は「0 点」とする 
公表・周知 

(2)ホームページで公表されているか 1 2 段階評価とし、公表されている場合は「1
点」、非公表の場合は「0 点」とする 

フォローアッ

プ 
(1)レビュー・見直しに係る記載がある

か 
1 2 段階評価とし、記載がある場合は「1

点」、記載がない場合は「0 点」とする 
(1)図表写真等の活用 2 3 段階評価とし、図表写真等を多用してい

る場合は「2 点」、図表写真等を使用してい

る場合は「1 点」、図表写真等の使用がな

い場合は「0 点」とする 

分かりやす

さ・見やすさ 

(2)用語解説又は用語集の有無 1 2 段階評価とし、ある場合は「1 点」、ない

場合は「0 点」とする 

－ － 
31 

（満点）
－ 

 

(4)  補足項目 

 上記の基本的項目及び得点化項目に示す項目のうち「事業の現状分析・評価」及び「目標の設

定・実現方策」を補足項目として、両項目における記載事項の確認を行うこととした。具体的に

は、手引き中の同項目に係る記載事項の例示（40 項目）について、その記載の有無を確認するも
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のであり、記載がある場合には「○」を付与することとした（記載なし又は不明な場合は「ブラ

ンク」とした。）。確認する記載事項及び「○」付与の判断基準は表 4.5 に示すとおり設定した。 

 

表 4.5 補足項目並びに記載確認事項及び判断基準 

項目 記載確認事項 判断基準（「○」付与） 備考 
①水質基準

の適合状況 
■水道事業の場合、浄水施設又は給

水栓における水質基準の適合状況に

係る記述がなされていれば「○」 
■用水供給事業の場合、浄水施設に

おける水質基準の適合状況に係る記

述がなされていれば「○」 
■上記以外は「ブランク」 

 

②異臭味被

害の状況 
■水道事業の場合、異臭味又はその

被害に係る記述がなされていれば

「○」 
■用水供給事業の場合、異臭味に係

る記述がなされていれば「○」 
■上記以外は「ブランク」 

 

③水源の水

質、水質事故

の発生状況 

■水源の水質の状況又は原水から給

水に至るまでのいずれかの水質事故

の発生状況に係る記述がなされてい

れば「○」 
■上記以外は「ブランク」 

 

④浄水能力 ■浄水施設の浄水能力に係る記述が

なされていれば「○」 
■水道事業の場合で受水のみの場合

及び上記以外は「ブランク」 

 

⑤貯水槽水

道の指導等

の状況、直結

給水の推進

状況 

■貯水槽水道（簡易専用水道・小規模

貯水槽水道）の状況（指導に係る記述

がなくても可）又は直結給水の状況

（推進に係る記述がなくても可）に係る

記述がなされていれば「○」 
■用水供給事業の場合及び上記以外

は「ブランク」 

 

(1)安全な

水、快適な水

が供給されて

いるか 

⑥鉛製給水

管の布設状 
■鉛製給水管の布設状況に係る記述

がなされていれば「○」 
■用水供給事業の場合及び上記以外

は「ブランク」 

 

①需要（給水

人口、給水

量） 

■給水人口、給水量等、水需要の実

績に係る記述がなされていれば「○」 
■上記以外は「ブランク」 

 

事業の

現状分

析・評価 

(2)いつでも

使えるように

供給されてい

るか ②供給能力

（水源確保、

水道施設容

■水源水量の状況、水道施設の容量

（規模、能力等）又は有収率に係る記

述がなされていれば「○」 
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項目 記載確認事項 判断基準（「○」付与） 備考 
量、有収率） ■水道施設の容量に関しては、取水

施設、導水施設、浄水施設又は送・配

水施設のいずれかに係る記述で可と

する 
■有収率に関しては、有収水量、無収

水量、有効水量、無効水量又はこれら

の率に係る記述でも可とする 
■上記以外は「ブランク」 

③水道の普

及状況（未普

及地域、未規

制施設の状

況含む。） 

■水道の普及状況（率、地域、未規制

施設等）に係る記述がなされていれば

「○」 
■用水供給事業の場合及び上記以外

は「ブランク」 

 

④耐震化の

進捗状況 
■水道施設の耐震化に係る記述がな

されていれば「○」 
■取水施設、導水施設、浄水施設又

は送・配水施設のいずれかに係る記

述で可とする 
■上記以外は「ブランク」 

 

⑤応急給水

体制、応急復

旧体制 

■応急給水体制、応急復旧体制又は

これらに類する記述（相互融通等）が

なされていれば「○」 
■上記以外は「ブランク」 

 

①老朽化施

設とその更

新計画 

■老朽化施設の現状又はその更新計

画に係る記述がなされていれば「○」 
■取水施設、導水施設、浄水施設又

は送・配水施設のいずれかに係る記

述で可とする 
■上記以外は「ブランク」 

 

②経営・財務

（収支、資

本、企業債償

還、料金、財

源） 

■経営・財務（収支状況等）に係る記

述がなされていれば「○」 
■上記以外は「ブランク」 

 

③需要者サ

ービス 
■需要者（用水供給事業にあっては

受水団体）へのサービス（窓口対応、

情報提供・公開、料金支払手段、ニー

ズ把握アンケート等）の現状に係る記

述がなされていれば「○」 
■上記以外は「ブランク」 

 

(3)将来も変

わらず安定し

た事業運営

ができるよう

になっている

か 

④技術者の

確保 
■水道技術者（人材）の確保、育成、

教育、研修等に係る記述がなされてい

れば「○」 
■上記以外は「ブランク」 

 

(4)環境への ①環境対策 ■環境対策（省・創エネ、汚泥有効利  
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項目 記載確認事項 判断基準（「○」付与） 備考 
影響を低減し

ているか 
（省エネルギ

ー、廃棄物の

有効利用等）

の実施状況 

用、建設発生土再利用等）の現状に

係る記述がなされていれば「○」 
■上記以外は「ブランク」 

(5)国際協力

に貢献してい

るか 

①海外から

の研修生受

け入れ、海外

への専門家

派遣への協

力状況 

■海外研修生受入、専門家の海外派

遣等、国際協力の取組みの現状に係

る記述がなされていれば「○」 
■上記以外は「ブランク」 

 

(6)その他  上記に該当しない事業課題に係る事

項で特筆すべきものがあればキーワ

ードをリストアップ 

 

①新たな概

念の広域化

の推進 

■施設、経営又は管理の広域化又は

共同化に係る目標又は実現方策の記

述がなされていれば「○」 
■上記以外は「ブランク」 

「検討」でも可とした。 

②第三者委

託の導入 
■第三者委託、包括委託、アウトソー

シング、PFI 等、民間活力導入に係る

目標又は実現方策の記述がなされて

いれば「○」 
■上記以外は「ブランク」 

同上 

③技術基盤

の確保 
■技術力確保・維持のための取組み

（教育、研修、人事等）に係る目標又

は実現方策の記述がなされていれば

「○」 
■上記以外は「ブランク」 

外部研修への参加、

人事部局との調整等

でも可とした。 

(1)水道の運

営基盤の強

化・顧客サー

ビスの向上 

④計画的な

施設の更新 
■水道施設の計画的更新に係る目標

又は実現方策の記述がなされていれ

ば「○」 
■「計画的な更新」である旨が読み取

れない場合及び上記以外は「ブラン

ク」 

他の項目における「計

画的更新」の記述でも

可とした。 

①異臭味被

害の防止 
■異臭味又はその被害を防止するた

めの水質管理対策に係る目標又は実

現方策の記述がなされていれば「○」 
■上記以外は「ブランク」 

 

②水質事故

の防止 
■水質事故を防止するための水質管

理対策について、原水から給水に至る

までのいずれかに係る目標又は実現

方策の記述がなされていれば「○」 
■上記以外は「ブランク」 

・水安全計画の策定は

可とするが、単なる水

質検査のみでは不可

とした。 
・原水異常の早期把握

のための取組は可とし

た。 

目標の

設定・実

現方策 

(2)安心・快適

な給水の確

保 

③原水水質 ■水源保全や取水地点変更等の原水 水質の保全に着目す
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項目 記載確認事項 判断基準（「○」付与） 備考 
の保全 水質改善対策に係る目標又は実現方

策の記述がなされていれば「○」 
■水道事業で受水のみの場合及び上

記以外は「ブランク」 

るものとし、水量のみ

に係る記述は不可とし

た。 

④未規制小

規模施設の

把握 

■未規制（水道法適用外）の小規模施

設（飲用井戸等）の把握のための施策

（保健所との協力等）に係る目標又は

実現方策の記述がなされていれば

「○」 
■用水供給事業の場合及び上記以外

は「ブランク」 

 

⑤飲用井戸

等の未規制

小規模施設

の管理体制

強化 

■未規制（水道法適用外）の小規模施

設（飲用井戸等）の管理体制強化のた

めの施策（保健所との協力等）に係る

目標又は実現方策の記述がなされて

いれば「○」 
■用水供給事業の場合及び上記以外

は「ブランク」 

 

⑥給水装置

による事故の

防止 

■給水装置に起因する事故防止のた

めの施策（需要者への維持管理徹底

の周知、指定給水工事店との連携強

化等）に係る目標又は実現方策の記

述がなされていれば「○」 
■用水供給事業の場合及び上記以外

は「ブランク」 

直結給水の推進も可と

した。ただし、検討は不

可。 

⑦鉛製給水

管の更新 
■残存する鉛製給水管の更新に係る

目標又は実現方策の記述がなされて

いれば「○」 
■用水供給事業の場合及び上記以外

は「ブランク」 

 

①基幹施設

の耐震化 
■基幹施設の耐震化に係る目標又は

実現方策の記述がなされていれば

「○」 
■基幹施設は浄水場（浄水池）及び配

水池とし、いずれかに係る記述で可と

する 
■水道事業で受水のみの場合及び上

記以外は「ブランク」 

 

②管路網の

耐震化 
■管路施設の耐震化に係る目標又は

実現方策の記述がなされていれば

「○」 
■基幹管路又はその他管路のいずれ

かに係る記述で可とする。 
■上記以外は「ブランク」 

石綿管又は老朽管の

更新に合わせた耐震

化でも可とした。 

(3)災害対策

等の充実 

③渇水対策 ■渇水対策に係る目標又は実現方策  
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項目 記載確認事項 判断基準（「○」付与） 備考 
の記述がなされていれば「○」 
■上記以外は「ブランク」 

④応急給水

実施の確保 
■給水停止事態における応急給水量

を確保するための施策（拠点整備、備

蓄、資機材確保等）に係る目標又は実

現方策の記述がなされていれば「○」 
■上記以外の場合は「ブランク」 

具体の応急給水量の

目標設定がなくとも、

量の確保に係る記述

があれば可とした。 

⑤応急復旧

体制の整備 
■応急復旧体制の整備のための施策

に係る目標又は実現方策の記述がな

されていれば「○」 
■上記以外の場合は「ブランク」 

「体制の整備」に着目

するものとし、協定締

結、応急復旧マニュア

ル整備等でも可とする

が、給水を行うのみで

は不可とした。 
①浄水汚泥

の有効利用 
■浄水汚泥の有効利用に係る目標又

は実現方策の記述がなされていれば

「○」 
■水道事業で受水のみの場合及び上

記以外は「ブランク」 

 

②省エネル

ギー・石油代

替エネルギ

ー導入の推

進 

■省エネ（CO2 削減等）又は創エネ

（太陽光発電、小水力発電等）に係る

目標又は実現方策の記述がなされて

いれば「○」 
■水道事業で受水のみの場合及び上

記以外は「ブランク」 

省エネ設備の導入も

可とした。ただし、検討

は不可。 

(4)環境・エネ

ルギー対策

の強化 

③有効率の

向上 
■漏水量の低減としての有効率（水

量）又は有収率（水量）の向上のため

の施策（老朽化施設更新等）に係る目

標又は実現方策の記述がなされてい

れば「○」 
■「漏水量の低減」のための施策であ

る旨が読み取れない場合及び上記以

外は「ブランク」 

・漏水量の低減として

の有効率又は有収率

の向上に係る記述は

可とした。 
・単なる老朽管の更新

は不可とした。 

①研修生の

受け入れ 
■海外研修生の受入に係る目標又は

実現方策の記述がなされていれば

「○」 
■上記以外は「ブランク」 

「検討」でも可とした。 (5)国際協力

等を通じた水

道分野の国

際貢献 
②開発途上

国への技術

専門家の派

遣 

■開発途上国への技術専門家の派遣

に係る目標又は実現方策の記述がな

されていれば「○」 
■上記以外は「ブランク」 

同上 

(6)その他  上記に該当しない施策目標又は実現

方策に係る事項で特筆すべきものが

あればキーワードをリストアップ 
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(5)  その他項目 

 上記の他、整理・分析におけるその他の項目として、表 4.6 に示す項目を設定した。 

表 4.6 その他項目 

項目 備考 
ホームページリンク 当該地域水道ビジョンが掲載されている URL をハイ

パーリンクとして挿入した 
備考 調査対象の地域水道ビジョンが概要版、要約版（ダ

イジェスト版）等の場合、その旨を明記した 

 

 以上に基づく地域水道ビジョンの整理・分析票（フォーマット）を図 4.1 に示す。 
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4.4  整理・分析結果 

4.4.1  水道事業 

(1)  調査対象の概要 

1) 計画期間 

  計画期間は「10 年以上 15 年未満」が 248 件（74.3％）と突出して多く、次いで「5 年以上 10

年未満」が 52 件（15.6％）となっている（計画期間が明確な 334 ビジョンについてのみ集計）。 

6

52

248

18

10

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260

5年未満

5年以上10年未満

10年以上15年未満

15年以上20年未満

20年以上

件数

 
図 4.2 計画期間（水道事業） 

 

(2)  基本的項目 

1) 事業概要 

  ①「給配水量」、「施設」、「財務・経営」それぞれの記載状況 

   「給配水量」に係る記載の有無については、440 件（96.5％）が「記載あり」となっている。

「施設」に係る記載の有無については、403 件（88.4％）が「記載あり」となっている。「財務・

経営」に係る記載の有無については、411 件（90.1％）が「記載あり」となっている。 

項目
「給配水量」に係る

記載があるか
「施設」に係る記載

があるか
「財務・経営」に係
る記載があるか

あり 440 403 411
なし 16 53 45

合計 456 456 456

96.5%

88.4%

90.1%
9.9%

11.6%

3.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

「給配水量」に係る記載があるか

「施設」に係る記載があるか

「財務・経営」に係る記載があるか

あり なし

 

図 4.3 事業概要に係る記載状況（個別）（水道事業） 
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  ②「給配水量」、「施設」、「財務・経営」すべての記載状況 

   「給配水量」、「施設」及び「財務・経営」のすべてに係る記載の有無については、「すべて

記載あり」が 367 件（80.5％）と最も多く、次いで「2 つ記載あり」が 69 件（15.1％）とな

っている。「すべて記載なし」が 5 件（1.1％）見られた。 

項目 すべて記載あり 2つ記載あり 1つ記載あり すべて記載なし
件数 367 69 15 5

80.5% 15.1%

3.3%

1.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

すべて記載あり 2つ記載あり 1つ記載あり すべて記載なし

 

図 4.4 事業概要に係る記載状況（全体）（水道事業） 

 

2) 事業の現状分析・評価 

  ①水需要の将来見通しの分析・評価の状況、財政収支の将来見通しの分析・評価の状況、事

業課題の記載状況 

   水需要の将来見通しの分析・評価については、384 件（84.2％）が「分析・評価あり」とな

っている。財政収支の将来見通しの分析・評価については、262 件（57.5％）が「分析・評価

あり」となっている。事業課題の記載の有無については、440 件（96.5％）が「記載あり」と

なっている。 

項目
水需要の将来見通しが分析・

評価されているか
財政収支の将来見通しが分

析・評価されているか
事業課題が記載されているか

あり 384 262 440
なし 72 194 16

合計 456 456 456

84.2%

57.5%

96.5%

42.5%

15.8%

3.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

水需要の将来見通しが分析・評価されているか

財政収支の将来見通しが分析・評価されているか

事業課題が記載されているか

あり なし

 

図 4.5 事業の現状分析・評価の状況（水道事業） 
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3) 将来像の設定 

  ①「あるべき姿」又は「基本理念」の記載状況 

   「あるべき姿」又は「基本理念」の記載の有無については、396 件（86.8%）が「記載あり」

となっている。 

項目
「あるべき姿」又は「基本理
念」が記載されているか

あり 396
なし 60
合計 456

86.8% 13.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

あり なし

 

図 4.6 「あるべき姿」又は「基本理念」の記載状況（水道事業） 

 

  ②5 政策課題（安心・安定・持続・環境・国際）の網羅（記載）状況 

   5 政策課題の網羅（記載）の状況については、「4 つ記載あり」が 326 件（71.5％）と最も

多く、次いで「3 つ記載あり」が 58 件（12.7%）となっている。「すべて記載なし」が 13 件

（2.9％）見られた。 

項目 すべて記載あり 4つ記載あり 3つ記載あり 2つ記載あり 1つ記載あり すべて記載なし
件数 52 326 58 6 1 13

11.4% 71.5% 12.7%

1.3%

0.2%

2.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

すべて記載あり 4つ記載あり 3つ記載あり 2つ記載あり 1つ記載あり すべて記載なし

 

図 4.7 5 政策課題の網羅（記載）状況（水道事業） 
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4) 目標の設定・実現方策 

  ①施策目標又は実現方策の記載状況 

   施策目標又は実現方策の記載の有無については、449 件（98.5%）が「記載あり」となって

いる。 

項目
施策目標又は実現方策が

記載されているか
あり 449
なし 7
合計 456

98.5% 1.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

あり なし

 

図 4.8 施策目標又は実現方策の記載状況（水道事業） 

 

5) 意見聴取と反映 

  ①検討会等における検討の状況、アンケート調査等の実施状況 

   検討会等における検討状況については、97 件（21.3％）が「検討あり」となっている。ア

ンケート調査等の実施状況については、118 件（25.9％）が「実施あり」となっている。 

項目
策定に当たり学識経験者、ユーザ等による

検討会等において検討されているか
策定に当たりユーザに対するアンケート

調査等が実施されているか
あり 97 118
なし 359 338

合計 456 456

21.3%

25.9% 74.1%

78.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

策定に当たり学識経験者、ユーザ等による
検討会等において検討されているか

策定に当たりユーザに対するアンケート
調査等が実施されているか

あり なし

 

図 4.9 意見聴取と反映の状況（水道事業） 
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6) 公表・周知 

  ①公表・周知の方法等に係る記載状況、ホームページでの公表状況 

   公表・周知の方法等に係る記載の有無については、79 件（17.3％）が「記載あり」となっ

ている。ホームページでの公表状況については、377 件（83.1％）が「公表あり」となってい

る。 

項目
公表・周知の方法等に

係る記載があるか
ホームページで公表

されているか
あり 79 379
なし 377 77

合計 456 456

17.3%

83.1% 16.9%

82.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

公表・周知の方法等に
係る記載があるか

ホームページで公表
されているか

あり なし

 

図 4.10 公表・周知の状況（水道事業） 

 

7) フォローアップ 

  ①レビュー・見直しに係る記載状況 

   レビュー・見直しに係る記載の有無については、297 件（65.1%）が「記載あり」となって

いる。 

項目
レビュー・見直しに係る

記載があるか
あり 297
なし 159

合計 456

65.1% 34.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

あり なし

 

図 4.11 レビュー・見直しに係る記載状況（水道事業） 
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(3)  得点化項目 

1) 総得点 

  総得点は、31 点が満点である。20 点が 48 件（10.5％）と最も多く、次いで 22 点が 44 件（9.6％）

となっている。なお、平均値は 20.5 点、中央値は 21 点である。 
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図 4.12 総得点の分布（水道事業） 

 

2) 都道府県別平均点 

  都道府県別の平均点は、奈良県が 26.8 点で最も高く、次いで岐阜県、京都府がそれぞれ 25.8

点、25.4 点となっている。 

表 4.7 都道府県別平均（水道事業） 

平均点 件数 平均点 件数 平均点 件数
01 北海道 18.9 10 17 石川県 22.7 6 33 岡山県 22.7 9
02 青森県 21.1 7 18 福井県 21.7 6 34 広島県 19.8 10
03 岩手県 18.8 16 19 山梨県 22.8 5 35 山口県 21.2 5

04 宮城県 18.0 4 20 長野県 21.4 9 36 徳島県 24.4 5

05 秋田県 17.8 12 21 岐阜県 25.8 8 37 香川県 20.2 13

06 山形県 18.2 10 22 静岡県 18.6 26 38 愛媛県 23.2 6
07 福島県 17.5 12 23 愛知県 21.0 22 39 高知県 21.0 2
08 茨城県 19.5 11 24 三重県 22.8 9 40 福岡県 19.4 14
09 栃木県 20.3 4 25 滋賀県 22.0 7 41 佐賀県 19.9 7
10 群馬県 18.6 9 26 京都府 25.4 5 42 長崎県 20.9 10
11 埼玉県 19.3 30 27 大阪府 22.2 19 43 熊本県 20.5 15
12 千葉県 14.7 17 28 兵庫県 21.9 19 44 大分県 23.2 5
13 東京都 22.0 3 29 奈良県 26.8 5 45 宮崎県 21.6 8
14 神奈川県 19.5 11 30 和歌山県 23.4 5 46 鹿児島県 22.7 9
15 新潟県 22.1 14 31 鳥取県 20.5 2 47 沖縄県 19.6 5
16 富山県 23.2 5 32 島根県 21.2 5

都道府県 都道府県 都道府県
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3) 相関分析 

  得点状況と事業規模等との相関を見るため、次の 7 項目について総得点との相関分析を行っ

た。なお、相関分析の対象となる指標については、水道統計（平成 19 年度版）の値を参照した。 

 ・策定時期  ・現在給水人口  ・給水開始後年数  ・資産合計 

 ・自己資本比率（PI3023）  ・経常収支比率（PI3002）  ・職員数 

 

 

  ①策定時期（年度） 

   策定時期（年度）と総得点の分布状況を図 4.13 に示す。同図に示すとおり、線形近似をし

たところ決定係数（R2 値）は 0.0532 であり、策定時期（年度）と総得点との間には全く相関

が見られない。 

y = 0.8941x + 3.4311
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図 4.13 策定時期（年度）と総得点との相関（水道事業） 
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  ②現在給水人口 

   現在給水人口と総得点との相関について、給水人口をランク分けして分析したものを図

4.14 に、現在給水人口と総得点の分布状況を図 4.15 に示す。同図に示すとおり、線形近似を

したところ決定係数（R2 値）は 0.0016 であり、現在給水人口と総得点との間には全く相関が

見られない。 

最小値 平均値 最大値 件数

⑨ 5千人以上1万人未満 7 18.9 28 32

⑧ 1万人以上2万人未満 8 18.7 27 42

⑦ 2万人以上3万人未満 12 19.4 28 34

⑥ 3万人以上5万人未満 13 20.3 26 61

⑤ 5万人以上10万人未満 4 21.3 29 118

④ 10万人以上25万人未満 3 20.4 29 92

③ 25万人以上50万人未満 9 21.6 31 52

② 50万人以上100万人未満 17 23.9 29 11

① 100万人以上 15 20.8 28 14
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図 4.14 現在給水人口と総得点との相関（1）（水道事業） 
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図 4.15 現在給水人口と総得点との相関（2）（水道事業） 
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  ③給水開始後年数 

   給水開始後年数と総得点の分布状況を図 4.16 に示す。同図に示すとおり、線形近似をした

ところ決定係数（R2 値）は 0.0184 であり、給水開始後年数と総得点との間には全く相関が見

られない。 

y = 0.0239x + 19.207
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図 4.16 給水開始後年数と総得点との相関（水道事業） 

 

  ④資産合計 

   資産合計と総得点の分布状況を図 4.17 に示す。同図に示すとおり、線形近似をしたところ

決定係数（R2 値）は 0.0012 であり、資産合計と総得点との間には全く相関が見られない。 
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図 4.17 資産合計と総得点との相関（水道事業） 
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  ⑤自己資本比率 

   自己資本比率と総得点の分布状況を図 4.18 に示す。同図に示すとおり、線形近似をしたと

ころ決定係数（R2 値）は 0.0001 であり、自己資本比率と総得点との間には全く相関が見られ

ない。 

y = -0.0031x + 20.708
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図 4.18 自己資本比率と総得点との相関（水道事業） 

 

  ⑥経常収支比率 

   経常収支比率と総得点の分布状況を図 4.19 に示す。同図に示すとおり、線形近似をしたと

ころ決定係数（R2 値）は 0.004 であり、経常収支比率と総得点との間には全く相関が見られ

ない。 
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図 4.19 経常収支比率と総得点との相関（水道事業） 
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  ⑦職員数 

   職員数と総得点の分布状況を図 4.20 に示す。同図に示すとおり、線形近似をしたところ決

定係数（R2 値）は 0.0018 であり、職員数と総得点との間には全く相関が見られない。 
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図 4.20 職員数と総得点との相関（水道事業） 
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(4)  補足項目 

1) 事業の現状分析・評価に係る記載確認事項の集計 

  事業の現状分析・評価に係る記載確認事項の集計結果について、全体の集計結果を図 4.21 に、

給水人口別の集計結果を表 4.8 に示す。 

  全体の傾向について見ると、「(2)①需要（給水人口、給水量）」が 427 件（93.6％）で最も多

く、次いで「(3)①老朽化施設とその更新計画」、「(3)②経営・財務（収支、資本、企業債償還、

料金、財源）」がそれぞれ 414 件（90.8％）、402 件（88.2％）となっている。 

  給水人口別の傾向を見ると、「(1)②異臭味被害の状況」、「(1)⑤貯水槽水道の指導等の状況、

直結給水の推進状況」、「(1)⑥鉛製給水管の布設状況」、「(2)②供給能力（水源確保、水道施設容

量、有収率）」、「(3)③需要者サービス」及び「(4)①環境対策（省エネルギー、廃棄物の有効利

用等）の実施状況」については、給水人口が多いほど記載されているケースが多い傾向にある。

さらに、「(5)①海外からの研修生受け入れ、海外への専門家派遣への協力状況」については、給

水人口 50 万人以上の区分では、記載されているケースが多いが、50 万人未満の区分ではほと

んど記載されていない。一方、「(2)①需要（給水人口、給水量）」については、給水人口が少な

いほど記載されているケースが多い傾向にある。 
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図 4.21 事業の現状分析・評価に係る記載確認事項の集計結果（全体）（水道事業） 

 



 

表
 4

.8
 

事
業

の
現

状
分

析
・

評
価
に

係
る

記
載

確
認

事
項

の
集
計

結
果

（
給

水
人

口
区

分
別
）
（
水

道
事

業
）

 

給
水

人
口

区
分

(1
)①

水
質

基
準

の
適

合
状

況

(1
)②

異
臭

味
被

害
の

状
況

(1
)③

水
源

の
水

質
、

水
質

事
故

の
発

生
状

況

(1
)④

浄
水

能
力

(1
)⑤

貯
水

槽
水

道
の

指
導

等
の

状
況

、
直

結
給

水
の

推
進

状
況

(1
)⑥

鉛
製

給
水

管
の

布
設

状
況

(2
)①

需
要

（
給

水
人

口
、

給
水

量
）

(2
)②

供
給

能
力

（
水

源
確

保
、

水
道

施
設

容
量

、
有

収
率

）

(2
)③

水
道

の 普
及

状
況

（
未

普
及

地
域

、
未

規
制

施
設

状
況

含
）

(2
)④

耐
震

化
の

進
捗

状
況

(2
)⑤

応
急

給
水

体
制

、
応

急
復

旧
体

制

(3
)①

老
朽

化
施

設
と

そ
の

更
新

計
画

(3
)②

経
営

・
財

務
（
収

支
、

資
本

、
企

業
債

償
還

、
料

金
、

財
源

）

(3
)③

需
要

者
サ

ー
ビ

ス
(3

)④
技

術
者

の
確

保
(4

)①
環

境
対

策
（
省

エ
ネ

ル
ギ

ー
、

廃
棄

物
の

有
効

利
用

等
）
の

実
施

状
況

(5
)①

海
外

か
ら

の
研

修
生

受
け

入
れ

、
海

外
へ

の
専

門
家

派
遣

へ
の

協
力

状
況

1
0
/
1
4

6
/
1
4

8
/
1
4

6
/
1
4

1
0
/
1
4

9
/
1
4

1
2
/
1
4

1
3
/
1
4

5
/
1
4

1
2
/
1
4

8
/
1
4

1
2
/
1
4

1
2
/
1
4

1
3
/
1
4

7
/
1
4

1
2
/
1
4

8
/
1
4

7
1
.4

%
4
2
.9

%
5
7
.1

%
4
2
.9

%
7
1
.4

%
6
4
.3

%
8
5
.7

%
9
2
.9

%
3
5
.7

%
8
5
.7

%
5
7
.1

%
8
5
.7

%
8
5
.7

%
9
2
.9

%
5
0
.0

%
8
5
.7

%
5
7
.1

%

 
8
/
1
1

 
4
/
1
1

 1
0
/
1
1

 
7
/
1
1

 1
0
/
1
1

 
9
/
1
1

 1
1
/
1
1

 1
0
/
1
1

 1
0
/
1
1

 1
1
/
1
1

 1
1
/
1
1

 1
1
/
1
1

 1
1
/
1
1

 1
1
/
1
1

 1
1
/
1
1

 1
0
/
1
1

 
7
/
1
1

7
2
.7

%
3
6
.4

%
9
0
.9

%
6
3
.6

%
9
0
.9

%
8
1
.8

%
1
0
0
.0

%
9
0
.9

%
9
0
.9

%
1
0
0
.0

%
1
0
0
.0

%
1
0
0
.0

%
1
0
0
.0

%
1
0
0
.0

%
1
0
0
.0

%
9
0
.9

%
6
3
.6

%

2
9
/
5
2

1
6
/
5
2

3
0
/
5
2

2
2
/
5
2

3
8
/
5
2

3
1
/
5
2

4
7
/
5
2

4
6
/
5
2

3
5
/
5
2

4
3
/
5
2

3
7
/
5
2

5
0
/
5
2

4
4
/
5
2

4
6
/
5
2

3
6
/
5
2

4
1
/
5
2

9
/
5
2

5
5
.8

%
3
0
.8

%
5
7
.7

%
4
2
.3

%
7
3
.1

%
5
9
.6

%
9
0
.4

%
8
8
.5

%
6
7
.3

%
8
2
.7

%
7
1
.2

%
9
6
.2

%
8
4
.6

%
8
8
.5

%
6
9
.2

%
7
8
.8

%
1
7
.3

%

5
5
/
9
2

2
2
/
9
2

6
0
/
9
2

4
4
/
9
2

5
5
/
9
2

4
1
/
9
2

8
5
/
9
2

8
1
/
9
2

5
1
/
9
2

8
5
/
9
2

6
1
/
9
2

8
2
/
9
2

7
9
/
9
2

6
2
/
9
2

5
4
/
9
2

6
6
/
9
2

1
5
/
9
2

5
9
.8

%
2
3
.9

%
6
5
.2

%
4
7
.8

%
5
9
.8

%
4
4
.6

%
9
2
.4

%
8
8
.0

%
5
5
.4

%
9
2
.4

%
6
6
.3

%
8
9
.1

%
8
5
.9

%
6
7
.4

%
5
8
.7

%
7
1
.7

%
1
6
.3

%

8
4
/
1
1
8

4
3
/
1
1
8

7
6
/
1
1
8

6
8
/
1
1
8

6
3
/
1
1
8

5
2
/
1
1
8

1
1
0
/
1
1
8

1
0
7
/
1
1
8

8
8
/
1
1
8

1
0
4
/
1
1
8

9
2
/
1
1
8

1
0
8
/
1
1
8

1
0
7
/
1
1
8

8
7
/
1
1
8

8
6
/
1
1
8

8
6
/
1
1
8

1
8
/
1
1
8

7
1
.2

%
3
6
.4

%
6
4
.4

%
5
7
.6

%
5
3
.4

%
4
4
.1

%
9
3
.2

%
9
0
.7

%
7
4
.6

%
8
8
.1

%
7
8
.0

%
9
1
.5

%
9
0
.7

%
7
3
.7

%
7
2
.9

%
7
2
.9

%
1
5
.3

%

3
8
/
6
1

1
6
/
6
1

4
0
/
6
1

2
7
/
6
1

2
1
/
6
1

1
1
/
6
1

5
9
/
6
1

5
2
/
6
1

4
7
/
6
1

5
5
/
6
1

3
8
/
6
1

6
0
/
6
1

5
7
/
6
1

3
5
/
6
1

3
5
/
6
1

3
9
/
6
1

2
/
6
1

6
2
.3

%
2
6
.2

%
6
5
.6

%
4
4
.3

%
3
4
.4

%
1
8
.0

%
9
6
.7

%
8
5
.2

%
7
7
.0

%
9
0
.2

%
6
2
.3

%
9
8
.4

%
9
3
.4

%
5
7
.4

%
5
7
.4

%
6
3
.9

%
3
.3

%

2
3
/
3
4

6
/
3
4

2
0
/
3
4

1
4
/
3
4

1
6
/
3
4

1
2
/
3
4

3
2
/
3
4

2
9
/
3
4

2
5
/
3
4

2
7
/
3
4

2
4
/
3
4

2
8
/
3
4

3
1
/
3
4

2
0
/
3
4

1
8
/
3
4

2
1
/
3
4

3
/
3
4

6
7
.6

%
1
7
.6

%
5
8
.8

%
4
1
.2

%
4
7
.1

%
3
5
.3

%
9
4
.1

%
8
5
.3

%
7
3
.5

%
7
9
.4

%
7
0
.6

%
8
2
.4

%
9
1
.2

%
5
8
.8

%
5
2
.9

%
6
1
.8

%
8
.8

%

2
4
/
4
2

1
2
/
4
2

2
0
/
4
2

1
6
/
4
2

1
0
/
4
2

8
/
4
2

4
0
/
4
2

3
5
/
4
2

3
1
/
4
2

2
4
/
4
2

1
7
/
4
2

3
4
/
4
2

3
6
/
4
2

1
6
/
4
2

1
7
/
4
2

1
6
/
4
2

3
/
4
2

5
7
.1

%
2
8
.6

%
4
7
.6

%
3
8
.1

%
2
3
.8

%
1
9
.0

%
9
5
.2

%
8
3
.3

%
7
3
.8

%
5
7
.1

%
4
0
.5

%
8
1
.0

%
8
5
.7

%
3
8
.1

%
4
0
.5

%
3
8
.1

%
7
.1

%

1
7
/
3
2

7
/
3
2

2
0
/
3
2

1
4
/
3
2

5
/
3
2

6
/
3
2

3
1
/
3
2

2
8
/
3
2

2
6
/
3
2

2
5
/
3
2

1
5
/
3
2

2
9
/
3
2

2
5
/
3
2

1
5
/
3
2

1
9
/
3
2

1
7
/
3
2

3
/
3
2

5
3
.1

%
2
1
.9

%
6
2
.5

%
4
3
.8

%
1
5
.6

%
1
8
.8

%
9
6
.9

%
8
7
.5

%
8
1
.3

%
7
8
.1

%
4
6
.9

%
9
0
.6

%
7
8
.1

%
4
6
.9

%
5
9
.4

%
5
3
.1

%
9
.4

%

2
8
8
/
4
5
6

1
3
2
/
4
5
6

2
8
4
/
4
5
6

2
1
8
/
4
5
6

2
2
8
/
4
5
6

1
7
9
/
4
5
6

4
2
7
/
4
5
6

4
0
1
/
4
5
6

3
1
8
/
4
5
6

3
8
6
/
4
5
6

3
0
3
/
4
5
6

4
1
4
/
4
5
6

4
0
2
/
4
5
6

3
0
5
/
4
5
6

2
8
3
/
4
5
6

3
0
8
/
4
5
6

6
8
/
4
5
6

6
3
.2

%
2
8
.9

%
6
2
.3

%
4
7
.8

%
5
0
.0

%
3
9
.3

%
9
3
.6

%
8
7
.9

%
6
9
.7

%
8
4
.6

%
6
6
.4

%
9
0
.8

%
8
8
.2

%
6
6
.9

%
6
2
.1

%
6
7
.5

%
1
4
.9

%

※
　

上
段

：
件

数
、

下
段

：
比

率

1
万

人
未

満

全
体

5
万

人
以

上
1
0
万

人
未

満

3
万

人
以

上
5万

人
未

満

2
万

人
以

上
3万

人
未

満

1
万

人
以

上
2万

人
未

満

1
0
0
万

人
以

上

5
0
万

人
以

上
1
0
0
万

人
未

満

2
5
万

人
以

上
5
0
万

人
未

満

1
0
万

人
以

上
2
5
万

人
未

満

 
 

71



 72

2) 目標の設定・実現方策に係る記載確認事項の集計 

  目標の設定・実現方策に係る記載確認事項の集計結果について、全体の集計結果を図 4.22 に、

給水人口別の集計結果を表 4.9 に示す。 

  全体の傾向について見ると、「(1)④計画的な施設の更新」が 422 件（92.5％）で最も多く、次

いで「(3)①基幹施設の耐震化」、「(3)②管路網の耐震化」がそれぞれ 405 件（88.8％）、385 件

（84.4％）となっている。 

  給水人口別の傾向を見ると、「(1)①新たな概念の広域化の推進」、「(1)②第三者委託の導入」、

「(1)③技術基盤の確保」、「(2)①異臭味被害の防止」、「(2)③原水水質の保全」、「(2)⑤飲用井戸等

の未規制小規模施設の管理体制強化」、「(2)⑥給水装置による事故の防止」、「(2)⑦鉛製給水管の

更新」、「(3)③渇水対策」、「(4)①浄水汚泥の有効利用」、「(4)②省エネルギー・石油代替エネルギ

ー導入の推進」、「(5)①研修生の受け入れ」及び「(5②開発途上国への技術専門家の派遣」につ

いては、給水人口が多いほど記載されているケースが多い傾向にある。 
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図 4.22 目標の設定・実現方策に係る記載確認事項の集計結果（全体）（水道事業） 
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4.4.2  用水供給事業 

(1)  調査対象の概要 

1) 計画期間 

  計画期間は「10 年以上 15 年未満」が 10 件（40.0％）と最も多く、次いで「5 年以上 10 年未

満」が 9 件（36.0％）となっている（計画期間が明確な 25 ビジョンについてのみ集計）。 

2

9

10

1

3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5年未満

5年以上10年未満

10年以上15年未満

15年以上20年未満

20年以上

件数

 

図 4.23 計画期間（用水供給事業） 

 

(2)  基本的項目 

1) 事業概要 

  ①「給配水量」、「施設」、「財務・経営」それぞれの記載状況 

   「給配水量」に係る記載の有無については、31 件（96.9％）が「記載あり」となっている。

「施設」に係る記載の有無については、31 件（96.9％）が「記載あり」となっている。「財務・

経営」に係る記載の有無については、29 件（90.6％）が「記載あり」となっている。 

項目
「給配水量」に係る

記載があるか
「施設」に係る記載

があるか
「財務・経営」に係
る記載があるか

あり 31 31 29
なし 1 1 3

合計 32 32 32

96.9%

96.9%

90.6%
9.4%

3.1%

3.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

「給配水量」に係る記載があるか

「施設」に係る記載があるか

「財務・経営」に係る記載があるか

あり なし

 

図 4.24 事業概要に係る記載状況（個別）（用水供給事業） 
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  ②「給配水量」、「施設」、「財務・経営」すべての記載状況 

   「給配水量」、「施設」及び「財務・経営」のすべてに係る記載の有無については、「すべて

記載あり」が 29 件（90.6％）と最も多く、次いで「2 つ記載あり」が 2 件（6.3％）となって

いる。「すべて記載なし」が 1 件（3.1％）見られた。 
項目 すべて記載あり 2つ記載あり 1つ記載あり すべて記載なし
件数 29 2 0 1

90.6% 6.3%

0.0%

3.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

すべて記載あり 2つ記載あり 1つ記載あり すべて記載なし

 
図 4.25 事業概要に係る記載状況（全体）（用水供給事業） 

 

2) 事業の現状分析・評価 

  ①水需要の将来見通しの分析・評価の状況、財政収支の将来見通しの分析・評価の状況、事

業課題の記載状況 

   水需要の将来見通しの分析・評価については、31 件（96.9％）が「分析・評価あり」とな

っている。財政収支の将来見通しの分析・評価については、30 件（93.8％）が「分析・評価

あり」となっている。事業課題の記載の有無については、32 件（100％）すべてが「記載あ

り」となっている。 

項目
水需要の将来見通しが分析・

評価されているか
財政収支の将来見通しが分

析・評価されているか
事業課題が記載されているか

あり 31 30 32
なし 1 2 0

合計 32 32 32

96.9%

93.8%

100.0%

6.3%

0.0%

3.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

水需要の将来見通しが分析・評価されているか

財政収支の将来見通しが分析・評価されているか

事業課題が記載されているか

あり なし

 

図 4.26 事業の現状分析・評価の状況（用水供給事業） 
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3) 将来像の設定 

  ①「あるべき姿」又は「基本理念」の記載状況 

   「あるべき姿」又は「基本理念」の記載の有無については、30 件（93.8％）が「記載あり」

となっている。 

項目
「あるべき姿」又は「基本理
念」が記載されているか

あり 30
なし 2
合計 32

93.8% 6.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

あり なし

 

図 4.27 「あるべき姿」又は「基本理念」の記載状況（用水供給事業） 

 

  ②5 政策課題（安心・安定・持続・環境・国際）の網羅（記載）状況 

   5 政策課題の網羅（記載）の状況については、「4 つ記載あり」が 18 件（56.3％）と最も多

く、次いで「すべて記載あり」が 12 件（37.5％）となっている。 

項目 すべて記載あり 4つ記載あり 3つ記載あり 2つ記載あり 1つ記載あり すべて記載なし
件数 12 18 1 0 1 0

37.5% 56.3% 3.1%

0.0%

3.1%

0.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

すべて記載あり 4つ記載あり 3つ記載あり 2つ記載あり 1つ記載あり すべて記載なし

 

図 4.28 5 政策課題の網羅（記載）状況（用水供給事業） 
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4) 目標の設定・実現方策 

  ①施策目標又は実現方策の記載状況 

   施策目標又は実現方策の記載の有無については、32 件（100％）すべてが「記載あり」と

なっている。 

項目
施策目標又は実現方策が

記載されているか
あり 32
なし 0
合計 32

100.0% 0.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

あり なし

 

図 4.29 施策目標又は実現方策の記載状況（用水供給事業） 

 

5) 意見聴取と反映 

  ①検討会等における検討の状況、アンケート調査等の実施状況 

   検討会等における検討状況については、8 件（25.0％）が「検討あり」となっている。アン

ケート調査等の実施状況については、5 件（15.6％）が「実施あり」となっている。 

項目
策定に当たり学識経験者、ユーザ等による

検討会等において検討されているか
策定に当たりユーザに対するアンケート

調査等が実施されているか
あり 8 5
なし 24 27

合計 32 32

25.0%

15.6% 84.4%

75.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

策定に当たり学識経験者、ユーザ等による
検討会等において検討されているか

策定に当たりユーザに対するアンケート
調査等が実施されているか

あり なし

 

図 4.30 意見聴取と反映の状況（用水供給事業） 
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6) 公表・周知 

  ①公表・周知の方法等に係る記載状況、ホームページでの公表状況 

   公表・周知の方法等に係る記載の有無については、11 件（34.4％）が「記載あり」となっ

ている。ホームページでの公表状況については、32 件（100％）すべてが「公表あり」とな

っている。 

項目
公表・周知の方法等に

係る記載があるか
ホームページで公表

されているか
あり 11 32
なし 21 0

合計 32 32

34.4%

100.0% 0.0%

65.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

公表・周知の方法等に
係る記載があるか

ホームページで公表
されているか

あり なし

 

図 4.31 公表・周知の状況（用水供給事業） 

 

7) フォローアップ 

  ①レビュー・見直しに係る記載状況 

   レビュー・見直しに係る記載の有無については、25 件（78.1％）が「記載あり」となって

いる。 

項目
レビュー・見直しに係る

記載があるか
あり 25
なし 7
合計 32

78.1% 21.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

あり なし

 

図 4.32 レビュー・見直しに係る記載状況（用水供給事業） 
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(3)  得点化項目 

1) 総得点 

  総得点は、31 点が満点である。25 点及び 26 点がともに 6 件（18.8％）と最も多く、次いで

27 点が 5 件（15.6％）となっている。なお、平均値は 25.1 点、中央値は 26 点である。 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1

0 0 0 0 0 0

1 1

0

1

4

1

6 6

5

3

1

2

0
0

1

2

3

4

5

6

7

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

得点

件
数

 
図 4.33 総得点の分布（用水供給事業） 

 

(4)  補足項目 

1) 事業の現状分析・評価に係る記載確認事項の集計 

  事業の現状分析・評価に係る記載確認事項の集計結果を見ると、「(2)①需要（給水人口、給水

量）」、「(2)②供給能力（水源確保、水道施設容量、有収率）」がそれぞれ 30 件（93.8％）で最も

多く、次いで「(3)①老朽化施設とその更新計画」、「(3)②経営・財務（収支、資本、企業債償還、

料金、財源）」がそれぞれ 29 件（90.6％）となっている。 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%
(1)①水質基準の適合状況

(1)②異臭味被害の状況

(1)③水源の水質、水質事故の発生状況

(1)④浄水能力

(2①需要（給水人口、給水量）

(2)②供給能力（水源確保、水道施設容量、有収

率）

(2)④耐震化の進捗状況

(2)⑤応急給水体制、応急復旧体制

(3)①老朽化施設とその更新計画

(3)②経営・財務（収支、資本、企業債償還、料金、

財源）

(3③需要者サービス

(3)④技術者の確保

(4)①環境対策（省エネルギー、廃棄物の有効利用

等）の実施状況

(5)①海外からの研修生受け入れ、海外への専門

家派遣への協力状況

 

図 4.34 事業の現状分析・評価に係る記載確認事項の集計結果（用水供給事業） 
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表 4.10 事業の現状分析・評価に係る記載確認事項の集計結果（用水供給事業） 

項目

(1)①水質
基準の適
合状況

(1)②異臭
味被害の
状況

(1)③水源
の水質、水
質事故の
発生状況

(1)④浄水
能力

(2)①需要
（給水人
口、給水
量）

(2)②供給
能力（水源
確保、水道
施設容量、
有収率）

(2)④耐震
化の進捗
状況

(2)⑤応急
給水体制、
応急復旧
体制

(3)①老朽
化施設とそ
の更新計
画

(3)②経営・
財務（収
支、資本、
企業債償
還、料金、
財源）

(3)③需要
者サービス

(3)④技術
者の確保

(4)①環境
対策（省エ
ネルギー、
廃棄物の
有効利用
等）の実施
状況

(5)①海外
からの研
修生受け
入れ、海外
への専門
家派遣へ
の協力状
況

28/32 22/32 25/32 25/32 30/32 30/32 28/32 25/32 29/32 29/32 18/32 21/32 25/32 12/32

87.5% 68.8% 78.1% 78.1% 93.8% 93.8% 87.5% 78.1% 90.6% 90.6% 56.3% 65.6% 78.1% 37.5%

※　上段：件数、下段：比率

全体

 
 

2) 目標の設定・実現方策に係る記載確認事項の集計 

  目標の設定・実現方策に係る記載確認事項の集計結果を見ると、「(1)④計画的な施設の更新」

が 32 件（100％）で最も多く、次いで「(2)②水質事故の防止」、「(3)⑤応急復旧体制の整備」が

それぞれ 31 件（96.9％）となっている。 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%
(1)①新たな概念の広域化の推進

(1)②第三者委託の導入

(1)③技術基盤の確保

(1)④計画的な施設の更新

(2)①異臭味被害の防止

(2)②水質事故の防止

(2)③原水水質の保全

(2)⑥給水装置による事故の防止

(2)⑦鉛製給水管の更新

(3)①基幹施設の耐震化(3)②管路網の耐震化

(3)③渇水対策

(3)④応急給水実施の確保

(3)⑤応急復旧体制の整備

(4)①浄水汚泥の有効利用

(4)②省エネルギー・石油代替エネルギー導入の

推進

(4)③有効率の向上

(5)①研修生の受け入れ

(5)②開発途上国への技術専門家の派遣

 

図 4.35 目標の設定・実現方策に係る記載確認事項の集計結果（用水供給事業） 

 

表 4.11 目標の設定・実現方策に係る記載確認事項の集計結果（用水供給事業） 

項目

(1)①新た
な概念の
広域化の
推進

(1)②第三
者委託の
導入

(1)③技術
基盤の確
保

(1)④計画
的な施設
の更新

(2)①異臭
味被害の
防止

(2)②水質
事故の防
止

(2)③原水
水質の保
全

(2)⑥給水
装置による
事故の防
止

(2)⑦鉛製
給水管の
更新

(3)①基幹
施設の耐
震化

(3)②管路
網の耐震
化

(3)③渇水
対策

(3)④応急
給水実施
の確保

(3)⑤応急
復旧体制
の整備

(4)①浄水
汚泥の有
効利用

(4)②省エ
ネルギー・
石油代替
エネルギー
導入の推
進

(4)③有効
率の向上

(5)①研修
生の受け
入れ

(5)②開発
途上国へ
の技術専
門家の派
遣

15/32 15/32 28/32 32/32 20/32 31/32 28/32 1/32 1/32 27/32 29/32 17/32 24/32 31/32 24/32 29/32 0/32 13/32 6/32

46.9% 46.9% 87.5% 100.0% 62.5% 96.9% 87.5% 3.1% 3.1% 84.4% 90.6% 53.1% 75.0% 96.9% 75.0% 90.6% 0.0% 40.6% 18.8%

※　上段：件数、下段：比率

全体
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4.5  総合考察 

 整理・分析の実作業を通しての感想も含め、整理・分析結果に基づき水道事業における地域水

道ビジョンの策定状況等について考察する（サンプル数の少ない用水供給事業は除いた。）。 

 

 計画期間については、多くが 10 年以上 15 年未満としてビジョンを作成しており、手引きに

示された「10 年程度の目標期間」との概ねの合致が見られた。 

 基本的項目については、殆どの項目において概ね良好な記載状況又は分析・評価状況にあっ

たが、意見聴取と反映におけるユーザ等による検討会での検討状況及びユーザに対するアン

ケート調査等の実施状況、並びに公表・周知に係る方法等の記載状況が芳しくなかった。 

 得点化項目については、調査対象 456 件のうち大多数の 411 件（90.1％）が、満点の 31 点

に対し過半の 16 点以上を得点しており、手引きに従い作成されている状況が伺えた。 

 得点化項目に係る相関分析として、得点状況と「策定時期」、「現在給水人口」、「給水開始後

年数」、「資産合計」、「自己資本比率」、「経常収支比率」及び「職員数」について分析したが、

いずれの項目についても全く相関関係が認められず、ビジョンの構成等の善し悪しは団体

（事業）の規模や財務状況等に依存しない状況であった。 

 記載事項の確認（○付け）については、特に「事業の現状分析・評価」及び「目標の設定・

実現方策」の両者における「国際」に係る記載の少なさが目を引く状況であった（表 4.8

及び表 4.9 参照）。また「目標の設定・実現方策」における記載事項の確認結果（表 4.9 参

照）から、大多数の団体（事業）において「計画的な施設の更新」、「水質事故の防止」、「施

設の耐震化」及び「応急復旧体制の整備」が主要な事業課題であり、今後これらへの対応を

図っていくことが重要な施策として位置付けられている状況が伺えた。 

 ビジョンの内容に関して、同一都道府県内のビジョンは構成や項目等が似通っており、周辺

団体（事業）のビジョンを参考にしている状況が伺えた。 
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4.6  まとめ 

 以上は、あくまで手引きに従い作成されていることを理想と捉えて本調査において設定した評

価基準等に基づく整理・分析結果であるが、これを踏まえて次のとおり総括し、地域水道ビジョ

ンの策定状況等に関する整理・分析のまとめとする。 

 

 手引きに従い作成されていると判断されるビジョンが多く見られた。また周辺団体（事業）

と類似して作成されているビジョンが目立った。これらの点や分析結果から、記載内容につ

いては総じて良好な状況にあったと言えるが、記載内容の一連性が確保されていないビジョ

ンも散見されたことから、より分かりやすく内容的に充実したビジョンの策定を目指すので

あれば、次の点を考慮した手引きの改訂が望ましいと考えられる。 

 事業の現状分析・評価において抽出した事業課題と目標の設定及び実現方策との対応関係が

不明確なビジョンが多く見られた。また中には事業課題を抽出せず、唐突に目標の設定と実

現方策を掲げるビジョンも見られたことから、事業課題と目標設定及び実現方策の対応関係

が明確となり、また記載内容の連続性が確保される内容となるよう、手引きの項目立てを改

変してはどうかと考える。 

 「国際」に係る記載が乏しい状況であり、特に中小の団体（事業）において記載の無いビジ

ョンが多く見られた。当該中小団体（事業）の視点からは「国際」の項目は重要な位置付け

にない、又は関連性の低い項目であると捉えることができる。一方「需要者サービス」につ

いては、すべての団体（事業）に共通する項目であり、またアカウンタビリティの観点から

も重要な項目であると判断される。これらのことより、地域水道ビジョンの策定に当たって

は、水道ビジョンが掲げる 5 政策課題「安心」、「安定」、「持続」、「環境」及び「国際」をそ

のまま策定の観点とするのではなく、「需要者サービス」の観点を加えた 6 政策課題とする

か、若しくは団体（事業）の実情に応じて「国際」の代わりに「需要者サービス」を選択可

能とするなど、柔軟な対応等1が可能となるよう手引きの内容を見直してはどうかと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1 手引きに示す構成や記載内容はあくまで例示であり、これに拠らず柔軟に対応することが差し支えない旨、手引

きに明示されているところであるが、当該手引きや周辺団体等の既公表ビジョンを拠り所として作成している
状況が伺えたため、敢えて記載内容の柔軟性に係る事項を取り上げた。 
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5.  水道事業運営に係る業務評価に関するニーズの把握・整理 

5.1  水道事業運営に係る業務評価 

5.1.1  業務評価が必要とされる背景 

水道事業の経営は原則として市町村が行うものであり、水道事業運営の全てに水道事業体が責

任を持つことについては、従来より変わりないものの、水道事業を取巻く環境は変化しており、

運営が適切に実施されているかどうか確認・評価する業務評価の必要性が高まってきている。 

業務評価に取組むことが必要になってきた理由として、次のような内部・外部環境の変化があ

る。 

 

(1)  水道事業の内部環境の変化 

①専門職員の不在 

水道担当職員の高齢化や退職とともに、一般行政部局との人事交流によって、水道業務を熟

知した専門職員を組織内に抱えることが困難になってきている。特に中小規模で職員数が少な

い水道事業体では深刻な問題となっており、事務や技術レベルを維持し、適切に水道事業を運

営することが水道事業体単独では困難になってきている。 

②業務内容の多様化・高度化 

水道水の安全性やおいしさなどの多様なニーズへの対応のため、水道事業の業務内容も多様

化・高度化が必要となっている。水質基準強化や項目増加に対応した水質管理の高度化、水源

水質汚濁に対応した浄水処理の高度化、耐塩素性病原生物対策、震災への対応と耐震対策、環

境対策・省エネ対応・温室効果ガス排出量削減、計画的・効率的な施設の改築更新、など、各

種施策を体系的にまとめた上で、優先する施策を判断しながら各種対応を実施することが必要

になっている。 

③民間委託の拡大 

事務・技術レベルを確保し、水道サービス水準を維持した上でコストの縮減にも寄与するた

めの方策として、民間事業者に対する業務の委託が進んでいる。民間事業者の創意工夫やノウ

ハウを発揮することによって、個々の業務の改善は期待されるものの、水道事業の運営に係わ

る組織体が増えるため、個々の業務・組織の評価とともに、水道事業全体としての視点からの

評価が必要になってきている。 

④収入減少と支出増加 

人口減少や節水行動、景気低迷による業務営業・工場用水の減少など、水需要の鈍化や減少

によって水道料金収入が減少する中で、より能率的な事業運営が求められている。業務内容の

高度化や施設更新による支出増加に対応するため、水道事業運営を適切に評価し、優先される

施策に対し資源を適切に配分する必要が生じている。 

 

(2)  水道事業の外部環境の変化 

①行財政改革の進展 

財政悪化や増加する行政経費に対応するため、経費節減と効率性とともに、行政サービスの
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質を向上させることを目的として、地方公共団体においては行財政改革が進められている。 

行財政改革の手法として、民間企業における経営手法などを公共部門に適用し、そのマネジ

メント能力を高め、効率化・活性化を図るという NPM（New Public Managemen）の考え方が取

り入れられている。①目標管理と業績・成果による評価、②競争原理の導入と市場メカニズム

の活用、③政策の企画立案と実施施行の分離、を図ることなどにより、行政の意識を、顧客で

ある住民の満足度の向上に向かわせ、効率的で質の高い行政サービスの提供を目指している。 

例としては、PDCA サイクルによる事業の目標設定と事後評価による事業改善、民営化や民

間委託、PFI の活用、指定管理者制度や独立行政法人化、市場化テストなどの取組があり、行

政機関の一部として公営企業である水道事業においても同様の取組が求められている。 

②地方分権の推進 

平成 12 年 4 月の地方分権一括法の施行や、平成 18 年 12 月の地方分権改革推進法の成立など、

近年の地方分権の進展によって、地方公共団体には、自主性及び自立性を高め、自らの判断と

責任において行政を運営することがなお一層求められている。水道事業においても、自己決定、

自己責任に基づく運営とともに、自立的な経営能力が求められている。 

③政策評価・行政評価制度の導入 

国の行政機関においては、平成 14 年 4 月の「行政機関が行う行政の評価に関する法律」の施

行により、所掌する政策の評価を実施することとなった。法の目的は①評価推進と結果の政策

への反映による効果的かつ効率的な行政の推進、②国民への説明責務の全う、である。法の適

用は国の行政機関のみであり、地方公共団体においては政策評価の義務付けはない。しかしな

がら、各地方公共団体は行財政改革の一環として、独自に条例や要綱で行政評価制度（事務事

業評価、政策評価）を定め行政評価に取組んでいる。水道事業についても行政組織の一部門と

して行政評価制度の導入に合わせた対応が求められている。 

③説明責任 

国の行政機関の活動については、税金を納める国民に対して十分な説明責任を果たすことが

求められている。これは地方公共団体の活動についても同様であり、行政評価制度の導入は住

民に対する説明責任を全うすることが重要な目的となっている。水道事業においては、使用者

から料金を徴収し、地域の社会基盤の一つとして独占的にサービスを提供しているものであり、

代替が困難なサービスであることから、事業の持続性や料金水準、サービスの質について、よ

り一層合理的な説明が求められる。 

 

5.1.2  業務評価に関連する施策の状況 

業務評価に関する各種施策として、水道分野に関する取組には次のものがある。 

 

(1)  厚生労働省関連 

 

①「水道施設整備事業の評価の実施について」（H16.7.12、H21.4.21 最新） 

国庫補助事業について、水道施設整備事業の評価実施要領、水道施設整備費国庫補助事業評
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価実施細目に基づき、事前評価及び再評価を実施することとしている。 

これは、個々の国庫補助事業を対象に、事業の採択の判断のための事前評価及び、事業の継

続又は中止の判断のための再評価を行うものであり、事業の評価を行う観点として、費用対効

果分析を行うとともに、事業特性に応じて環境に与える影響等を含め、必要性・効率性・有効

性等の観点から総合的に評価を実施することを求めている。 

従前は「環境衛生施設整備事業の再評価実施要領（平成 11 年 3 月 9 日通知）」に基づき実施

していたが、国の政策評価制度の導入によって、これに組み込まれ評価を実施している。 

 

②「水道ビジョン」（H16.6、H20.7 改定） 

業務評価に関連する課題として、レビューに基づく水道施策の重点取組項目(1)水道の運営基

盤の強化の中で、次の 2 点を提示している。 

・第三者委託や PFI 等の運営形態の導入による民間部門の業務評価を公正かつ技術的、客観

的に行う仕組みの検討に関する取り組みは十分でない。 

・水道事業運営を技術的側面から客観的に業務評価する仕組みについては現在体系的なもの

はなく、今後検討が必要である。 

これらを受け、重点的に取組む施策として、次の 2 点を挙げている。 

・水道事業の運営管理に係る民間部門の活用について、同部門の導入により技術水準が維持

され、かつ、所期の目的が達成されているか否かを技術的、客観的に評価する仕組みにつ

いて検討する。 

・自己責任に基づく水道事業運営の透明性を確保する観点から、内部機関や第三者機関等も

活用しつつ、技術的観点から客観的かつ公正な業務評価を実施する仕組みについて検討す

る。 

 

③「水道事業ガイドライン」（H17.1.7 日本水道協会） 

水道事業ガイドラインは、水道サービスに係る国際規格の作成が進められる中で、国際規格

を補完する国内規格（日本水道協会規格）として制定されたものである。水道サービスの目標

を 6 つの分野（安心、安定、持続、環境、管理、国際）に区分し、水道事業体が事業運営に活

用できる 137 の業務指標を設定している。この業務指標によって水道事業全般の業務について

定量化を行い、水道サービスの種々の側面を適正かつ公正に表すことが期待され、各水道事業

体によって目標管理や評価の基準として活用が行われている。 

 

④「地域水道ビジョン作成の手引き」（H17.10） 

各水道事業者等が各種課題に適切に対処していくためには、自らの事業を取巻く環境を総合

的に分析した上で経営戦略を策定しそれを計画的に実行していくことが必須であることから、

現状と将来見通しを分析・評価した上で、「水道ビジョン」の方針を踏まえて目指すべき将来像

を描き、その実現方策等を含めた「地域水道ビジョン」を作成し、施策の着実な実施を図るこ

とを求めている。 

事業の分析・評価にあたっては、「水道事業ガイドライン」に基づく業務指標を活用すること
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が有効であるとしている。 

 

(2)  総務省関連 

①公営企業の経営に関する通知 

「地方公営企業の経営基盤強化への取組について」（H10.1.13 通知）において、経営の総点検

を行うことを求め、その後の「地方公営企業の経営の総点検について」（H16.4.13 通知）では、

業績評価の実施として、PDS サイクルの導入や評価の客観性の確保が必要であるとしている。 

また、「公営企業の経営に当たっての留意事項について」（H21.7.8 通知）でも同様に、「「経営

計画」を活用した業績評価等」として、経営計画策定の実効を挙げるため、PDCA サイクルを

導入する必要があるとしている。このサイクルを企業経営の中に定着させるために、評価結果

を予算編成や定員管理等に反映させるルールを確立すること、また、評価の過程において学識

経験者や地域住民の参加を図ることによって評価の客観性が確保されるように留意する必要が

あるとしている。 

さらに、各種の経営指標等を用いて経営規模等の類似する民間企業を含む他の同種企業との

経営状況の比較を行い、また同種企業における経営改善事例を積極的に活用して経営分析を行

い、計画の達成に向けた経営健全化・効率化の推進に努めることが望ましいとしている。 

 

②「地方公営企業における行政経営評価に関する報告書」（H14.3 21 世紀を展望した公営企業

の戦略に関する研究会） 

地方公営企業には、地方公共団体の普通会計部門における行政評価の導入を踏まえつつ、民

間企業において活用されている経営手法である評価システムを効果的に活用していくことが求

められているとし、このことから、地方公営企業に適合した評価システムを「行政経営評価」

として、目標・指標の設定やマネジメント・サイクルの考え方を取りまとめている。 

 

(3)  その他 

その他、業務評価に関連する施策として、地方自治法での包括外部監査制度の導入がある。平

成 11 年度から都道府県・政令市・中核市で包括外部監査制度が義務づけられ、水道事業が包括外

部監査の対象となる事例も平成 19 年度実施分までの 9 年間で 66 件を数えることができる。 

また、「行政機関が行う政策の評価に関する法律」（平成 13 年法律第 86 号）による影響もある。

この法律によって、国においては政策評価の実施が必須のこととなり、地方公共団体での行政評

価の導入に拍車をかけ、行政評価の一環として水道事業も事務事業評価などに取組むことにつな

がっている。 

近年では、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」（平成 19 年法律第 94 号）による影響

もある。法では、財政の健全性に関する比率の公表と、当該比率に応じて、公営企業の経営の健

全化を図るための計画を策定する制度が定められ、水道事業体には、なお一層の説明責任を果た

す義務が生じている。 
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5.1.3  水道事業の業務評価について 

(1)  評価の実施者 

水道事業の各種制度や手引き・ガイドライン等における業務評価に関する記述では、水道事業

体が自ら業務評価を実施することが基本となっている。 

業務評価を適切に実施し、それが有効に機能するかどうかは、誰が評価を実施するかも重要な

要素となる。評価の実施者によって内部評価と外部評価に区分でき、それぞれに評価を実施する

意義がある。 

①内部評価 

水道事業体自らが、自己責任の下で自主的に事業を評価することによって、効率的な PDCA

サイクルを実践することができる。実際に業務を実施しその内容を熟知している者が評価し改

善を図っていくことで、業務の中にマネジメント・サイクルを組み込むことができ、業務の質

の向上を直接的に高めることができる。 

②外部評価 

評価の客観性を高め信頼に足る評価を行うことによって説明責任は全うできる。このために

は、第三者的な立場からの視点が不可欠であり、これは、外部評価によって独立性を持って、

また情報を公開するなど透明性を高めた上で評価を実施することで可能になるものである。 

水道事業の専門性を考慮した評価とともに、顧客である住民の視点での評価も重要であるこ

とから、学識経験者や住民の参加による外部評価の重要性が各種施策の中でも指摘されている

ところである。 

 

(2)  業務評価の目的 

水道事業の各種制度や手引き・ガイドライン等における業務評価に関する記述からは、その目

的として、事業の効率的な執行とその実施過程の透明性の向上、経営の健全化、運営基盤の強化、

経営改革の推進、経営状況の客観的な比較、目指すべき将来像（目標）の設定、持続可能な水道

事業の実現、適切な進行管理、などが挙げられる。 

水道事業運営に係る業務評価を実施することによって、事業の課題や目標を明確にすることが

でき、効果的な事業運営、業務の改善や効率化、コスト削減に寄与し、経営健全化や運営基盤強

化を図ることもできる。これら個別の内容も業務評価の目的の一つと捉えることができるもので

あるが、業務評価を実施することによって発現が期待される様々な効果であり、水道事業運営が

適切に実施されていることを確認・評価する意義としては「①業務の質の向上」と「②説明責任

の全う」に集約できる。 

 

(3)  業務評価の多面性 

業務評価は、PDCA サイクルに基づき評価した結果を施策や計画に反映していくというマネジ

メント・サイクルの考え方基づいて実施することが基本となっているが、その目的によって、評

価対象、評価時点、評価内容・手法が異なり、統一的な考え方で水道事業運営の業務評価が実施

されているわけではない。 
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評価の対象として、個別に業務・事業の評価を行い改善を図ることは重要であるが、水道事業

の業務評価は、財務や事務に関する側面以外に技術的な側面や将来に亘っての持続性など範囲が

広いため、各種施策や各種業務を多面的に評価するとともに、それらを総合的に評価することも

必要である。 

評価の時点は、評価する対象が現在の状況なのか将来のある時点なのか、現況評価と将来評価

の違いがある。現在が良くても将来に問題を繰延べている場合もあるため、現況評価が基本であ

るものの、将来を見通した上での評価を行うことが必要である。 

評価の内容・手法は、目標に対する結果（効果）を確認し、経済性、効率性、有効性を評価す

ることが基本であり、評価対象に適した各種分析・評価手法を適宜選択する必要がある。 
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5.2  業務評価の取組手法 

5.2.1  各種取組手法 

業務評価の取り組み手法には次のようなものがある。 

(1)  制度上の枠組みに基づく取組 

水道事業体が業務評価を実施する枠組みとして、既存の制度の中では次のような監査制度等に

基づく取組を活用することが挙げられる。 

 

①監査委員による決算審査 

地方公営企業法第 30 条に基づき、地方公共団体の監査委員によって、毎年度の決算に対する

審査が行われている。審査の結果は意見書として議会の認定に付される。 

審査においては、経営に関する各種指標を算出し、その推移などの分析結果を基に意見がつ

けられており、当該年度が中心であるものの、財務面に関する評価を実施している状況である。 

審査では、財務諸表や関係書類を対象に正確性や法規の準拠性を検証しているのが実状であ

るが、経営の原則である「企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福

祉を増進するように運営されているか」について特に意を用いることとされており、財務面以

外を含めた評価も期待される。 

 

②包括外部監査制度 

地方自治法第 252 条の 27 等に基づき、外部監査人によって実施される監査で、監査人が独立

した立場から専門的な知識を持って特定の事案を選定して監査を実施するものであり、その結

果は公表することとなっている。 

監査では、会計処理や事務手続きが関係法令に準拠して適正に行われているかという合規性

（準拠性）が中心となっている状況であるが、合規制の観点以外に、経済性・効率性・有効性の

観点にも重きを置いて実施することとなっており、業績監査を含めた幅広い視点で行うことが

示されていることから、財務面だけではない評価も期待される。 

包括外部監査制度は、都道府県と政令で定める市（政令指定都市、中核市）に義務付けられ

ているが、他の市町村は条例で定めて自主的に実施するものとなっている。 

 

③行政評価条例等に基づく取組 

地方公共団体が条例や要綱に基づき、行政評価、事務事業評価や施策評価として実施してい

るもので、行財政改革の一環として取組が進んでいる。 

評価では、地方公共団体の総合計画における各種施策や事務事業などの実施状況を、目標や

達成度などの定量的な数値などによって評価することが行われており、その結果を施策に反映

していく PDCA サイクルが組み込まれている。 

地方公共団体が自主的に取組んでいる評価制度であるため、手続や実施内容は様々であり、

統一的に評価する基準はなく他団体との比較などはできないものの、経済性・効率性・有効性

といった観点から業績評価を行う取組であり、財政面だけではない総合的な評価が期待される。 
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④監督官庁による立入検査 

水道法第 39 条に基づき、監督官庁である厚生労働省や都道府県によって実施される立入検査

で、水道の布設・管理又は事業の適正を確保するために実施している。 

検査では、水道関係法令・通知による指導等の順守状況を対象に、適正に実施されているか

どうかなど法準拠性を中心に実施しているものであるが、業績評価にまで広げた取組を行うこ

とによって、なお一層、事業の適正を確保することが期待される。 

 

⑤地方独立行政法人制度における業績評価 

平成 16年 4月に施行された地方独立行政法人法は、水道事業を含む公営企業や試験研究機関、

大学、社会福祉事業などを対象業務として制度が設計されている。水道事業での適用例はまだ

ないが、病院や試験研究機関で適用されている。 

法には、目標による管理と適正な実績評価、業績主義に基づく人事管理と財務運営の弾力化、

徹底した情報公開等が制度として組み込まれており、地方公共団体に設置する評価委員会によ

って、毎年度の業務の実績評価と、中期目標に係る業務の実績評価を実施することになってい

る。 

水道事業に地方独立行政法人法を適用することで、業務評価を行うことが義務づけられるこ

とになる。 

 

⑥審議会・委員会等による業務評価 

特定のテーマや事業について審議や評価などを行う場合に、地方公共団体は、条例や要綱に

基づいて、審議会などの組織を設置する。広く意見を聴取するため、委員は、議員や住民、職

員、有識者などから組織される。 

水道事業においても、地域水道ビジョン作成過程で検討会を設置したり、常設している水道

審議会などで検討を行うものがある。これらの組織を活用して業務評価を実施することで、客

観性を高めることが期待される。 

 

⑦費用対効果分析 

国庫補助事業の事前評価及び再評価においては、費用対効果分析を行うとともに、事業特性

に応じて環境に与える影響等を含め、必要性・効率性・有効性等の観点から総合的に評価を実

施することが求められている。 

国庫補助事業においては費用対効果分析の実施が義務付けられているため、各水道事業体で

実施しているが、自己財源を用いる事業については特に取り組みは進んでいない。 

国庫補助事業に対する制度であるため、その制度として活用することはできないが、その手

法を業務評価に取り込んで実施することが期待される。 

 

(2)  各種業務評価手法 

民間企業で取組が進んでいる業務評価手法には、下記に示すように様々なものがあり、水道事
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業においても、目的に合わせ適した手法を適宜選択し活用することが期待される。 

 

①PDCA サイクル 

生産管理や品質管理に用いられるマネジメント手法の一つで、「計画」（Plan）、「実行」（Do）、

「評価（点検）」（Check）、「改善」（Act）の４つの段階を繰り返すことで業務を継続的に改善し

ていくものである。 

行財政改革が進む中で、各種計画の策定や行政評価などの実施において既に取り入れられて

いる手法であり、水道事業においても地域水道ビジョンの作成や業務実施の中で取組みが進め

られている手法である。 

 

②バランススコアカード（BSC） 

バランススコアカード（Balanced Scorecard）は、財務、顧客、業務プロセス、学習と成長と

いう 4 つの視点から、企業のミッション（ビジョン）と関連付けられた日常業務の具体的戦略

（目標、業績評価指標、ターゲット、具体的プログラム）を可視化し、これを評価していくもの

である。 

複数の視点から多面的に評価を実施し、各視点間の関連性や因果関係を明確にしながら、目

標達成のための戦略を検討するなど、マネジメント手法としての機能も有しており、企業性の

発揮によるサービスの質の向上が求められる水道事業においては、業務評価として取組み易い

手法の一つである。 

 

③ベンチマーク 

ベンチマークは経営管理手法の一つで、他社の優れた経営方法や戦略などについて、自社の

やり方や手法との違いを分析し、それに基づいて自社の経営や営業手法などを改善するもので

ある。 

行政機関においては、定量的な指標に基づいて目標値を設定し、実績値と比較して評価する

手法として、行政評価の中で達成度評価などとして用いられている。 

水道事業においては、平成 17 年の水道事業ガイドラインの発行以降、PI（業務指標）を用い

た業務評価の取組が進められている。 

 

④顧客満足度（CS）調査 

顧客満足度調査（Customer Satisfaction Survey）は、顧客に対して提供するサービスや商品の

改善点を見出すために行う調査で、顧客がどれだけ満足しているか、どういう点に不満を持っ

ているのかを、アンケートやヒアリングなどの手法によって調査するものである。 

顧客満足度は、顧客の主観的な評価であるが、サービスを提供している顧客から直接的に評

価を受けることができ、顧客の満足度を向上させるような施策に重点を置くことができる。 

水道事業においても、顧客である住民の満足度は重要な評価である。施策や業務に対する満

足度と重要度の評価を基に、重要度が高く満足度が低い業務に優先的に取組むことによって、

効果的な施策の実施が可能になる。 
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⑤ISO9001（QMS：品質マネジメントシステム） 

品質マネジメントシステムは、製品やサービスの品質管理のための国際規格で、規格を満た

しているか否かを、第三者である審査登録機関が審査する審査登録制度がある。 

品質保証だけでなく、顧客満足度の向上にも重点が置かれており、規格の要求事項にはマネ

ジメント・サイクルに基づく各種考え方や、顧客重視、経営者の責任などが定められている。

このため、品質管理のための仕組みの構築のみならず、顧客満足度の向上、経営管理体制の強

化のための手段として活用されるようになってきている。 

これは水道事業の業務管理の手段としても有効な枠組みであり、認証を取得する水道事業体

も出てきている状況である。 

 

⑥ABC 分析 

ABC 分析（Activity Based Costing）は原価計算や管理会計において間接費を管理する方法の一

つで、活動基準原価計算といわれる。普段目に見えない人件費を、業務別・活動別時間（日数）

と人件費単価から可視化し、どのような業務・活動に時間やコストが係っているのか定量的に

整理し分析するものである。 

これは評価のための分析ツールとして、業務改善や効率化を図る場合の手法として有効であ

る。 
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5.2.2  先進的な取組事例 

(1)  文献における事例 

 

①全国水道研究発表会（事務部門・計画部門）での発表事例 

平成 13 年度の政府の政策評価制度導入、平成 17 年 1 月の水道事業ガイドライン発行に伴い、

業務評価、業務指標に関する発表が行われるようになってきている。平成 13 年度以前の平成 8 年

度から平成 12 年度までの発表の中では、業務評価に関連するものは経営改善の取組事例がある程

度である。 

表 5.1 業務評価に関する発表事例 

年度 発表者勤務先 題名 内容

H10(1-9)
名古屋市水道
局

経営改善の取組
名古屋市における「業務改善委員会」での経営改革の取
組事例

H13(2-21) 三重県企業庁
水道事業におけるISO9002の認証取
得

「顧客満足度の向上」「PDCAサイクルマネジメント」
「第三者機関の審査による透明性確保」のための
ISO9000S認証取得事例

H14(1-6) 東京都水道局 水道事業評価制度の構築に向けて
一般行政での行政評価制度の導入を踏まえた水道事業評
価制度（施策達成状況の評価、整備事業の評価、進行管
理・自己点検）の構築

H16(2-14) 鳥取大学
DEA手法を用いた大阪府下水道事業
の効率性分析

水道事業の効率性の計測方法と効率化への改善案の等の
検討

H18(1-2)
京都市上下水
道局

水道事業ガイドラインを活用した経
営評価

PI（23指標）を活用した経営評価（目標設定、業務状況
の客観的な把握）の実施事例

H18(1-7)
中央設計技術
研究所

水道事業の財政状態評価事例
経営指標を用いた経営診断と今後の財政状態の推移の予
測事例

H18(2-23) 横浜市水道局 全浄水場一括でのISO9001認証取得
品質管理水準を向上させ、お客様の視点に立った対応を
行うためのISO9001認証取得事例

H19(1-2) 沖縄県企業局
沖縄県における水道サービス評価の
試み

PIの比較評価（周辺事業、経年比較）による、類似性、
方向性、特異性の分析評価事例

H19(1-15) 横浜市水道局
横浜市水道局での「民間度チェッ
ク」の取組

監査委員による行政監査に組み込んだ行政評価システム
の事例

H19(2-4)
神奈川県企業
庁

独自の業務指標による事業効果の定
量化

緊急時連絡管整備事業の事業効果計測のための「相互融
通可能率」指標の設定事例

H19(2-5)
水道技術研究
センター

水道事業ガイドライン業務指標の活
用

PI公表事業体の値を用いたパーセンタイル図、度数分布
図、相関図等による分析事例

H19(2-15) クボタ
持続可能な上下水道システム構築へ
向けた方策の総合評価

金銭価値で評価する新たな総合評価指標によるモデル流
域での評価事例

H20(2-16) クボタ
持続可能な上下水道システム構築へ
向けた方策の総合評価

流域水資産健全度指数による施策の評価事例

H20(2-28)
水道技術研究
センター

運営基盤の強化に関連したPI分析事
例

水道統計等のデータから算出したPIによる、水道事業全
体の経営分析

H21(1-17)
日本上下水道
設計

包括外部監査における水道事業監査
の視点

包括外部監査での水道事業の評価の状況

H21(1-18)
さいたま市水
道局

水道事業評価「水道局の通知表」
市長部局の行政評価システムと連動した水道局の独自の
事業評価の事例  

 

②業務指標（PI）の活用に関する事例 

平成 17 年の水道事業ガイドラインの規格化によって、137 の指標による定量的で客観的な業務

評価が可能になり、業務指標を用いた水道事業の評価が行われるようになってきた。また、平成

17 年 10 月の地域水道ビジョンの策定要請によって、業務指標を用いて現状と将来見通しの分析

と評価を行い、将来像として目標を設定する際に業務指標が用いられるようになってきている。 

業務指標を試算し評価した事例として、豊中市、岡山市、高岡市、松江市（以上、水道公論 2005
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年 12 月号）、横須賀市、鈴鹿市、大津市、西宮市、松山市（以上、水道公論 2006 年 4 月号）での

業務指標の活用例がある。 

業務指標の試算により、定量的に現況を表すツールとして、また、経年比較により現状の課題

を認識するツールなどとして活用されている。さらに、地域水道ビジョン策定の中で位置付け、

目標設定に用いることにより、事業の進捗管理や効果の把握、事業の必要性を説明する客観的な

データなどに活用されている。 

業務指標は、各水道事業によって背景情報が異なるため、単純な数値の比較には意味がないも

のの、PI を公表している他水道事業体や類似都市との比較によって、相対的な自己評価の一つと

して用いている例もある。 

 

(2)  包括外部監査の事例 

包括外部監査を実施している水道事業の監査内容について、平成 15 年度以降の実施分を確認し

た結果、監査内容は主に総務・経理部門、関連してマネジメントと営業（料金）に偏しており、

設計・建設や維持管理の技術部門はほとんど対象とされていない状況である。 

水道事業の全般にわたって比較的満遍なく監査を行っている例としては、岡崎市と郡山市があ

る。郡山市では、総務・経理部門の監査事項から発してマネジメントまで踏み込んだ指摘がなさ

れている。岡崎市では、設計・建設や維持管理部門にも言及が見られるが、いずれも、コスト削

減や管理方法など総務・経理部門の監査事項に起源を発する内容がほとんどである。 

また、京都市では「事業推進プラン」（地域水道ビジョンとその上期 5 年間の実施計画である中

期経営プラン）の取組状況の検証を監査の一項目としている。 
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表 5.2 包括外部監査における水道事業の監査内容（平成 15 年度以降実施分） 

マネジメント 総務・経理 営業 設計・建設 維持管理

奈良市（H15) 経営分析

・会計処理
・契約事務
・財産管理
・人事労務管理
・金銭管理

・料金徴収
・料金の滞納管理

仙台市（H15）

・組織・定員
・長期収支見込管理
・出資団体の受託事
業の効率性

・会計処理
・契約事務
・人事労務管理
・財産管理
・金銭管理

神戸市（H15）
・経営の健全性
・経営合理化の努力

・会計処理
・契約事務
・財産管理

水需要予測

札幌市（H15）

・経営の健全性
・情報公開
・出資団体の受託事
業の効率性

・会計処理
・契約事務
・財産管理

料金の滞納管理

倉敷市（H16） 経営状況の健全性

・会計処理
・料金の原価計算
・契約事務
・財産管理
・金銭管理

川越市（H16)

・会計処理
・料金の原価計算
・契約事務
・人事労務管理
・財産管理
・金銭管理

郡山市（H16）

・適正な計画に基づく
経営の効率化
・経営状況の健全性
・情報公開

・会計処理
・料金の原価計算
・契約事務
・財産管理
・金銭管理

・料金徴収
・料金の滞納管理

施設の規模

福岡市（H16）
・契約事務
・財産管理
・情報セキュリティ

盛岡市（H17）

・会計処理
・料金の原価計算
・契約事務
・人事労務管理

料金の滞納管理
・水質管理
・漏水管理

北千葉広域
（H17）

・組織・定員
・外部委託の活用方
策
・費用縮減の取組み
・利益処分・内部留保
資金残高、引当金
・財務シミュレーション

・会計処理
・契約事務
・財産管理
・金銭管理
・人事労務管理
・経営分析
・情報システム

・給水年次計画
・保全・更新計画
・管路耐震化計画

岐阜市（H17） 経営・事務の効率化

・会計処理
・料金の原価計算
・契約事務
・財産管理
・金銭管理

岡崎市（H17） 経営計画

・会計処理
・料金の原価計算
・契約事務
・人事労務管理
・財産管理
・金銭管理

料金徴収
災害時の安定供給対
策

・水質管理
・漏水処理

さいたま市
（H17）

・会計処理
・契約事務
・情報システム

豊田市（H18） 経営状況の健全性

・会計処理
・料金の原価計算
・契約事務
・財産管理
・人事労務管理

料金徴収

浜松市（H18) 経営分析

・各支出項目の適正
性
・契約事務
・合併前後の決算数
値の一貫性・整合性

料金徴収

名古屋市（H18）

・会計処理
・繰出金の妥当性
・料金の原価計算
・契約事務
・財産管理

料金徴収

新潟市（H19） 情報公開

・会計処理
・料金の原価計算
・契約事務
・財産管理

施設の規模

京都市（H19）
・経営の効率化
・事業推進プラン取
組状況の検証

・会計処理
・料金の原価計算
・契約事務
・財産管理

・料金徴収
・料金の滞納管理

栃木県（H19）
業務監査（有効性、
経済性等の監査）

・会計処理
・契約事務
・財産管理

事業体
事業体の事務分掌区分
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表 5.3 包括外部監査における水道事業の指摘事項（郡山市、岡崎市） 

マネジメント 総務・経理 営業 設計・建設 維持管理

郡山市（H16）

・財政計画は予算管
理のツールだけでは
ないので、数字の精
度を上げ、計画と実
績の差の分析により
経営の効率化に資す
るべき。
・経営の努力数値目
標や数値以外の業務
目標を設定し、達成
度を評価する目標管
理の導入を推進すべ
き。
・事務を執行するだけ
でなく、経営的な企
画・施策を担当する
部署を作るべき。
・簡易水道や下水道
との経営統合
・市長部局との人事
交流の促進
・情報処理に関わる
人材の育成

・工業用薬品の購入
にあたっては、近隣
事業者にこだわらず
広く募集すべき。
・厚生事業に係る手
当て支給の廃止
・給与振込の推進

岡崎市（H17）
・能力主義的な人事
評価制度の構築

・午前の休息時間の
必要性
・公共交通機関定期
券の支給単位期間
・扶養親族届の保管
・一般競争入札にお
ける入札機会の増加
・増減両方向の変更
がある場合の契約変
更の承認手続
・変更契約の締結時
期
・取替法の処理誤り
・取替法の対象とする
資産範囲の検討
・固定資産一覧表の
処理誤り
・プログラムミスによる
減価償却漏れ
・固定資産一覧表の
処理誤り
・固定資産現物管理
の実施
・施設利用権の残高
内容の把握
・工事の性質に適合
した、また客観性・統
一性を確保しうる工
事評価方法の策定

・不能欠損処理すべ
き時点
・未収金残高データと
貸借対照表計上額と
の差額
・前受給水収益と未
収給水収益との相殺
処理

外国製資機材（オー
ルフィッツジョイント）
の導入

・使用頻度の少ない
薬品等の集中管理体
制の構築
・薬品の在庫管理帳
票である「在庫リスト」
と「入出庫履歴」との
不整合
・不明漏水の判断基
準の明確化
・汎用品としての簡易
型計装機器の採用
・検査実施箇所に関
するローテーション計
画の策定

事業体
事業体の事務分掌区分

 
 

(3)  行政評価制度に基づく事例 

 

①さいたま市水道局：「水道局の通知表」 

さいたま市水道局では、市長部局が行う行政評価（事務事業評価）の一環として、水道事業の

業務評価を実施し、独自の取り組みとして「水道局の通知表」を公表している。 

取組の目的や概要等は次のとおりである。 

表 5.4 「水道局の通知表」の概要 

項目 内容 

目的 ・市長部局が実施する行政評価（事務事業評価）の取り組みに合わせ、水道局として、①説

明責任、②業務改善と効率化、③職員の意識改革、を目的に実施。 

経緯 ・市の行政評価の一環として、平成 14年度事業の評価を実施。平成 15年度事業の評価から

は、水道事業長期構想や中期経営計画の進行管理の一助として、成果指標や目標数値を取

入れ視覚的にも表せるような評価として「水道局の通知表」を作成。 

H14：さいたま市行政改革大綱策定 

H15：行政評価（事務事業評価）システムの導入により平成 14年度事業の評価を実施 

H16：平成 15年度事業に対し、成果指標や目標値を取り入れ「水道局の通知表」として

作成 

H18：「行財政資源の有効配分」と「予算との連携強化」を重点課題として実施 
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項目 内容 

H22：行政評価システムの見直し等に伴い、「水道局の通知表」の作成は一時中断。 

概要、手法 ・水道事業長期構想及び中期経営計画に示す「6つの基本施策事項」に各事務事業を結びつ

け、事業ごとに 1次評価（事務評価）と 2次評価（総合評価）を実施。 

・1次評価は、担当課により、チェックシートを基に妥当性・有効性・効率性を 4段階評価

し得点化。2次評価は、水道局として、1次評価を踏まえ、実施状況の 4段階評価と今後

の予算の方向性評価を行う。最終的には外部評価として市が設置している行政改革推進懇

話会の委員により「市民の目」で評価。 

 事業評価表のフォーマットは、市長部局での設定内容を踏襲し、成果指標を設定した上で、

各事業に関連のある水道事業ガイドライン指標の経年推移と大都市との比較をグラフで

視覚的に提示。 

・例年は、4月末に担当各課に 1次評価の作成を依頼し、6月に 2次評価、7月に提出、8月

公表という段取り。 

・評価手法は、京都市で実施していた事務事業評価の事例や、名古屋市の事例を参考に検討

し設定。 

取組後の変化 ・水道局内での評価を、外部評価した上で市のホームページに公表することから、外部や市

民の目にさらされることが意識され、職員の意識改革につながっている。 

・市民からの問合せが増えたわけではないが、議会で「水道局の通知表」に基づいて質問が

出るなど、水道事業の理解につながっている。 

メリット 

（効果） 

・各事業の進捗状況をわかりやすく説明でき、事業管理に大いに役立っている。 

・外部評価において、委員からも好評を得ている。 

デメリット 

（課題） 

・取組における課題として、市長部局の行政評価との整合を図ることが難しくなってきてい

る。行政評価を進める市長部局では、業務改善による予算削減が主な視点になりがちで、

公営企業である水道事業の評価とは乖離がある。 

今後の予定 ・平成 21年 5月から新市長体制となり、市長部局で行政評価（事務事業評価）システムの

見直しを行っている。また、水道局としても平成 23年度からの新たな中期経営計画を策

定することから、水道局としての行政評価である「水道局の通知表」も見直すこととなり、

今後の市長部局（行財政改革推進本部）の取組に合わせて実施していく。 

 

②横浜市水道局：「民間度チェック」 

横浜市では、平成 15 年度から行政評価の取り組みとして「民間度チェック」に取組んでおり、

平成 18 年度からは監査委員による行政監査の中にこれを組み込んだ新たな行政評価システムを

導入している。なお、水道局ではこれを水道事業の評価に活用していたが、平成 19 年度で廃止し

ている。 

取組の目的や概要等は次のとおりである。 

表 5.5「民間度チェック」の概要 

項目 内容 

目的 ・サービスの質の向上と仕事の効率化を進めるための横浜市独自の行政評価の取組。 

経緯 ・15年度から 3年間は、予算案の編成前に「民間度チェック」を行ってきた。しかしながら、

チェックの内容を改善につなげるという点で不十分であるという反省が残った。 

・そこで、18年度からは、監査委員による行政監査（評価）の中に、「民間度チェック」を

組み込んだ新たな「横浜型行政評価システム」を導入した。 

概要、手法 ・予算案を策定する前に、全職場における全職員の参加による「民間度チェック」に取組み、
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項目 内容 

全ての事務や業務の点検・確認を行い、サービスの質の向上と効率化の実現、コスト削減

を進めてきた。 

・新しいシステムでは、事業の実施後にその成果を評価することとし、「民間度チェック」

を行うことになった。このチェックの結果を踏まえて改善計画をまとめ、次の予算編成な

どに確実に生かしている。 

・新システムの改善点は、成果を重視し事後評価としたこと、自己評価とともに監査委員の

評価により客観性を高めたこと、評価結果をランク化し市民にわかりやすくしたことなど。

・18年度水道局運営方針で「中長期の経営目標」としている 6つの施策について、チェック

を実施した。 

  

＜水道事業の会計＞ 

 水道事業は、民間企業と同じように事業で収益をあげて運営されている（公営企業会計）。

税金を主な財源としている一般会計では事業別の予算となっているが、水道事業の公営企

業会計の予算は、 

○水道水を製造して供給するという通常の経営活動に伴う「収益的収支」 

○浄水場など水道水の供給に必要な施設を建設するための「資本的収支」 

に分かれている。「民間度チェック」は全事業を対象に実施するものであるが、こうした

会計の仕組みから、水道水を製造・供給するための日常的な業務を除き、主要な事業につ

いてのみチェックを行った。 

取組後の変化 ・18年度の主要な事業を中心にチェックした 69事業について、チェックの結果を踏まえ、68

事業について効果的・効率的な改善計画を策定した。 

メリット 

（効果） 

・組織全体で全ての事業・業務の意義を改めて確認できる。 

・改善計画を策定し、公表することで、市民評価を得ることができる。 

・予算編成・職員配置計画・運営方針に反映できる。 

デメリット 

（課題） 

・作業に手間がかかる。 

・事業計画書の作成時に数値化されたアウトプット・アウトカムを明確にしていない事業が

あり、検証が困難な場合があった。 

今後の予定 ・平成 19年度廃止 

 

(4)  その他事例 

 

①横浜市水道局：ISO9001 認証取得 

 横浜市水道局では、平成 17 年 6 月に、市内にあるすべての浄水場で品質管理（マネジメント）

の国際規格である ISO9001 の認証を取得している。 

取組の目的や概要等は次のとおりである。 

表 5.6「ISO9001 認証取得」の概要 

項目 内容 

目的 ・「顧客満足度の向上」を第１の目的として ISO9001 の認証を取得。 

なお、適用範囲は取水場から配水池までで、浄水部長を経営者、浄水課長を管理責任

者として、浄水部の 6課 10事業所で認証を取得。 

・平成 18年 7月に策定した「横浜水道長期ビジョン・10 か年プラン」の基本理念、施

策目標に従い、品質方針、品質目標を設定。 
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項目 内容 

経緯 ・近年、メーカの製造責任や説明責任、予防措置などが問題にされるようになってきた

ことを背景として、水道水の製造責任として、また技術の継承の課題に対処するため、

品質管理を目指したシステム構築に取組むこととなった。 

・平成 15年度から準備を始め、平成 17年 6月に全浄水場での認証を取得し、現在に至

っている。 

H15 各種マニュアル類の整備、システム構築を始める 

H16 職員への研修実施、9月から品質マネージメントシステムの運用開始 

H17 2 月に内部監査、3月にマネージメントレビュー、5月に審査、6月認証取得 

概要、手法 ・顧客の満足を得ることができる水道水・サービスを提供するため、ISO9001 の要求事

項に基づき、浄水場を中心とした水道水の製造工程を管理し継続的な改善を図るシス

テムとして構築。 

・品質方針、品質目標を定め、文書化した手続きに則って実施することで、PDCA サイク

ルによる継続的な改善を図るもの。 

・規格の要求事項では、資源運用管理として人材の力量を確保するための教育訓練や設

備の維持等も含まれている。 

・浄水場の運転マニュアルや各種業務マニュアルを基本に、ISO の要求する事項に合わ

せて１次文書～４次文書として、品質マニュアル、要領書、手順書、記録書等を整備。

・準備段階では、日本鋼管テクノサービス（現在の JFE テクノリサーチ）に委託し、水

道事業の浄水工程における品質管理システムとして適したものになるよう、文書作成

やシステム構築を行った。 

取組後の変化 ・ルールを文書として明確にしたことや改善を図っていることにより、作業ミスが少な

くなり、下記に示す効果が出てきている。 

メリット 

（効果） 

・ISO9001 に要求される事項を整備することによって、PDCA サイクルを確実に実行でき、

次のような効果が認められる。 

①第三者からの認証による信頼性の向上 

②継続的な見直し改善による品質管理の向上 

③標準化による作業の効率化 

④技術の継承及び技術水準の向上 

⑤人材育成 

デメリット 

（課題） 

・記録書などの書類は増えたが、業務の改善が図られ、ルール化できたことにより、デ

メリットは特にない。 

・お客様サービスセンターに寄せられる声や見学者アンケートなどで、住民の意見を直

接聞く機会を設けているが、目標達成の確認方法としては、今後も改善が必要と考え

ている。 

今後の予定 ・認証の取得以来 5年近く経過し、今後も継続していく予定。 

・お客様である住民と接する部分でもある給水の範囲も含めることなど、認証範囲の拡

大は今後の検討課題。 

 

②八潮市水道部：ABC 分析とワークショップ 

地域水道ビジョン作成にあたり、現在の業務状況を分析・評価する際に ABC 分析を用いて評価

し経営改善策等を職員自ら実施するワークショップで検討した事例である。 

取組の目的や概要等は次のとおりである。 
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表 5.7「ABC 分析とワークショップ」の概要 

項目 内容 

目的 ・地域水道ビジョン作成の取組みの中で、①業務改善と効率化、②職員の意識改革、に資す

ることを目的に、ABC 分析（Activity Based Costing：活動基準原価計算）と職員によるワ

ークショップを実施し、現在の業務状況を分析・評価。 

経緯 ・今後 10年間に取組むべき課題や目標をまとめる「八潮市水道ビジョン」（長期基本計画）

を策定する中で、各種課題の把握方法や改善方法を検討。 

・施策を着実に実施していくために、全ての職員（24名）の参加を図ること、また、問題意

識を共有し、日常的な業務の課題や改善策をまとめることが必要との認識にたち、取組方

法を検討。 

・各職員が持つ問題意識をアンケート等で収集するほか、日常の活動を定量的に分析する方

法として ABC 分析を採用。また、改善を図るための発案を職員に促し合意形成を行う機会

としてワークショップ形式で検討を行うこととした。 

概要、手法 ・原価計算の手法である ABC 分析を用いて、日常の業務及び活動状況を定量化し、業務構造

を分析。普段目に見えない人件費を業務別・活動別時間（日数）と人件費単価から可視化

することによって、どの様な業務・活動に時間・コストがかかっているのかを定量的に整

理し、どの活動が本当に価値を生むのか、その活動は効率的であるのかという視点で分析。

・業務・活動時間の把握は、年間の業務・活動を日単位で記入することとし、事務分掌等を

参考に水道事業全体の業務・活動項目を設定。 

・より客観的で精緻な分析を行うためには、業務・活動項目を細分化し業務プロセスを明確

化した上で、毎日の業務活動時間を把握することが望ましいが、職員の負担と取組みによ

る効果を考え、簡略化して実施。 

・ABC分析結果と職員アンケート結果を資料とし、業務分野別と管理職でグループに分け、ワ

ークショップ形式で業務実施状況に対する課題や現状認識の共有と改善策を検討。 

・検討結果を経営改善に向けた取組としてまとめ、各種改善策を実施。 

取組後の変化 ・検討した改善策に基づいて、組織改変や事務分担の見直しなどに着手している。実施した

ばかりであり、具体的な変化の把握はこれから。 

メリット 

（効果） 

・ABC分析によって各職員の業務状況を定量的に把握することができたこと、また改善策の検

討に役立ち、職員の業務に対する意識の向上を図ることにつながっている。 

・業務を民間に委託する場合のコスト削減量の把握にも役立つ。 

デメリット 

（課題） 

・今回の分析では、職員に負担がかからないよう、年間の業務・活動を日単位で記入するこ

ととしたが、業務区分や活動区分を細分化するほど、また職員数が多くなるほど、データ

入力作業等が煩雑になり手間を要する。 

・職員の自己申告に基づく業務・活動時間を基準に分析するため、職員間で業務・活動内容

と区分に対する認識に差が出ないようにすることが必要。 

今後の予定 ・各種改善施策に取組中であり、業務の改善状況を見ながら、ABC 分析等を再度実施するかど

うか、また別な手法に取り組むかどうか検討していく。 
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5.3  業務評価のニーズと課題 

水道事業運営に係る業務評価に関するニーズは、水道事業を取巻く環境の変化を背景として顕

在化してきている。業務評価の制度的な位置付けはないため、各水道事業体は、市長部局が行う

行政評価制度や地域水道ビジョンで掲げたマネジメント・サイクル等に基づいて、それぞれが独

自に業務評価に取組んでいる状況である。 

現在各水道事業体が実施している業務評価では、PDCA サイクルに基づく評価が基本となって

おり、目標値や定量的指標として経営指標や水道事業ガイドラインに示される PI（業務指標）を

採用する試みも行われている。 

今後、業務評価の実施を促進し、有効性の高い水道事業運営の業務評価としていくためには次

のような課題を解決していくことが重要である。 

 

(1)  評価の視点と手法の課題 

水道事業を評価する場合、その活動内容を全て評価しようとすると、財務、法務、技術、顧客

など、視点は多岐にわたらざるをえない。このため、評価の目的を絞って視点を限定するか、多

面的な視点であってもこれを総合的に評価することが必要になる。 

包括外部監査など既存の枠組みを活用した評価では、時間とコストの関係から、また、監査実

施者が公認会計士や弁護士であることこら、財務あるいは法務などの一面的な評価に留まってし

まう例は多い。また、行政評価制度を活用した評価では、各種施策や事務事業毎に評価を行いそ

れぞれに改善を図っているものの、それらの関連性や総合的な評価にまでは至っていない。 

水道事業を評価する場合に、どのような視点で実施するのが有効なのか、また、どの様な分析

や評価手法を用い、目標値などの定量的指標や定性的な項目としてどの様な項目を設定すること

が適切なのかなど、体系的な整理が必要である。 

 

(2)  評価の客観性の課題 

水道事業を評価するニーズは今後高まっていくことが想定されるものの、評価手法とともに、

その枠組みは設定されていないため、水道事業体それぞれ独自に評価システムを構築していくこ

とになる。自己責任の下で自主的に業務評価を実施することは重要であるが、それぞれが独自の

手続や内容で評価を行ってしまうことになり、客観性を保つことが困難になる。このため、客観

性や透明性を高め信頼性を担保する枠組みが必要になる。 

監査基準や会計基準のように、統一的な考え方で共通に使用できるような枠組みとしての評価

基準を設定することや、地方独立行政法人法のように、客観性や透明性を確保するため、第三者

である評価委員会による評価とその結果の公表を設定するなどの枠組みを設定することが必要で

ある。 

 

(3)  業務評価のインセンティブ 

水道事業を運営する上で、業務評価は制度として位置付けられていない。このため水道事業体

が業務評価に積極的に取組むためには、強い動機付けが必要になる。 
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問題意識が高い水道事業体では、自主的に取組みを進めている状況であるが、日々の業務運営

だけでも手一杯な水道事業体にはその余裕もなく、自主的な取組は期待できない。 

制度として業務評価を強制することで取組は増えるが、水道事業体の負担が増えることにもな

る。よって、例えば監督官庁の立入検査に変わるものとして業務評価を実施するなど、何らかの

直接的なメリットを水道事業体が感じられるような枠組みも必要である。 
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はじめに 

 

平成 11 年に「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」（以下、

PFI 法という。）が成立した。PFI 法に基づく公共事業の実施は、これまで国や地方公共団体

等が実施していた公共施設等の建設、維持管理、運営等を、民間の資金やノウハウを活用

して行う手法で、従来よりも効率的かつ効果的に公共サービスを提供することを目指した

ものである。 

 将来とも事業性が安定しており、民間の創意工夫が発揮できる余地の大きい事業におい

ては、当該事業の実施形態として PFI は有効な選択肢のひとつである。一方、わが国の水道

事業において、これまで PFI 事業が実施されたのは、比較的大規模な事業体における常用発

電設備等の設置・運営と排水処理施設の建設・運営の 2 種類の事業にとどまっている。 

 一般に PFI 法に基づく事業の実施は、設計・建設から維持管理・運営を長期間（概ね 20

年間程度）にわたって選定された民間事業者に委ねるものであり、長期間の事業実施に関

係する技術的、法律的及び財政的側面等について検討し判断する必要がある。また、契約

に至るまでの手続きも多種・多様で複雑であり、通常数ヵ年を要する。 

 こうしたことから、本書は、水道事業における PFI 事業実施のための諸検討の適切かつ円

滑な実施に資するため、先進事例等を活かした水道における PFI 事業の導入検討のための手

引きとしてとりまとめたものである。 
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I.  総 説 
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1.  本手引きのねらいと構成 

1.1  PFI の概要 

わが国では、昭和 61 年に、公共施設の整備とサービス提供を民間に開放するために、「民

間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法」（以下、「民活法」

と言う。）が施行され、研究開発施設等 17 部門の「特定施設」の社会資本整備について官

民の協業の枠組みが制度化された。 

その後、英国で誕生した PFI は、より効率の良い社会資本整備手法のひとつとして、わが

国においても期待されるものとなり、この制度を導入するにあたっては、わが国の諸制度

等に合致した仕組みとして検討する必要があった。そこで、民活法に比べてより規制緩和

し、民間資金等を活用した公共施設等の整備ならびに公共サービスを「特定事業」として

位置づけ、民間の技術的ノウハウや経営手法を発揮する機会を拡大させるものとして、PFI

の検討が行われた。そのため、事業契約においては、官民の責任・リスク分担等を明確に

定めるとともに、民間事業者の選定の透明性も強く求めるようにした。このようにして、「民

間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」（以下、「PFI 法」と言う。）

が、平成 11 年７月 30 日法律第 117 号として成立し、同年９月 24 日に施行された。 

PFI 法の目的は、下記のとおりである。 

第一条 この法律は、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用した公共施設等の建設、

維持管理及び運営（これらに関する企画を含む。）の促進を図るための措置を講ずること等

により、効率的かつ効果的に社会資本を整備し、もって国民経済の健全な発展に寄与する

ことを目的とする。 

従来の公共施設の整備における民間への委託では、「分割委託」、「仕様発注」、「単年度契

約」が原則となっている。民間事業者には、事業プロセスの一部の作業のみを委託し、施

設の所有権及び事業主体は公共側である。これに対し、PFI では、「包括委託」、「性能発注」、

「複数年度契約」が原則となり、施設の所有権及び事業主体も民間事業者であることが多く、

公共は民間から質の高い公共サービスを調達（購入）するという考えに基づくものである。 

 この公共サービスを調達する際、支払に対して最も価値の高いサービスが供給されるか

どうかを計るため、VFM（Value For Money）という考え方がある。同一の目的を有する 2

つの事業を比較する場合、支払に対して価値の高いサービスを供給する方を他に対し「VFM

がある」といい、残りの一方を他に対し「VFM がない」という。公共施設等の整備等に関

する事業を PFI 事業として実施するかどうかについては、PFI 事業として実施することによ

り、当該事業が効率的かつ効果的に実施できることを基準としている。PFI 事業として実施

することが、公共部門が自ら実施する場合に比べて VFM がある場合、効率的かつ効果的に

実施できるという当該基準を満たす。したがって、PFI 事業としての実施を検討するにあた

っては、VFM の有無を評価することが基本となる。 
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1.2  PFI 事業による効果 

PFI 事業を行うことにより、次のような効果が期待される。 

① 質の高い公共サービスの提供 

 PFI 事業では、利用者のニーズを把握し、満足度を高めるような民間事業者の経営上の

ノウハウや技術的能力を活用することにより、質の高い公共サービスの提供が可能とな

る。 

② 事業コストの削減 

PFI 事業では、施設の設計から建設、維持管理及び運営の全部又は一部を一体的に民間

事業者に委ねることに伴い、一括発注が行われること、また、その際、仕様発注方式で

はなく性能発注方式がとられることにより、事業コストの削減が期待される。 

 また、事業を進めていく上では、需要の変動、物価や金利変動等の経済状況の変化、

事故、計画の変更、天災等様々な予測できない事態により損失等が発生するおそれ（リ

スク）があり、PFI 事業では、これらのリスクを最もよく管理できる者がそのリスクを負

担することを契約において明らかにし、事業全体のリスク管理を効率的に行うことによ

り VFM 極大化を図り、事業コスト削減を可能とする。 

③ 官民パートナーシップの形成 

「民間で可能な分野はできるだけ民間に任せる」という考え方のもと、公共サービスの

提供手段の選択肢を拡げ、それぞれに適した民間参加の方式をつくることにより、官民

の適切な役割分担に基づく新たなパートナーシップが形成されていくことが期待され

る。 

④ 民間の事業機会の創出 

PFI 事業は、従来、行政が行ってきた事業を民間事業者に委ねることから、民間に対し

て新たな事業機会をもたらすこととなる。また、他の収益事業と組み合わせることによ

っても、新たな事業機会を生み出すこととなる。 

さらに、PFI 事業のための資金調達方法として、プロジェクト・ファイナンス等の新た

な手法を取り入れることで、金融環境が整備されるとともに、新しいファイナンスマー

ケットの創設にもつながる。 

このように、新規産業創出、経済構造改革推進の効果が期待される。 

1.3  国等のガイドライン 

 PFI 法に基づく適切な事業実施に資するため、内閣府は民間資金等活用事業推進委員会を

設置し、『PFI 事業実施プロセスに関するガイドライン』をはじめとする 5 つのガイドライ

ンを作成した。これらは、基本的に国が PFI 事業を実施する上での実務上の一つの指針とし

て示したものであるが、国以外の者が実施する際にも参考となりうるものとしている（概

要は IV. 1.2 を参照のこと）。 

 また、各地方公共団体においても、上記ガイドラインを骨格として独自でガイドライン

やマニュアル類を整備・公表している（IV. 3.1.2 を参照）。 
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 PFI 法に基づいて事業を進めるにあたっては、国や地方公共団体のガイドライン類に沿っ

て進めることとなる。これらのガイドライン類より、PFI 事業実施プロセスを示すと、図 I-1

のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 I-1 PFI 事業の実施プロセス 

 

 以下、図 I-1 のプロセスで示されている①～⑦について概説する。 

① 「事業の発案」として、まず、公共施設の整備等の事業案のうち、各自治体の方針や民

間の発案等を踏まえ、PFI の対象となりうるものについて、当該事業の PFI 事業化の検

討を始める。 

ア．「PFI 導入可能性の簡易判定」では、当該事業が PFI 事業として適合するかどうかを

判定することを目的として、定性的及び定量的な評価を行う。 

イ．「PFI 導入可能性調査」は、PFI の導入可能性について具体的な調査検討を加え、PFI

の導入可能性について総合的に判断することを目的として実施する。 

② 「PFI 導入可能性調査」の結果を踏まえて水道事業体の方針を決定し、「実施方針の策定

及び公表」を行い、実施方針に対する民間事業者からの意見の聴取を行う。 

③ 民間事業者からの意見を踏まえ、事業を正式に PFI で行うことを決定する「特定事業の

評価・選定」を行い、「公表」する。 

④ 「民間事業者の募集」を行う。PFI 事業を担う複数の民間事業者がグループを組織し（単

独企業の場合もある）、応募する。グループ等の提案などを「評価」し、最も優れた提
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案をしたグループを PFI 事業者として「選定」し、その結果を「公表」する。 

⑤ 水道事業体は、選定された PFI 事業者と基本協定を締結し、選定された PFI 事業者は、

PFI 受託事業会社（SPC：特別目的会社）を設立する。水道事業体は、SPC との間で事

業契約を締結する。その他、水道事業体と融資金融機関等、融資金融機関等と PFI 事業

者など関係者間における「協定等の締結等」を行う。 

⑥ SPC は、契約に基づき「事業の実施」にあたる。水道事業体は、事業の適正な実施を「監

視（モニタリング）」する。 

⑦ 「事業の終了」時には、財産は契約により移転あるいは処分される。また、SPC は、契

約に基づいて解散する。 

1.4  本手引きのねらい 

本手引きは、図 I-1 のプロセスの「事業の発案」において、対象となる公共施設等の整

備等の事業に PFI を導入するかどうかを検討するために必要と考えられる「PFI 導入可能性

の簡易判定」及び「PFI 導入可能性調査」の検討の進め方を示している。具体的には、内閣

府のガイドラインで示されている「事業の発案」段階の概説に対して、本手引きでは、わ

が国の水道事業における既存の PFI 導入先進事例の知見等を活かして、PFI 導入を検討する

際の考え方や留意事項、意思決定を行う際の判断材料等について、より実務的な解説を加

えたものである。 

1.5  本手引きの構成 

本手引きの構成は、以下のとおりである。 

第Ⅱ編 PFI 導入可能性の簡易判定 

水道及び他の事業分野における PFI 事業の実例等から、ある事業を実施しようとする時

に、PFI 手法の導入について検討することが妥当か、また、粗い検討によっても PFI に拠る

ことが有効かどうかを判定することができるような、定性的評価及び定量的評価の方法を

示す。 

第Ⅲ編 PFI 導入可能性調査 

 PFI 導入の可能性を判断するために必要な検討事項と、そのポイントや留意事項につい

て、水道事業における先進事例を示しながら解説する。 

第Ⅳ編 資料集 

PFI に関する基本的な事項と、PFI による事業方式のメリット、課題やデメリットについ

て解説する。また、水道事業における PFI 事業以外の民間活用手法等についても解説する。 

さらに、PFI 事業に関する用語の解説、PFI 関連のホームページ等の情報源情報について

示す。 

 



 

II.  PFI 導入可能性の簡易判定 
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1.  簡易判定の基本的考え方と判定フロー 

1.1  簡易判定の基本的考え方 

ある事業を PFI で実施するとの最終的な意思決定に当たっては、PFI 導入可能性調査を完

了して実施方針等をまとめる必要があるが、この調査には通常 2～3 年間を要する。このた

め長期に渡る本格的な検討作業に入る前段で、短期間の検討により PFI 活用の可能性を簡易

判定することが有効である。 

簡易判定は、PFI による事業実施に関する最も初期の段階の判定を行うものであり、判定

結果に基づいて PFI 導入可能性調査を進める。 

1.2  判定フロー 

 PFI 導入検討の簡易判定は、図 II-1 に示すフローにしたがって、定性的指標及び定量的

指標を用いて行う。 

 まず、定性的指標について、PFI 適合性があるか否かの検討を行い、適合性をある程度満

たすものであれば、定量的指標の算定を行う。定量的指標については、原則として全ての

判定基準を満足することが望ましいが、簡易判定段階では前提条件に工夫の余地があるこ

と、積算した事業費の精度が低いなどの制約があるため、より詳細な検討を進めることで

PFI の適合性が高まる可能性があることを考慮して、柔軟に判断するものとする。 

 定性的指標あるいは定量的指標を用いた簡易判定により、PFI の適合性を判定し、適合性

が高いと考えられる場合は、体制や予算等の準備を行い、「PFI 導入可能性調査」において

より詳細に検討を進め、より総合的な PFI 事業実施の判断を行うことが適切である。 

PFI の適合性が必ずしも高いとは言い切れないが、より詳細に検討することに価値がある

と認められる場合は、同様に「PFI 導入可能性調査」を進める。 

PFI の適合性がないと判断できる場合は、PFI 以外の手法により事業を実施することが適

当である。 
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図 II-1 PFI 導入可能性の簡易判定フロー 
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2.  判定評価指標と判定基準 

2.1  判定評価指標 

2.1.1  定性的指標 

 PFI 導入の目的や期待される効果などに関して、簡易判定に用いる定性的な指標には以下

のような事項がある。 

 

事業の基本特性が PFI に適合すること 

①水道事業にとって必要な事業（であり事業計画が具体化しているもの）であるか

②事業実施までに時間的な余裕がある事業であるか 

③長期にわたり安定した需要が見込まれる事業であるか 

④水道事業体と民間事業者の責任分界が明確な事業であるか 

⑤民間事業者による事業実施やサービス提供について制度面で支障がない事業で

あるか 

PFI のメリットが活かせる事業であること 

①事業実施のための資金調達が不利にならない事業であるか 

②民間の資金、経営能力及び技術的能力が活用できる範囲が広い事業であるか 

③施設の整備から運営まで一括して取り扱うことによるコスト縮減効果の高い事

業であるか 

④民間事業者へ適切なリスク移転ができる事業であるか 

競争性・代替性等の確保ができる事業であること 

①競争性を確保できる事業であるか 

②効果の測定が確実にできる事業であるか 

③民間事業者が破綻しても何らかの方法によりサービスを継続して確保できる事業で

あるか 
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2.1.2  定量的指標 

簡易判定の段階において必要な情報が得られる場合に、定量化が可能と考えられる以下

の事項を、定量的指標とする。 

 

2.2  簡易判定の基準と考え方 

2.2.1  定性的指標による簡易判定の基準と考え方 

(1)  事業の基本特性 

① 水道事業にとって必要な事業（であり事業計画が具体化しているもの）であるか 

 老朽化・陳腐化あるいは耐震性向上等のため、更新・改良の必要性がある場合や、省

資源・省エネルギー等を促進するために新設等が必要であるなど、施設建設・運営等の

事業目的が明確になっていることが前提である。 

② 事業実施までに時間的な余裕がある事業であるか 

 PFI で事業を実施する場合、PFI 法に基づき諸手続きを踏み、その後の施設の供用開始

あるいは運営開始に至るまで、概ね 4～6 年を要することになるため、事前に適切な時

間的余裕が必要である。 

例）水道の事例では、PFI 事業実施プロセスの事業方針公表から事業契約締結までに 1

～1.5 年、設計・建設に 2～3 年を要しており、PFI 導入可能性調査等の期間を加える

と、供用開始等までには、4～6 年が必要である。 

③ 長期にわたり安定した需要が見込まれる事業であるか 

 一般に PFI 事業により経済的効率性を求めるには、施設等の建設より、その施設の維

持管理・運営期間が長期間に及ぶ場合の方が民間の創意工夫によりメリットが得られ

る。したがって、短期間で当該事業の維持管理・運営が終了する場合は、他の事業手法

を採る方が経済的な場合がある。 

④ 水道事業体と民間事業者の責任分界が明確な事業であるか 

 PFI による施設の維持管理・運営が、他の水道施設と連携あるいは一体とする場合、

従来の公共側の維持管理・運営範囲と PFI による民間の維持管理・運営範囲及び責任分

事業期間 ： PFI 事業の設計・建設、運営・維持管理の全期間のうち、運営・維持管理期

間とする。 

維持管理の事業費全体に占める比重 ： 維持管理の事業費全体に占める比重は、運営・

維持管理費÷（施設整備費＋運営・維持管理費）とする。 

事業規模 ： 事業規模は、PFI 事業の施設整備費（設計・建設）と運営・維持管理費の計と

する。 



- 13 - 

界点が明確であることが、PFI による事業のモニタリングやリスクの分担を図る上で必

要である。 

例）排水処理施設の設計、建設、維持管理・運営を PFI 事業で行い、浄水処理施設とは

区分ができること（責任分界点が明確であること） 

⑤ 民間事業者による事業実施やサービス提供について制度面で支障がない事業であるか 

 施設の建設主体や管理主体の制限など、法的に民間事業者が事業主体になることが可

能であることが必要である。 

(2)  PFI のメリット 

① 事業実施のための資金調達が不利にならない事業であるか 

 PFI の場合、事業方式によっては、または事業主体が民間事業者であるために、従来

の手法であれば受けることができた国庫補助金等を受けられないことがある。したがっ

て、PFI の場合でも国庫補助金や地方財政措置を同じように受けることができるかどう

か、また、民間事業者が資金調達の上で、著しいデメリットが存在しないか等について

の確認が必要である。水道事業では、水道施設等の整備等に対し、簡易水道等施設整備

費又は水道水源開発等施設整備費による国庫補助金があるが、この補助対象者は地方公

共団体であり、また、補助対象となる PFI 事業は BTO による事業方式の場合となってい

る。 

② 民間の資金、経営能力及び技術的能力が活用できる範囲が広い事業であるか 

 施設内容や運営部分に民間の創意工夫を加える余地が大きく、民間ノウハウの活用に

より効率的なサービス提供が可能である事業に PFI を導入することは効果が大きい。特

に、運営収入が見込める事業で、民間の経営ノウハウの活用により、需要の増加や収益

性の向上が期待できるものが適切である。 

③ 施設の整備から運営まで一括して取り扱うことによるコスト縮減効果の高い事業であ

るか 

PFI の場合、施設の設計・建設・維持管理・運営を民間事業者がノウハウを生かしな

がら一体的に担うことにより、全体に要する経費を削減することができる。そのため、

維持管理・運営面を考慮した施設の設計・建設を行うようにするため、設計から維持管

理・運営を一括発注できることが適当である。 

④ 民間事業者へ適切にリスク移転ができる事業であるか 

従来の公共事業実施時には、リスク対応は実施主体である自治体のみが行っていた

が、PFI によってリスクの種類に応じて自治体と民間で適切に分担し、民間がリスクを

負担する方が適切なものは民間にリスクを移転すれば、リスク管理にかかるコストを最

小化することができる。 

(3)  競争性・代替性等 

① 競争性を確保できる事業であるか 

PFI の事業主体となる民間事業者には、長期の事業期間にわたって、必要な資金の調
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達能力とリスクを負う能力が求められることから、事業主体として選定される応募者

は、一定のノウハウをもった企業に限定される可能性が高くなる。そのため、競争性を

確保するために、極めて限られた企業のみの応募でなく幅広く企業の応募が得られるよ

うな事業内容とすることで競争性を高めることができる。 

② 効果の測定が確実にできる事業であるか 

民間事業者に公共サービスを委ねることによってサービス水準が低下することを防

止するため、事業の成果が数値化できるなど、民間事業者が達成すべきサービス水準を

明確に規定できることが必要である。また、このことにより提供されるサービスの質の

検査も行いやすく、客観的な評価が可能となる。 

③ 民間事業者が破綻しても何らかの方法によりサービスを継続して確保できる事業であ

るか 

PFI 事業の運営が事故等により支障が生じても、水道事業そのものの継続ができるよ

うに代替性が確保されることが必要である。 

例）常用発電設備においては、電力会社のバックアップがあり、代替性が確保でき、浄

水場の機能停止が回避できること 

2.2.2  定量的指標による簡易判定の基準と考え方 

定量的指標による判定の考え方として、ガイドライン等や事例を踏まえた基準（目安）

を示す。判定に当たっては、以下の点に留意することが適切である。 

・以下の基準（目安）を全てクリアすることができれば、PFI 事業の経済的メリットが確

実に得られる可能性が大きい。 

・全ての基準（目安）を満たさない場合でも、それぞれの事業目的や事業特性を勘案し

て、PFI 事業としての適合性を判断し、適合性があると考えられる場合は、PFI 導入可

能性調査においてより詳しい検討を進める。 

・PFI 導入可能性の定量的評価指標に VFM があるが、この算出には技術的・財政的な検

討などを十分行う必要があり、特定事業の選定段階で最終的に設定される値である。

そのため、簡易判定段階では必ずしも VFM まで要求するものではない。 

(1)  事業期間（運営・維持管理期間） 

事業期間は、施設・設備・機器等の耐用年数を基本におき、その上で、民間の工夫によ

る耐用年数の延伸を図ることが可能な期間も考慮して設定するのが一般的である。 

PFI 導入事例では、事業期間は 15～30 年間である。事業運営期間として最も多く採用さ

れているのは、20 年間である。 

これらを踏まえ、運営・維持管理期間が 15 年程度以上であることを目安とする。 

(2)  事業規模（事業費） 

現在までの水道分野の PFI 導入事例における事業費は、約 140～約 600 億円の範囲である。

他分野では、50 億円程度の事業でも PFI による事業が実施されている例がある。地方公共

団体が策定した PFI に関するガイドライン・マニュアル類では、次のような PFI 事業を検討
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する事業としての基準額を設定している。 

 ① 施設整備費            10 億円以上 

 ② 運営・維持管理費          1 億円／年以上 

 ③ 施設整備費と運営・維持管理費の計 30 億円以上（事業期間 20 年に相当） 

これらを踏まえ、事業規模 30 億円以上を目安とする。 

(3)  維持管理の事業費全体に占める比重 

 事業規模の定量的指標に用いた事業費より、維持管理の事業費全体に占める比重を算定

すると次のとおり、約 66％となるため、これを目安とする。 

 運営・維持管理費（20 億円） 

施設整備費＋運営・維持管理費の計（30 億円） 

 

 

＝66％ 
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III.  PFI 導入可能性調査 
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1.  概要 

1.1  検討内容の概要 

PFI 導入可能性を判断するために行う「PFI 導入可能性調査」における検討内容の概要は、

次のとおりである。 

① 前提条件の整理 

② 先進事業・類似事業の調査 

③ 法制度・支援措置等の整理 

④ 事業スキームの検討 

⑤ 対価の支払い方法とモニタリングの検討 

⑥ 事業継続が困難な場合の措置の検討 

⑦ リスク分担の検討 

⑧ 民間事業者の意向調査 

⑨ VFM の検討 

⑩ 総合的評価 

⑪ スケジュールの検討 

［解説］ 

「PFI 導入可能性調査」における検討内容の概要は、以下のとおりである。 

① 前提条件の整理 

PFI 検討の前提条件として、水道事業における当該事業の必要性を明確化し、当該事業

の施設整備や運営上の条件及び事業概要、PFI により事業化することの目的・期待する効

果などを整理する。 

② 先進事業・類似事業の調査 

PFI 事業の先進事例や類似施設の動向や事例等を調査し、調査結果を事業スキームの検

討、リスク分担の検討、VFM の検討へ反映させる。 

③ 法制度・支援措置等の整理 

当該事業に関連する法規制を抽出し、PFI 導入時の課題を整理する。また補助制度など

支援措置についても適用可能性について検討する。 

④ 事業スキームの検討 

事業内容、事業範囲を検討するとともに、事業類型（サービス購入型、独立採算型等）、

事業方式（BOT、BTO 等）、事業期間を検討する。 

⑤ 対価の支払い方法とモニタリングの検討 

対価の支払方法及びモニタリング方法について検討する。 

⑥ 事業継続が困難な場合の措置の検討 

民間事業者が PFI 事業を継続することが困難となった場合の代替手段について検討す

る。 
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⑦ リスク分担の検討 

事業期間中に生じる可能性がある各種リスクを想定し、水道事業体が負うべきものと

民間事業者が負うべきものに分類する。 

⑧ 民間事業者の意向調査 

事業内容によっては実施可能な民間事業者数が少ないなど、PFI 導入を進めるに当たり

水道事業体が事前に予測しがたい条件を有する場合も考えられるので、事業スキームの

妥当性を確認し、円滑な事業進捗を図るために、当該事業について民間事業者に対し意

向調査を行う。 

⑨ VFM の検討 

事業スキームに基づいて、VFM の算定を行い評価する。 

⑩ 総合的評価 

VFM の他に定性的な事項を含めて、総合評価を行う。 

⑪ スケジュールの検討 

実施方針の公表や SPC との契約、事業開始時期など、今後の事業スケジュールを検討

する。 

1.2  検討の進め方 

 「PFI 導入可能性調査」における検討を円滑かつ確実に実行するためには、特に事業スキ

ームなど、以下の事項について事前に検討し整理する必要がある。 

［事前に整理しておくべき事項］ 

・前提条件 

PFI による当該事業の必要性、目的及び期待効果と、事業の概要、施設整備及び運営

上の条件等について 

・先進事業・類似事業 

PFI 事業の先進事例や類似施設の動向や事例等について 

・法制度等の確認 

当該事業を PFI により実施することに法的な問題がないこと等について 

・事業スキーム 

事業内容や事業範囲と想定される事業類型や事業方式、事業期間について 

・PFI 導入の評価 

当該事業を PFI により実施することのメリットについて 

・スケジュール 

当該事業により整備する施設等の供用開始までの時間的な余裕について 

 これらの整理が不十分な場合は、「PFI 導入可能性調査」とは別に事前に調査・検討する

ことも有効である。 
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1.3  検討体制及び検討期間等 

PFI 検討に際しては、専任職員の確保や、必要に応じて支援職員や民間アドバイザーの活

用、行政 PFI 担当部署との連携や検討委員会の設置などにより、適切・必要な体制を整備す

る。また、十分な検討期間を設けることが望ましい。 

PFI の検討体制は、専門的知識・知見・情報が必要なことから、技術職と事務職を合わせ

て 3～5 名程度以上の体制が望ましい。また、一般行政の PFI 担当部署がある場合は、アド

バイスを求めることや、必要に応じて検討委員会（水道事業体内部の委員会等、あるいは

一般行政部局と連携した委員会等）を設置することも有効である。PFI の検討にあたる職員

は、実際の検討に入る前に、PFI の各種セミナー等に参画し、情報収集や研鑽に勤めること

が重要である。 

PFI 事業の検討にあたっては、金融、法務、技術等の専門知識やノウハウを必要とするこ

とから、外部のコンサルタント又はアドバイザーを活用することが有効であり、特に初め

ての PFI 導入検討の際には必要である。民間アドバイザーを活用する場合、その選定方法に

は指名競争入札、プロポーザル方式等がある。その選定にあたっては、民間アドバイザー

の専門的な知識や、PFI 事業全体をより効率的・効果的に構築できる能力・実績等を勘案し

評価することが必要であり、事業内容及び委託内容に応じ、提案や実績により選定するプ

ロポーザル方式などを活用することによって、適切な民間アドバイザーを選定することが

望ましい。 

PFI 導入可能性調査の検討期間は、専門的知識・知見・情報が必要なことと、PFI 事業の

技術的検討を行うことも想定されることから十分な検討期間が必要である。 

表 III-1 検討体制と検討期間の実施例* 

検討体制 

事例 担当職員数 体制 
検討期間 備考 

① 延べ 27 人 ・水道事業体内部の検討

会・幹事会・WG 

・一部民間委託 

3 ケ月 PFI 経験あり 

② 5 人 

（PFI 担当部署

1 人） 

・一般行政部局と連携した

検討委員会 

・一部民間委託 

4 ケ月 事前に調査を実施 

③ 2 人 一部民間委託 約 12 ケ月 事前の調査なし 

④ 3 人 一部民間委託 5 ケ月 事前に調査を実施 

⑤ 1 人 一部民間委託 20 ケ月 事前の調査なし 

⑩ 6 人 ・水道事業体内部の検討会 

・一部民間委託 

8 ケ月 事前に調査を実施 

＊ 実施事業体へのヒアリングによる。各事例の詳細はIV. 3.3 に掲載のURLを参照のこと。 
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2.  検討内容 

2.1  前提条件の整理 

PFI 検討の前提条件として、水道事業における当該事業の必要性を明確化し、当該事業の

施設整備及び運営上の条件、事業概要及び PFI により事業化することの目的・期待する効果

などを整理しておくことが必要である。 

［解説］ 

PFI の適用可能性を検討する前提として、以下について明確にする必要がある。 

① 当該事業が水道事業において必要であること 

 PFI あるいは PFI 以外の事業実施手法にかかわらず、例えば施設の老朽化に伴う更新

や経済的な建設・維持管理が求められているなどといった事業目的を明確にする。 

② 当該事業による施設整備及び運営上の条件及び事業概要（計画規模、供用開始時期、事

業に求めるアウトプットなど）を明確にしておくこと。 

③ 現在の水道事業の課題からして、当該事業を PFI により事業化することの目的・期待す

る効果（メリット）などを整理しておくこと。 

④ 水道事業の認可変更が必要な事業内容かどうかについて、整理しておくこと。 

［水道における既存事例］ 

（事例 1） 

 常用発電設備の設置及び運営、次亜塩素酸ナトリウム設備の設置及び運営及び浄水場

発生土の有効利用について事業を実施するにあたり 

・ 事故時や震災時にも強い施設の構築 

・ 地球環境への配慮及び安全性・信頼性の向上 

・ 水道事業経営の効率化 

・ 水道財政の安定化 

等を目指し、多様な経営手法の中の 1 つである PFI の導入の検討を行った。 

（事例 2） 

 排水処理施設の更新及び維持管理運営、発生土の有効利用について事業を実施するに

あたり 

・ 老朽化している排水処理施設の更新が急務であること 

・ 環境負荷低減のために、廃棄物の発生抑制や処理過程で発生する浄水発生土の減

量化及び有効利用を前提としたシステムの構築が必要であること 

・ ユーザーが享受できるサービスの価値を最大にし、そのサービス創出のために投

下するコストを最小限に抑えることが求められていること 

等の状況の対応策として、多様な経営手法の中の１つである PFI の導入の検討を行った。 
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2.2  先進事業・類似事業の調査 

PFI 事業の先進事例や類似施設の動向・事例等を調査し、調査結果を事業スキーム、リス

ク分担及び VFM の検討に反映させる。 

［解説］ 

国内におけるPFI事業の導入事例は、実施方針が策定された事業数にして200件足らずで、

完了した PFI 事業は未だ存在していない。また、水道においては、現段階で、PFI 事業の実

施手法の事例は、必ずしも多いとは言えない。 

そこで、水道をはじめ他の PFI 事業の先進事例とともに、PFI に係わらず類似施設におけ

る実績等の情報を収集し、各検討の考え方等の参考にすることが必要になる。また、必要

に応じ、特にリスク分担等、VFM の検討における各コスト算出の参考になる情報の収集を

行う。 

調査内容として以下が挙げられる。 

・ 同種の公共施設等の実績等や先行 PFI 事業の事例 

・ 事業の問題点やその解決策等の知見 

・ 水道事業認可との関連 等 

また、調査方法は、資料収集及びヒアリングまたはアンケート方式等による。なお、情

報収集にあたって参考になると考えられる情報源情報を、巻末「資料集」に添付した。 

2.3  法制度・支援措置等の整理 

2.3.1  事業関連法 

事業内容、立地条件、この時点で想定される施設・設備規模等の条件から、事業に係る

法律等をあげ、その手続き、課題等を整理する。なお、場合により、手続き、課題等につ

いて、早い段階から当該法律や条例の所轄機関と考え方等を協議しておく必要がある。 

 この整理結果は、事業スキーム、リスク分担の考え方、VFM 算定、スケジュールの検討

の前提条件に反映される。 

［解説］ 

PFI 法及び「民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する事業の実施に関する基

本方針」（平成 12 年総理府告示第 11 号）の他、事業に関連する法律等について把握し、手

続き、課題等を整理する。場合によって、早い段階からの検討・協議を要する事項もある。 

 例えば、以降のスケジュールに影響を及ぼす恐れがあるもの、その他重要と想定される

ものについては、必要に応じ、当該法律や条例の所轄機関と当該手続き、課題等の考え方

等を協議しておく。具体的には、環境影響評価、生活環境影響調査等の法律・条例が適用

されることとなる場合、相当期間の調査を見込む必要がある。また、施設・設備等の設置

者、責任者、届出者等について、SPC（特別目的会社）を設定することが可能なもの、不可

能なもの等、当該法律や条例の所轄機関の考え方等によって、リスクの分担の検討や VFM

の検討等にも影響が生じる可能性もある。 
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 また、PFI の趣旨から見て、水道施設の PFI 事業における維持管理・運営の段階では、原

則として水道法第 24 条の 3 の第三者委託制度が適用されることから、当該規定に適合する

ような業務範囲やリスク分担を設定しなければならない。 

［水道における既存事例］ 

 適用される法令等は、事業内容、立地条件、施設・設備規模等の条件により異なるが、

参考までに水道先進事例では、事業に必要と想定される関連法として、概ね表 III-2 の法律

等を挙げている。 

表 III-2 水道先進事例における事業に必要と想定される関連法（例） 

常用

発電
排水処理施設 浄水施設等 

水道先行事業の事例 

① ② ③ ④ ⑤ ⑨ ⑥ ⑦ ⑧ ⑩

建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）  ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○

河川法（昭和 39 年法律第 167 号）  ○  ○       

消防法（昭和 23 年法律第 186 号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○

水道法（昭和 32 年法律第 177 号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

工業用水道事業法（昭和 33 年法律第 84

号） 
  ○  ○  ○    

水質汚濁防止法（昭和 45 年法律第 138

号） 
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

下水道法（昭和 33 年法律第 79 号）        ○ ○  

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭

和 45 年法律第 137 号） 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

大気汚染防止法（昭和43年法律第97号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）          ○

騒音規制法（昭和 43 年法律第 98 号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

振動規制法（昭和 51 年法律第 64 号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

悪臭防止法（昭和 46 年法律第 91 号）  ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○

電気事業法（昭和 39 年法律第 170 号） ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○

建設工事に係る資材の再資源化等に関

する法律（建設リサイクル法、平成 12

年法律第 104 号） 

 

 

○  ○  ○  ○  

資源の有効な利用の促進に関する法律

（リサイクル法、平成 3 年法律第 48 号）
 

 
○  ○  ○  ○  

エネルギーの利用の合理化に関する法

律（省エネルギー法、昭和 54 年法律第

49 号） 

 

 

○  ○ ○   ○  

浄化槽法（昭和 58 年法律第 43 号）   ○        

労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）     ○  ○  ○ ○

法
律 

その他関連法令 ○ ○ ○ ○  ○ ○  ○ ○

環境影響評価条例 ○  ○ ○       

生活環境保全条例  ○ ○     ○   

自然環境保全条例  ○      ○   
条
例 

その他関連条例 ○ ○ ○ ○  ○  ○  ○

（注1）○が付いていない法律や条例については「その他関連法令」、「その他関連条例」に括られている場合もあるので

留意すること。 
（注2）各事例の詳細はIV. 3.3 を参照のこと。 
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2.3.2  補助金や税制上の措置の検討 

対象事業に係る補助金や税制上の適用可能性について検討する。 

［解説］ 

 地方公共団体が PFI 事業を実施する際の財政措置については、自治省（現総務省）は、通

達「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成 11 年法律第 117

号）に基づいて地方公共団体が実施する事業に係る地方財政措置について」（平成 12 年 3

月 29 日付自治調第 25 号自治省財政局長通知）において、PFI 事業に対する国庫補助金や施

設の種別に応じた財政措置の仕組みの有無等、要件に応じた PFI 事業に対する地方債や地方

交付税等の財政措置の考え方を示している。 

 一般に現行の国庫補助金制度では、補助対象を地方公共団体が設置者である場合に限定

しているものが多く、また税制上も設置者が地方公共団体であるか民間事業者であるかに

より措置内容が異なることがある。補助制度の適用拡大など従来型の公共事業により実施

する場合との共通の条件設定を行うこと（イコール・フッティング）が課題となっている

が、PFI を推進するにあたっては、対象事業について、現状の補助金や税制上の措置がどの

ようになっているか十分確認しておくことが必要である。 

 水道事業では、水道施設等の整備等に対し、簡易水道等施設整備費又は水道水源開発等

施設整備費による国庫補助金があるが、この補助対象者は地方公共団体であり、また、補

助対象となる PFI 事業は BTO による事業方式の場合となっている。 

2.4  事業スキームの検討 

2.4.1  事業内容、事業範囲の検討 

PFI 対象事業の事業内容、事業範囲を設定する。 

［解説］ 

 PFI 対象事業の事業内容、事業範囲を設定する。 

 現在の水道事業における PFI 事例の水道事業における位置づけを、図 III-1 の水道事業分

類図で示す。既存の PFI 事例は、「根幹事業」（浄水及び水供給などの水道事業の根幹となる

事業）のうち、排水処理とこれに関連した汚泥の有効利用等の「副次的事業」、及び常用発

電等の「副次的事業」に位置づけられるものである。 

 なお、PFI 事業においては、PFI 事業者が該当施設の運営を主体的に実施するものであり、

特に「根幹事業」の PFI 事業実施における運営段階では、水道法第 24 条の３に基づく第三

者委託制度に該当するものと考えられる。 
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図 III-1 水道事業分類図 

a）根幹事業

c）収益的事業

d）関連施設事業

※太枠はPFI事例有り

b）副次事業
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2.4.2  事業類型、事業方式の検討 

 事業類型（サービス購入型、独立採算型等）、事業方式（BOO、BOT、BTO 等）等を検討

する。 

［解説］ 

(1)  事業類型 

現在の水道での事例は、ほとんどが「サービス購入型」である。直接的に水道の需要者

に関与せず、水道事業体にサービスを提供する事業で、その水道事業体がサービス提供の

代価としてサービス料を支払うものである。 

「独立採算型」を採用した一例に、発生土有効利用事業がある。発生土の購入及び発生土

有効利用施設の設置及び運営に係るすべての費用を、発生土の有効利用による収益により

賄うものとしており、民間がリスクを全面的に負う。 

(2)  事業方式 

 代表的な PFI 事業方式には、BOO、BOT 及び BTO の方式がある。 

BOO 方式とは、PFI 事業者が施設を建設し、そのまま保有し続け、事業を運営し、契約

期間が終了した時点で施設を行政に譲渡せず、PFI 事業者が撤去する方式である。 

BOT 方式とは、PFI 事業者が自ら資金調達を行い、施設を建設し、契約期間にわたり運営・

管理を行って、資金回収した後、行政にその施設を移管する方式である。 

BTO 方式とは、PFI 事業者が施設を建設した後、施設の保有権を行政に移管した上で、

PFI 事業者がその施設の運営を行う方式である。 

また、このほか PFI に準じた方式である DBO 方式は、BTO で資金の調達を民間事業者で

はなく行政が行う方式である。 

水道における既存事例では、次のようになっている。 

○常用発電事業等 2 事例…BOO 方式 

○排水処理事業 5 事例……BTO 方式 

○浄水場整備運営事業 4 事例…BTO 方式 1 事例、DBO 方式 3 事例 

 常用発電事業等において、BOO 方式が採られていることのメリットは、以下のとおりで

ある。 

① 技術革新を取り入れる余地があること 

 常用発電事業は、排水処理事業と比較した場合に、技術革新の進行が速い。BTO 方式

を選択し施設を所有すると、長期の事業期間内に技術革新の取り入れる余地がなくなっ

てしまう可能性が生じる。 

② 施設所有に伴うリスクの移転ができること 

 常用発電や次亜塩素酸ナトリウム供給施設を所有することがないため、資金準備や債

務が不要である。また、排水処理事業と違い、通常電力及び次亜塩素酸ナトリウムとも

外部より調達していたため、PFI 事業者が所有していても稼働停止によるリスクが回避し

やすい。さらに、要求水準のサービスに対する対価を支払うことでよく、施設の不具合
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等に伴いサービス水準に至らない場合は、減額等の措置を講じることができ、施設を所

有することに伴うリスクの移転ができる。 

 また、排水処理事業において、BTO 方式が採られていることのメリットは、以下のとお

りである。 

① VFM が多く得られること 

 BTO 方式の場合、固定資産税、法人税等の負担や、金利の優位性等から、VFM が多く

得られる。 

② 施設所有に対する抵抗感が少ないこと 

 排水処理施設は常用発電や次亜塩素酸ナトリウム供給施設と違い、従来から水道事業

体が所有している施設であり、所有形態が現行と変わらない点で BTO 方式は導入しやす

い。PFI の対象施設である排水処理施設だけを PFI 事業者が所有し、浄水施設等他の施設

を水道事業体が所有する場合の管理上の煩わしさがない。また、水道事業体の所有施設

であるため、施設を緊急に変更する場合も水道事業体主導で対処しやすい。 

 なお、DBO 方式については、上記の BTO 方式のメリットに加え、資金調達において水道

事業体が民間事業者よりも有利な条件で借り入れができる場合に採用されている。 

2.4.3  事業期間の検討 

事業期間は、整備する施設・設備・機器等の耐用年数・更新時期を基本において、その

上で、民間の工夫による耐用年数の延伸を図ることが可能な期間も考慮して設定する。 

［解説］ 

事業期間は、整備する施設・設備・機器等の耐用年数・更新時期を基本において、その

上で、民間の工夫による耐用年数の延伸を図ることが可能な期間も考慮して設定する。 

なお、金融機関側の固定金利によるファイナンス期間が影響する場合があるので、確認

をとることが望ましい。 

［水道における既存事例］ 

水道の事例では、表 III-3 のとおり、建設後の維持管理・運営期間は 15～20 年である。 

表 III-3 事業期間の事例 

事業 維持管理・運営期間

①（朝霞浄水場・三園浄水場常用発電） 20 年 

②（寒川浄水場排水処理） 20 年 

③（大久保浄水場排水処理） 20 年 

④（（仮称）江戸川浄水場排水処理） 20 年 

⑤（知多浄水場始め 4 浄水場排水処理） 20 年 

⑥（かきつばた浄水場・高井神田浄水場ろ過施設） 15 年 

⑦（川井浄水場） 20 年 

⑧（大牟田・荒尾共同浄水場） 15 年 

⑨（北総浄水場排水処理） 20 年 

⑩（佐世保市北部浄水場（仮称）） 15 年 

（注）各事例の詳細はIV. 3.3 に掲載のURLを参照のこと。 
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2.5  対価の支払い方法とモニタリングの検討 

2.5.1  対価の支払い方法の検討 

対価の支払い方法は、BTO や BOT などの事業方式に応じて、サービスの購入料とするな

ど、対象とする対価と支払いの時期・頻度及び手続き等について検討する。当該対価は、

事業期間中において物価変動等を勘案して改定する場合についても検討する。 

また、後述するモニタリングにより、維持管理・運営フェーズにおいて要求水準が満た

されていない期間が一定以上継続された場合は、対価の支払いについてペナルティを課す

ことなどについても検討を要する。 

［解説］ 

BTO の場合は、設計・建設フェーズと維持管理・運営フェーズに係る費用を大別して支

払う場合や、設計～維持管理・運営に係る費用を一括して、対価を検討する場合などがあ

る。維持管理・運営フェーズに係る対価の支払いは割賦支払いが理解しやすく、設計・建

設については、一時支払い・前払いを講じるなど、事業費に応じて適切に設定する。 

BOT の場合のサービス購入料は、BTO の場合の維持管理・運営費用と同様にして検討す

るが、事業終了時の施設・設備の取り扱いによっては、事業体が買い取る場合も想定され

るため、その価格の設定方法を契約時に明確にしておく必要がある。 

DBO の場合は、設計・建設フェーズと維持管理・運営フェーズに係る費用を分けて支払

う。設計・建設に係る費用については、一時支払い・前払いを講じるなど、事業期間や事

業費に応じて適切に設定する。 

また、事業期間中に対価を改定する場合、適用する費目と適用しない費目などの検討も

必要となる。 

支払いの減額措置については、要求水準の未達の度合いやサービス停止期間などを予め

基準を設定し、モニタリングによりその度合い等を積算し、減額等の措置をとる。 

［水道における既存事例］ 

対価の支払いの水道先進事例は、表 III-4 のとおり。 

表 III-4 対価の支払い等の事例 

No. 対象対価 支払いの考え方 

電力供給事業 

蒸気供給事業 

① 

次亜供給事業 

基本料金と従量料金からなる二部料金制。毎月支払い、 

② 新設施設等整備の割賦代金及びこれ

にかかる支払利息 

維持管理運営業務開始から事業終了まで、元利均等払方式で

四半期ごとに割賦払い。 

新設施設及び濃縮施設の維持管理・

運営費 

四半期ごとに支払い。  

脱水ケーキの再生利用業務費 搬出・運搬費、再生利用費及び管理費の合計額を四半期ごと

に支払い。 

③ 設計・建設費 前払金、一時支払金あり。残りは維持管理運営業務開始から

事業終了まで、元利均等方式で四半期ごとに割賦払い。 
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No. 対象対価 支払いの考え方 

サービス購入料（維持管理・運営業

務に係る費用で、発生土の有効利用

業務、電源供給業務を含む費用） 

固定費と変動費の合計額から、発生土有価利用にかかる購入

費を控除した額を四半期ごとに割賦払い。 

排水処理施設の整備等の費用に係る

対価 

維持管理運営業務開始から事業終了まで、元利均等払方式で

四半期ごとに割賦払い。 

排水処理施設の維持管理・運営費に

係る対価 

維持管理費と運営費（汚泥の受入、排水処理、上澄水の返送、

計装データの伝送）の合計額を四半期ごとに支払い。 

④ 

発生土の再生利用業務費に係る対価 搬出・運搬費、再生利用費及び管理費の合計額を四半期ごと

に支払い。 

脱水処理施設の設計・建設、増設・

更新業務に係る対価 

一時支払金あり。残りは維持管理運営業務開始から事業終了

まで、元利均等方式で四半期ごとに割賦払い。 

⑤ 

運営・維持管理業務に係る対価 固定費と変動費の合計額から、脱水ケーキの有価利用にかか

る購入費を控除した額を四半期ごとに割賦払い。 

サービス対価 A（設計に要する費用） 設計業務の完成検査後に支払い。 

サービス対価 B 及び C（ろ過施設の

建設に要する各年度の費用） 

各年度末の出来高検査完了後に支払い。 

サービス対価 D 及び E（既存施設の

更新に要する各年度の費用） 

同上 

サービス対価 F（維持管理業務に関

する固定費用） 

四半期ごとに支払い。 

サービス対価 G（維持管理業務に関

する変動費用） 

同上 

⑥ 

サービス対価 H（機械設備及び電気

計装設備の更新業務に係る費用） 

施設引渡し完了後、運営期間にわたって年 1 回支払い。各回

の支払額は事業者の提案による。 

施設整備費及びこれにかかる支払利

息 

維持管理運営業務開始から事業終了まで、元利均等払方式で

四半期ごとに割賦払い。国庫補助金分は、交付を受けた後に

事業者に支払い。 

維持管理費（修繕費を除く） 固定費用と変動費用の合計額を四半期ごとに支払い。 

⑦ 

維持管理費（うち修繕費） 提案された長期修繕計画の実施時期と費用に従い、業務の実

施の確認ができたものに対して四半期ごとに支払い。 

請負代金（設計費及び工事費） 毎年度の支払限度額の範囲内で出来高払い。前払金、部分払

金あり。 

維持管理費（修繕費を除く） 固定費用と変動費用の合計額を四半期ごとに支払い。 

⑧ 

維持管理費（うち修繕費） 提案された修繕業務計画の実施時期と費用に従い、業務の確

認ができたものに対して四半期ごとに支払い。 

サービス購入料Ⅰ（設備更新等業務

に対する対価） 

施設の引渡時に 50％を一括払い、残り 50％は維持管理運営業

務開始から事業終了まで、元利均等方式により四半期ごとに

割賦払い。 

サービス購入料Ⅱ（維持管理・運営

業務に対する対価） 

維持管理費と運営費（汚泥の受入、排水処理、上澄水の返送、

計装データの伝送）の合計額を四半期ごとに支払い。 

⑨ 

サービス購入料Ⅲ（脱水ケーキの再

生利用業務に関する対価） 

搬出・運搬費、再生利用費及び管理費の合計額を四半期ごと

に支払い。 

請負代金（設計及び建設費） 毎年度の支払限度額の範囲内で出来高払い。前払金、部分払

金あり。 

⑩ 

業務委託料（維持管理及び運営費） 基本維持管理費と調整費の合計額。基本維持管理費は毎年度

支払い。調整費は、物価変動調整（人件費分）、物価変動調

整（人件費分以外）、用益費調整及びその他の調整の合計額

で、毎年度 1 回支払い。 
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2.5.2  モニタリングの検討 

PFI 事業が提供する公共サービスの履行状況を把握し、確認するため、業務要求水準及び

モニタリングの頻度、実施方法（確認項目、確認手法）、評価基準・方法、体制、業務要求

水準未達成の場合の対処方法等を検討し、公共サービスの適正かつ確実な実施を確保する

枠組みを整理する。 

 この枠組みは、リスク分担の考え方、VFM 算定費目に関する事項であることに留意する。

［解説］ 

モニタリングの基本的な考え方、実施方法等について、「モニタリングに関するガイドラ

イン」（平成 15 年 6 月 23 日、民間資金等活用事業推進委員会）を参照する必要がある。モ

ニタリングとは、設計・建設、施設の維持管理、運営の期間において、PFI 事業者が約定に

従い適正かつ確実なサービス提供がなされているかを確認するため、公共施設等の管理者

等の責任において、PFI 事業者により提供される公共サービスの水準を監視（測定・評価）

することである。 

 モニタリングの体制は、直営とする場合、アドバイザー等第三者に外部委託する場合が

ある。モニタリングの費用は VFM の検討に、また、枠組みについてはリスク分担の検討に

反映させる。 

［水道における既存事例］ 

 水道事業におけるモニタリングの先進事例は、表 III-5 及び表 III-6 のとおり。なお、各

事例の詳細は IV. 3.3 に掲載の URL を参照のこと。 

表 III-5 設計・建設段階のモニタリングの事例 

行政側の確認と是正措置の考え方と内容 事業 

No. 設計時 施工時 竣工時 

① 設計図書の提出を受け、不備の場合は

その旨を通知する。（この場合、事業者

の責任において設計又は計画を変更す

る。） 

・建設開始前と建設中、事前に通知し

て、施設の設計及び施工について説

明を求めることができる。 

・事業者の計画に合わせて検査・試験

に立ち会う。 

・工事の進捗状況等について随時報告

を求める。 

事業者が行う完成

検査に立ち会う、

完工確認書を発行

する。 

② 設計に関する一切の責任（設計上の不

備、瑕疵、事業者による設計変更から発

生する増加費用を含む）は事業者が負

担する。 

・工事の進捗状況について随時報告又

は説明を聴取する。 

・事前の通知なく随時工事に立ち会

い、不備の場合は是正を求める。 

完工確認を実施

し、不備が発見さ

れた場合は改善の

勧告を行う。 

③ ・基本設計相当の図面完成時に中間確

認を行う。 

・設計図書の確認を行う。 

・建設開始前と建設中、事前に通知し

て、施設の建設及び改良について説

明を求める。 

・事業者の計画に合わせて検査・試験

に立ち会う。 

・工事の進捗状況や性能等について随

時報告を求め、性能を証明する書類の

提出を求める。 

完成検査を実施す

る。 
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行政側の確認と是正措置の考え方と内容 事業 

No. 設計時 施工時 竣工時 

④ 

 

・事業者は、毎月の設計の内容と進捗状

況を報告する。当該報告内容について

適宜説明を求め、協議する。 

・設計図書の確認を行い、不備の場合

は是正を求める。 

・工事の進捗状況について随時報告又

は説明を求める。。 

・事前の通知なく随時工事に立ち会う。 

・事業者が実施する施設の検査又は試

験のうち施設の性能に及ぼす影響の大

きいものは、事業者からの事前通知を

受けて立ち会う。 

・上記で不備が判明した場合は是正を

求める。 

完工確認を実施

し、不備が発見さ

れた場合は是正を

求める。 

⑤ ・必要があると認める場合、進捗状況の

報告書と設計図書等の提出を求める。 

・設計図書の確認。不備の場合は変更

を指示。 

・事前通知により建設状況等の説明を

求め、また現場に立入り工事に立会う。 

・事業者は、毎月の工事の進捗状況を

報告する。 

・中間確認を実施し、不備の場合は是

正を求める。 

完工確認を実施

し、設計図書等に

適合しない場合は

是正を求める。 

⑥ 

 

・基本設計図書の中間確認と承諾を行

う。不備の場合は修正を要求。 

・詳細設計図書の完成検査を行い、承

諾する。不備の場合は修正を要求。 

・材料検査、調合の見本検査、工事立

ち会いが必要なものに立ち会う。 

・施工部分が設計図書に適合しない場

合、最小限度の破壊検査又は改造を

請求する。 

完成検査を実施す

る。 

⑦ 

 

・設計業務の実施状況について随時質

問ができ、事業者からの回答に合理性

がない場合等は随時、設計業務の進捗

状況を確認する。 

・事業者は、事前調査報告書を提出。 

・基本設計図書を確認し、承諾する。不

備の場合は修正を要求。 

・詳細設計図書の完成検査を行い、承

諾する。不備の場合は修正を要求。 

・工事の実施状況について随時質問が

でき、事業者からの回答に合理性がな

い場合等は随時、施工状況を実地にて

確認する。 

・工事監理業務と設計照査業務は事業

者が実施。 

完成検査を実施

し、不備の場合は

最小限度の破壊検

査又は修補を要求

する。 

⑧ 

 

・事業者は、事前調査報告書を提出。 

・基本設計書を確認し、不備の場合は修

正を要求。 

・実施設計書を確認し、不備の場合は修

正を要求。 

・材料検査、調合の見本検査、工事立

ち会いが必要なものに立ち会う。 

・施工部分が設計図書に適合しない場

合、最小限度の破壊検査ができる。 

完成検査を実施

し、不備の場合は

修補を要求する。 

⑨ 

 

・事業者は、毎月の設計の内容と進捗状

況を報告する。当該報告内容について

適宜説明を求め、協議する。 

・設計図書の確認を行い、不備の場合

は是正を求める。 

・工事の進捗状況について随時報告又

は説明を聴取する。 

・事前の通知なく随時工事に立ち会う。 

・事業者が実施する施設の検査又は試

験のうち施設の性能に及ぼす影響の大

きいものは、事業者からの事前通知を

受けて立ち会う。 

・上記で不備が判明した場合は是正を

求める。 

完工確認を実施

し、不備が発見さ

れた場合は是正を

求める。 

⑩ 

 

・事前通知により、進捗状況等の説明と

書類の提出等を要求する。 

・設計図書の承諾を行い、不備の場合

は変更を要求する。 

・事前通知による建設状況等の説明と

現場内立入りを行う。 

・設計図書に適合しない場合、最小限

度の破壊検査又は改造を要求する。 

・中間検査を実施する。 

・引渡性能試験の

結果を承諾する。 

・完成検査を実施

する。 
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表 III-6 維持管理・運営段階のモニタリングの事例 

頻度 実施体制 サービス対価の減増額 
事業 

No. 定期 
随
時 

直
営 

委
託 

減額 増額 

② ・日常（項目と方法

は契約締結後県

企業庁が策定） 

・月次 

○   業務不履行の内容に応じてペナルテ

ィポイントを計上し、四半期単位のポイ

ント合計額に応じ減額又は支払停止。

なし。 

③ ・日常 

・月次 

（項目と方法は契

約締結後県企業

局が策定） 

○   業務不履行の内容に応じてペナルテ

ィポイントを計上し、四半期単位のポイ

ント合計額に応じ減額又は支払停止。

 

④ 

 

・日常 

・四半期（現場検

査） 

○   業務不履行の内容に応じてペナルテ

ィポイントを計上し、四半期単位のポイ

ント合計額に応じ減額又は支払停止。

なし。 

⑤ ・日常（日報の確

認と評価） 

・月次（月報等の

確認と評価） 

・年次（財務） 

○   業務不履行の内容に応じて減額又は

支払停止。 

なし。 

⑥ 

 

・日常 

・月次 

・四半期 

○ ○ ○ 重大・軽微の別により減額ポイントを計

上し、四半期単位のポイント合計額に

応じ減額。2 四半期にわたって減額が

継続した場合は支払停止。 

なし。 

⑦ 

 

・日常（日報の確

認） 

・月次 

○ － － 是正レベルに応じて減額ポイントを計

上し、四半期単位のポイント合計額に

応じ減額又は支払留保。 

当初提案の水準を超

えて市や住民に貢献

した場合、ボーナスポ

イントを付与。 

⑧ 

 

・日常 

・月次 

・四半期 

○ － － 是正レベルに応じて減額ポイントを計

上し、四半期単位のポイント合計額に

応じ減額又は支払留保。 

当初提案の水準を超

えて市や住民に貢献

した場合、ボーナスポ

イントを付与。 

⑨ 

 

・日常 

・四半期（現場検

査） 

○ － － 業務不履行の内容に応じてペナルテ

ィポイントを計上し、四半期単位のポイ

ント合計額に応じ減額又は支払停止。

なし。 

⑩ 

 

・月次 

・年次（財務） 

○ － － 水質に関する要求水準未達の程度と

回数に応じ、年度単位で減額。 

温室効果ガス排出量

を当初提案以上に抑

制した量に応じ、年

度単位で奨励金を付

与。 
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2.6  事業継続が困難な場合の措置の検討 

民間事業者の債務不履行等や、法令変更及び不可抗力などの要因により、PFI 事業による

サービスが要求水準を一定期間以上、継続困難になることも想定し、その場合のリスクの

対応、第三者による事業継続を行う等の代替手段をどのようにして確保するかなどについ

て検討する。 

［解説］ 

 モニタリングにより、民間事業者が要求水準を一定期間以上未達成の場合、改善措置を

講ずるよう民間事業者に勧告等を行い、改善が見られない場合には、ペナルティを課すこ

とも考慮する。また、事業の履行が不能となった場合は、契約の解除も考慮にいれる必要

がある。さらに、民間事業者が破産、会社更生手続開始、会社整理手続開始等による事業

の履行が不能となった場合も同様に、契約の解除を考慮にいれる必要がある。 

 事業期間中に法令変更があり、事業の継続に影響が生じる場合は、予め増加費用及び損

害費用等の負担方法の考え方を定めておいた上で、水道事業体と民間事業者が、契約等の

変更、事業内容の変更に伴う費用の負担方法等について相互に協議を行い、法令変更に伴

う損害を最小限に抑えるとともに事業の継続に努めるようにする必要がある（法令変更リ

スク分担）。 

 不可抗力により事業の履行に影響や損害が生じた場合は、民間事業者において、損害を

最小限に抑える努力と、その影響を早期に除去する措置を講じる必要がある。また、予め

増加費用等の負担方法の考え方を定めておいた上で、水道事業体と民間事業者が、契約等

の変更、増加費用の負担方法等について相互に協議を行い、不可抗力に伴う損害を最小限

に抑えるとともに事業の継続に努めるようにする必要がある（不可抗力リスク分担）。 

2.7  リスク分担の検討 

 PFI 事業期間中に発生する可能性のあるリスクを発注者・事業者間で合理的に分担するた

め、前提条件、先進事業・類似事業の調査、法制度・支援措置等の整理、事業スキームの

検討、対価の支払方法とモニタリングの検討、事業継続が困難な場合の措置の検討結果に

基づき、この時点で想定可能な PFI 事業期間中のリスクの内容を抽出し、水道事業体と民間

事業者の負担範囲を可能な限り明確化しておく。 

さらに、必要に応じ、本リスク分担の検討を踏まえ、その他の検討内容の見直しを行っ

ていく。 

また、民間事業者の意向調査の結果を反映させることも重要である。 

［解説］ 

リスクを最適にコントロールできる主体がそれぞれリスクを管理する、すなわち、「リス

クを最もよく管理することができる者が当該リスクを分担する」ことによって、事業の安

定性を高め、リスクを管理するためのコストを最小化することができる、という考え方が

PFI 事業には必要である。 
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リスク分担等の基本的留意点、リスク分担の検討に当たってのリスク要素と留意事項等、

その他の留意事項については、「PFI 事業におけるリスク分担等に関するガイドライン」（平

成 13 年 1 月 22 日、民間資金等活用事業推進委員会）を参照する必要がある。 

 PFI 事業期間中に発生する可能性のあるリスクは、多岐にわたる要因が存在すると考えら

れ、リスク分担の細部は、契約締結時に確定される。詳細なリスク分担の検討は、実施方

針の策定、入札説明書作成等の段階で行うが、PFI 導入可能性調査の段階においても、その

時点で想定可能なリスクの内容を抽出し、水道事業体と民間事業者の負担範囲を明確化し、

次段階の検討のためにも問題点等を抽出・把握しておく。 

想定しなければならない PFI 事業期間中に発生する可能性のあるリスクとは、事業者募集

から事業終了まで、PFI 事業に係る全期間におけるリスクの種類と内容である。これらを、

例えば、共通事項、計画・設計段階、建設段階、移管段階、維持管理・運営段階、事業終

了段階に分けて抽出し、整理する。 

 リスク抽出及び分担の参考として、表 III-7～表 III-9 に水道におけるリスク分担の事例を

示す。なお、リスク分担は、PFI 事業のそれぞれの特性に拠るものであるから、同種の事業

にあっても一律でなく、各々の事例によって相違があることに留意すること。 

＜合理的なリスク分担について＞ 

PFI 事業では、事業期間中に発生する可能性のある全てのリスクを想定し、水道事業体と

民間事業者の管理能力に応じて個々のリスクを配分し、各々が責任を持ってリスク管理を

行う。これが、リスクを最適にコントロールできる主体がそれぞれリスクを管理する、す

なわち、「リスクを最もよく管理することができる者が当該リスクを分担する」ことによっ

て、事業全体のリスクコストが低減できるという考え方である。この考え方に基づくリス

ク配分は、民間事業者起因のリスクを民間事業者が負担し、水道事業体起因のリスクを水

道事業体が負担するものである。 

一方、両者共に起因しないリスク、例えば、法令・制度の変更、不可抗力、物価変動、

金利変動等をどのように分担するかを考える必要がある。その際には、民間事業者に移転

したリスクに係るコストの中には事業発注者である水道事業体の負担に跳ね返るものがあ

りうることから、水道事業体が負担することが適切なリスクまで民間事業者にリスクを負

担させることは、結局、事業費の増大につながりかねない。このようなリスクについては、

公共が分担するよりも民間が分担した方がコストが低いリスクのみ移転することを原則と

して検討する必要がある。 

こうした適切なリスク分担により、事業の安定性を高め、リスクを管理するためのコス

トを最小化することができる。以降で解説する VFM の最大化には、民間事業者への「より

多くのリスクの移転」ではなく、水道事業体・民間事業者間の「合理的なリスク分担」が

重要となる。 

＜リスク分担に関する留意事項＞ 
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リスク分担に関して留意すべき事項は、以下のとおりである。 

・ リスクを最もよく管理することができる負担者を判断する根拠 

・ 両者にリスクが生じる場合の明確な分担根拠 

（主負担、従負担の上限または下限の設定根拠など） 

・ 想定が困難なリスクの分担方法 等 

なお、今後は、リスクの事象とその発生頻度及び影響の大きさ（損害等）、またその適正

なリスク分担のあり方など、リスクの定量化とその分担に関連する情報の蓄積が重要であ

る。 

［水道における既存事例］ 

① 常用発電設備等整備事業で特に考慮しているリスクの分担事例 

常用発電設備整備事業のリスクの特徴は、エネルギー等の安定供給が極めて重要である

こと、また、事業による環境影響の配慮も求められることから、運営段階における整備対

象設備による電力供給に関するもの、計画・設計及び建設段階における環境影響評価及び

運営段階の環境配慮におけるものを想定していることがあげられる。また、次亜塩素酸ナ

トリウム製造設備に関しては、その製造が浄水工程と関係が深いことから、いずれかが停

止した場合の相互の影響に関するリスク分担について想定されていることが挙げられる。 

さらに、BOO 方式に関連するリスク分担項目として、原状復帰について規定しているこ

とが特徴的である。 

発注者と事業者のリスク分担内容（抜粋）は、表 III-7 のとおり。 

表 III-7 常用発電設備等整備事業で特に考慮しているリスク分担事例（事例①） 

段階 リスクの種類 リスクの内容 発注者 事業者

環境影響評価の結果により事業の実施が不可能とな
った場合に、それまでに要した費用 

○ △ 計画
設計
及び
建設 

環境影響評
価 

事業者が行った環境影響評価の不備、誤り等により生
じる一切の費用 

  ○ 

発注者の責めに帰すべき事由による電力又は蒸気の
供給停止又は供給能力の低下に伴う事業者の収入の
減少 

○  

事業者の責めに帰すべき事由による電力又は蒸気の
供給停止又は供給能力の低下に伴う発注者の経費の
増加 

 ○ 

不可抗力による電力又は蒸気の供給停止に伴う事業
者の収入の減少 

 ○ 

運
営 

常
用
発
電
設
備 

電力又は蒸
気の供給停
止又は供給
能力低下 

不可抗力による電力又は蒸気の供給停止に伴う発注
者の経費の増加 

○  

発注者の責めに帰すべき事由による次亜塩素酸ナトリ
ウムの供給停止又は供給能力の低下に伴う事業者の
収入の減少 

○  

事業者の責めに帰すべき事由による次亜塩素酸ナトリ
ウムの供給停止又は供給能力の低下に伴う発注者の
経費の増加 

 ○ 運
営 

次
亜
製
造
設
備 

次亜塩素酸
ナトリウムの
供給停止又
は供給能力
低下 

不可抗力による次亜塩素酸ナトリウムの供給停止又は
供給能力の低下に伴う事業者の収入の減少 

 ○ 
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段階 リスクの種類 リスクの内容 発注者 事業者

不可抗力による次亜塩素酸ナトリウムの供給停止又は
供給能力の低下に伴う発注者の経費の増加 

○  

環境指標値
への不適合 

二酸化炭素排出量、窒素酸化物排出濃度等が、事業
契約で定める環境指標値に適合しないことにより生じ
る事業者の改善費用 

  ○ 

運
営 

共
通 

第三者賠償 設備又は施設から生じる騒音、振動、臭気等により周
辺住民に損害を加えたことによる賠償費用 

  ○ 

事業
終了 

原状復帰 事業契約が終了したときに事業者が事業場所を原状
に復帰する費用 

 ○ 

（注1）○：主負担、△：従負担…主に主負担者が負担するが、従負担者も一定の負担を負う場合等 
（注2）事例の詳細はIV. 3.3 に掲載のURLを参照のこと。 

② 排水処理施設等整備等事業で特に考慮しているリスクの分担事例 

排水処理施設等整備等事業のリスクの特徴としては、発生する浄水汚泥の継続的な再資

源化や処分が極めて重要であること、また、事業による環境影響の配慮も求められること

から、運営段階における浄水場発生土の量及び品質、処分費用等に関するもの、及び共通

事項となる住民対応、環境問題に関するものを想定していることがあげられる。 

発注者と事業者のリスク分担内容（抜粋）は、表 III-8 のとおり。 

表 III-8 排水処理施設等整備等事業で特に考慮しているリスク分担事例 

事例 段階 リスクの種類 リスクの内容 発注者 事業者

排水処理施設の設置に対する住民反対運動・
訴訟・要望に関するもの 

○  住民対応リ
スク 

上記以外のもの（調査、工事、維持管理及び運
営に対する住民反対運動・訴訟・要望に関する
もの等） 

 ○ 

② 

共
通 

社
会
リ
ス
ク 

環境問題リ
スク 

調査・建設・運営段階における騒音・振動・光・
臭気等に関するもの 

 ○ 

本事業を行政サービスとして実施することに係
わる住民反対運動・要望に関するもの等 

○  住民対応 

上記以外のもの（調査・設計・工事及び維持管
理・運営に係わる住民反対運動・要望に関する
もの等） 

 ○ 

調査・工事に伴い不可避の騒音・振動・地盤沈
下等による損害 

 ○ 

事業者が管理者の注意義務を怠ったことによる
騒音・振動・地盤沈下等による損害 

 ○ 

③ 共通 

環境問題 

有害物質の排出・漏洩  ○ 

本事業に対する（発注者の要求に起因する）反
対運動等 

○  住民対応 

調査、工事及び運営に関する住民反対運動、
訴訟、要望等に関するもの 

 ○ 

発注者の要求に起因する環境問題 ○  

④ 

共
通 

社
会 

環境問題 

事業者の提案内容、業務に起因する環境問題  ○ 

施設の設置に対する住民反対運動・訴訟・苦
情・要望に関するもの 

○  住民対応リ
スク 

事業者による工事、調査及び施設の運営に起
因する住民対応に関するもの 

 ○ 

⑤ 共通 

環境問題リ
スク 

有害物質の排出・漏洩・工事に伴う水枯れ、悪
臭、環境協定違反等 

 ○ 
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事例 段階 リスクの種類 リスクの内容 発注者 事業者

本事業に対する（発注者の要求に起因する）反
対運動等 

○  住民対応 

民間事業者の提案に基づく調査、工事及び運
営に関する住民反対運動、訴訟、要望等に関
するもの 

 ○ 

発注者の要求に起因する環境問題 ○  

⑨ 

共
通 

社
会 

環境問題 

民間事業者の提案に基づく事業者の提案内
容、業務に起因する環境問題 

 ○ 

② 
運
営
段
階 

運
営
リ
ス
ク

脱水ケーキ
再生利用リ
スク 

脱水ケーキの再生利用に関するもの  ○ 

発生土の量
及び品質 

発生土の有価利用量が、事業者が提案した有
価利用量を下回った場合、又は発生土の品質
が想定したものより劣悪である場合に関するも
の 

△ ○ ③ 維持 
管理 
・運営
段階 

発生土の処
分費用 

事業者が提案した有価利用量以外の発生土の
処分に関する費用 

△ ○ 

④ 
運
営
・
維
持
管
理
業
務
等 

運
営
リ
ス
ク 

脱水ケーキ
再生利用リ
スク 

脱水ケーキの再生利用に関するリスク △ ○ 

発生土全量の再生利用ができる発生土の再生
利用先の確保及び事業期間中の再生利用先
や利用方法の適宜の見直し 

 ○ 

原水の水質の著しい変化や重金属混入等に伴
い発生土の品質が事前の想定から著しく異な
り、再生利用が不可能になった場合の事業者
の増加費用の負担、一時的または軽微なとき 

△ ○ 

同上、長期的・恒常的かつ著しいとき ○ △ 

再生利用市場の著しい変化により、選定事業
者が発生土全量の再生利用を実施することが
極めて困難であると県水道局が認めた場合の
事業者の増加費用の負担、一時的または軽微
なとき 

○  

⑨ 維持 
管理 
・運営
段階 

発生土の再
生利用 

上記の場合の処分先の確保  ○ 

（注1）○：主負担、△：従負担…主に主負担者が負担するが、従負担者も一定の負担を負う場合等 
（注2）各事例の詳細はIV. 3.3 に掲載のURLを参照のこと。 

③ 浄水場建設・維持運営事業で特に考慮しているリスクの分担事例 

浄水場建設・維持運営事業のリスクの特徴としては、維持管理・運営段階における原水

の水質と水量にかかわるリスクがある。原水の水量についてはおおよそ発注者の負担、水

質については過去の実績から予想しえない場合のみ発注者の負担としている例が多い。 

発注者と事業者のリスク分担内容（抜粋）は、表 III-9 のとおり。 
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表 III-9 浄水施設整備・運営事業で特に考慮しているリスク分担事例 

事例 段階 リスクの種類 リスクの内容 発注者 事業者

⑥ 維持 
運営
段階 

原水の水量・
水質変動リスク

過去の水量・水質の実績及び下水道事業
等の原水水質に影響を及ぼす事業から想
定される原水の水量・水質を超える変動に
より、施設の能力・機能上、要求水準を満足
できない場合に係る維持管理費の増大。 

○  

供給される原水等が少ないため、処理生産
水量が下回るリスク 

○  

供給される原水の性質が変わることに係わ
るリスク 

○ 
右記を
超える
場合 

○ 
要求水
準の範
囲内 

⑦ 維持
管理・ 
運営
段階 

原水リスク 

前処理水の汚染  ○ 

設定した原水水質を超える変動により、施
設の能力、機能上、要求水準を満足できな
い場合に係わる維持管理費の増大 

○  原水水質リスク

上記以外の事由による維持管理費の増大  ○ 

⑧ 維持
管理・ 
運営
段階 

原水水量リスク 事業者の事由によらない浄水場における原
水水量不足 

○  

過去の実績から合理的に予測できる水量・
水質の範囲を超える変動により、要求水準
を満足できない場合に係る維持管理費の
増大。 

○  ⑩ 維持
管理・
運営
段階 

原水の水量・
水質変動リスク

上記以外の事由による維持管理費の増大  ○ 

（注1）○：主負担、△：従負担…主に主負担者が負担するが、従負担者も一定の負担を負う場合等 
（注2）各事例の詳細はIV. 3.3 に掲載のURLを参照のこと。 

2.8  民間事業者の意向調査 

 安定的、継続的なサービスの供給を確保する事業スキームを構築するため、また、民間

事業者参入の可能性を把握するため、民間事業者の参考意見を聴取し、より多くの民間事

業者が参入するための条件等を調査確認する。 

調査結果は、事業スキームの検討、リスク分担の検討、VFM の検討へ反映させる。 

［解説］ 

民間事業者の事業参画意向等について調査を十分に行い、事業への参画意向のある民間

事業者の意見を十分に把握して事業スキームを作成する必要がある。 

調査先の例として、納入実績のある関連設備メーカーや建設業者等が挙げられる。また、

調査内容は、民間における類似事業の有無、民間事業者の関心度、参入意欲や参入条件、

事業内容・期間に対する意見等とする。調査方法は、ヒアリングまたはアンケート方式等

による。調査項目例を表 III-10 に記す。 

また、必要に応じ、参入条件となり得るリスク分担等の考え方や VFM の検討における各

コスト算出の参考になる情報の収集を行う。このためには、あらかじめ、リスク分担の概

略の検討及び概略 VFM の試算によって前提条件とした、PSC、PFI 事業の LCC における各

費目の費用水準などから、確認が必要な項目などを特定しておくことが重要である。 
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１．回答する民間事業者の概要について 
社名、業種、資本金、従業員数、指名登録、上場、類似事業参加実績 

２．対象公共サービスに対する評価について 
・参画の意向、想定する事業方式・事業期間の現実妥当性、行政部門からの支払い
方式・資金調達方式への意見 

・リスク分担の妥当性 
３．コスト削減の見通しと要因 
４．考慮して欲しい発注条件 
５．行政部門から提示して欲しい情報 
６．その他対象公共サービスを PFI で実施する場合への意見・提案 
７．PFI では参加が困難と思われる場合、その理由と PFI 以外の官民協働方式 

（公設民営など）の提案 
８．アンケート回答者名（連絡先） 
添付資料：事業概要、発注条件 など 

なお、公平性を保つため、特定の民間事業者に偏った情報収集や情報提供にならないよ

うにしなければならない。 

表 III-10 民間事業者へのアンケート調査項目例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）「福岡市PFIガイドライン第2版」（平成16年3月、福岡市）実践編第2部：OBC作成マニュアル第5章

市場調査（市場サウンディング） 

2.9  VFM の検討 

 「PFI 導入可能性調査」の中で特に重要となるのが VFM 評価である。PFI を導入するか

どうかは、VFM の有無により判断される。VFM の検討とは、事業スキームやコストの前

提条件を変えて試算し、結果を評価するものである。 

 PFI 導入に向けての本格的な検討段階に進むことの適否を判断するため、この時点で可

能な精度により、事業期間における「公共が直接事業を実施する場合のコスト（PSC）」及

び「PFI 事業として実施する場合の公共負担のコスト（PFI 事業の LCC）を把握すること

によって比較し、概略の VFM として算定し評価する。 

［解説］ 

事業スキームやリスク分担等の前提条件に基づき、水道事業体が直接事業を実施した場

合の、事業期間全体を通じた水道事業体の財政負担の見込み額にリスク調整額を加えた額

（PSC）と、PFI 手法を導入した場合の、事業契約期間全体の PFI 事業者への支払い見込み額

LCC（PFI 事業の LCC）を積算する。さらに、それぞれの見込み額を割引率により現在価値

に換算したうえで比較する。この差額が VFM である。 

VFM 評価の基本的な考え方、PSC の算定、PFI 事業の LCC の算定、VFM 評価における留

意事項等は、「VFM（Value For Money）に関するガイドライン」（平成 13 年 7 月 27 日、民

間資金等活用事業推進委員会）を踏まえる必要がある。VFM は、「その時点において算定が

可能である範囲において極力精度を確保するものとする」ものの、「算定のために、多大な

労力をかけ過ぎることのないよう留意」し、「客観性及び透明性の向上を図るよう努めてい
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(1)事業方式、前提条件費目の整理 

(2)コスト算出による定量的評価 

① 水道事業体が直接事業を実施する場合のコスト（PSC）の算定 

ア）設計・建設・維持管理・運営の各段階における経費の積み上げ 

イ）間接コストの算入（合理的計算が可能な範囲） 

ウ）適切な調整（税収を減じる等） 

エ）現在価値への換算 

② PFI 事業として実施する場合の水道事業体負担のコスト（PFI 事業の LCC）の

算定 

ア）設計・建設・維持管理・運営の各段階に要する費用の推定 

＋水道事業体が事業期間を通じて負担する費用の算定 

イ）間接コストの参入（合理的計算が可能な範囲） 

ウ）適切な調整（財政・金融上の支援を加算、税収を減じる等） 

エ）現在価値への換算 

(4)その他定性的な評価 

(5)総合的評価 

《VFM の算定》 

くことが重要」とされている。 

 精度の高い詳細な VFM の検討は、「特定事業の選定」、「PFI 事業者の選定」等の段階で行

うが、PFI 導入可能性調査の段階においては、次の PFI 導入に向けての本格的な検討を行う

「実施方針の策定」段階に進むことの適否を判断できるよう、この時点で可能な精度により、

事業期間における概略のコストを把握することによって、概略の VFM を算定し評価する。 

＜算定方法及び評価の概要＞ 

 PFI 導入可能性調査の時点で可能な精度により、図 III-2 に示す(1)～(3)について検討し

VFM を算定・評価する。 

同図中(3)リスクの調整については、現段階で定量化が可能なリスクについて、その値を

算定することが望まれる。現在、リスクを定量的に換算する手法が確立しているとは言え

ず、定量化にあたり必要とされる各リスクの実績データの蓄積が少ない、あるいは換算自

体が困難であること、また、仮定の上に仮定を重ねた算出により、定量化の信頼性に疑問

が少なくないこと等、リスク調整に関しては数多くの課題があるが、先進事例及び民間動

向等の調査の実施等により、現時点の情報で可能な限り定量的な分析を行うことが望まし

い。 

なお、VFM の考え方や算出の解説について、特に詳しい記述のある地方公共団体の PFI

ガイドライン等の情報源情報を IV. 3.1.2 に示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 III-2 VFM の検討概要 
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建設費 
（設計・施工管理等含）

支払利息 
事務経費 

リスク調整額

事業運営経費

維持管理費 

環境影響等調査費

その他費用 

VFM 

環境影響等調査費 

建設費 
（設計・施工管理等含） 

維持管理費 

事業運営経費 

アドバイザー他事務経費 

支払利息 

モニタリング費 

税金に関するコスト等 

その他費用 リスク対応コスト 

PSC PFI 事業の LCC

＜VFM 算定費目について＞ 

VFM算定にあたっての PSC と PFI事業の LCC について、費目の内訳例の概念図を図 III-3

に記す。 

図 III-3 PSC と PFI 事業の LCC における VFM 算定費目の内訳例の概念図 

① 基本的費目 

水道事業体が自ら事業を実施する場合と PFI 事業として実施する場合の事業期間全体

の財政負担見込み額を算定するため、基本的には当該事業の、 

・建設費（設計費、施工監理等を含む。） 

・維持管理費（修繕費、保守・点検費等） 

・事業運営経費（原材料費、動力費、利息、電力会社に支払う料金、発生土の運搬、

再生利用、埋め立て処分費用等） 

・人件費 

・環境アセスメント費 他 

が算定費目となる。 

② PFI 事業とすることにより追加的に考慮すべき費目 

 従来の事業手法と異なり PFI 事業とすることにより追加的に考慮すべき費目には、以下

のものがある。 

 ・契約までのアドバイザー費 

 ・事業実施段階におけるモニタリング費（内部の人件費、外部委託費） 

 ・PFI 事業者の税金等（固定資産税、法人税等） 

＜VFM 算定時の課題等について＞ 

 VFM 算定時において、特に下記の事項については、先進の事例のほかに、調査・検討が
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必要である。 

① 資金調達 

公営企業債及び他会計借り入れの条件、及び PFI 事業者による市中銀行からの借り入れ

条件（調達割合や償還期間、借入れ利率等） 

② 公租公課 

PFI 事業者が実施する場合に発生する税負担（固定資産税、事業法人税等）項目とその

算定方法 

③ 資産の減価償却費の費用化 

BOO 方式による場合は、減価償却費を資本費として計上するため、その見込み方 

④ 割引率の設定 

現在価値への換算にあたって適用される割引率の設定 

⑤ コンサルタント費用、モニタリング費用 

PFI 事業とするため、新たに発生する費用であるコンサルタント費用や、モニタリング

費用の算定 

⑥ その他考え方等について 

・設計・建設や維持管理・運営において、発注者側が実施する場合の費用に対して、民

間側の創意工夫により削減できる費用（PFI 事業の LCC における、施設整備、維持管

理費の削減率）の見込み・設定方法 

・現在価値の考え方の整理 

・リスクの定量化にあたってのリスクの調整値 

・VFM の評価基準 

・PSC 及び PFI 事業の LCC 算定の妥当性 

［水道における既存事例］ 

水道における先進事例の「特定事業の選定」時に公表された、コスト算出による定量的

評価にあたっての前提条件としてあげられている費目の事例は、表 III-11～表 III-16 のとお

りである。 

なお、これらの表の整理に当たっては、同種の公共施設等の実績等を勘案し、また、他

の PFI 事業の先行事例や関係事業者のヒアリング結果等を参考にしている。 
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表 III-11 水道の先進事例における VFM 費目の事例（その 1） 

事業名 朝霞浄水場・三園浄水場常用発電設備等整備事業 

事業方式 BOO 

事業内容 

ア  選定事業者が、常用発電設備及び次亜製造設備を設置し、事業期間中、これらの設備を

所有し、運営し、及び維持管理し、東京都（以下「都」）に電力、蒸気及び次亜塩素酸ナ

トリウムを供給する。 

イ  選定事業者は、浄水場における発生土を都から購入し、その有効利用を行う。 

ウ  事業期間終了後、選定事業者は、設置した施設をその費用負担において撤去し、事業場

所を原状に復帰する。 

VFM 前提条件 

 公共が直接事業を実施する場合 PFI 事業として実施する場合 

財政負担の

主な内訳 

１ 建設費（設計費を含む。） 

２ 原材料費 

３ 維持管理費 

４ 修繕費 

５ 人件費 

６ 環境アセスメント費用 

７ 発生土の埋立処分費用 

８ 電力会社に支払う料金 

１ 供給された電力、蒸気及び次亜塩         

   素酸ナトリウムの対価 

２ 発生土の埋立処分費用 

３ 電力会社に支払う料金 

４ 契約までのアドバイザー費用 

設備規模 

１ 常用発電設備 

 朝霞浄水場  16,000kW 

 三園浄水場   3,200kW 

２ 次亜製造設備 

 朝霞浄水場 

 １日当たり 2,300kg（塩素換算） 

左に同じ。 

発生土の有

効利用率 

朝霞浄水場及び三園浄水場における過

去 10 年の平均有効利用率と同等の有

効利用率 

左に同じ。 

設計及び建

設に関する

費用 

１ 常用発電設備 

  他の浄水場において直営で整備した

実績を勘案した建設費 

２ 次亜製造設備 

  他の浄水場において直営で整備した

実績を勘案した建設費 

１ 常用発電設備 

  他の PFI事業例を参考に民間事業者の創意工夫

によるコスト縮減を想定した建設費 

２ 次亜製造設備 

  他の PFI事業例を参考に民間事業者の創意工夫

によるコスト縮減を想定した建設費 

運営及び維

持管理に関

する費用 

他の浄水場において直営で実施した実

績を勘案した運営費及び維持管理費 

他の PFI事業例を参考に一括発注による効率化及

び民間事業者の創意工夫によるコスト縮減を想

定した運営費及び維持管理費 

資金調達に

関する事項 

１ 自己財源：20％ 

２ 企業債：80％ 

   償還期間 10 年、1 回借換え 

   10 年ごとに半額ずつ一括返済 

   現状の水準を勘案した金利 

１ 自己資金：20％ 

２ 日本政策投資銀行及び市中銀行借入：80％ 

   現状の水準を勘案した金利 

その他 
１ インフレ率  1％ 

２ 割引率      4％ 
左に同じ。 
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表 III-12 水道の先進事例における VFM 費目の事例（その 2） 

事業名 寒川浄水場排水処理施設更新等事業 

事業方式 BTO 

事業内容 ア 新設施設の整備業務等 

ア）新設施設の設計及び建設 

イ）新設施設及び濃縮施設の維持管理・運営のために必要な改造等の工事 

イ 新設施設及び濃縮施設の維持管理・運営 

ア）維持管理・運営期間は、20 年間とする。 

イ）維持管理・運営業務には、清掃、保守管理（点検、保守、修理、交換、改良その他

一切の管理業務）のほか、修繕及び機器更新を含む。 

ウ 脱水ケーキの再生利用業務 

ア）脱水ケーキの搬出及び再生利用 

イ）脱水ケーキの管理（廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく管理業務） 

エ 上澄水の返送業務 

VFM 前提条件 

  公共が直接事業を実施する場合 PFI 事業として実施する場合  

開業費（設計監理費、完成検査費、生

活環境影響調査費等） 

開業費（設計監理費、生活環境影響調査

費等） 

建設費 建設費 

初
期
投
資

費 

公営企業債支払利息※1 支払利息※2 

維持管理費 維持管理費※3（修繕費※4を含む） 

機器更新費 機器更新費 

－ 保険料 

－ 水道使用料※5 

算
定
対
象
経
費 

維
持
管
理
費 

－ その他（法人税相当分等） 

サ
ー
ビ
ス
購
入
料 

  － 開設関連間接経費（コンサルタント費用等） 

  － 県企業庁開業費（完成検査費、生活環境影響調査

費※6等） 

 － モニタリング費用 

インフレ率は、1％と想定 割引率等 

割引率は、インフレ率を含み 4％と設定 

備考 ※1 公営企業債の借入条件は次のとおりとした。 

  ① 充当割合：建設費の 80％ 

  ② 償還期間：建設工事費充当分 20 年間、設備工事費充当分 17 年間。 

  ③ 借入金利：過去 10 年平均 
※2 支払利息に係る金利水準は、市中銀行からの借入を想定して過去 10 年平均とした。 
※3 販売収入の有無に関わらず、脱水ケーキの再生利用業務費は全て維持管理費としてサー

ビス購入料に含まれる。 
※4 修繕費は平準化せず、修繕実施年度に当該年度の必要額をサービス購入料として一括し

て支払う。 
※5 水道使用料は、結果的には県企業庁の収入となるため、VFM 評価には反映しない。 
※6 生活環境影響調査の一部は県企業庁が実施する。 

特筆事項 公共が直接事業を実施する場合の積算に当たっては、PFI 導入に伴う基本構想、関係事業

者からのヒアリング等に基づき算定した。 

PFI 事業として実施する場合の建設費、維持管理費及び機器更新費は、神奈川県における

PFI 事業の先行事例や関係事業者へのヒアリング等を参考に、従来の仕様・分割発注に替え

た性能・一括発注により、民間事業者の創意工夫が発揮され、一定の効率性が期待できる

ものとして試算した。また、サービス購入料の算定に当たっては、民間事業者、出資者に

とっての収益性、金融機関にとっての融資金返済の安全性が十分に見込まれる事業となる

よう配慮した。 
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表 III-13 水道の先進事例における VFM 費目の事例（その 3） 

事業名 大久保浄水場排水処理施設等整備・運営事業 

事業方式 BTO 

事業内容 (1) 設計及び建設業務 

ア．設計業務 

イ．建設業務 

ウ．工事監理業務 

(2) 維持管理業務 

ア．建物、設備、外構の各維持管理業務 

イ．保安及び警備業務 

(3) 運営業務 

ア．排水処理業務 

イ．発生土有効利用業務 

ウ．非常用電源供給業務 

VFM 前提条件 

 公共が直接事業を実施する場合 PFI 事業として実施する場合 

財政負担額

の主な内訳 

・設計業務 

・建設業務 

・工事監理業務 

・建物維持管理業務 

・設備維持管理業務 

・外構維持管理業務 

・保安及び警備業務 

・排水処理業務 

・発生土有効利用業務 

・常用電源供給業務を含む非常用電源供

給業務 

・公営企業債支払利息 

・他会計借入金支払利息 

・人件費及び一般管理費 

・サービス対価 

（設計業務、建設業務、工事監理業務、建物

維持管理業務、設備維持管理業務、外構維持

管理業務、保安及び警備業務、排水処理業務、

発生土有効利用業務、常用電源供給業務を含

む非常用電源供給業務） 

・市中借入支払利息 

・前払金及び一時支払金に係る企業局支払利息

・法人税等相当分等 

・コンサルタント費用 

共通条件 ・事業期間 23 年 

・割引率 3.2％ 

・物価変動は考慮しない。 

設計及び建

設業務に関

する費用 

概略の施設計画に基づき、同種の公共施

設の実績等を勘案して設定した。 

企業局が直接実施する場合に比べ一定割合の

縮減が実現するものとして設定した。 

維持管理、運

営業務に関

する費用 

・概略の施設計画に基づき、同種の公共

施設の実績等を勘案して設定した。 

・常用電源供給事業による削減電力料金

額による調整を行った。 

・発生土量の 100％を非有価による有効

利用 

・企業局が直接実施する場合に比べ一定割合の

縮減が実現するものとして設定した。 

・常用電源供給事業を行う場合を想定し、削減

電力料金額による調整を行った。 

・発生土量の 25％を有価による有効利用 

・発生土量の 75％を非有価による有効利用 

資金調達に

関する事項 

・企業債 

・他会計借入金 

・前払金及び一時支払金 

・出資金 

・市中借入：調達金利 10 年間平均をもとに、

金融機関が十分に利益を確保し融資が行える

水準とした。 
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表 III-14 水道の先進事例における VFM 費目の事例（その 4） 

事業名 （仮称）江戸川浄水場排水処理施設整備等事業 

事業方式 BTO 

事業内容 ア 新設施設の整備業務等 

ア）新設施設の設計及び建設 

・高濃度の汚泥を処理する濃縮施設、低濃度の汚泥と高濃度の汚泥それぞれの濃縮汚泥

を処理する脱水施設 

・既存施設と新設施設の連絡管など、その他維持管理・運営業務の実施に必要な工事 

イ）既存施設に付属する設備の更新等 

・既存排水排泥池、1 次・2 次濃縮槽に付属する設備の更新 

・既存二拡系沈砂池を上澄水槽に転用するため必要な設備の設置 

・引抜きポンプ室内の配管の更新 

・その他維持管理・運営業務の実施に必要な改良 

ウ）既存の脱水設備の撤去 

イ 新設施設及び既存施設の維持管理・運営業務 

ア）維持管理・運営業務は 24 万 6 千ｍ3/日の浄水処理に伴う排水処理で、清掃、保守管

理（点検、保守、修理、交換、改良その他一切の管理業務）を含む。 

イ）維持管理・運営業務を行う期間は（仮称）江戸川浄水場の運営開始日から 20 年間。

ウ 発生土の再生利用業務 

発生土の搬出、再生利用及び管理（廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく保管）

エ 上澄水の返送業務 

VFM 前提条件 

  公共が直接事業を実施する場合 PFI 事業として実施する場合 

開業前経費（設計業務監理費、建設工事監

理費、業務委託費）※1 

開業前経費（設計業務監理費、建設工事監

理費、業務委託費）※1 

建設費（建築物、土木構造物、機械設備、

電気設備、設備撤去） 

建設費（建築物、土木構造物、機械設備、

電気設備、設備撤去） 

初
期
投
資
費 

公営企業債支払利息※2 銀行支払利息※3 

運転管理業務費（排水処理施設の運転管理） 運転管理業務費（排水処理施設の運転管理）

施設管理業務費（消防設備保守、場内環境

整備等） 

施設管理業務費（消防設備保守、場内環境

整備等） 

動力費（電力費） 動力費（電力費） 

修繕費（消耗部品交換、定期点検、機器更

新） 

修繕費（消耗部品交換、定期点検、機器更

新） 

再生利用業務費（発生土の運搬、再生利用） 再生利用業務費（発生土の運搬、再生利用）

算
定
対
象
経
費 

維
持
管
理
費
・
運
営
費 

維持管理・運営業務経費（業務監理費） 維持管理・運営業務経費（業務監理費） 

－ その他（税金、利益） 

サ
ー
ビ
ス
購
入
料 

－ 開設前費用（コンサルタント費用等）  

  

－ モニタリング費用 

インフレ率は、1％と想定 割引率

等 割引率は、インフレ率を含み 4％と設定 

備考 ※1 業務委託費には、生活環境影響調査費を含む。 
※2 公営企業債の借入条件は、調達割合：建設費の 75％、償還期間：新設分 20 年間、更新分

17 年間、借入金利：過去 6 ヵ年の数値を参考に設定。 
※3 市中銀行からの借入条件は、調達割合：建設費の 90％、償還期間：20 年間、借入金利：

過去 10 ヵ年の数値を参考に設定。 

特筆事

項 

公共が直接事業を実施する場合の積算に当たっては、（仮称）江戸川浄水場実施計画に係る

排水処理計画、同種の公共施設等の実績等を勘案して算定した。 

PFI 事業として実施する場合の積算に当たっては、他の PFI 事業の先行事例や関係事業者の

ヒアリング等を参考にして算定した。 
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表 III-15 水道の先進事例における VFM 費目の事例（その 5） 

事業名 知多浄水場始め 4 浄水場排水処理施設整備・運営事業 

事業方式 BTO 

事業内容 ア 知多浄水場における脱水処理施設等の設計・建設業務 

・事前調査（測量、地質調査を含む）及びその関連業務 

・脱水処理施設等の設計（基本設計、実施設計） 

・生活環境影響調査 

・建設工事開始までに必要な手続き（各種申請業務等） 

・脱水処理施設等の新設に係る工事 

・工事監理 

・脱水処理施設等の県企業庁への引き渡し 

・県企業庁が行う近隣対応・対策への協力 

・脱水処理施設等の運営・維持管理業務の開始までに必要な手続き（各種申請業務等） 

・県企業庁が行う国庫補助申請・検査業務の支援協力 

イ 3 浄水場における脱水処理施設等の設計・建設業務 

・事前調査及びその関連業務 

・高蔵寺浄水場及び上野浄水場における脱水機棟の改修に係る設計 

・生活環境影響調査 

・3 浄水場における脱水設備等の更新設計、及び尾張東部浄水場における脱水設備等の増

設設計 

・脱水処理施設等の増設・更新等の工事開始までに必要な手続き（各種申請業務等） 

・高蔵寺浄水場及び上野浄水場における脱水機棟の改修工事 

・3 浄水場における脱水設備等の更新工事（既設の脱水設備等の撤去を含む） 

・尾張東部浄水場における脱水設備等の増設に係る工事 

・工事監理 

・増設・更新した脱水設備等の県企業庁への引き渡し 

・その他、既設の脱水処理施設等の運営・維持管理業務を実施するにあたり必要な改良 

・県企業庁が行う国庫補助申請・検査業務の支援協力 

ウ 脱水処理施設等の運営・維持管理業務等 

ア）脱水処理施設等の運営・維持管理業務 

・脱水処理施設等の運転、維持管理（点検、保守、修理、交換、改良その他一切の管理

業務） 

・清掃及び警備 

・濃縮槽からの汚泥引き抜き業務（運転・計量等の管理業務） 

・濃縮施設の運転支援 

・尾張東部浄水場内における濃縮汚泥の運搬 

・脱水ケーキの管理（廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく管理業務） 

イ）脱水ケーキの再生利用業務 

脱水ケーキの再生利用及び搬出 

VFM 前提条件 

 公共が直接事業を実施する場合 PFI 事業として実施する場合 

財政負担

額の主な

内訳 

① 設計・建設に係る費用 

・工事費 

・設計費 

・生活環境影響調査費 等 

②運営・維持管理等に係る費用 

・人件費（公社委託費） 

・補修費 

・用益費 

・脱水ケーキ運搬処分費 

・濃縮汚泥運搬費 等 

③起債の支払利息 

①サービス購入料 

○設計・建設業務（開業業務等、設計業務、建

設業務、工事監理業務）に係る対価 

・一時支払金 

・割賦支払金 

○運営・維持管理業務等に係る対価 

②コンサルタント費用 

③モニタリング費用 

④起債の支払利息 

（注）事業者からの税収（県税）については調整

を行う。 
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事業期間 20 年 

設計及び

建設に係

る費用 

既存類似施設の実績等に基づき設定。 事前にメーカーに対して実施したアンケート及

び既存類似施設の実績等に基づき設定。ただし、

工事費及び設計費について、県企業庁が直接実

施する場合に比べ一定割合の縮減が実現するも

のとして設定。 

運営・維持

管理に関

する費用 

県企業庁の実績等を勘案して設定。 事前にメーカーに対して実施したアンケート及

び県企業庁の実績等を勘案し設定（補修費除

く）。補修費は、県企業庁が実施する場合に比

べ一定割合の縮減が実現するものとして設定。

資金調達

に関する

事項 

〈県企業庁の資金調達〉 

①国庫補助※1 

②起債※2 

（事業者の資金調達） 

①一時支払金※3 

②自己資金（資本金） 

③民間融資機関借入※4 

共通条件 割引率 4％、物価上昇率 0％ 

備考 ※1 水道水源開発等施設整備費国庫補助金交付要綱等に準じた補助率より算定。 
※2 設計・建設に係る費用から国庫補助を差し引いた額より算定。金利については、過去の

トレンドと現時点における水準を勘案し設定。 
※3 県企業庁に交付される国庫補助と起債を合計し算定（脱水処理施設等の設計・建設に係

る対価の 3 分の 1）。ただし、平成 25 年度以降の施設整備に対する一時支払金は、起債

のみで算定（脱水処理施設等の設計・建設に係る対価の全額）。 
※4 脱水処理施設等の設計・建設に係る対価から一時支払金、資本金を除いた額より算定。

金利については、過去のトレンド及び現時点における水準を勘案し設定。 
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表 III-16 水道の先行事例における VFM 費目の事例（その 6） 

事業名 北総浄水場排水処理施設設備更新等事業 

事業方式 BTO 

事業内容 ア 設計及び更新等業務 

（ア）排水処理施設に関わる設備更新等業務 

a 既存コンクリート建築物・構築物の有効利用 

b 排水処理施設に係る設備の更新 

c 管路の更新 

d 維持管理・運営に不要な設備の撤去 

e 進入道路の整備や必要な外構の整備 

f 設備の新設、脱水機棟等の改良 

g 施設の設計 

イ 排水処理施設全体の維持管理・運営業務 

ウ 脱水ケーキの再生利用業務 

エ 上澄水の返送業務 

VFM 前提条件 

  公共が直接事業を実施する場合 PFI 事業として実施する場合 

着工前経費 設計・工事監理費 

業務委託費 

開業前経費 設計・工事監理費 

業務委託費 

金融費用・建中金利等 

工事費 新設工事費・更新費・撤去

費・補修費等 

工事費 新設工事費・更新費・撤去

費・補修費等 

初
期
投
資
費 

金融費用 公営企業債支払利息※1 金融費用 金融機関等からの借入金利

息※2 

維持管理費 修繕費等 維持管理費 修繕費等 

運営費 電力料金・水道料金 

点検・運転等に係る人件費

運営費 電力料金・水道料金 

点検・運転等に係る人件費 

算
定
対
象
経
費 維

持
管
理
・ 

運
営
費 再生利用業

務費 

発生土の運搬・再生利用 再生利用業

務費 

発生土の運搬・再生利用 

リスク調整

の額 

保険料相当額 リスク調

整の額等 

適切な調整 人件費削減額相当 

その他 保険料・各種検査費 

点検費等 

法人税等・税引後利益 

サ
ー
ビ
ス
購
入
料 

   金融費用 公営企業債支払利息※3 

   開業前費用 アドバイザー費等 

   モニタリング費用 

インフレ率は 1％と想定 割引率等 

割引率はインフレ率を含み 4％と想定 

備考 ※1 公営企業債の調達条件は、調達割合（起債充当率）：50％、償還期間・方法：据置 3 年、

原則 20 年元利均等返済、利率：過去 5 ヵ年の財政投融資の金利を参考とした。 
※2 金融機関等からの借入条件は、調達割合（借入金比率）：約 90％、返済期間・方法：原

則 20 年元利均等返済（5 年ごとに元金の 1/4 を返済）、利率：過去 5 年間の金利を参考

とした。 
※3 PFI 事業では、設計・工事費の 50％相当を一括で支払うものとしており、この部分につい

ては県水道局が調達するものとしている。調達条件は※1と同じ。 

特筆事項 PFI 事業で実施する場合の費用は、業務要求水準書（案）に記載した業務実施にかかる費

用として算出している。従来方式で実施する場合の費用については、前記費用のうち、PFI

事業で実施する場合のみに発生する費用を除いて算出している。 

 

＜概略の VFM 算定の考え方＞ 

 VFM の簡易試算方法や簡易シミュレーションに関する具体的な記述がある自治体等の例
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について、概略の VFM 算定の段階、目的、考え方を表 III-17 に示す。PFI 導入可能性調査

に進む以前に適用できる簡易で暫定的な試算方法は、大阪府、三重県、泉南市及び国土交

通省において紹介されており、PFI 導入可能性調査段階における計算方法は、福岡市におい

て紹介されている。 

表 III-17 概略の VFM 算定の段階、目的、考え方（自治体等例） 

 段階 目的 概略の VFM 算定の考え方 

国
土
交
通
省 

－ 選定した検討事

業が PFI として

馴染むか否かの

一次的な調査を

行うこと、及び

国土交通省所管

事業を対象とし

た VFM に関す

る情報公開と意

見募集を通じて

の官民対話の促

進を図ることを

目的。 

・ （第 1 次選定事業の算定作業を通じて構築した）サービス購入

型のモデルを基本としつつ、料金収入を含む事業に関しても、

簡易な検証が可能になるよう図っている。また、算定に関し

ては、独自の条件設定を行うことで、比較的簡易な手法を用

いつつも、より詳細な算定への橋渡しとなるよう図っている。

・ 仮に想定したリスク分担を基に、PSC 算定、PFI 事業の LCC

算定それぞれにおける各種費用、金利、リスク調整等の各要

素について簡易な条件設定を加え、各々の事業につき事業期

間にわたる収支計算を行った。 

・ （PSC 算定、PFI 事業の LCC 算定に反映している要素と反映し

ていない要素、その他基本的な設定条件（共通事項）につい

ての前提条件、主な考え方は、当該資料本文を参照のこと。）

・ PSC 算定において、公共が潜在的に負っていたリスクの定量

化は行っていない。リスク調整は、モデルの簡易化の観点か

ら計上してない。 

・ PFI 事業の LCC 算定において、リスクは「保険料」と「民間

借り入れの金利」の設定という 2 つの点で点数化。保険料と

しての数値化が困難なものは、民間借り入れの金利に影響が

及ぶという整理とした。具体的には、基準金利を 3.0％とし、

事業の特性（総合リスク評価）に応じて、基準金利 3.0％に、

＋1.0％、+1.5％、＋2.0％の 3 段階の設定とした。 

（出典 1）「国土交通省所管事業を対象にした VFM（バリュー・

フォー・マネー）簡易シミュレーション第 2 次検討確定版」（平

成 17 年 2 月、国土交通省） 

（出典 2）「国土交通省所管事業を対象とした VFM（バリュー・

フォー・マネー）簡易シミュレーション第 1 次検討確定版」（平

成 15 年 12 月、国土交通省） 

大
阪
府 

初期のPFI導

入可能性の

予備的な検

討段階（内部

の検討段階）

今後 PFI アドバ

イザーを選定

（予算確保）し、

より詳細な検討

を行うかの判断

をするため。 

一定の仮定や推定に基づき、簡易で暫定的な試算を試みる。 

・ 詳細なリスク調整や定性的評価を行わず、コスト算出の定量

的評価にとどめる。 

・ 試算の前提となる各種の数値の設定を過去の実績値や他の事

例等により仮定する。例えば、施設の設計・建設費、維持管

理費等について、従来の方式と PFI 方式のそれぞれの場合で

過去の実績値や他の事例により仮定し、税負担や補助金の有

無についても一定の想定をしておく。 

・ 「標準的なフォーマット」により、前提条件を整理しながら試

算を行う。 

（出典）「大阪府 PFI 検討指針」（平成 14 年 2 月、大阪府） 
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 段階 目的 概略の VFM 算定の考え方 

三
重
県 

検討段階 検討段階の目安

として参考にす

るため。 

・ 「簡易試算表」の前提条件に PSC、PFI の LCC 等の必要事項を

検討し計上する。 

・ PSC の前提条件を算出する際は、類似事業のデータ等を参照

し、できるだけ客観的なものとなるよう心がけるものとする。

補助金の取り扱いについては、関係省庁に確認する。 

・ 各項目における経費内訳を限定的にし、リスク調整分の算定

については、コンサルタント等の専門的な知識を必要とする

ため除外した。 

・ 本来は、類似事業や市場調査等によって、必要経費の積み上

げを行うものが PFI 事業の LCC であるが、初期投資及び維持

管理・運営等の経費については、一定の削減率によって計上

できるようにした。 

・ 本来の VFM ではリスク調整費を PSC に加えるが、省略した。

（出典）「三重県 VFM 簡易試算マニュアルについて」（平成 14

年度、三重県） 

泉
南
市 

コンサルタ

ント等に PFI

導入可能性

調査を委託

する前段階

（第 1 段階の

評価） 

当該事業への

PFI 導入可能性

調査実施の必要

性について検証

することを目

的。 

・ 「国土交通省所管事業を対象とした VFM（バリュー・フォー・

マネー）簡易シミュレーション第 1 次検討確定版」（平成 15

年 12 月、国土交通省）に準拠してシミュレーションを実施。

・ 正確な VFM を求める場合は、可能な限りリスクを定量化し、

官民間でリスク調整を行った後に算出するが、PFI 導入検討段

階ではリスクの具体化は難しいため、「提供するサービスの

質が同一」と仮定した上 VFM の算定を行う。 

・ VFM は、「提供するサービスを同一」と仮定した上で PSC と

PFI の LCC を比較する。 

・ リスク分担については、リスク調整前の段階において行うこ

とから、本事業に固有に発生し VFM に影響を及ぼすような詳

細なリスクは考慮しない。 

・ 公共、PFI 事業者、金融機関の 3 者のメリットを反映する一般

的な評価指標である VFM、PIRR、EIRR、DSCR については、

個々の理想的な数値のバランスを求めることによって事業の

実現可能性を探る。 

・ PFI 事業者の収益は、公共からのサービス対価支払のみとする

サービス購入型を想定。また、事業の可否を多面的に捉える

ため、BOT と BTO の両方式についてシミュレーションを行

い、さらに両方式について 2 方向からの評価を行う。 

・ 留意事項に、本シミュレーションにおける補助金等、事業の

開業準備費と入札費用（イニシャルコスト）、スワップレー

ト、割引率、感度分析の考え方が記されている。 

（出典）「泉南市 PFI 研究会報告書」（平成 16 年 5 月、泉南市

PFI 研究会） 

福
岡
市 

最適事業方

式の調査・検

討段階 

（「PFI 等事業

計画書

（OBC）」の

策定段階） 

最適事業方式を

選定するための

判断材料とする

とともに、公募

の上限価格の基

礎資料にする。

実施方針作成の

基礎資料を作成

する。 

・ リスク調整値は、「７．リスクの定量化」に基づいて定量化

し、PSC の算定に計上する。 

・ PFILCC の算定にあたっては、現実性のある算定値として精度

を高めるため、民間事業者へのヒアリングや参考見積、類似

事例などから推定したり、テクニカル・アドバイザーを活用

して算定を行う。 

・ 同一水準の公共サービスの品質の確保を前提とする。 

（出典）「福岡市 PFI ガイドライン第 2 版」（基本編、実践編）

（平成 16 年 3 月、福岡市） 
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2.10  総合的評価 

PFI 導入可能性の評価は、「VFM がある」ことで十分とする場合があるが、所期の事業目

的が達成される見通しがあることや、他の事業手法と比較しても PFI 事業による方が優位で

あるなど、他の定性的・定量的評価を加えて、総合的に評価し判断する。 

［解説］ 

 PFI による事業の実施に関して、法制度の制約や課題がないことをあらためて確認する必

要がある。その上で、VFM があるといった経済的効率性の確保ができているという定量的

評価に、民間企業の参画意欲があり、民間の創意工夫の発揮やサービス水準の向上など、

PFI を導入し事業化する際の所期の目的やその事業内容に即した効果などが得られている

かなどの定性的な評価を加え、PFI 導入の総合的な評価を行うことが望ましい。 

また、PFI 以外の手法との比較を行い、PFI 手法の優位性を確認することも大切である。 

 なお、定性的な事項等を加えて総合的に評価する場合、その評価基準を適正に設定する

必要がある。 

2.11  スケジュールの検討 

 PFI 事業は、従来の手法よりも時間を要するため、「供用開始」までの概略スケジュール

を立案し、以降の所要期間を把握しておく必要がある。 

［解説］ 

検討はできるだけ早く進めることが望ましいが、事業によって、設計の事前に環境等の

調査が必要な場合もあり、調査には相当期間を要するので、事業に係る法律等の整理の上、

必要期間を考慮する。 

また、水道事業認可変更の申請手続きや、議会の議決が必要になる場合は、この時期も

加味したスケジュールを検討することが必要である。 

議会の議決に関する法令は、次のとおり。 

・ 「地方公営企業法」（昭和 27 年 8 月 1 日法律第 292 号）第 40 条第 1 項により、「地方公

営企業の業務に関する契約の締結及び財産の取得、管理及び処分については、条例又は

議会の議決によることを要しない。」 

・ 「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行令」（平成 11 年 9

月 22 日政令第 279 号）の定めに該当する契約の種類、金額の場合、特定事業契約の締

結については、議会の議決を必要としない。 

図 III-4 に PFI 事業「供用開始」までの手続き及び所要期間のイメージ図を示す。 

［水道における既存事例］ 

 ホームページの公表情報に基づくと、水道における先進事例の「実施方針の公表」から

「特定事業契約締結」までに要した期間は、表 III-18 のとおり、常用発電設備等整備事業に

おいて約 1 年、排水処理施設等整備等事業において約 1.5 年である。 
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表 III-18 水道先進事例の「実施方針の公表」から「事業契約締結」までの実績所要期間 

事

業

No. 

実施方針の

公表 

特定事業の選

定の公表 

公告 提案書の受付

締切 

事業者の決定 事業契約締結

H12.11.1 ～H13.1.18 ～Ｈ13.1.23 ～Ｈ13.5.10 ～Ｈ13.5.29 ～Ｈ13.10.18 ① 

経過日数 78 日 5 日 

累積：83 日

107 日 

累積：190 日

19 日 

累積：209 日 

142 日 

累積：351 日

H14.8.1 ～H14.11.22 ～H15.4.11 ～H15.7.25 ～H15.11.10 ～H15.12.26 ② 

経過日数 113 日 140 日 

累積：253 日

105 日 

累積：358 日

108 日 

累積：466 日 

46 日 

累積：512 日

H15.10.20 ～H15.12.24 ～H16.3.26 ～H16.7.30 ～H16.11.2 ～H16.12.24 ③ 

経過日数 65 日 93 日 

累積：158 日

126 日 

累積：284 日

95 日 

累積：379 日 

52 日 

累積：431 日

H15.10.30 ～H16.1.30 ～H16.7.6 ～H16.10.5 ～H16.12.14 ～H17.3.25 ④ 

経過日数 92 日 158 日 

累積：250 日

91 日 

累積：341 日

70 日 

累積：411 日 

101 日 

累積：512 日

H16.11.29 ～H17.2.18 ～H17.5.17 ～H17.9.14 ～H17.11.4 ～H18.2.22 ⑤ 

経過日数 81 日 88 日 

累積：169 日

120 日 

累積：289 日

51 日 

累積：340 日 

110 日 

累積：450 日

H17.4.12 ～H17.5.31 ～H17.6.10 ～H17.8.26 ～H17.11.11 ～H17.12.1 ⑥ 

経過日数 49 日 10 日 

累積：59 日

77 日 

累積：136 日

77 日 

累積：213 日 

20 日 

累積：233 日

H19.12.14 ～H20.3.3 ～H20.3.31 ～H20.6.3 ～H20.12.5 ～H21.2.27 ⑦ 

経過日数 80 日 28 日 

累積：108 日

64 日 

累積：172 日

185 日 

累積：357 日 

84 日 

累積：441 日

H20.7.29 ～H20.10.10 ～H20.10.15 ～H21.1.13 ～H21.3.19 ～H21.6.23 ⑧ 

経過日数 73 日 5 日 

累積：78 日

90 日 

累積：168 日

65 日 

累積：233 日 

96 日 

累積：329 日

H20.11.10 

 

～H21.1.22 ～H21.8.7  ～H21.9.16 ～H21.12.15 ～H22.3.下旬 

予定

⑨ 

経過日数 73 日 197 日 

累積：270 日

40 日 

累積：310 日

90 日 

累積：400 日 

3 ヶ月強 

累積：約 500 日

H21.7.3 

 

実施せず ～H21.12.18 ～H22.6.11 

予定

～H22.7 上旬 

予定 

～H22.8 下旬 

予定

⑩ 

経過日数 － 168 日 175 日 

累積：343 日

約 1 ヶ月 

累積：約 1 年 

2 ヶ月弱 

累積：1 年と

2 ヶ月弱
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1.  PFI の基礎知識 

1.1  PFI とは 

1.1.1  基本的事項（再掲） 

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（通称 PFI 法）（平成 13

年法律第 151 号）の目的は下記のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

従来の公共施設の整備における民間への委託では、「分割委託」、「仕様発注」、「単年度契

約」が原則となっている。民間事業者には、事業プロセスの一部の作業のみを委託し、施

設の所有権及び事業主体は公共側である。これに対し、PFI では、「包括委託」、「性能発注」、

「複数年度契約」が原則となり、施設の所有権及び事業主体も民間事業者であることが多く、

公共は民間から質の高い公共サービスを調達（購入）するという考えに基づくものである。 

 この公共サービスを調達する際、支払いに対して最も価値の高いサービスが供給される

かどうかを計るため、VFM（Value For Money）という考え方がある。同一の目的を有する 2

つの事業を比較する場合、支払に対して価値の高いサービスを供給する方を他に対し「VFM

がある」といい、残りの一方を他に対し「VFM がない」という。公共施設等の整備等に関

する事業を PFI 事業として実施するかどうかについては、PFI 事業として実施することによ

り、当該事業が効率的かつ効果的に実施できることを基準としている。PFI 事業として実施

することが、公共部門が自ら実施する場合に比べて VFM がある場合、効率的かつ効果的に

実施できるという当該基準を満たす。したがって、PFI 事業としての実施を検討するにあた

っては、VFM の有無を評価することが基本となる。 

1.1.2  PFI 事業スキーム 

 PFI による事業実施は、発注者と受託者（SPC：特別目的会社）との契約を基本とし、金

融機関等を含めて一般的に、次図のような事業スキームで行われる。 

 

 

第一条 この法律は、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用した公共施設等の建

設、維持管理及び運営（これらに関する企画を含む。）の促進を図るための措置を講

ずること等により、効率的かつ効果的に社会資本を整備し、もって国民経済の健全な

発展に寄与することを目的とする。 
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図 IV-1 PFI の基本的事業スキーム 

（出典）「完全網羅日本版PFI 基礎からプロジェクト実現まで」（2001年3月、有岡正樹・大島邦彦・宮本和明・
有村彰男・野田由美子・西野文雄、山海堂 

 

1.1.3  事業類型 

 民間事業者（SPC）からの公共サービスの調達方式には、そのサービスの提供方式により、

サービス購入（提供）型、ジョイントベンチャー型及び独立採算型に分類される。わが国

における PFI 事業の事例では、サービス購入（提供）型が最も多い事業類型である。 
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1.1.4  事業方式 

PFI 事業の建設・所有形態による事業方式には、下表に示す方式があり、代表的なものは、

BOO 方式、BOT 方式、BTO 方式である。 

表 IV-2 PFI 事業の建設・所有形態による分類 

方  式 特  徴 

BOO （Build Own Operate） PFI 事業者が施設を建設し、そのまま保有し続け、事

業を運営し、契約期間が終了した時点で施設を行政

に譲渡せず、PFI 事業者が撤去する方式 

BOT （Build Operate Transfer） PFI 事業者が自ら資金調達を行い、施設を建設し、契

約期間にわたり運営・管理を行って、資金回収した

後、行政にその施設を移管する方式 

BOOT （Build Own Operate Transfer） BOT と同義で、オーストラリアでは「ブーツ」と呼ばれ

BOT の代わりに用いられることが多い 

BTO （Build Transfer Operate） PFI 事業者が施設を建設した後、施設の保有権を行

政に移管した上で、PFI 事業者がその施設の運営を

行う方式 

BLO （Build Lease Operate） PFI 事業者が建設した施設を行政が買い取り、PFI 事

業者にその施設をリースし、PFI 事業者がその施設の

運営を行う方式 

BLT （Build Lease Transfer） PFI 事業者が建設した施設を行政に一定期間リース

し、予め定められたリース料で事業コストを回収した

後、行政に施設の所有権を移管する方式 

ROT（Rehabilitate Operate Transfer） BOT での建設ではなく、既存の施設を補修し一定期

間運営をした後、施設を移管する方式 

DBFO（Design Build Finance Operate） 英国での PFI 方式の一形態で、設計、建設、資金調

達および運営を一括して行い、サービスの提供度合

いに応じて、利用者からではなく行政から料金を受け

取る方式 

 

DBO （Design Build Operate）＊１ 民間事業者に設計、建設、運営を一括して委ね、施

設の所有、資金の調達については行政が行う方式 

*1 DBO方式は、PFIに準じた方式とされ原則的に異なる。 

1.2  内閣府ガイドライン 

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（PFI 法）は、平成 11

年 7 月 23 日可決成立し、7 月 30 日に公布された。その後、PFI 法の基本理念に基づいて、
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特定事業の実施に関する事項について基本的な方針である「民間資金等の活用による公共

施設等の整備等に関する事業の実施に関する基本方針」（基本方針）が、平成 12 年 3 月 13

日に定められた。 

さらに、PFI 法及び基本方針に基づいて、PFI 事業に対する理解や PFI 事業に関わる関係

者の便宜を図るため、内閣府は、民間資金等活用事業推進委員会を設置し、5 つのガイドラ

インを作成した。国が PFI 事業を実施する場合、PFI 法及び基本方針に則った上で、これら

のガイドラインに沿って PFI 事業を実施することが望ましいものと位置づけられている。 

1.2.1  PFI 事業実施プロセスに関するガイドライン 

 PFI 事業の実施に関して、一連の手続きの流れと留意事項について示したものである。事

業実施プロセスは、次の各ステップを踏むこととなっている。 

 

 

 上記の手続きを踏んで、PFI 事業の検討を行い協定等の締結等（契約）に至るまでには、

概ね 2～4 年を要する。そのため、補助金の交付手続きや事業認可の手続きが必要な場合な

どは、事業の契約に至るまでのスケジュールの設定や PFI 事業の実施スケジュール（事業開

始時期：施設の供用開始時期あるいはサービス調達の時期）について配慮が必要である。 

 なお、PFI の検討にあたっては、金融、法務、技術等の専門知識やノウハウを必要とする

ため、外部のコンサルタントまたは、アドバイザーを活用することも有効である。 

1.2.2  PFI 事業におけるリスク分担等に関するガイドライン 

 PFI 事業では、行政と民間事業者との契約の中で、リスクが顕在化した場合の追加的支出

の分担を具体的かつ明確に規定する。 

リスクとは、契約締結時点ではその影響を正確には想定できない、不確実性のある事由、

たとえば、事故、需要の変動、天災、物価や金利の変動、測量・調査のミスによる計画・

特定事業の選定 

ステップ１．事業の発案 

ステップ２．実施方針の策定及び公表 

ステップ３．特定事業の評価・選定、公表 

民間事業者の募集及び選定等 

ステップ４．民間事業者の募集、評価・選定、公表 

ステップ５．協定等の締結等 

PFI 事業の実施 

ステップ６．事業の実施、監視等 

ステップ７．事業の終了 
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①調査、設計に関わるリスク 

設計等の完了の遅延、設計等費用の約定金額の超過、設計等の成果物の瑕疵等 

②用地確保に関わるリスク 

公共施設等の敷地、工事の施工上必要な用地の使用権 

③建設に関わるリスク 

工事の完成の遅延、工事金額の約定金額の超過、工事に関連して第三者に及ぼす影

響、工事目的物の瑕疵 

④維持管理・運営に関わるリスク 

運営開始の遅延、維持管理・運営の中断、施設の損傷、維持管理・運営に関わる事

故、技術革新、修繕部分等の瑕疵 

⑤終了段階でのリスク 

公共施設等の譲渡、一部又は全部を撤去しての原状復旧 

⑥各段階に共通するリスク 

不可抗力、物価・金利・為替レートの変動、税制の変更、施設等の設置基準、 

管理基準等関連法令の変更、許認可の取得等 

仕様の変更、工事遅延による工事費の増大、事業開始の遅れ、関係法令や税制の変更等に

より事業にとって損失が発生する可能性を言う。これらのリスクについて、できる限り明

確にした上で、事業契約段階において公共側と事業者側において「リスクを最もよく管理

することができる者が当該リスクを分担する」との考え方で、取り決める必要がある。 

 リスクの分担方法としては、 

(ｲ) 公共施設等の管理者等あるいは選定事業者のいずれかが全てを負担 

(ﾛ) 双方が一定の分担割合で負担（段階的に分担割合を変えることがあり得る） 

(ﾊ) 一定額まで一方が負担し、当該一定額を超えた場合(ｲ)又は(ﾛ)の方法で分担 

(ﾆ) 一定額まで双方が一定の分担割合で負担し、当該一定額を超えた場合(ｲ)の方法で分担 

といった方法がある。 

リスク分担の検討にあたっては、リスクが選定事業ごとに異なるものであり、個々の選定

事業に即してその内容を評価し検討すべきことが基本となる。一般的に考えられるリスク

の要素は、次のとおりである。 

 

1.2.3  VFM（Value For Money）に関するガイドライン 

VFM（Value For Money）とは、一般に「支払いに対し、最も価値の高いサービスを供給

する」という考え方である。同一の目的を有する２つの事業を比較する場合、支払に対し

て価値の高いサービスを供給する方を他に対し「VFM がある」といい、残りの一方を他に

対し「VFM がない」という。 

公共機関は、公共サービスを提供する期間にかかる費用の総額である LCC（Life Cycle 

Cost）を軽減することにより、より効率的な経営を行っていくことが求められている。図 

IV-2 に示すように、従来通り公共事業として実施する場合の LCC を「PSC」（Public Sector 
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PSC PFI 事業の LCC 

リスクの

定量化 

公共機関が 

負うリスク 

 

従来型公共事業 

調達コスト 

 

 建設費 

 維持管理費 

 資金調達等 

事業者が負う 

リスクの対価を

含む 

 

PFI 事業 

調達コスト 

VFM 

Comparator）といい、PFI 事業として実施する場合に、公共機関が負担する見込額を「PFI

事業の LCC」という。VFM の評価は PSC と PFI 事業の LCC との比較により行う。 

VFM の評価は、特定事業の選定にあたって必ず行われなければならない。ただし、その

時点において算定が可能である範囲において極力精度を確保するものとし、算定のために

多大な労力をかけ過ぎることのないよう留意が必要である。特に、厳密的にリスクを定量

化するには、データが不足していること等から困難であり、簡略化して計算することが適

当である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 IV-2 VFM の概念 

1.2.4  契約に関するガイドライン 

 PFI 事業の実施等に関しては、従来型の工事や業務契約とは異なるだけでなく、様々な契

約が必要となる。その契約のなかでも重要な契約は、PFI 事業契約と呼ぶものである。この

PFI 事業契約は、従来型の公共工事の請負契約と比して、長期に亘ることが通例であり、ま

た、選定事業者、コンソーシアム構成企業、受託・請負企業、及び融資金融機関など、関

係者が多数に及ぶ。PFI 事業契約は、PFI 事業の中核をなす契約であり、PFI 事業契約の一

方の当事者となる選定事業者のみならず、コンソーシアム構成企業、受託・請負企業及び

融資金融機関等関係者にも直接的な影響を与えるものである。公共側は、PFI 事業にかかる

契約関係の安定性を確保する観点から、これら関係者に与える影響にも配慮しつつ、継続

的かつ安定的な公共サービスの提供等を実現する PFI 事業契約の規定について検討する必

要がある。 

 PFI 事業の実施等に関する契約には、一般的に以下の契約がある。 

① PFI 事業契約 

選定事業者は選定事業にかかる施設の設計、建設工事、維持管理及び運営の業務及び
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かかる資金調達を行うことにより、公共側の要求する水準の公共サービスを公共側に対

し提供する義務を負い、公共側は選定事業者に対し提供される公共サービスの対価を支

払う義務を負うことなどを規定する、公共側と選定事業者との間で結ばれる契約である。 

② 基本協定 

選定事業に関し、コンソーシアムが落札者として決定されたことを確認し、公共側及

び当該コンソーシアムの義務について必要な事項を定める公共側とコンソーシアムの構

成企業との間で結ばれる契約である。 

③ 直接協定 

選定事業者による選定事業の実施が困難となった場合などに、公共側による PFI 事業契

約の解除権行使を融資金融機関等が一定期間留保することを求め、資金供給している融

資金融機関等による、選定事業に対する一定の介入を可能とするための必要事項を規定

した、公共側と融資金融機関等との間で直接結ばれる協定である。 

④ 事業関連契約（業務委託契約、業務請負契約など） 

選定事業者が PFI 事業契約に従い施設の設計、建設、維持管理及び運営の業務を実施し、

公共サービスを提供するため、これら業務を第三者たるコンソーシアム構成企業又は受

託・請負企業に委託し、又は請け負わせるため、選定事業者とコンソーシアム構成企業

又は受託・請負企業との間で結ばれる契約である。さらに、これら業務を委託された、

又は請け負ったコンソーシアム構成企業又は受託・請負企業がこれら業務をさらに下請

企業に委託し、又は請け負わせる、受託・請負企業と下請企業との間で結ばれる契約で

ある。 

⑤ 融資契約 

融資金融機関等が選定事業者に対して融資することに関する、融資金融機関等と選定

事業者との間で締結される契約である。 

⑥ 担保関連契約 

融資金融機関等が選定事業にかかる資産及び権利について、担保権を取得することを

目的とした契約である。 

⑦ 債権者間契約 

複数の融資金融機関等により融資機関団が組成される場合に、融資機関団の債権者と

しての権利行使等にあたっての意思決定方法、担保権の実行方法等、債権者間の基本的

な権利義務関係を定める債権者間で結ばれる契約である。 

⑧ 出資者支援契約 

融資金融機関等と選定事業者の株主となる出資者（コンソーシアム構成企業）との間

で、出資者による追加の資金拠出の義務（株式出資又は劣後貸付）、選定事業者に対する

支援協力義務等について締結される契約である。 

⑨ 株主間協定 

選定事業者の株主（コンソーシアム構成企業その他出資者）間で、当該株式会社の運
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営や、選定事業の運営にかかる責任分担等についての基本的な合意事項を定める協定で

ある。 

1.2.5 モニタリングに関するガイドライン 

モニタリングとは、選定事業者による公共サービスの履行に関し、契約等に従い適正か

つ確実なサービスの提供の確保がなされているかどうかを確認する重要な手段であり、公

共側の責任において、選定事業者により提供される公共サービスの水準を監視（測定・評

価）する行為をいう。 

 モニタリングは、施設の設計、建設、維持管理、運営と各々の段階において行う必要が

あるが、当該ガイドラインでは、施設整備完了後、供用又はサービス提供の開始された段

階から事業終了までの間のモニタリングに関連する考え方等が整理されている。 

 モニタリングに先立っては、公共側が提示する業務要求水準書や PFI 事業契約書におい

て、以下の項目について、具体的に規定しておくことが必要である。 

① 選定事業者により提供される公共サービスの要求水準（内容と質）とその評価基準 

② 同要求水準が満たされていることの確認手法及び測定する実施体制の確立 

③ その測定結果に基づくサービス対価支払の考え方 

④ 同要求水準が満たされない（債務不履行）時の措置 

 これらに基づいて、次のようなモニタリングを実施していくことになる。 

① 選定事業者が提供する公共サービスの履行状況の把握と履行状況を検証するためのデ

ータやサンプルの収集 

② 提供された公共サービスの水準が PFI 事業契約に規定された要求水準を満たしていない

ことが確認された場合の速やかな改善措置の実施 

③ 収集されたデータやサンプル、改善措置の実施状況等について、要求されている公共サ

ービスの水準を満たしているかの測定及びその結果に基づく実績評価等 

1.3  PFI のメリット、課題・デメリット 

1.3.1  PFI のメリット 

 PFI により事業実施することのメリット（効果）には、PFI の性質から見て一般的に以下

のようなものが考えられる。 

①質の高い公共サービスの提供 

PFI 事業では、利用者のニーズを把握し、満足度を高めるような民間事業者の経営上の

ノウハウや技術的能力を活用することができるため、より質の高い公共サービスの提供

が可能となる。 

②事業コストの削減 

PFI 事業では、施設の設計から建設、維持管理及び運営の全部又は一部を一体的に民間

事業者に委ねることに伴い、一括発注が行われること、また、その際、仕様発注方式で

はなく性能発注方式がとられることにより、事業コストの削減が期待される。 

 また、事業を進めていく上では、需要の変動、物価や金利変動等の経済状況の変化、
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事故、計画の変更、天災等様々な予測できない事態により損失等が発生するおそれ（リ

スク）があり、PFI 事業では、これらのリスクを最もよく管理できる者がそのリスクを負

担することを契約において明らかにし、事業全体のリスク管理を効率的に行うことによ

り VFM 極大化を図ることで、事業コスト削減を可能とする。 

③財政支出の平準化 

 PFI 事業では、従来方式のように施設の建設年次に大きな財政支出は発生せず、財政支

出は契約期間にわたって平準化された民間事業者へのサービスの対価として支払われる

ことになるため、厳しい財政事情の中でも、必要な社会資本の整備等が可能となり、公

共サービスの早期提供が可能となる。 

④官民パートナーシップの形成 

 民間で可能な分野はできるだけ民間に任せる、という考え方のもと、公共サービスの

提供手段の選択肢を拡げ、それぞれに適した民間参加の方式を作ることにより、官民の

適切な役割分担に基づく新たなパートナーシップが形成されていくことが期待される。 

⑤説明責任（アカウンタビリティ）の確保と職員の意識改革の推進 

 事業は、事業の発案から終了まで、手続きの透明性が要求される仕組みとなっている。

具体的には、実施方針や特定事業の公表といった手続きを通じて、行政の説明責任が求

められ，行政運営において透明性が確保される。 

 また、PFI 事業への取組みを通じて、従来の制度慣習にとらわれない考え方、コスト意

識（事業期間全般にわたる長期のライフサイクルに関するコスト意識）、経営感覚の醸成

等，職員の意識改革が図られる。 

⑥民間の事業機会の創出 

 PFI 事業は、従来、行政が行ってきた事業を民間事業者に委ねることから、民間に対し

て新たな事業機会をもたらすこととなる。また、他の収益事業と組み合わせることによ

っても，新たな事業機会を生み出すこととなる。 

 さらに、PFI 事業のための資金調達方法として、プロジェクトファイナンス等の新たな

手法を取り入れることで、金融環境が整備されるとともに、新しいファイナンスマーケ

ットの創設にもつながる。 

このように，新規産業創出，経済構造改革推進の効果が期待される。 

⑦技術革新 

 PFI 事業では、従来のような仕様発注ではなく、性能発注が原則であり、必要なサービ

ス水準が満たされていれば、それを提供する上での手法（仕様）は問われない。 

 このため，民間事業者は、自らが得意な分野の技術などを最大限活用することが可能と

なり、その進展によっては、コストを削減するための新たな技術、手法の開発を促すとい

ったことが期待できる。 

⑧的確で客観的な事業性の判断 

 PFI 事業は、VFM の検証などの検討過程を通じて、事業性をより的確に判断すること
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ができる。また、学識経験者などが参加する事業選定委員会や民間事業者などを通じて

第三者の提案や意見を採り入れるシステムが含まれることからも、より客観的な事業性

の判断が可能となっている。 

⑨行政運営の効率化 

 公共が自ら実施する方式と PFI 方式のどちらが効率的であるかを比較検討することで、

最適な資源（予算・人員）配分を実現し、行政運営の効率化に寄与することが期待され

る。 

1.3.2  PFI の課題・デメリット 

 PFI による事業実施の課題やデメリットには、PFI の性質から見て一般的に以下のような

ものが考えられる。 

①PFI 事業を導入するまでには、事前調査や PFI 導入可能性調査に始まり、3.2.1 の PFI 事業

実施ガイドラインの節にも示すような実施方針の策定から民間事業者との契約までの手

続きが煩雑であり、一般的に 2～4 年といった長時間を要する。 

②事業に関する設計・建設から維持管理・運営、事業終了までの間、正確に想定できない

様々な要因により事業にとっての損失が発生する可能性がある。こうしたリスクの民間

事業者との分担が難しく、その契約事務が非常に複雑なものとなる。 

③直営で事業実施する場合と異なり、PFI 事業では民間事業者が長期間実施するため、特に、

民間事業者との契約等に関する法律面や、民間資金調達等に関する財政面についてアド

バイザーへの委託事務が新たに生じる。 

④事業によっては補助金が交付されないものがあり、交付されるとしてもほとんどの場合、

分割交付が認められていない。 

⑤PFI 導入可能性調査を実施し、導入可能性評価によって PFI 導入を断念した場合は、投入

した公的資金が無駄になる。 

⑥PFI 事業においては民間事業者が資金を調達し事業を推進するため、従来型の事業と比

べ、事業開始時において公共部門の財政負担が少なくなることが考えられる。しかしな

がら、これは、公共部門の一時的な支出を長期間（例えば 25 年間）に繰り延べるもので

あるとも考えられ、従来方式に比べ、将来の財政を硬直化させる一因としても捉え得る

ものである。 

⑦PFI の導入により、従来の事業方式と比較して、コストが上がる要因もある。例えば、「複

雑な入札手続・契約」や「コンサルティングに係る費用」などが考えられる。PFI 導入に

あたっては、地方自治体が負担する費用や労力なども考慮し、全体の枠組みの中で最適

な選択を行う必要がある。 

⑧PFI の事業主体となる民間事業者には、長期の事業期間にわたって、必要な資金の調達能

力とリスクを負う能力が求められることから、事業主体として選定される応募者は、一

定のノウハウをもった企業に限定される可能性が高く、業界での経験、大規模事業の建

設経験、資金調達等に関する専門知識が求められるようになる。したがって、参画する
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企業は必然的に大企業に限られてくることが想定されるが、一方で、地域経済の振興と

いう視点からは、事業主体として参画できるような地元企業の層を広げていくことが課

題となり、地域に密着した事業や地元企業の企画力等を生かせるような方策を検討する

必要がある。 

⑨PFI 事業に参入しようとする民間企業側においては、性能要求水準を満たすための技術的

検討、リスク分担の検討や関連事業法及び契約等に関する法律的検討、資金調達に関す

る調整等の財政的検討、スポンサー企業や協力企業間との調整等について、多様な検討

を行うため入札に係る費用が増大する。 

1.4  PFI 以外の民間活用手法 

1.4.1  PFI に準じた方式（DBO 方式） 

DBO 方式とは、自治体の資金調達により、施設の建設、維持管理及び運営を包括的に民

間に委託する方式である。この場合、施設の所有権は自治体が保有するが、事業主体とし

ては民間事業者となる。特徴として、①自治体の資金調達能力を活用すること、②民間事

業者の経営能力及び技術的能力を活用すること、③民間事業者が維持管理及び運営を実施

すること、である。DBO 方式は、低金利の公債を一括して調達することが可能であり、こ

れが長期的に事業経営を圧迫しない場合は、ライフサイクルコストの縮減効果が期待され、

民間の経営能力及び技術的能力を最大限活かすことにより、PFI 方式と比較して VFM が得

やすい事業方式と考えられている。 

1.4.2  第三者委託 

従来の水道法では、法的責任を伴う第三者への業務委託を想定されていなかったことか

ら、事業者自らの責任において水道技術管理者を設置し適正な管理を維持していかなけれ

ばならず、水道管理における技術的業務のあり方に係る選択肢が必ずしも十分ではなかっ

たことから、技術力の弱い事業体においては水道の管理の業務に支障が生じること等が懸

念されていた。 

このようなことから、平成 13 年に水道法が改正され、新しく第 24 条の 3 により、浄水

場の運転管理や水質管理等の技術上の業務を、技術的に信頼できる第三者（他の水道事業

者、民間企業等）に委託することが可能となった。この委託は、水道法上の責任を伴う委

託であり、私法上の委託とは性格が異なるものである。なお、この委託を行う場合であっ

ても、水道事業者の需要者に対する供給責任等水道事業者固有の責任は受託者側に移るこ

とはない。また、国または都道府県による受託者の直接監督が可能となっている。 
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図 IV-3 水道事業における第三者への業務委託 

2.  用語解説 

2.1  五十音順 

【あ行】 

アウトソーシング（Outsourcing） 

 PFI においては、公共施設の設計、建設、資金調達、維持管理、運営を一貫して民間に

委ねることを基本とする。  

アカウンタビリティ（Accountability） 

説明責任。公共サイドは、PFI 事業及び民間事業者の選定過程、さらに事業が協定（契

約）内容に基づいて適切に執行されているかどうか等について、客観的データに基づき

説明する責任を負う。 

イコール･フッティング（Equal Footing） 

共通の土台作り。PFI 事業と従来型公共事業で行った場合のコストなどを比較する際の

ベースとなる。具体的には、固定資産税の非課税措置や不動産所得税の減税措置、減価
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償却の特別措置などが考えられる。 

 民間事業者が PFI 事業によって公共サービスを提供する場合に、公共セクターのコス

ト面での優位差を除去（又は相殺）して比較すること。従来型の公共事業は、地方自治

体等が国から供与を受けている補助金、地方交付税の他、自治体の起債による低利資金

調達、非課税措置等により、民間事業者が公共サービス提供事業（PFI 事業）を実施する

場合と比較して、コスト面で優位性がある。 

インフラストラクチャー（Infrastructure） 

都市の基盤となる道路、鉄道、上下水道、電気、通信などの社会基盤施設。インフラ。 

エス・ピー・シー（SPC：Special Purpose Company）  

  ⇒特別目的会社 

【か行】 

加速償却 

法定償却率を超えた減価償却方法。BOT 方式等の場合に、民間事業者の所有する施設

が契約期間内に償却し切れない残存部分を残さないようにする手法。  

基本方針 

「民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する事業の実施に関する基本方針」

（平成 12 年 3 月 13 日公表）。PFI 事業の実施に関する基本的事項を定めたもの。  

キャッシュフロー（Cash Flow） 

事業活動による資金の流出入。PFI 事業においては、プロジェクト・ファイナンスが導

入される場合が多く、融資者に対する主な返済原資となるキャッシュフローの管理が最

重要課題となる。  

行政財産 

国の行政のために用いられる財産で、各省庁の長が管理するが、原則として処分（売

却、交換等）や私権の設定は出来ない。具体的には、以下の４種類。 

①公用財産（国の事務、事業または職員の住居のために使用される財産で、庁舎、国

家公務員宿舎、国立病院等が含まれる。） 

②公共用財産（国が直接公共目的のために管理する財産で、国有公園、広場、道路、

河川等が含まれる。） 

③皇室用財産（皇室のために使われる財産で、皇居、御所、御用邸等が含まれる。） 

④企業用財産（造幣局、印刷局、国有林野、アルコール専売、郵政の各特別会計で行

う国の事業、またはこれらの事業に従事する職員のために使用される財産。）  

現在価値（NPV、Net Present Value） 

将来価値を一定の割引率で割り引いた価値（金額）。 

プロジェクトの（正味）現在価値（NPV）とは、プロジェクトが獲得する毎年の収益（金

利などの資本コストを控除する前のネット・キャッシュフロー）の合計から投資額を差

し引いたもので、金額はいずれも現在価値に換算したものを使用する。 
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（正味）現在価値＝Σ{ｎ年後キャッシュフロー／(１＋割引率/100)n}－投資額 

（正味）現在価値は、プロジェクトの実施妥当性を判断する重要な指標の１つで、NPV

＞0 ならば一応そのプロジェクトは実施妥当性があると判断される。 

建設－運営－譲渡（BOT：Build-Operate-Transfer） 

民間事業者（公共体とのジョイント・ベンチャーを含む）などのプロジェクト事業主

体が建設・運営を行い、一定期間経過後に公共体に施設を譲渡するプロジェクト推進形

態。 

建設－譲渡－運営（BTO：Build-Transfer-Operate） 

プロジェクト事業主体は建設後、施設の所有権を当該公共体に引き渡すが、引き続き

施設を運営するプロジェクト推進形態。運用収入を公共体と分配することもある。 

建設－所有－運営（BOO：Build-Own-Operate） 

BOT のように公共体への施設移転を行わないプロジェクト推進方式。 

建設－運営－売却（BOS：Build-Operate-Sell） 

事業主体は自らの資金調達によって施設を建設し、当該公共体に売却してその売却益

を償還原資とする。事業主体は売却後、公共体とリース契約を結んで施設貸与を受け施

設の所有権は持たない。 

建設－リース－譲渡（BLT：Build-Lease-Transfer） 

事業主体は工事完成後、公共体に施設をリース、運営させ、リース代を受け取って投

下資金を回収した後、所有権を引き渡す。 

公共施設等 

PFI 法においては以下のものを「公共施設等」と規定している。 

①公共施設 道路、港湾、空港、河川、公園、水道、下水道、工業用水道 

②公用施設 庁舎、宿舎等 

③公益的施設 公営住宅及び教育文化施設、医療施設、社会福祉施設、更正保護施設、

駐車場、地下街等 

④その他施設 情報通信施設、熱供給施設、新エネルギー施設、リサイクル施設（廃

棄物処理施設を除く）、観光施設及び研究施設等 

⑤上記にあげる施設に準ずるものとして政令で定めるもの 

公共施設等の管理者 

PFI 法において、PFI 事業によって整備しようとする公共施設等の管理者である国、及

び地方公共団体の長、または特殊法人・その他の公共法人。  

コーポレート・ファイナンス（Corporate Finance） 

従来型企業貸付の主流で、企業の信用力による資金調達。（cf. プロジェクト・ファイ

ナンス） 

コンセッション（Concession） 

民間事業者に付与される事業運営や開発にかかわる権利。事業権、運営権。  
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コンソーシアム（Consortium） 

協会、組合、連合を意味する。PFI 事業では、複数の企業、団体で組織される事業主体。  

【さ行】 

財政投融資 

公的年金の積立金、郵貯等国民から集めた有償資金を国が一元的に管理し、社会資本

整備をはじめ様々な政策目的のために投融資する仕組み。財投機関と呼ばれる住宅金融

公庫や日本道路公団等への資金配分のほか、地方債の引き受けを通じて財政力の弱い地

方自治体に対して資金を供給することなども大きな役割の一つ。99 年度の計画額は、52.9

兆円と一般会計予算の 65%（当初ベース）に達しており、「第二の予算」といわれている。

財投規模肥大化等の問題に対処するため、2001 年 4 月から財投機関の資金調達に市場原

理を導入する等、財政投融資制度の抜本的改革が行われた。  

債務保証 

当事者が債務履行不能に陥った場合、代わって債務履行することを保証する行為。  

債務負担行為 

建設工事や土地の購入が複数年度にわたる場合に、翌年度以降発生する支出や、債務

保証又は損失補償のように債務不履行等の一定の事実が発生した時の支出を予定するな

ど、将来の財政支出を約束する行為。公共が債務を負担する行為をするには、予め議会

で債務負担行為としての決議を経なければならない。 

PFI 事業では、事業会社にとってキャッシュフローの源泉となる公共からの支払いを長

期継続的に予算措置する行為。事業採算性、資金調達の面で必要条件の一つとなる。 

PFI 法では国の債務負担行為は 30 年以内と定められているが、地方自治体については

明確な表現がない。  

サービス（Service） 

PFI では、サービスという用語は、民間事業者が公共に対して提供する設計、建設、資

金調達、維持管理もしくは運営等の業務を指す。PFI の類型の１つである「サービス購入

型」でいうサービスはこれに当たる。 

サービス提供型 

公共事業を PFI 方式で進める場合の一形態。PFI 事業者の提供するサービス（建設＋運

営）に対して、公共側が毎年、契約で定められた方式に従って料金を支払う方式。公共

側から見れば（民側からの）サービス購入型のインフラ整備事業。 

残存価値 

購入価額より減価償却累計額を控除した残額。  

自己資本内部収益率（EIRR：Equity Internal Rate of Return） 

自己資本に対する内部収益率。資本参加を検討する「株主（事業主）」とは即ち投資家

であり、投資した金額に対してどれだけの投資収益が得られるのかにより投資の可否を

判断する。しかしながら、銀行預金や債券投資とは異なり、エクイティから得られる配
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当等は年度毎に受け取れる金額にバラツキがあるため、その利回りをイメージするのは

困難である。そこで、投資金額に対して将来受け取るキャッシュ（配当金等）が、年利

回りに換算してどのくらいになるかを数値化したものをエクイティ IRR と定義し、投資家

の投資判断材料としている。 

教科書的な定義は、「エクイティ投資から発生するすべてのキャッシュフローを現在価

値に引き直す際、投資金額＝すべてのキャッシュフローの現在価値 となるような割引

率」となっている。 

投資判断をする際のポイントは、リスクとリターンが見合っているかという点である。

エクイティ IRR は単にリターンを測るモノサシに過ぎず、その数値が高いか低いかの判断

は、エクイティの流動性や事業が内包するリスクの判断次第と言える。 

実施方針 

PFI 事業を行う国、地方公共団体等が、基本方針に則り実施に関する方針を定めたもの。

具体的に定める事項には次のものがある。 

・特定事業の選定に関する事項 

・民間事業者の募集及び選定に関する事項 

・民間事業者の責任の明確化、事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項 

・公共施設等の立地及び規模配置に関する事項 

出資金利回り率（ROE：Return on Equity） 

株主資本利益率。株主資本を「元手」として、投資総期間でどれだけの利益をあげた

かを見る企業の経営効率を測定する指標の一つ。  

シンジケート（Syndicate） 

国債、地方債、社債などの引き受けや融資を行う複数の金融機関からなる組織体。  

スキーム（Scheme） 

計画、枠組み。ここでは、事業の「方式、形態、事業期間、事業範囲、リスク分担等」

を指す。 

ストラクチャード・ファイナンス（Structured Finance） 

従来の資金調達とは異なる仕組み金融。(cf. プロジェクト・ファイナンス)  

性能発注方式 

要求するサービスの内容、水準のみを規定し、「如何にして」という点は民間事業者に

委ねる発注方式。PFI 事業については、性能発注方式の方が PFI 法の主旨である「民間の

創意工夫の発揮」が実現しやすくなる。 

性能発注における仕様書は、英国 PFI ではアウトプット仕様書（Output Specification）

と呼ばれている。 

セクター（Sector） 

部門・分野。 

第一セクター＝政府・自治体、第二セクター＝民間、第三セクター＝官＋民。 
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設計－建設－ファイナンス－運営（DBFO：Design-Build-Finance-Operate） 

PFI というコンセプトが政府主導で定着する以前の英国における公共事業の民営化手

法の一つ。 

設計－建設－運営（DBO：Design-Build-Operate） 

行政が資金調達を行うため PFI ではないが、PFI に準じた方式。 

総合評価方式 

入札における落札者の決定において、価格その他の要素を総合的に判断して決定する

方式。PFI では多くの場合、価格のみによる評価ではなく、設計･建設の技術水準、管理

運営面のサービス水準なども含めて民間事業者の選定を行う。 

なお、従来は国発注の公共工事への総合評価方式導入には大蔵省との案件毎の個別協

議が必要だったが、2000 年 3 月に建設省等と大蔵省との間で、総合評価方式導入にあた

っての適用範囲や落札方式などに関する包括協議が整った。これにより、包括協議に示

す適用範囲であれば、事前の個別協議なしに総合評価方式の導入が可能になった。  

【た行】 

直接金融 

社債の発行、不動産の証券化等により資金を直接資本市場から調達する手法。（cf．間

接金融：銀行からの借入による従来型の資金調達手法）  

デフォルト（Default） 

債務不履行。どのような状態をもってデフォルトと認定するかは、個別の契約や当該

国の法律により異なる。  

特定事業 

  PFI 事業として整備される事業。 

特別目的会社（SPC：Special Purpose Company、SPV、Special Purpose Vehicle） 

PFI 事業を行う目的で設立される会社。SPC 法上の SPC とは異なる点に注意。  

独立採算型 

公共事業を PFI 方式で進める場合の一形態。公共からの補助なしで成立する事業。 

【は行】 

パブリック・インボルブメント（PI：Public Involvement） 

公共事業等、公共政策の推進にあたっての合意形成手法。例えば、各種施設の整備計

画の策定にあたり、住民等関係者の意見を聴取し計画に反映させる等。  

パブリック・セクター・コンパラター（PSC：Public Sector Comparator） 

公共が自ら実施する場合の事業期間全体を通じた適正な事業費用予測に基づく公的財

政負担の見込額の現在価値であり、財政負担とは、PFI 事業の LCC（ライフサイクルコス

ト）との比較を前提に、事業費用又はそれを賄う資金支出の総額を意味するものとする。

その算定に当たっては、対象とする事業を公共施設等の管理者等が自ら実施する場合に

その時点で採用すると考えられる事業形態を想定して計算するものとする。例えば、事
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業の一部を請負、委託等によって民間事業者に実施させる事業については、その事業形

態を想定する。  

パブリック・プライベート・パートナーシップ（PPP：Public Private Partnership） 

官民協力。 

バリュー・フォー・マネー（VFM：Value for Money） 

VFM（バリュー・フォー・マネー）とは、PFI における最も重要な概念の１つで、国民

の税金（Money）の使用価値（Value）を最も高めようとする考え方。 

PFI 方式の採用による VFM の達成は、従来の公共事業方式と較べ、①サービス水準が

一定であれば公共の負担するコストが従来より低減すること、あるいは②コストが従来

と同等であればサービス水準が向上すること、により検証される。 

この場合のコストは、公共（国、地方自治体）が事業期間（ライフサイクル）にわた

って支出する財政支出額（公共が負担するリスクの調整分を含む）を適正な割引率で現

在価値に換算したものが用いられる。（cf. PSC） 

従来の公共事業方式に代わり PFI 方式を採用するに当たっては、PFI 方式によって VFM

が向上することの検証が求められる。PFI 事業を実施する民間事業者の選定においても、

VFM は最も重要な選定要因となる。  

ピー・エフ・アイ（PFI：Private Finance Initiative） 

PFI（プライベート・ファイナンス・イニシアティブ）とは、公共サービスの提供を民

間主導で行うことで、公共施設等の設計、建設、維持管理及び運営に、民間の資金とノ

ウハウを活用し、効率的かつ効果的な公共サービスの提供を図るという考え方である。 

｢小さな政府｣を目指す行政改革の一環として、1992 年にイギリスで導入された。わが

国では、1997 年 11 月の緊急経済対策や 1998 年 4 月の総合経済対策に盛り込まれ、1999

年 7 月に PFI 法が成立、同年 9 月に同法が施行された。これに伴い、内閣内政審議室に民

間資金等活用事業推進委員会（PFI 推進委員会）が設置された。 

2000 年 3 月には PFI 法の規定に基づき「民間資金等の活用による公共施設等の整備等

に関する事業の実施に関する基本方針」が公布された。  

ピー・エフ・アイ事業（PFI 事業） 

日本版 PFI の事業対象は、主に次の 3 種類に大別できる。 

①公的部門により原則整備されている社会資本分野 

例）道路、港湾、空港、河川、都市公園、下水道 

②許認可等により民間事業者の整備が認められている社会資本分野 

例）上水道、工業用水道、熱供給施設、廃棄物処理施設等 

③民間事業者（第三セクターを含む）が整備可能な公共性の高い社会資本分野 

例）新エネルギー施設、リサイクル施設、情報通信施設、社会福祉施設、大学等の

教育文化施設、医療施設、駐車場、地下街、観光施設 
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ピー・エフ・アイ法（PFI 法） 

｢民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律｣。平成 11 年 7 月 30

日に公布され、同年 9 月 24 日に施行。 

ファイナンシャル・アドバイザー（FA：Financial Advisor） 

財務アドバイザー。スポンサーの利益を代表することを目的として資金調達全体のア

レンジを行うアドバイザー。貸し手がファイナンシャルアドバイザーを兼ねることは利

益相反の観点から難しい。  

普通財産 

行政財産以外の財産。国有財産については、大蔵大臣による管理処分や私権の設定が

可能。行政財産が不要となった場合には、各省庁の長は速やかに普通財産に転換し、大

蔵大臣に引き継ぐ。（97/3 末 44.3 兆円）  

プロジェクト IRR（PIRR：Project Internal Rate of Return） 

事業を始める際には、まずその事業自体の採算性を判断しなければならない。事業自

体に採算性のないプロジェクトは、エクイティ投資家にとってもデット供給者である銀

行等にとっても魅力はなく、成立は難しい。プロジェクト IRR は財務活動から発生するす

べてのキャッシュフロー（株式払込み、配当金支払い、銀行借入、元利金返済を除く）

の、投下された総資金量に対する利回りをあらわしており、純粋な事業の採算性を計る

うえでは、最適な指標とされている。 

プロジェクト・ファイナンス（Project Finance） 

プロジェクト・ファイナンスとは、仕組み金融（ストラクチャード・ファイナンス）

の一種。 

資源開発、大型プラント建設、大規模土木事業などのビッグ・プロジェクトで用いら

れてきた資金調達手段で、従来のコーポレート・ファイナンスが親会社自体の信用力や

土地を主な担保とするのに対して、事業自体のキャッシュフローを主な返済原資とする

事業融資方式。 

資金調達者側のメリットとしては、ノン・リコース、或いは、リミッティド・リコー

ス型の借入となるため、基本的にはプロジェクト破綻時の負担が限定される。更に、プ

ロジェクトの事業主体となる SPC（特別目的会社）を設立し、SPC がプロジェクトの信

用力で資金調達を行うことを目指すので、親会社から見た場合にオフ・バランスの効果

も期待できる。 

一方、公共側のメリットとしては、プロジェクト事業体が契約に基づく確実なファイ

ナンスを受けていることにより、プロジェクトが安定する結果、長期に亘るサービス提

供の安定的確保が期待できる点にある。（cf. コーポレート・ファイナンス） 

【ま行】 

民間資金等活用事業推進委員会（PFI 推進委員会） 

総理府に設置された委員会。委員 9 名、専門委員 10 名で構成され、基本方針の策定、
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そのフォローアップ等にあたる。  

【ら行】 

ライフサイクル･コスト（LCC：Life Cycle Cost） 

建物生涯費用。建物の企画・設計から建設、維持管理、修繕、解体・撤去までの建物

の生涯にかかる総費用。  

利益相反 

ある主体が相反する複数の目的で事業に参画する場合、利益相反が生じる可能性があ

る。工事受注や設備の納入による利益獲得を目的とする請負業者が、事業利益を目的と

する事業主体に参画する場合や、ファイナンスの貸し手が借り手である事業会社の立場

に立つ場合がこれに当たる。利益相反に対しては、プロジェクト・マネジメント手法等

を用いた管理が求められる。 

リスク（Risk） 

リスクとは不確実性のことであり、事業に係わるリスクとは事業期間において生じる

可能性のある全ての不確実要素を指す。 

PFI 事業は、これらの事業遂行に関するリスクを、官民双方で適切に分担するという考

え方に基づき遂行される。 

そのためには、リスクの所在を明確化（特定）し、個々のリスクについてはそれを最

も効率的に管理できる主体が責任をもって負担する、という「最適なリスク分担」が必

要となる。リスクの定量化は容易ではないが、可能な限り定量化し、VFM の評価におい

てコストとして調整されることが求められる。 

リスクの所在の明確化と分担方法については、事前に契約の中で明確に規定されるこ

とが重要である。  

リスク・コミュニケーション（Risk Communication） 

国民、事業者、行政等が、リスクに関する知識や情報、意見を相互に交換、共有し、

共通の理解の形成を図ろうとするもの。  

リハビリ-リース-譲渡（RLT：Rehabilitate-Lease-Transfer） 

民間事業者が老朽化した施設の機能を回復して、公共にリースし、一定期間後に公共

に譲渡する方式。  

【わ行】 

割引率（Discount Rate） 

現在価値を算出する際に用いる利率。（cf. 現在価値） 

2.2  アルファベット順 

【B】 

BLT（Build-Lease-Transfer） 

⇒建設－リース－譲渡 
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BOO（Build-Own-Operate） 

⇒建設－所有－運営 

BOS（Build-Operate-Sell） 

⇒建設－運営－売却 

BOT（Build-Operate-Transfer） 

⇒建設－運営－譲渡 

BTO（Build-Transfer-Operate） 

⇒建設－譲渡－運営 

【D】 

DBFO（Design-Build-Finance-Operate） 

⇒設計－建設－ファイナンス－運営 

DBO（Design-Build-Operate） 

⇒設計－建設－運営 

【E】 

EIRR（Equity Internal Rate of Return） 

⇒自己資本内部収益率 

【F】 

FA（Financial Advisor） 

⇒フィナンシャル・アドバイザー 

【L】 

LCC（Life Cycle Cost） 

⇒ライフサイクル･コスト 

⇒レター･オブ･ギャランティー 

【N】 

NPV（Net Present Value） 

⇒現在価値 

【P】 

PFI（Private Finance Initiative） 

⇒ピー・エフ・アイ 

PI（Public Involvement） 

⇒パブリック・インボルブメント 

PIRR（Project Internal Rate of Return） 

⇒プロジェクト IRR 

PPP（Public Private Partnership） 

⇒パブリック・プライベート・パートナーシップ 

PSC（Public Sector Comparator） 
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⇒パブリック・セクター・コンパラター 

【R】 

RLT（Rehabilitate-Lease-Transfer） 

⇒リハビリ-リース-譲渡 

ROE（Return on Equity） 

⇒出資金利回り率 

【S】 

SPC（Special Purpose Company）、SPV（Special Purpose Vehicle）  

⇒特別目的会社 

【V】 

VFM（Value for Money） 

⇒バリュー・フォー・マネー 

（出典）（社）日本建設業団体連合会ホームページ「PFI 関連テクニカルターム集」

http://www.nikkenren.com/pfi_yougo/doc.html。ただし、本手引きに合わせて一部追加・変更した。 

 

3.  情報源情報 

3.1  PFI ガイドライン 

3.1.1  民間資金等活用事業推進委員会ガイドライン 

 内閣府民間資金等活用事業推進室（PFI 推進室）ホームページにおいて、内閣府に設置さ

れた民間資金等活用事業推進委員会がまとめた各ガイドラインを閲覧できる。 

URL：http://www8.cao.go.jp/pfi/guideline.html 

3.1.2  地方公共団体の PFI ガイドライン等 

 都道府県及び政令指定都市における PFI ガイドライン・マニュアル類の整備は、表 IV-3

のとおりである。（平成 17 年 3 月 22 日現在） 
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表 IV-3 都道府県・政令指定都市における PFI ガイドライン等の整備状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）自治体PFI推進センターHP、「資料室」＞「自治体方針・基本方針」より抜粋（平成17年3月22日現在） 

都道府県 自治体名
都道府県
／政令指
定都市

ガイドライン名 発行年 URL

北海道 都道府県
道におけるＰＦＩ導入のための
指針

H13/03
http://www.pref.hokkaido.jp/skikaku/sk-shyok/HP/pfi/pfi-
index.htm

札幌市
政令指定
都市

札幌市ＰＦＩ基本方針 H14/05 http://www.city.sapporo.jp/kikaku/pfi/

青森県 青森県 都道府県 青森県ＰＦＩ活用指針 H14/02 http://www.pref.aomori.jp/pfi/shishin.htm
岩手県におけるＰＦＩ導入のた
めの指針（本文）

H14/03
http://www.pref.iwate.jp/~hp0610/03gijutukikaku/01gijutukikaku/0
1gijutukanrijouhou/03pfi/pfi1.pdf

　　　　　　　　　〃
（参考資料）

〃
http://www.pref.iwate.jp/~hp0610/03gijutukikaku/01gijutukikaku/0
1gijutukanrijouhou/03pfi/pfi2.pdf

宮城県 都道府県 宮城県ＰＦＩ活用方針 H15/03 http://www.pref.miyagi.jp/kikakusom/pfi/pfi-hosin.htm

仙台市
政令指定
都市

仙台市ＰＦＩ活用指針」(第2
版）

H16/07
（H15/01
第1版）

http://www.city.sendai.jp/kikaku/tyousei/pfi/index.html

秋田県 秋田県 都道府県 秋田県ＰＦＩガイドライン H15/03 http://www.pref.akita.jp/tyosei/pfiguideline.pdf
埼玉県 都道府県 埼玉県ＰＦＩ活用指針 H15/02 http://www.pref.saitama.jp/A02/BY00/PFI/pfi.html

さいたま市
政令指定
都市

さいたま市ＰＦＩ活用指針

H16/3改
訂
（H14/08
第1版）

http://www.city.saitama.jp/cgi-bin/odb-
get.exe?WIT_template=AC020046&Sm=0&WIT_oid=saitama::Content
s::18090&WIT_jasminecharset=SHIFTJIS

千葉県 千葉市
政令指定
都市

千葉市ＰＦＩ導入指針 H13/12 http://www.city.chiba.jp/seisakuchousei/index.htm

東京都 東京都 都道府県 東京都におけるＰＦＩ基本方針 H12/12
http://www.metro.tokyo.jp/INET/KEIKAKU/SHOUSAI/70ACK200.
HTM

神奈川県 都道府県
神奈川県におけるＰＦＩ活用指
針

H12/09 http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/zaisan/pfi/index.htm

横浜市
政令指定
都市

横浜市ＰＦＩ等基本方針・ガイ
ドライン

H15/03 http://www.city.yokohama.jp/me/soumu/kokyo/pfi/index.html

新事業手法(川崎版ＰＦＩ)導入
実務指針

H14/05
http://www.city.kawasaki.jp/20/20kityo/home/pfi/jitumu_sisin/sisi
n.htm

川崎版ＰＦＩ基本方針 H14/05 http://www.city.kawasaki.jp/20/20kityo/home/pfi/kihon/pfi1.htm

新潟県 新潟県 都道府県
新潟県ＰＦＩ活用指針（本文・
概要版）

H14/10
改訂
（H14/03
第1版）

http://www2.pref.niigata.jp/niigata/webkeiji.nsf/d92f8fc6935d9f1b4
9256525003b25bf/49256b2c0011ba5bc9256c4f00297b09?OpenDoc
ument

福井県 福井県 都道府県
福井県におけるＰＦＩの活用指
針

H14/02 http://info.pref.fukui.jp/zaikatsu/fukuipfi.html

山梨県 山梨県 都道府県 やまなしＰＦＩ事業導入指針 H14/12 http://www.pref.yamanashi.jp/kikaku/seisaku/pfi/indexpfi-s.html

岐阜県 岐阜県 都道府県
岐阜県におけるＰＦＩ手法導入
マニュアル(案)

H14/03 http://www.pref.gifu.lg.jp/pref/s11690/pfi/

愛知県 都道府県 愛知ＰＦI導入ガイドライン H15/06 http://www.pref.aichi.jp/kikaku/PFI/pfi-index.htm

名古屋市
政令指定
都市

名古屋市ＰＦＩガイドライン（第
2版）

H16/04
（H15/01
第1版）

http://www.city.nagoya.jp/03soumu/pfi/guide_line.htm

三重県 三重県 都道府県 ＰＦＩ導入マニュアル H14/03 http://www.pref.mie.jp/tokutei/kensei/etc/2002040169.htm
京都府 都道府県 京都府ＰＦＩ事業導入指針 H16/07 http://www.pref.kyoto.jp/kaikei/pfi/shishin1.htm

京都市
政令指定
都市

京都市ＰＦＩ導入基本指針 H14/06 http://www.city.kyoto.jp/somu/gyokaku/pfi/page003.html

大阪府 大阪府 都道府県 大阪府ＰＦＩ検討指針 H14/02 http://www.pref.osaka.jp/kikaku/pfisisin/index.html

兵庫県 神戸市
政令指定
都市

神戸市ＰＦＩ指針 H15/06 http://www.city.kobe.jp/cityoffice/06/015/pfi/index.htm

島根県 島根県 都道府県 島根県ＰＦI導入指針 H16/12 http://www2.pref.shimane.jp/seisaku/pfi/index.html

広島県 広島県 都道府県
広島県におけるＰＦI導入のた
めの指針

H15/11
一部修
正
（H13/08

http://www.pref.hiroshima.jp/soumu/seisaku/pfi/index.html

香川県 香川県 都道府県 香川県ＰＦI導入の手引き H15/03 http://www.pref.kagawa.jp/seisaku/pfi/
愛媛県 愛媛県 都道府県 ＰＦI実務マニュアル H15/04 http://www.pref.ehime.jp/gyou-tihou/pfi/pfi.html

福岡県 都道府県 福岡県ＰＦＩ活用指針 H15/03
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/wbase.nsf/98aeab5db7ae34a949256b
0000279dea/88b02867ae9944da49256d01002231fc?OpenDocumen
t&Highlight=0,pfi

福岡市
政令指定
都市

福岡市ＰＦＩガイドライン第2版
H16/03
（H13/07
第1版）

http://www.city.fukuoka.jp/cgi-bin/odb-
get.exe?WIT_Template=AM02022&Ft=AC02022&Cc=7d413faf1

大分県 大分県 都道府県 大分県ＰＦIの手引き H15/01 http://www.pref.oita.jp/10100/kokuzi/index.html

鹿児島県 鹿児島県 都道府県
鹿児島県ＰＦＩ等導入基本指
針

H16/11 http://www.pref.kagoshima.jp/home/kikakuka/pfi/index.html

北海道

宮城県 

川崎市

岩手県 岩手県

埼玉県

神奈川県 

愛知県 

京都府

福岡県

都道府県

政令指定
都市
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3.2  PFI 情報源情報 

3.2.1  内閣府 PFI ホームページ 

内閣府民間資金等活用事業推進室（PFI 推進室）のホームページ（URL：

http://www8.cao.go.jp/pfi/）で、「PFI とは」、「PFI 法」、「基本方針」、「ガイドライン」、「支

援措置等」、「PFI 推進委員会の開催状況、PFI 事例等」等が掲載されている。 

3.2.2  自治体 PFI 推進センターホームページ 

自治体 PFI 推進センターは、地方自治体における PFI 事業の円滑な推進に資することを目

的とし、PFI 事業に関心のある地方自治体間の意見交換及び情報の共有の場等として設立さ

れたものであり、PFI 事業に関心のある地方自治体、全国知事会、全国市長会、全国町村会

及び（財）地域総合整備財団により構成され、総務省がオブザーバーとなっている。 

ホームページ（URL：http://www.pficenter.jp/）には、PFI ガイド、セミナー等の案内、PFI

情報、会員専用ページ等があり、この中の PFI 情報では、国内事業検索において事例の検索

ができ、自治体方針・基本方針では、地方公共団体の PFI のガイドラインやマニュアル類が

閲覧できる。また、PFI 事業ガイドには、用語集がある。 

3.2.3  日本 PFI 協会ホームページ 

日本 PFI 協会は、地方公共団体、民間企業が PFI 事業方式の考え方、実施手順を正しく理

解し広範に活用することを支援する為の啓蒙活動、政府・関係機関に対する政策提言等を

行うことを趣旨として設立された NPO 法に基づく非営利組織である。 

ホームページ（URL：http://www.pfikyokai.or.jp/guest/guest.html）には、セミナーや新着・

更新等の情報が閲覧できる「各種お知らせ」、中央の情報、事業情報、加工・分析情報等 PFI

に関する様々な情報が掲載された「会員ページ」がある。 

3.2.4  PFI インフォメーションホームページ 

株式会社 PFI ネットが運営する会員制ホームページ（URL：http://www.pfinet.jp/）で、「公

募・公開情報」において、PFI 導入事業の実施方針から事業者決定に至るまでの進捗状況が

把握でき、各事業のホームページにリンクもしている。その他、「国・地方自治体の動向」、

「事業応募者情報」、「アドバイザー情報」、「実践施設」、「セミナー情報」、「提言・報告書」、

「書籍紹介・販売」等の情報が閲覧できる。 

3.3  水道における PFI 事業の情報 

 水道における PFI 事業の情報は、表 IV-4 に示すホームページから閲覧できる（平成 22

年 2 月 19 日現在）。なお、水道施設への PFI 導入に当たり必要となる水道法の第三者委託の

適用に当たっては、「第三者委託実施の手引き」が参考となる。 



- 84 - 
 

表 IV-4 水道における PFI 事業の情報 

No. 事業名 事業種別分類 
事業開始又は公募の時期 

事業手法 

東京都水道局 朝霞浄水場・三園浄水場常
用発電設備等整備事業 

常用発電 
平成 13 年度（事業開始） 

PFI（BOO） ① 

http://www.waterworks.metro.tokyo.jp/water/jigyo/pfi/index.html 

神奈川県企業庁 寒川浄水場排水処理施設
更新等事業 

排水処理 
平成 15 年度（事業開始） 

PFI（BTO） ② 

http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/11/1170/pfi/samukawa.htm 

埼玉県企業局 大久保浄水場排水処理施設
等整備・運営事業 

排水処理 
平成 16 年度（事業開始） 

PFI（BTO） ③ 

http://www.pref.saitama.lg.jp/A90/BD00/yousui/14pfi/pfi.html 

千葉県水道局 （仮称）江戸川浄水場排水処
理施設整備等事業 

排水処理 
平成 16 年度（事業開始） 

PFI（BTO） ④ 

http://www.pref.chiba.lg.jp/suidou/pfi/pfi.html 

愛知県企業庁 知多浄水場始め４浄水場排
水処理施設整備・運営事業 

排水処理 
平成 17 年度（事業開始） 

PFI（BTO） ⑤ 

http://www.pref.aichi.jp/0000007597.html 

松山市公営企業局 かきつばた浄水場・高
井神田浄水場ろ過施設整備等事業 

浄水場 
平成 17 年度（事業開始） 

DBO ⑥ 

（インターネット上での情報提供は終了） 

横浜市水道局 川井浄水場再整備事業 浄水場 
平成 21 年度（事業開始） 

PFI（BTO） ⑦ 

http://www.city.yokohama.jp/me/suidou/jigyosya/kyotsu/kawai-pfi.html 

大牟田・荒尾共同浄水場施設等整備・運営
事業（大牟田市、荒尾市） 

浄水場 
平成 21 年度（事業開始） 

DBO ⑧ 

http://www.city.omuta.lg.jp/kigyoukyoku/jousuidou/kyoudo-dbo.html 

千葉県水道局 北総浄水場排水処理施設設
備更新等事業 

排水処理 
平成 22 年度（事業開始予定） 

PFI（BTO） ⑨ 

http://www.pref.chiba.lg.jp/suidou/pfi2/index.html 

佐世保市水道局 佐世保市北部浄水場（仮
称）統合事業 

浄水場 
平成 21 年度（H21.12 公募） 

DBO ⑩ 

http://www.city.sasebo.nagasaki.jp/www/contents/1245634285680/index.html 

 

3.4  VFM の考え方や算出の解説について 

VFM の考え方や算出の解説について、特に詳しい記述のあるものとして、例えば下記の

資料がある。 

1)「京都府 PFI 事業導入指針」（平成 16 年 7 月 28 日、京都府 PFI 事業推進委員会） 

http://www.pref.kyoto.jp/kaikei/PFI/pdf/shishin.PDF 

2)「大阪府 PFI 検討指針」（平成 14 年 2 月、大阪府） 

http://www.pref.osaka.jp/kikaku/PFIsisin/index.html 

3)「福岡市 PFI ガイドライン第 2 版」（基本編、実践編）（平成 16 年 3 月、福岡市） 

http://www.city.fukuoka.jp/cgi-bin/odb-get.exe?WIT_template=AM02022&Ft=AC05022 

 


